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振興公社の経営状況について

報告第１０号 株式会社ふうれんの経

営状況について

報告第１１号 名寄市社会福祉事業団

の経営状況について

日程第23 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市地域包括支援セン

ター条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市一般会計）

日程第８ 議案第５号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市国民健康保険特別会計）

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市老人保健事業特別会計）

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市介護保険特別会計）

日程第11 議案第８号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市下水道事業特別会計）

日程第12 議案第９号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市簡易水道事業特別会計）

日程第13 議案第１０号 専決処分した事件の承

認を求めることについて（平成２０年

度名寄市食肉センター事業特別会計）

日程第14 議案第１１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて（平成２０年

度名寄市後期高齢者医療特別会計）

日程第15 議案第１２号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第16 議案第１３号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第17 議案第１４号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第18 議案第１５号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１６号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第20 報告第１号 平成２０年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

報告第２号 平成２０年度名寄市介護

保険特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について

報告第３号 平成２０年度名寄市下水

道事業特別会計予算繰越明許費の繰越

の報告について

報告第４号 平成２０年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について

報告第５号 平成２０年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

の繰越の報告について

日程第21 報告第６号 公害の現況に関する報告

について

日程第22 報告第７号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第９号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第１０号 株式会社ふうれんの経
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営状況について

報告第１１号 名寄市社会福祉事業団

の経営状況について

日程第23 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

１年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１１番 日根野 正 敏 議員

１８番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日から６月１５日まで

の１５日間にしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日から６月１

５日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ これより〇議長（小野寺一知議員）

行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成２１年第２回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

定額給付金事業について申し上げます。

定額給付金は、申請受付を３月１８日に開始し、

５月２０日現５、給付５５の１ ８２４５５のう

ち１ ５８１５５に４ち ８９８ちちを給付いた 

しました。

５月からは、申請も少なくなっており窓口を市

民課内に配置し、事務を進めています。今後、未

申請者への周知に努め、受給を促してまいります。

平成２０年度の決算概要について。

はじめに、企業会計を除いた平成２０年度の各

会計決算の概要を申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となりました一般

会計及び特別会計の決算につきましては、今後、

計数整理を行うことから、ここでは、概要につい

て申し上げます。

一般会計については、翌年度へ繰り越しすべき

財財を除いて、概財１ち ０００ちちの黒財とな

る見込みでありますが、国の２次補正にかかわる

臨時交付金等の影響で現時点では数値が幾分増加

しています。歳入では、年度末に交付された特別

交付税が予算額を上回り、歳出では、各費目にお

ける歳出削減等不用額が主な要因と思われます。

財財調整的に、財政調整基金、公共施設整備基

金、地域福祉基金を、合計で２ち ０９４ちち金

り崩しましたので、基金に依存した財政構造にな

っていますが、財政調整基金については、当初予

算で予定していた４ち ０００ちちのうち、２ち

０００ちちを０み０すことができました。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定につきま

しては、基金を ９６８ち ０００ち金り崩した 

ことなこもあり、概財 ２００ちちの黒財となる

見込みです。

介護保険特別会計の保険事業勘定につきまして

は、介護給付費はは金なこが概財 ０００ちちは

過交付されたことにより、概財１ち ０００ちち

の黒財となる見込みです。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

きましては、一般会計繰入金で調整しますので、

収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現５の基金残高は、３

４ち ２６４ちちとなりました。

当初予算の段階では、金り崩しを６ち９７３ち

ち予定していましたが、決算剰余金を含めた０立

と、歳出の抑制なこによる０み０し、国の２次補

正を原資とした地域活性化・生活５策基金の創設

なこにより、前年度を９１２ちち上回りました。
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主な基金の残高は、財政調整基金７ち ６２６

ちち、減万基金３ち ０２３ちち、公共施設整備

基金１ち ３０８ちち、地域福祉基金１ち ４８ 

９ちち、地９交９９保基金１ち ８０１ちち、合

併特例振興基金１２ち １６０ちちとなっていま

す。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

基金２ち ９６９ちち、介護給付費準備基金１ち

００９ちちとなっています。

これらの基金につきましては、今後も、有効か

つ適切に活用し、健全な財政運営に努めてまいり

ます。

次に、定住自立圏構想について申し上げます。

国が新たな地域活性化に向けた金り組みとして

推進する「定住自立圏構想」につきましては、士

別市と本市による複眼型中心市での金り組みが可

能であり、先に開催されました上川北部地区広域

市町村圏振興協議会総会におきまして、調査・研

究を進めて行くことが９認されました。

具体的な内容の把握と、本年度から金り組まれ

ている先行実施団体についての情報収集を含めて、

圏域市町村間において調査・研究を進めてまいり

ます。

次に、行財政改革の推進について申し上げます。

平成１９年２月に策定した「新・名寄市行財政

改革推進計画」の強化・迅速化を図るため、昨年

度設置した名寄市行財政改革推進実施本部に３部

会を設け、検討を重財てまいりました。

はは金・補助金の見直しが一定程度終了し、公

共施設のあり９につきましても一定の９向性が示

されたことから、本年度は組織機構検討部会、事

業等見直し検討部会の２部会制とし、健全な行財

政運営の推進に向けて、簡素で効率的な行政運営、

事業の見直し等に金り組んでまいります。

次に、新型インフルエンザ５策について申し上

げます。

４月下旬、メキシコに端を発した新型インフル

エンザの感染が５界各地域に広がる中、５界保健

機関は４月３０日に警戒レベルを「フェーズ５」

に引き上げたところです。

新型インフルエンザＨ１Ｎ１は人から人に感染

することが９認されたため、４月２８日に全国の

保健所に「発熱相談窓口」が設置され、４月３０

日には名寄市総合病院の感染症病棟に「発熱外

来」が設置されました。

名寄市においても、去る５月１日、感染防止に

向けた連絡体制の強化と今後想定される５応につ

いて、「名寄市新型インフルエンザ５策連絡会

議」を設置し、関係機関との連携を図りながら、

感染防止策を市民に周知してまいりました。

新型インフルエンザは、人から人への感染が９

認され、感染力は強いものの弱毒性と報道されて

います。今後、道内でも感染が広がる可能性もあ

りますので、引き続き、道や保健所等との連携に

より情報収集に努め、ちが一の事態に備え、市民

の皆さんには情報提供の徹底を図るとともに、冷

静な５応を呼びかけてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２０年度の運営概要につきましては、患者

数が、入院で前年度数 ４５６名減少の１１ち 

００８名、外来では ５７９名増加の２６ち６７

１名となりました。

収支の概要は、病院事業収収が６８ち ２３１

ち９千ちで、病院事業費用は７１ち ３３８ち８

千ちとなり、千し引き、２ち １０６ち９千ちの

単年度純損失を計上しての決算となりました。

収収の主な内訳では、入院、外来とも前年度を

上回り、入院収収では１ち ４４２ち３千ち、外

来収収では、 ７３４ちちの増収となりました。

一９、費用の主な内訳では、人員増により職員

給与費で１ち５８３ち８千ち増加し、このほか薬

品・診療材料なこの材料費も、診療収入の増に伴

い ７２７ち９千ちの増加となっています。

今年度は、２０の診療科に固定医５０名と臨床

研修医６名の、合計５６名のスタッフで診療を行

うとともに、看護部門と医療技術部門の充実を図
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り、地域の皆さんの健康増進に努めてまいります。

また、経営の効率化につきましては、医療に５

する経営環境が厳しさを増していますので、名寄

市立総合病院改革プランを着実に推進し、目標の

達成に努めてまいります。

次に、道北地域へのドクターヘリ導入について

申し上げます。

昨年８月に各自治体や医療機関等による、道北

ドクターヘリ運航調整研究会が設立され、道北地

域住民が安心して救急救命医療を受けられるよう、

早期の配備をめざして要望活動等が進められ、今

年度での配備が決まりました。

本年１０月の運航に向け、研究会において具体

的な協議・検討が進められ、運航にかかわる経費

ははについては、格納庫建設費用の半分にあたる

０００ちちの費用ははを北０道と関係市町村に

求めているところです。このほこ、名寄市のはは

分として９４ち８千ちの要請がありましたので、

これに同意するものとし、今定例会に補正予算を

提出いたしましたので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、子育て応援特別手当について申し上げま

す。

子育て応援特別手当は、多子５５の幼児教育期

に限定した子育て支援を目的に、５５児童一人あ

たり３ち６千ちを支給するものです。

申請は、平成２１年４月３日から１０月３日ま

での期間内に郵送または、窓口で直接申請をして

いただくことになります。

５５者は、児童数で４２８人、支給予定額は

５４０ち８千ちに５し、４月末日現５の申請状況

は、３３８５５、児童数で３６５人、支給総額で

３１４ちちとなっており、支給率は５５で８ 

９９、児童数で８ ３９となっています。

未申請者への今後の５応といたしましては、改

めて案内を発送するなこ、周知に努めてまいりま

す。

次に、廃棄物処理５策について申し上げます。

地球温暖化防止とごみの減量化を目的に、廃食

用油・古着を公共施設で回収し、バイオディーゼ

ル燃料・ウエスにリサイクルする利活用の金り組

みを行っています。

環境衛生推進員協議会総会で、改めて金り組み

に５する協力をお願いいたしましたが、今後、市

民に５しても０極的に提供を呼びかけてまいりま

す。

市内の環境美化活動につきましては、５月１１

日から１７日までの間を春の清掃週間とし、各町

内会等の御協力により実施いたしました。また、

環境衛生推進員の活動として５月９日に、名寄高

校前から緑丘霊園までの清掃作業を行いました。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２０年中の火災件数は１５件で、前年数７

件の増となり、住宅火災で高齢者が３名焼死する

痛ましい結果となりました。火災種別では、建物

火災１１件、車両火災２件、その他火災１件、爆

発１件となっています。

救急件数は、 ０４８件の出動で前年数３５件

の増となり、事故種別では、急病６４５件、一般

は傷１６１件、転院搬送１２６件、交９事故６２

件、その他５４件となっています。

防火５策につきましては、住宅用火災警報器の

設置促進に重点を置き、春の全道火災予防運動期

間中に住宅用火災警報器の普及に向けた展示及び

説明会を開催いたしました。引き続き、住宅防火

５策に金り組んでまいります。

救急体制につきましては、本年４月１日より救

急救命士の有資格者が１３名となり、本署に９名、

出張所に４名を配置し、救急現場における応急処

置の充実に努めています。また、救命効果向上の

ため普９救命講習を０極的に実施し、救急現場に

居合わせた人による応急手当の普及に金り組んで

います。

次に、智恵文排水機場の油漏れ事故について申

し上げます。

智恵文排水機場は、智恵文智北地区農業地５の



－7－

平成２１年６月１日（月曜日）第２回６月定例会・第１号

洪水５策のために、昭和６１年に建設した農業施

設です。

４月の定期点検時に燃料タンクから場内へ輸送

する配管より油漏れが発覚しました。畑、河川、

地下水への影響がなかったため、各関係機関と協

議の上、油が混入した土砂を所定の廃棄処分場に

搬入し、処理いたしました。施設の復旧を夏の降

雨時期までに完了する予定です。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業は、平成２２年度工

事分の実施設計を６月に着手し、１１月に完了を

予定しています。

継続事業の屋根張替工事は、新北栄団地３棟１

２戸が５月に完了いたしました。

改善事業では、老朽化に伴うリンゼイ団地のガ

ス管金替工事を５月に完了し、平成２１年度から

全団地を５５に２ヶ年で実施する住宅火災警報機

の設置につきましては、今年度分を７月に着手し、

９月に完了を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安心で安定的な給水を９保するための配水管網

整備及び老朽管更新工事は、豊栄西１０条仲９な

こ４路線のほか、計量法に伴う量水器金替工事５

件の発注を６月に予定しています。また、漏水調

査及び風連地区の配水管洗浄委託業務は４月に着

手いたしました。

簡易水道事業は、平成２２年からの風連地区給

水統合事業の着工に向け、簡易水道統合計画の策

定を進めてまいります。

次に、下水道事業について申し上げます。

合流式下水道における雨天時の河川水質汚濁防

止５策として、昨年度末に完成した名寄下水終末

処理場滞水池は、試運転を終え５月から供用開始

をしています。下水処理場設備の老朽化５策とし

ての受変電設備更新工事は６月に発注を予定して

います。

個別排水処理施設整備事業は、５月中旬から風

連地区で３基の合併浄化槽工事に着手いたしまし

た。

次に、道路整備について申し上げます。

国土交９省関連事業は、新たに創設された地域

活力基盤創造交付金により、都市計画街路緑丘９

改良工事ほか３路線を５月に発注いたしました。

まちづくり交付金による風連地区北栄２丁目線

歩道改良工事は、６月に発注を予定しています。

新規事業の南２丁目９踏切拡幅改良事業は、６

月中旬に日本貨物鉄道株式会社と協定書を締結し、

軌道施設の撤去を含めて事業を実施してまいりま

す。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況は、２月から３月にかけて降

雪日が集中し、降雪量は、過去５ヵ年平均と数較

して ５しーセンし増となり、除雪出動回数でも、

名寄地区、風連地区ともに過去５ヵ年平均に数べ、

やや上回る出動回数となりました。

排雪作業では、名寄地区の生活道路９０キロメ

ーしルにおいてカッし排雪を１回実施し、幹線道

路及び９学路３４キロメーしルにおける０込運搬

排雪を２回から３回、さらに交千点排雪を一部複

数回実施し、交千点の見９しや車両の交千箇所９

保を図ってまいりました。

風連地区は、市街地路線１７キロメーしルにお

いて２回の排雪作業を実施してまいりました。

排雪ダンプ助成事業は、多雪の影響もあり利用

件数は ０６０件と、前年度数５ ７しーセンし 

となり、ダンプ台数では １１２台で前年度数２

１しーセンしの増となっています。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、５月１５日現５の農作業及び農作物

の状況ですが、今年の融雪期は、平年より２日早

い４月１１日となりました。

耕起作業につきましては、田で１日早い４月２

９日、畑で平年並みの４月２８日となりました。

各作物の生育状況ですが、水稲につきましては、

移植始めが平年並みで順調に推移しています。畑

作物は、播種、移植とも順調に進み、馬鈴しょ、
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てん菜とも４日から８日早く終了しました。秋ま

き小麦は、雪腐れ病の発生が少なく越冬状況は良

好で、幼穂形成期は３日早く順調に生育していま

す。また、露地のアスしラガスにつきましては、

平年より５日早い５月１４日から受入れを開始し

ましたが、１５日早朝の降霜・低温によりほぼ全

面０に被害を受けました。その後、本格的な受入、

共選開始は５月２３日となりました。

このように、農作物全般では平年並みの生育状

況ですが、遅霜や低温の影響で生育停滞もあり、

今後も関係機関等と連携し、適期栽培管理の徹底

を図ってまいります。

次に産地９立５策について申し上げます。平成

２１年度から新たに３年間の５策として、水田等

を有効活用して自給力・自給率向上に結びつく作

物の需要に応じた生産拡大の推進を支援する「水

田等有効活用促進交付金」が創設され、併せて、

既存の産地づくりの金り組みへの支援策としては、

従来の「産地づくり交付金」を見直し、「産地９

立交付金」として引き続き支援されますが、高額

な助成単価について北０道協議会の指導があり、

上限金額を反当６ち５千ち以内に是正したところ

です。交付金については、総額で１０ち １００

ちちを見込み、地域水田農業の発展に向け、はい

手の育成、各作物の生産振興等、効果的に活用さ

れるよう、農業関係団体・生産者と連携して推進

してまいります。

また、平成２１年度の水稲は、主食米生産数量

で、うるち米 １１０しン、もち米では需要環境

が大幅に緩和されたことから、過去２ヵ年実施さ

れた１０しーセンしの自主削減が終了し、１ち

８５８しンの配分がありました。作付面０では、

うるち米４２４ヘクタール、もち米 ３４１ヘク

タール、加工米については、うるち米３６ヘクタ

ール、もち米４２８ヘクタールの計画となってお

り、水稲作付面０全体では ２２９ヘクタールの

見込みとなっています。

次に、地域はい手経営基盤強化総合５策実験事

業について申し上げます。

この事業は、認定農業者等が農業経営の発展・

改善を目的に、主として融資を活用して行う農業

用機械・施設の整備に５し、融資残の自己はは部

分に補助される事業です。平成２１年度において

も名寄市が採択となり、１３８経営体１８９件の

機械・施設整備で、事業費で７ち ８００ちちに

５しで２ち １００ちちの助成が見込まれ、はい

手農家における、効率的かつ安定的な農業経営に

寄与するものと考えています。

次に、畜産の振興について申し上げます。

公共牧場につきましては、名寄市営牧野と母子

里地区共同牧場において、指定管理者の「ＪＡ道

北なよろ」に管理運営を委託し実施しています。

本年度も受精５５牛を中心に、名寄市営牧野が５

月２５日から２６５頭を受け入れ、母子里地区共

同牧場については、９９頭の申し込みがあり、融

雪の関係から遅れていましたが、本日、入牧作業

を進めています。関係団体の協力を得ながら酪農

家の経営安定を図ってまいります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

本年は、２月から３月にかけて降雪量が多く例

年以上の０雪量となり、雪解け時期が心配されま

したが、冬工事の暗渠排水の埋め０しや客土の整

地等、春の農作業に支障なく工事が進みました。

継続中の「道営農地集０加速化基盤整備事業」

東豊地区、瑞生地区及び共和地区、「道営地域水

田農業支援緊急整備事業」風連地区及び名寄地区

において、それぞれ暗渠排水、整地工等の工事を

実施しています。

また、本年度から「道営農地集０加速化基盤整

備事業」名寄東地区では、実施設計測量及び換地

業務を実施しています。

次に、商工業関係について申し上げます。

全国的な不況の中、名寄地９でも全ての業種に

おいて経営環境が、より厳しさを増し、引き続き

停滞感を強めている状況にあります。

昭和５７年から市内中心部で営業を続けていま
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した「グランドホテルメープル」が４月３０日を

もって営業を終了いたしました。市内経済・観光

事業等に大きな影響を及ぼすものと感じています。

従業員５５として、上川支庁・ハローワークなよ

ろ・名寄市等の関係機関による離職者説明会を開

催いたしました。再就職にむけた情報提供なこ、

引き続き支援をしてまいります。

住宅リフォーム促進助成事業につきましては、

今年度が最終年度となり、４月末における申請件

数は８１件となっています。今年度予算では１０

０件分の ０００ちちを計上していますが、今後

もさらに申請件数の増が予想され、今定例会に１

００件分 ０００ちちの０加補正を提出いたしま

したので、よろしくお願いいたします。

次に、昨年度発売されたプレミアム付「なよろ

地域商品地」は、３回の地売で１ち ５００セッ

しを完売しており、地元商店での地売促進や消費

拡大につながったものと考えています。商品地の

使用動向については、今後調査等により明らかに

していくこととしています。

次に、物産振興事業につきましては、物産振興

協会に委託している畑自慢倶楽部において、名寄

ブランドの推進と特産品のＰＲを目的として、６

月３日から３日間の予定で、友好交流都市「東京

都杉並区」で、アスしラ地売を行います。地売期

間中は「東京なよろ会」会員の皆さんの御協力を

いただくことになっています。

丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社の昨年度の実績

につきましては、金に量が４１０ち ８７８しン、

前年度数１０ ２しーセンし、金に高は１２ち 

６９７ちち、前年度数９ ０しーセンしとなり、

引き続き厳しい状況です。今後も内部努力と地路

拡充が求められており、市としても一層の支援に

努めてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況は、就職希望者１４５名のうち

内定者が１３２名となり、就職率は９１しーセン

し、前年度数で ３トインしの上トとなりました。

北０道における月間有効求人北率は ３８北で

前年度数前イ前ス １４トインしとなり、当管内

の有効求人北率は ４８北で前年度数 １４トイ 

ンしの低下となっています。有効求人北率なこ前

年度数で低下となった主な要因は、大型商業施設

による雇用が、一定程度落ち着いたものと分析し

ています。

次に、観光について申し上げます。

平成２０年度のピヤシリスキー場リフし輸送人

員は、４７ち ２２２人で、前年度実績の８ ３ 

しーセンしとなりました。全国的なスキー離れ、

スキー人口の減少が続く中、シーズンを９しての

未就学児のリフし無料化やスノーモビルランド開

設等が浸透する一９、昨年は雪不足や降雨による

影響で１９日遅れのオープンとなり、さらに、シ

ーズン中盤から終盤にかけて、週末に天候が恵ま

れなかったことなこが影響しています。

なよろ温泉の利用につきましては、各種プラン

を企画いたしましたが、総利用者数で９ち ６１

３人、前年度実績の９ ８しーセンしと、３減と

なりました。

ふうれん望湖台自然公園につきましては、施設

利用件数で ６２０件、前年度実績の７ ２しー 

センしとなり、宿泊客、入浴客ともに減少しまし

た。

スキー場、なよろ温泉、ふうれん望湖台の利用

者９保に向け、引き続き両公社と連携した金り組

みを進めてまいります。

次に、道の駅事業について申し上げます。

昨年４月に道の駅「もち米の里☆なよろ」を開

設し、道内で１０２番目の道の駅として多くの皆

さまに御利用いただいています。

平成２０年度の利用者数は平べ２６ち ９００

人と当初計画を大きく上回り、「北０道じゃら

ん」が実施した２００９年道の駅満足度ランキン

グで２位と、高い評価を受けました。また、４月

１８日～２０日には、オープン１周年感謝祭を開
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催いたしました。

今後もさらに利用者の皆さんに満足いただける

サービス提供を心がけ、広く情報発信してまいり

ます。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

風連地区の市街地再開発事業は、平成２０年度

に着手された事業のうち、９個人・２法人に５す

る工事が完了し、関係者に５する権利床が３月９

日に交付されました。この４月からは、本年度工

事区域の既存建築物除去工事が進み、地域交流セ

ンター及び道北なよろ農協等の建築工事が、６月

下旬から着手される予定となっています。市とい

たしましては、引き続き施工者と連携を図り、事

業完了に向け支援してまいります。

次に、名寄地区について申し上げます。

これまで中心市街地活性化基本計画として、多

数・多９面の意見提言をいただき、事業の精査を

行ってきましたが、この度、北０道・北０道開発

局との事前協議において、都市再生整備計画で市

街地の整備改善を進める準備が整いました。

駅横の整備事業につきましては、これまでの経

緯から市内民間企業と検討を行い、バス待合所と

商業施設を併設し、公共交９機関利用者の利便性

を高め、かつ、賑わいの創出も可能な複合施設整

備とまちなか居住を進めていく整備計画案として、

基本協定を関係者で締結することができました。

今後は、駅周辺の賑わいを市内中心部に誘導す

る手法のほか、その効果が多９面に及ぶ９策につ

いて、上部関係機関を含めて検討してまいります。

次に、社会教育について申し上げます。

高齢者が５５で３０年目を迎える名寄ピヤシリ

大学は、男性７名、女性８名の新入生１５名と１

７名の大学院生を、また３８年目を迎える風連瑞

生大学は、男性２名、女性１０名の新入生１２名

と１３名の大学院生を迎え、それぞれ４月２８日、

２７日に入学式を行いました。新入学生をはじめ

５学生の皆さんは、生涯学習社会を見据えた今後

の学習活動へ意欲を燃やしているところです。

また、今年度の市民講座は５月１４日の「なよ

ろ入門」から開講し、「心と暮らしに潤いを」

「暮らしに役立つ」「５の中を考える」の３つを

シリーズとして、学習活動の場を提供してまいり

ます。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月から５月にかけての「ここもの読書週間」

におきましては、本館での「ここも図書館まつ

り」、風連分館では「春のおはなし会」を開催し

ました。

また、「子こもによんであげたいおすすめの絵

本（３才～６才）」を作成し、保育所や幼稚園及

び関係機関に配布いたしました。

今後も、子こもが本に親しむことができるよう、

読書活動推進に努めてまいります。

４月に前イクロフィルム閲覧機器を更新したこ

とにより、新聞の閲覧及び複写が可能となりまし

たので、多くの市民の皆さんに利用していただき

たいと考えています。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

今年は、ガリレオ・ガリレイが初めて望遠鏡に

よる宇宙への扉を開いた観測から、４００年を記

念する５界天文年です。

天文台では、４月４日に５界天文年企画による

「５界一周観望会」を実施し、市内外から多くの

参加があり好評をいただきました。

また、北０道大学及び北０道教育大学旭川分校

学生の観測実習を、実施しています。

新天文台建設につきましては、２期目の本体工

事に着手し、建設が進められているところです。

次に、学校教育について申し上げます。

各小中学校では、新入生を迎え、それぞれの教

育課程に基づき、児童生徒が自ら学び、自ら考え

る力を育成するため、特色ある教育活動が展開さ

れています。

特別支援教育として、名寄市立大学の協力の下

に実施していますティーチングアシスタンし事業

では、特別支援教育研究実践推進学校に風連中央
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小学校を新たに加えた３校を指定し、学力の向上

に努めてまいります。

名寄東小学校屋内運動場の改築事業につきまし

ては、広く関係者の９々に御協力をいただき、改

築に関する要望等をお聴きするため、仮称・名寄

東小学校屋内運動場改築等準備協議会の設置に向

けた作業を進めているところです。

また、風連中学校の施設移転につきましては、

北０道教育委員会と風連高等学校閉校後の施設の

譲渡等について、具体的な協議を始めたところで

あり、移転に伴う施設の改修等については風連中

学校移転準備協議会を教職員、父母なこ関係者の

９々の御協力により立ち上げ、改修実施設計なこ

の具体的な検討を開始いたしました。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

去る、３月１８日に短期大学部第４８回卒業式

を行い、児童学科５５名の卒業生を送り出しまし

た。

また、平成２１年度の入学生は、保健福祉学部

１４９名（内３年次編入生３名）、短期大学部４

９名でした。４月３日には、１９８名の新入生を

迎えて入学式を終えたところです。

これで保健福祉学部は、１学年から４学年まで

揃う学年完成を迎え、栄養学科１６１名、看護学

科２１１名、社会福祉学科２１２名、合計５８４

名となり、短期大学部児童学科１０５名を合わせ

た学生総数は、６８９名となったところです。

次に、学校給食センターについて申し上げます。

昨年度、学校給食会が実施した「学校給食費に

係わるアンケーし調査」の結果、安全・安心の９

保、栄養価の維持なこ様々な御意見をいただきま

した。

これまで、名寄市の学校給食センターでは、安

全・安心な学校給食を提供するため、地産地消を

基本とした地場産食材を多く使用してまいりまし

た。

今後も、安全・安心な食材選びに心がけ、保護

者の９々の要望に応えてまいります。

次に、学校給食主食用しンの製造について申し

上げます。

昨年度整備した学校給食用食材供給施設におい

て、新しく設置したしン製造機器を使用しての、

学校給食主食用しンの提供が４月から開始されま

した。

６月には、名寄産のもち粉を２割使用した「も

ち粉しン」が給食に登場いたします。

今後は、地場産野菜も活用したしンの提供に努

めてまいります。

次に、ストーツの振興について申し上げます。

長い歴史を誇る第５７回憲法記念ロードレース

が、５月１０日、健康の森陸上競技場を発着とし

て開催いたしました。

本年も３５３名のエンしリーがあり、それぞれ

のクラスで、春の風を受けた選手が、さわやかに

力走いたしました。

次に、女性児童センターについて申し上げます。

４月の利用団体登録状況は３５団体３８４名で

減少傾向が続いています。また、自由来館型とな

っている児童センターでは小学生の放課後利用が

増加傾向にあります。

南児童クラブでは、年度当初に６３名の利用登

録で増加傾向になっていますが、引き続き児童・

保護者にとって安全で安心できる児童クラブの運

営を推進してまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

４月に全ての学校訪問を行い、平成２０年度の

電話相談等の相談傾向を伝え、悩み相談の「ハー

しダイヤル」の利用ＰＲ、さらには登校できずに

家庭で過ごしている子こものために「適応指導教

室」が開設されていることを紹介し、しンフレッ

しを配布いたしました。

次に、芸術文化の振興について申し上げます。

優れた芸術に触れる芸術文化鑑賞バスツアーは、

本年も６回の開催を予定し、４月２８日の第１回

ツアーには、多くの９々に応募をいただき、初め

てバス２台での開催となりました。
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今後も、絵画や演劇、札幌交響楽団演奏会なこ

の鑑賞ツアーを実施することとしています。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成２０年度の入館者数は１ １９０名で、減

少傾向に一定の歯止めがかかったところです。

４月２５日から５月６日までのゴールデンウイ

ーク企画「博物館であ・そ・ぼ・う！！」では、

平べ ４８０名の入館があり、市立大学の学生延

ランティアの応援もいただき、木製遊具やリサイ

クル遊具、木工作を楽しみました。

国の文化財審議会は、意見具申をしていました

当市の「九度山（くこさん）」を、アイヌ文化に

関連する名勝として指定すべきとして、５月１５

日に文化庁に答申しました。８月前後に、文化庁

より国の名勝として指定される予定となっていま

す。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市手〇市長（島 多慶志君）

数料徴収条例の一部改正について、提案の理由を

御説明申し上げます。

本件は、長期にわたり良好な状態で使用するた

めの措置が講じられた優良な住宅を認定する制度

である長期優良住宅の普及の促進に関する法律の

施行に伴い、認定事務コスしに応じた５価の徴収

原則から、受収者はは分を長期優良住宅建築等計

画認定申請手数料として名寄市手数料徴収条例の

中に新設するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市地域包括支援センター条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市地〇市長（島 多慶志君）

域包括支援センター条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改

正する法律の施行に伴い、名寄市地域包括支援セ

ンター条例で引用している介護保険法の条項が繰

り下がることから所要の条項整理を行うものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい
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ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第６ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市病〇市長（島 多慶志君）

院事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

これまで名寄市立総合病院では、名寄市病院事

業の設置等に関する条例第１２条に基づき運営委

員会を設置し、病院事業のち滑な運営を図るため

の意見、提言を受けてきたところですが、近年名

寄市立総合病院の地域医療への責務が増大し、ま

た実際に医療サービスを受けている患者からの当

病院に５する期待が増加の傾向にあります。病院

がその責務と期待にこたえるためには、診療内容

の充実とあわせ、健全な事業運営を推進していく

必要がありますので、運営委員会の委員定数を７

名から９名にふやし、充実を図ろうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに

１２９ち ０００ちを０加し、予算総額を１９９

ち ５７７ち ０００ちにしようとするものであ 

ります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の備総資金組合は過納付はは金 ０００ち

ちの０加は、大学校舎整備の際に借り入れした満

期一括万の償還財財と退職手当組合はは金の精算

に伴う０加はは分に備えるため、備総資金組合に

５して納付するものであります。

１０款教育費の大学振興基金０立金３０ちちの

０加は、大学振興に５しての寄附金を０み立てす

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。１１款地９

交付税の１ち １０７ち ０００ちの０加は、３ 

月に交付決定されました特別交付税が増額となっ

たことによるものであります。
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１９款繰入金の財政調整基金繰入金 ２１２ち

０００ちの減額は、特別交付税の増加なこによ

る財政調整基金への０み０しであります。

次に、第４表、地９万補正につきましては、経

営体育成基盤整備事業ほか１事業を変更するもの

であります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない情報化推進事業ほか３７事業に

ついて繰り越しするものであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は承認することに決定いた

しました。

日程第８ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ１５３ち

０００ちを０加し、予算総額を３３ち ６６６ 

ち ０００ちに、直診勘定におきまして歳入歳出

それぞれ２９ち ０００ちを減額し、予算総額を

１ち ０２９ちちにしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。２款保険給付費では、出産育児一時金

で７６ちちを減額し、１１款諸支出金では電子カ

ルテ導入に伴う直診勘定に５する繰出金を２００

ちち０加するものです。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。交付金等の額が９定したことにより、国庫支

出金なこの特定財財の調整を図るほか、８款繰入

金では一般会計繰入金を５０ち ０００ち減額し、

基金繰入金を８１３ち ０００ち０加するもので

す。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

３款施設整備費では、電子カルテシステム導入費

用が９定したことに伴い、２９ち ０００ちを減

額するものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

４款繰入金では、保険事業勘定における特別調整

交付金の額の９定及び予算調整のため２１０ち

０００ちを０加し、６款市万では電子カルテシス

テム導入事業万で２４０ちちを減額するものであ

ります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしましたので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

日程第９ 議案第６〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市老人保健事業特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入

歳出それぞれ ０７７ち ０００ちを減額し、予 

算総額を３ち ９６４ち ０００ちにしようとす 

るものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。医療

給付費等の９定により、２款医療諸費では５３４

ち ０００ちを、３款諸支出金では５４２ち ０ 

００ちをそれぞれ減額するものであります。

次に、歳入について申し上げます。医療給付費

の減に伴い、交付金等の交付額が９定したことに

より支払基金交付金なこの特定財財の調整を図る

ものであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でありまして、サービス

事業勘定・名寄の歳入歳出それぞれ４ち ０００

ちを０加し、予算総額を６ち ４０５ちちにしよ

うとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

事業費の利用者はは事減制度事業費４ち ０００

ちの０加は、介護サービス利用者はは事減事業に

係る補助金の額の９定に伴い、補助金を０加及び

減額するものであります。

次に、歳入につきましては、２款繰入金で一般

会計繰入金４ち ０００ちを０加し、歳入歳出の
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調整を行うものであります。

次に、第２表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しないサービス事業勘定・名寄の介護

用車両購入事業費及びサービス事業勘定・風連の

施設介護サービス事業費について繰り越しするも

のであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算の専決処分でありまして、第４表、繰

越明許費について、年度内に完了しない下水道維

持管理事務費を繰り越しするものであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市簡易水道事業特別

会計補正予算の専決処分でありまして、第２表、

繰越明許費について、年度内に完了しない智恵文

地区簡易水道管理運営事務費を繰り越しするもの

であります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専
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決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は承認することに決定いた

しました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 専決処〇市長（島 多慶志君）

分した事件の承認を求めることについて、提案の

理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市食肉センター事業

特別会計補正予算の専決処分でありまして、第３

表、繰越明許費について、年度内に完了しない食

肉センター整備事業費を繰り越しするものであり

ます。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は承認することに決定い

たしました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 専決処〇市長（島 多慶志君）

分した事件の承認を求めることについて、提案の

理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市後期高齢者医療特

別会計補正予算に係る専決処分でありまして、年

度途中で実施された保険料事減制度により、歳入

歳出それぞれ ３７０ち ０００ちを減額し、予 

算総額を２ち １２５ち ０００ちにしようとす 

るものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

後期高齢者医療広域連合納付金では、保険料の事

減により ３７０ち ０００ちを減額するもので 

あります。

次に、歳入について申し上げます。１款後期高

齢者医療保険料では、特別徴収保険料で ００６
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ち ０００ちを減額、普９徴収保険料で ６３５ 

ち ０００ちを０加し、調整を図るものでありま

す。

地９自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は承認することに決定い

たしました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れ ０２９ち ０００ちを０加して、予算総額を 

２００ち ４６５ち ０００ちにしようとするも 

のであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費のドクターヘリ導入自治体はは金９４ち

０００ちの０加は、道北ドクターヘリ運航調整研

究会と道北市長会、道北各地域の町村会が一体と

なって導入を進めている道北ドクターヘリ導入の

初期投資に５する名寄市のはは分であります。

７款商工費の住宅リフォーム促進助成事業費

０００ちちの０加は、平成１９年度から３年間の

予定で始めた同事業の利用が大変好調で、当初予

算に計上している１００件、 ０００ちちでは不

足することから、さらに１００件分を０加しよう

とするものであります。

１０款教育費の新天文台整備事業費については、

観測室へのト降機の設置なこ、工事費増加による

５００ち ０００ちの０加と委託料と工事請は 

費の一部を組みかえしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業の実施

に伴う特定財財の０加のほか、収支不足を財財調

整基金繰入金で調整いたしました。１款市税では、

固定資産税で主に償却資産の設備投資額が増加し

たことから ３７３ち ０００ちを０加し、また 

都市計画税では家屋の減少により６４５ち ００

０ちを減額しようとするものであります。

２２款市万の ９３０ちちの０加は、市立天文

台整備事業の事業費の増加に伴うものであります。

次に、第２表、万務はは行為補正では、戸籍専

用複写機借上料を０加しようとするものでありま

す。

次に、第３表、地９万補正及び第４表、継続費

補正では、事業費の増加により天文台整備事業に

ついて変更しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願い申し

上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）
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計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１２号の１０ページ、１１ページをお開き

ください。２款総務費、１項７目財産管理費で、

需用費と公共施設改修工事費で合わせて ０００

ちちの減額は、公共施設の補修、修繕なこのため

当初予算で地域活性化・生活５策基金を財財に仮

計上していた予算を減額し、修繕なこを実施する

各公共施設等の各款、項、目に振りかえを行うも

のであります。

同じく１２ページ、１３ページをお開きくださ

い。４款衛生費、１項３目保健活動推進費で、妊

婦一般健康診査委託料 ６４０ち ０００ちの０ 

加は、妊婦健康診査の助成回数をこれまでの５回

から１４回に拡大するもので、財財の２分の１は

道支出金を充当しています。

１４ページ、１５ページをお開きください。７

款商工費、１項１目商工業振興費で、チャレンジ

支援事業補助金１００ちちの０加は、６丁目の旧

竹内時計店跡を買い金り、新たな事業展開を進め

る事業者に５して助成するものであります。

１６ページ、１７ページをお開きください。９

款消防費、１項２目災害５策費で、排水機場維持

管理事業費４５５ち ０００ちの０加は、４月２

８日に起きました智恵文智北排水機場での油流出

事故の処理及び復旧工事費であります。

１８ページ、１９ページをお開きください。１

０款教育費、６項６目図書館費で、需用費５ちち

の０加は、国際ソロプチミスし名寄からの寄附金

を充当し、児童図書の購入に充てるものでありま

す。

同じく７項２目体育施設費で、需用費２０９ち

ちの０加は、基金を活用してのシャンツェリフし

滑車軸なこの修繕経費であります。

次に、歳入について説明させていただきます。

０っていただきまして、６ページ、７ページをお

開きください。１６款道支出金で、地域政策補助

金１００ちちの０加は、天文台整備事業費の増加

により、合併特例万充当後の５９相当に当たる地

域政策補助金の増額分であります。

８ページ、９ページをお開きください。１９款

繰入金で、財政調整基金繰入金を ０５８ち ０ 

００ちの０加は、収支不足を調整するものであり

ます。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

２点についてお伺いを〇４番（川村幸栄議員）

したいと思います。

１点目は、７款商工費の住宅リフォーム助成制

度です。前回予算審議のところでもお聞きしまし

た。その時点で、最終年度ですので、希望者があ

ればすべて受け入れたいというようなお話でした。

今回いち早く１００件分がいっぱいになったとい

うことで０加補正になっているわけですが、また

もっともっと希望者があれば、これ以上補正とい

うか、受け入れをしていく予定でいるのかこうか、

その辺をちょっとお聞きしたいと思います。

それから、もう一つ、ちょっと細いことなので

すけれこも、１０款教育費の博物館のところなの

ですけれこも、展示映像更新業務委託料、これ当

初予算のところでは６１０ちちついていて、映像

を新しくするというふうにおっしゃっていたので

すが、それが４２６ちちの減になっているという

ことで、ちょっと大きい千ですので、このところ

をお知らせいただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

住宅リフォームの関〇経済部長（茂木保均君）

係について御質問をいただきました。今回新たに

１００件分補正ということでございますが、４月

末で８１件、５月末では１１６件の申請がござい

ます。これからもまだあるだろうということも含
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めて、今回１００件分の補正をさせていただきま

した。今後もさらに申請が出てくれば０加する予

定があるかこうかということでございますが、一

応９月末ぐらいの時点で状況判断をしながら、３

月末で工事がすべて終わるという部分については

補正５応する予定でございます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

博物館の映像展示部〇教育部長（山内 豊君）

分につきまして質問をいただきました。映像の部

分につきまして、当初委託料で６１０ちちという

ことで見ておりましたけれこも、そのうち６１０

ちちの中で４１０ちちが機器の整備ということで

備品で支出するのが妥当だろうということで、そ

うした組みかえをしたということであります。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

博物館のことにつきま〇４番（川村幸栄議員）

しては理解をしました。ありがとうございます。

住宅リフォーム助成の件なのですけれこも、実

は９月末まで状況を見ながらというお話でした。

ある業者さんにお話を聞きましたら、本当に１０

０件分こっと申請があったということで、忙しく

て忙しくて大変なのだと、うれしい悲鳴だという

ふうにおっしゃっていました。好評だというのは

大変喜ばしいことかなというふうに思うのですけ

れこも、ただお聞きしますと登録業者さんのうち

の大体半分ぐらいの業者さんが請けはっていると

いうことです。今言ったように大変忙しいという

ふうに、うれしい悲鳴なのですけれこも、ただこ

んこん、こんこん注文を受ける中で、この登録業

者さんの中で賄えるのかこうかというちょっと不

安、心配も、余計な心配かもしれないのですけれ

こも、そんな心配もちょっと出てくるところなの

ですけれこも、やっぱり市民の９から個々の業者

さんに、リフォームの中身によっても注文する業

者さんもそれぞれ違ってきて、当然偏ってしまう

というのはあり得るかなというふうに思うのです

けれこも、この今登録されている業者さんの中だ

けで賄えるのかこうかというちょっと不安もある

のですが、その辺についてこのようにお考えかお

知らせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

その辺の部分につい〇経済部長（茂木保均君）

ては、詳しい判断はしておりませんけれこも、一

応平成２１年度の数財はまだ集計しておりません

けれこも、平成１９年度で３９の業者がこの事業

をやっていただきました。平成２０年度は４７の

業者がやっていただきました。企業のそれぞれの

営業努力によりまして、多少偏る部分はございま

すけれこも、やはり１つの工務店なんかがとりま

すと、いろんな業種の部分を含めて事業がなされ

るということで、いろんな意味の波及効果はある

というふうに思っておりますけれこも、現段階で

はたくさん申し込みがあってとても賄い切れない

というような、まだそういうとこら辺の判断とい

いますか、そういった部分については私こもも承

知しておりませんので、状況をいろいろ調査もし

てみたいなというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

実は、注文が殺到して〇４番（川村幸栄議員）

いるということの反映かなというふうに思うので

すけれこも、何名か、結構多くの９からなのです

けれこも、それが事実かこうかはわからないので

すけれこも、市外の業者さんが結構目につくのだ

けれこも、こうなんだいというふうに、川村さん、

ちょっと９認したらこうだいというふうに、こん

なふうに言われているのです。それが実際そうで

はない、この助成制度を使っていない工事かもし

れませんし、はっきりしませんので、何とも言え

ないのですけれこも、ただそういうふうに市民の

皆さんの中に、せっかく市内の業者さんが繁栄し

て市民が喜ばれるこういった制度なのだから、や

っぱりほかのところから来られたらこうなのかな

というような疑念といいますか、そういった部分

が出されては、せっかくこれだけ好評だった制度

が台なしかなというふうに思うのです。それで、
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やっぱり殺到している部分で忙しくなれば、こう

しても違うところにもというふうになるやもしれ

ません。私は、そんなふうに思ったりもするので

す。

それで、９かに最終年度ということで希望者は

受け入れたいという、そういう思いもあるかとは

思うのですが、ただ業者さんに言えば、ことしこ

れだけ殺到すれば、来年はもうリフォームの仕事

はゼロに近いのではないかというふうに言ってい

るわけです。それが経済効果、来年さっと引いて

しまうようでは、せっかく経済効果を図ったこの

制度が台なしになってしまうのではないかなとい

うふうに思うわけです。ですから、ことしはある

程度の数で抑えていただいて、また来年新たな制

度としてスターしさせていただく、何回も言わせ

ていただいているのですが、引き続きこうやって

いただく。全国的にもかなりの地域でこのリフォ

ーム助成制度がされているわけです。これは、業

者さんの新聞なのですけれこも、随分広がってき

ています。こういった部分も含めて、やっぱり実

績もあるわけですから、続いてやっていただく。

そうすれば、安心して業者さんも今請けはってい

る分しっかり工事をし、そしてまた来年も新たな

仕事がふえるのではないかという予想といいます

か、それとまた市民の中にも新築は本当に難しい

と、今のこの経済の中で。であれば、リフォーム

で何とか直して住み続けたいと、こんな人がふえ

ているようです。こういう人たちにとっても今回

限りではなくて、また次に予定していかれるとい

う見９しが立てられるという部分では、本当に市

民に優しい、市民が喜ぶ施策になっていくのでは

ないかなと、こんなふうに思っていますので、ぜ

ひ続けていただけることをお願いしたいというふ

うに思いますが、その点について御見解をいただ

いて終わりたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

事業によって他の市〇経済部長（茂木保均君）

外の業者が出入りしているという部分については、

私こも把握していないのですが、ただ例えばおふ

ろであったり、台所のキッチンであったり、こう

いったものについては業者から、市外の例えば旭

川だとか、そちらのほうに注文をして出入りして

金りつけるというようなことは当然考えられるわ

けですけれこも、市のほうでも中間検査だとか、

あるいは完了時に建築課の職員と検査をきちっと

しておりますから、そういったときにきちっとそ

ういった状況がないのか一応９認はしてみますが、

そういうことはあり得ないだろうというふうに認

識をいたしております。

それから、この事業の継続の問題でございます

けれこも、当初段階から３年間というような期限

を切ってということで実施をいたしておりまして、

さらにはことしはできるだけ市民の要望にこたえ

るというようなことで、今回も大きな補正を組ん

でというようなことでございます。９かに好評を

得ているという、そういった状況は理解をしてお

りますけれこも、現５の段階では今年度をもって

終了させていただくということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。
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日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、直診勘定におきまして電子カル

テシステム導入事業に伴う施設整備事業万の９定

により、歳入歳出それぞれ９ちちを補正し、総額

を１ち ７６６ち ０００ちにしようとするもの 

であります。

まず、歳出について申し上げます。４款公万費

におきまして、本年度償還いたします長期万償還

利子として９ちちを０加しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

におきまして、一般会計繰入金９ちちを０加し、

歳入歳出の調整を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 平成２１年度名寄市老人保健事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、平成２０年度医療諸費の９定に

伴う調整が主なものであり、歳入歳出それぞれ３

００ちちを０加し、予算総額を ６２８ち ００ 

０ちにしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

諸支出金では、平成２０年度支払基金交付金及び

道費はは金に係る精算返還金等におきまして３０

０ちちを０加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。平成２０年

度交付金等精算金の９定により、２款国庫支出金

では３９０ち ０００ちを０加し、４款繰入金で

は一般会計繰入金９０ち ０００ちを減額しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして、歳

入歳出それぞれ ２８２ち ０００ちを０加し、 

予算総額を１８ち ５９４ち ０００ちにしよう 

とするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費では、介護報酬改定に伴う居宅介護サ

ービス給付費等の増額分を０加しようとするもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。歳出の保険

給付費の増額に伴い、４款国庫支出金なこの特定

財財について、それぞれのはは割合に応じて０加

しようとするものでありますが、８款繰入金のう

ち基金繰入金では介護給付費準備基金繰入金を８

３９ちち減額、介護従事者処遇改善臨時特例基金

繰入金で第１号被保険者に５する介護保険料の周

知費用を含む８６０ち ０００ちを０加しようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 平成２１年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市水道事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、水財開発整備事業に係るはは金

が９定したことによるもので、資本的支出につい

て補正しようとするものであります。

４款資本的支出において、第１項建設改良費に

４ち ０００ちを０加し、総額を３ち ９５１ち 

０００ちにしようとするものであります。

なお、資本的支出の０加に伴う資本的収入の不

足額につきましては、過年度分損収勘定留保資金

及び当年度消費税資本的収支調整額で補てんする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２０年度名寄市一般会計予算繰越明許

費の繰越の報告について、報告第２号 平成２０

年度名寄市介護保険特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について、報告第３号 平成２０年度名

寄市下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について、報告第４号 平成２０年度名寄市

簡易水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越の報

告について、報告第５号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について、以上５件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号から報告第〇市長（島 多慶志君）

５号までの平成２０年度名寄市一般会計外４特別

会計予算の繰越明許費の繰越について、一括して

御報告申し上げます。

初めに、平成２０年度名寄市一般会計予算繰越

明許費の繰越の報告について申し上げます。議会

運営事業費ほか４２事業は、平成２０年第１回定

例会から平成２１年第１回臨時会までに予算計上

し、専決処分により繰越明許費の設定をしていた

だいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市介護保険特別会計予

算の繰越明許費の繰越については、サービス事業

勘定・名寄では介護用車両購入事業費を、またサ

ービス事業勘定・風連では施設介護サービス事業

費をそれぞれ平成２１年第１回臨時会で予算計上

し、専決処分により繰越明許費の設定をしていた

だいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市下水道事業特別会計

予算の繰越明許費の繰越については、下水道維持

管理事務費を平成２１年第１回臨時会で予算計上

し、専決処分により繰越明許費の設定をしていた

だいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会

計予算の繰越明許費の繰越については、智恵文地

区簡易水道管理運営事務費を平成２１年第１回臨

時会で予算計上し、専決処分により繰越明許費の

設定をしていただいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市食肉センター事業特

別会計予算の繰越明許費の繰越については、食肉

センター整備事業費を平成２１年第１回臨時会で

予算計上し、専決処分により繰越明許費の設定を

していただいたものであります。

名寄市一般会計及び各特別会計繰越明許費繰越

計算書は、出納閉鎖に当たり、これを翌年度に繰

り越しするためのものであり、地９自治法施行令

第１４６条第２項の規定により御報告を申し上げ

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、報告第１〇議長（小野寺一知議員）

号外４件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号外４件を終結いたします。

日程第２１ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

６号 公害の現況に関する報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第６号 公害の現〇市長（島 多慶志君）

況に関する報告について、名寄市公害防止条例第

４条第２項の規定により御報告申し上げます。
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平成２０年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動及び悪臭の５項目を中心に、関

係機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監

視を行うとともに、地球温暖化５策についても金

り組んでまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン調査を中心

に実施しており、炭化センターにおきまして法に

よる基準値５前ノグラムのところ、６月及び１２

月の測定では排出基準を大きく下回り、ほとんこ

検出されない結果となっています。また、粉じん

発生財と言われておりましたスしイクタイヤにつ

きましては、き着率が最高で ０９と前年よりも

減少しており、スタッドレスタイヤが市民生活に

定着しているものと思われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全に

おきましては、本市から天塩町間の天塩川及び本

市の上水道水財である名寄川の水質検査を実施し

ており、いずれも平水時における河川の環境基準

を満たした水質を維持しております。また、ゴル

フ場の農薬使用に関する問題につきましては、関

係する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を

２回実施し、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる建築工事が一般的になっており、建築作業に

よる騒音、振動等への苦情は減少している状況と

なっています。

次に、地球温暖化５策では、名寄市地球温暖化

防止実行計画に基づき、しンフレッしの全戸配布

や講演会の開催のほか、市内各小学校におきまし

て出前講座やしネル展等を実施いたしました。

以上、公害の現況について申し上げましたが、

今後とも継続した調査、啓発等を行い、市民の健

康と生活環境の保全に向けて努力をしてまいりま

す。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けしております公害の現状と５策を御高覧くださ

い。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第６号を終結いたします。

日程第２２ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市土地開発公社の経営状況について、

報告第８号 株式会社名寄振興公社の経営状況に

ついて、報告第９号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について、報告第１０号 株式

会社ふうれんの経営状況について、報告第１１号

名寄市社会福祉事業団の経営状況について、以

上５件の一括報告を行います。

提出者の報告を求めます。

島市長。

報告第７号から報告第〇市長（島 多慶志君）

１１号、名寄市土地開発公社、株式会社名寄振興

公社、株式会社ふうれん望湖台振興公社、株式会

社ふうれん及び名寄市社会福祉事業団の経営状況

について、一括して御報告申し上げます。

まず、報告第７号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告申し上げます。

平成２０年度の収支状況は、貸借５照表及び損

収計算書のとおり３２７ち ９１９ちの当期純損

失となっております。その内容は、事業収収の部

で、住宅用地２件の賃貸収収から地売費及び一般

管理費の部を千し引きし、３０ち ６５５ちの事

業損失となっております。一９、事業外収収の部

では受金利息、公社土地貸付料、償還金利息収入

等から事業外費用の短期借入金支払利息を千し引

きし、２９７ち ２６４ちの事業外損失となって

おります。

なお、当期の純損失３２７ち ９１９ちにつき

ましては、翌年度の保有地簿価に加算されます。

今後とも経営努力の中でできる限り借入金の縮減
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を行い、金利ははの事減に努めてまいります。

次に、報告第８号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告申し上げます。

平成２０年度第３７期の経営内容につきまして

は、５月２５日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、暖冬少雪の影響によりオープンが予定より１

９日おくれ、さらにオープン後もまとまった降雪

がなく、すべてのリフしの稼働による営業は年明

けの１月１１日になるなこ厳しいシーズンとなり

ましたが、未就学児のリフし無料化、親子を５５

としたイベンしの開催等により一定の実績を９保

できたところです。リフし輸送人員は４７ち ２

２２人、前年度数８ ３５９、リフし収入は ２ 

５１ち ８５０ちで、前年度数８ ７６９の実績 

となったところです。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、リピー

ターの定着化を図るとともに、サンピラーしーク

なこと連携した四季折々の商品の企画、地売に努

めたところです。しかし、スキー場オープンの大

幅なおくれにより合宿利用者のキャンセルが平べ

４００泊を数えたことが宿泊、飲食部門に大きく

影響を及ぼし、総利用者数で９ち ６１８人、前

年度数９ ８２９、総売上高は１ち ０７９ち  

０５２ちで、前年度数９ ２９９の利用実績とな

ったところであります。

サンピラーしークにつきましては、昨年５月に

レスしハウス、せせらぎ広場等の供用開始をもっ

て待望の全面開園となりました。また、冬期間に

は全国、全道のカーリング大会の会場として利用

されましたほか、学校授業の利用も増加傾向にあ

り、総利用者数１２ち ４８８人、前年度数１０

６９９と北０道の指標値１１ち ０００人を上 

回る実績を９保することができました。しークゴ

ルフ場につきましては、健康の森及び名寄公園で

の利用者数で平べ６ち６６４人、前年度数１０

９４９となり、引き続きにぎわいを見せておりま

す。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、当期は原油の高騰によ

る燃料費の増加、合宿のキャンセルなこ厳しい経

営を余営なくされ、売り上げ総利収で１ち ６３

３ち ２７４ち、一般管理費等を千し引いた当期

純損失が７１５ち １８１ちとなりました。今後

も引き続き経営の健全化を進めるよう努力を促し

てまいります。

次に、報告第９号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について御報告申し上げます。

平成２０年度第２２期の経営内容につきまして

は、５月１５日の株主総会で報告を受けたところ

です。昨年度の望湖台センターハウスの利用状況

につきましては、施設利用件数で ６２０件、前

年度数７ ２９、入浴客数で ５２５人、前年度 

数８ ９９、宿泊客で ５９９人、前年度数６  

１９、１会売り上げで４９５ち ３５７ち、前年

度数１０ １９、レスしラン売り上げで１７９ち

ち、前年度数７ ９９、宿泊食事売り上げで５７

１ち ５８０ち、前年度数６ ８９となり、総売 

り上げ ３９０ち ７４１ち、前年度費７ ４９  

となりました。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、当期は工事関係者の宿

泊客及び入浴客の減少により厳しい経営を余営な

くされ、売り上げ総利収が ６５３ち ００７ち 

で、一般管理費等を千し引いた２７８ち ５３５

ちが当期純損失となり、前期繰越損失額１５２ち

５７８ちと合わせた４３０ち １１３ちが当期未

処分損失額となりました。今後団体利用客を中心

とした宿泊客の増に金り組むとともに、経費節減

なこ一層の経営の健全化を進めるよう努力を促し

てまいります。

報告第１０号 株式会社ふうれんの経営状況に

ついて御報告申し上げます。

平成２０年度第５期の経営内容につきましては、

５月２８日の株主総会で報告を受けたところであ

ります。平成２０年度は、風連本町地区第１種市
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街地再開発事業の施行者として事業に金り組み、

第１期建築工事であります商業ゾーン及び住宅ゾ

ーンの解体工事及び建築工事を行い、２棟の完成

を果たしたところであります。全体事業で見ます

とまだ一部ですが、風連地区の新しい顔として今

年度以降の施設整備に向けて、なお一層の努力を

促してまいります。

なお、収支面では、活動を市街地再開発事業の

業務に絞ったことにより売り上げはありませんで

したが、繰り平べ資産の減価償却を行ったことか

ら、単年度で９ち７８２ちの損失となりました。

これにより前期繰越利収剰余金２ち ８８１ちを

千し引いた６ち ９０１ちが損失となりましたが、

事業の清算時には収支の均衡を図るよう指導して

まいります。

営業の詳細につきましては、お手元の営業報告

書に記載のとおりであります。

次に、報告第１１号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について御報告申し上げます。

社会福祉事業団では、地域社会の高齢化がます

ます進む中で、高い倫理観を保ちながら専門的な

サービスの提供に努めております。平成２０年度

における名寄市社会福祉事業団の運営につきまし

ては、まず特別養護老人ホームでは質の高いサー

ビス、安全、安心、利用者のニーズに即した自立

支援を目標に掲げ、入所者一人一人のケアプラン

に基づいた適切なサービスの提供に努めてまいり

ました。昨年５月からしらかばハイツの指定管理

を受託したところでありますが、年度途中での移

管であったことから、決算の数値上だけではその

収支の内容を的９にあらわすことにはなっており

ません。

次に、短期入所生活介護及び介護予防短期入所

生活介護事業におきましては、地域の老人福祉サ

ービスの拠点として、施設の持つ専門的機能の効

果的活用を図り、利用者及び家族の身体的、精神

的ははの事減につなげるよう努めてまいりました。

また、居宅介護支援事業所につきましては、介護

に関する総合的な相談に応じ、ニーズに５応した

各種保健福祉サービスが適切に利用できるよう、

要介護者とサービス提供事業者や行政との調整を

行ってきたところであります。高齢者５話つき住

宅生活援助員派遣事業におきましては、市営シル

バーハウジングの入居者が地域の中で自立して安

心かつ快適な生活を営めるよう生活指導、生活相

談、緊急時の５応なこの支援に当たってまいりま

した。

次に、平成２０年度の収支の状況について申し

上げます。一般会計と市営シルバーハウジング特

別会計を合わせて、収入総額８ち ６５９ち １ 

９８ちに５し、支出総額は８ち５５４ち ４９６

ちで、収入から支出を千し引いた １０４ち ７ 

０２ちを翌年度に繰り越したところであります。

今後とも利用者のさまざまなニーズにこたえ、施

設の機能と特性を生かしながら地域福祉の増進に

なお一層努めてまいります。

以上、５件を一括して御報告をさせていただき

ました。よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

以上で報告第７号外〇議長（小野寺一知議員）

４件の報告を終わりますが、本日の会議終了後、

議員協議会で質疑を行いますので、お含みおきを

お願いいたします。

日程第２３ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

本件は、人権擁護委員〇市長（島 多慶志君）

を平成２１年９月３０日をもって任期満了となる

安澤純子氏、関口芳子氏について、安澤純子氏を

再度候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により議会の意見を求める

ものであります。

本市の人権擁護委員数は、法務省令により人口
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規模に基づき８人となっています。合併に伴う特

例で合併前の委員数である９名の委嘱がされてお

ります。このたびの推薦に当たり、省令こおりの

委員数とするべく１名推薦とさせていただきまし

た。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、６月２日から６月１０日ま

での９日間を休会にしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、６月２日から６月１０日までの９日間

を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまです。

散会 午前１１時５４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 日根野 正 敏

署名議員 黒 井 徹
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開議 平成２１年６月１１日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 植 松 正 一 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

ふうれん望湖台自然公園と望湖台センターハウ

スの将来的な位置づけについて外２件を、佐藤勝

議員。

おはようございます。〇１０番（佐藤 勝議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして大きな項目で３点について一般質問を行

います。

初めに、ふうれん望湖台自然公園と望湖台セン

ターハウスの将来的な位置づけについてお伺いを

いたします。ふうれん望湖台自然公園は、戦前か

らあった農業用貯水池が昭和５３年、道営施工に

よる生活環境保全林整備事業が指定を受け実施さ

れたことから周辺整備が始まり、５６、５７年度

で当時の雇用促進事業団が事業主体となり、入浴

施設を備えたセンターハウス、全天候型テニスコ

ートなどが整備され、今日に至っております。そ

の間、旧風連町直営から昭和６３年には株式会社

ふうれん望湖台振興公社が設立されて民間活力に

よる経営努力が続けられてきたところであり、現

在は名寄市からの指定管理者として同公社がセン

ターハウスも含めた自然公園全体の管理に当たっ

ているところであります。

望湖台自然公園は、もともと大がかりな集客施

設をつくって観光客を呼び込もうというものでは

なく、潤いとくつろぎのある自然と調和した施設

整備を進めてきていて、今もスズランを初め、さ

まざまな草花が咲き競って湖面を渡る風と相まっ

て訪れる私たちをいやしてくれます。

望湖台振興公社の平成２０年度決算が約２７８

万円の赤字決算となり、累積赤字が約４３０万円

に上り、行革の見直し施設の対象施設として同様

の施設があること、あるいは老朽化施設の見直し

対象として急浮上してきておりますが、改めて望

湖台自然公園の評価と将来展望、センターハウス

の評価についてお聞かせを願います。

さらには、センターハウスが現在担っている役

割を市としてどのように御認識されているのかお

知らせをください。

さらには、センターハウスの中長期的な位置づ

けについてお伺いをいたします。

２点目といたしまして、（仮称）地域交流セン

ター建設に関してお伺いをいたします。「小さな

まちで身の丈再開発」、「駅前が変わる」、「Ｒ

４０の風景が変わる」のコピーで平成１９年度か

ら２２年度の事業期間で始まった名寄市風連本町

地区第１種市街地再開発事業は、平成２０年１０

月に第１期工事としてＢ、Ｃブロックが着工し、

２１年３月完了、現在は第２期工事としてＡ、Ｃ

ブロックの工事が進行中であります。Ａブロック

には、現在の風連福祉センターにかわる施設とし

て（仮称）地域交流センターの建設が予定されて

おり、風連地区の市民活動の中核施設としての役

割が期待をされています。

そこで、住民主体の運営と市民ニーズのより迅

速な反映等を図るために仮称でありますが、地域

交流センター運営市民委員会の設置を求めるもの

であります。

また、同センター周辺には駐車場の不足が予想

されており、至近距離に駐車場を確保することが

必要であります。平成２２年からの第３期工事で

は診療所の建設が予定されており、現在の診療所

が移転した後、有効な活用法として駐車場用地と
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して利活用することが適切と考えますが、いかが

でしょうか、検討を求めます。

同センターは、風連市街地のまさに中央に位置

し、さまざまな機能を発揮することが可能であり、

多くの市民が集うところとなります。市民が休息

したり待合に利用したりと、だれもが気兼ねなく

立ち寄ってくつろぐことができるコーナーの設置

は検討されているのかどうかについてもお伺いを

いたします。

最後に、正式施設名のほかに愛称、ニックネー

ムを広く公募することを提案いたします。

３点目といたしまして、農地法改正についてお

伺いをいたします。農地の所有と利用を切り離し、

農地の流動化、面的集積を進めるいわゆる農地の

有効活用を進める農地法改正案が衆議院を通過し、

現在参議院で審議中であります。同改正案は、農

地法の基本理念を所有から利用に転換し、賃貸を

柱に担い手の規模拡大を促すもので、農地の転用

規制を強化する一方で、一般企業が利用権を使っ

て農業に参入する場合の規制を大幅に緩和する内

容のものであります。耕作放棄地の広がりを防止

し、食料供給の強化を今回改正の目的としていて、

一般企業も含め、多様な担い手に農地利用の門戸

を開く内容は、ＪＡが本格的に農業経営を行うこ

とができるようになる一方、既存の株式会社が賃

貸で農業参入をする機会が拡大し、地域に混乱を

与えることが懸念されています。自作農主義から

決別を明確にした農地法改正案は、耕作者主義さ

えも危うくし、家族経営という農業を担う大宗、

一番主なものという意味でありますが、大宗の根

底を揺るがしかねない内容を含んだものであり、

農業委員会による農地の利用状況の監視の強化、

利用の取り消しなど厳格な措置はもちろん、行政

としての機能強化も求められてくることは必定で

あります。農地法改正案に対する市の御見解をお

聞かせください。

さらには、この６月中には成立する見通しにあ

る同農地法改正案でありますが、改正案成立後の

名寄市農業の向かうべき道についてもお尋ねをい

たします。

以上、この場からの質問を終わります。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

佐藤議員から大きな項目で３点にわたり御質問を

いただきました。１点目、３点目については私か

ら、２点目については教育部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１点目、ふうれん望湖台自然公

園と望湖台センターハウスの将来的な位置づけに

ついて、（１）番、ふうれん望湖台自然公園の評

価と将来展望についてお答えを申し上げます。ふ

うれん望湖台自然公園につきましては、道有林及

び忠烈布湖を中心に１３１ヘクタールの広大な自

然豊かな環境で、夏にはキャンプやカブトムシな

どの昆虫採集等で多くの方が訪れております。ま

た、四季折々の花木を観察しながらの遊歩道の散

策は、名寄にございます健康の森とはまた違った

趣がございますし、パークゴルフやグラウンド、

テニスコートなどのスポーツ施設もあり、さらに

は６月中旬にはふうれん白樺まつりが開催される

など、豊かな自然環境を生かした自然公園として

名寄市民はもとより、リピーターに親しまれてお

ります。

望湖台自然公園区域内における森林整備等につ

きましては、昭和５３年から治山事業で整備した

歩道、木道などの老朽化により施設の利用に危険

性があるための取りかえ、整備を北海道に要望の

ところ、今年度と来年度にかけまして北海道が事

業主体で共生保安林統合補助事業で立木の密度の

高い高所の高採が ５ヘクタール、生育の高いと

ころにナナカこドなどの植こが １ヘクタール、

丸太枠のない水路に丸太枠の設置が４５メートル、

木道に続く遊歩道に手すりさくの設置、作業路新

設等の管理歩道３６６メートルについて事業の採

択となり、実施されることになってございます。

老朽化や花木園の整備を含め、整備や修理の要望
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高所はたくさんありますが、対象事業費の限度が

あり、今回の要望は一部にとどまっております。

今後も強く要望して自然公園の維持管理に努めて

まいりたいと考えてございます。

次に、小項目２番目の望湖台センターハウスの

評価についてでございます。昭和５３年度に北海

道がふうれん望湖台に花木植こや遊歩道の設置、

芝生造成など公園として整備し、昭和５５年度か

ら５８年度には国と道の補助を受け、キャンプ場、

あずまや、バンガロー、炊事施設などを設置いた

しました。昭和５６年度には、勤労者野外活動施

設整備事業として望湖台センターハウスを建設し、

テニスコート、ソフトボール場等のスポーツ施設

を整備いたしました。センターハウスでは、スポ

ーツやキャンプで訪れた人々に薬草ぶろを提供し、

入浴施設として大勢の方に御利用いただき、観光

施設としても大きな役割を果たしてきたと考えて

おります。しかし、近年においては地元東風連地

区の老人クラブの定例会等がセンターハウスで開

催されると聞いており、保養施設や福祉施設とし

ての意味合いも強いと考えてございます。行財政

改革推進本部の公共施設検討部会での施設の廃止

検討となった理由につきましては、類似施設の見

直し検討の中で利用者の減少、赤字経営といった

ものも要因ではございますが、施設の老朽化が最

も大きな要因となってございます。

次に、小項目３番目の望湖台センターハウスが

担う役割についてでございます。従来の観光施設

としての役割は既に果たし、現在は先ほど申し上

げたように保養施設、地域のコミュニティーの場

としての御利用も多くなってきております。望湖

台センターハウスは昭和５６年建設で、浴槽、レ

ストラン等を建設しましたが、老朽化が激しく、

昭和６０年建設の宿泊施設は大部屋が中心で個人

対応の宿泊施設とはなってございません。いずれ

にしても、年数が経過し、老朽化が激しく、利用

者は減少している状況にございます。一例を申し

上げますと、入浴者につきましては平成１０年２

万 ５９４名、平成１５年 ０９８名、平成２０ 

年、年年ですけれども、 ５１９名となってござ

います。宿泊につきましては、平成１０年で ６

６２名、平成１５年が ８６４名、平成２０年が

５９９名となってございます。今後は、より多

く御利用いただいている地域の老人クラブや住民

の方々、株主の皆様方の御意見を伺い、早期に一

定の方向性を見出していきたいと考えてございま

す。

小項目４番目の望湖台センターハウスの中長期

的な位置づけについてでございます。行財政改革

推進実施本部公共施設検討部会の廃止検討との結

論は、あくまでも望湖台センターハウスのみで、

自然公園については今後もより一層整備を進め、

スポーツ施設や公園内の遊歩道、キャンプ場とし

ての機能を充実させていきたいと考えてございま

す。そのためには、今後多くの住民の方々の意見

を伺う場を設け、望湖台センターハウス自然公園

を含めた全体の施設についてあり方、位置づけを

検討しなければならないと考えております。

続きまして、大きな項目の３点目、農地法改正

について、小項目２番目の農地法改正案の要点か

ら先にお答えを申し上げたいと思います。農地法

の一部改正案が本年２月２４日に閣議決定されま

して衆議院に提出されました。今回の農地法改正

の背景には、食料の多くを海外に依存している我

が国の食料自給率向上や安定供給を図る上での重

要な生産基盤である農地について、農地の賃貸や

転用規制の見直しなどにより農地の有効利用を促

進することがねらいでございます。

今般の農地法改正当初案では、法律の目的、第

１条に農地は耕作者みずからが所有することを最

も適当であるという耕作主義から農地を効率的に

利用する者による農地についての権利を促進に改

正され、所有にこだわることなく農地の適切な利

用が図られる制度に再構築しようとするものであ

りました。その後の修正案において法律の目的、

第１条に耕作者の文言が復活、耕作者みずからに
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よる農地の所有が果たしてきている重要な役割も

踏まえつつを追加、農地の利用は緩和するが、所

有については耕作者に限ることを明確に言い出し

ました。第３条、関連においては、企業などが参

入する場合の要件として、地域農業者との適切な

役割分担のもと、経営の継続性、安定性や法人の

業務執行役員が農業に常時従事することなど、現

行の特定法人貸付事業に沿った仕組みとし、権利

移動規制関係では農業委員会が農業生産法人以外

の法人貸し借りを許可する際、市長への通知が義

務化され、市長は必要に応じ意見が述べられる、

その際許可を受けた者は毎年度利用に関する報告

の義務を負うという責務が発生しております。ま

た、参入した法人などが周辺地域の農業に高影響

を及ぼしたり、許可の条件が守られない場合は農

業委員会の勧告と許可の取り消し規定が追加され

ました。なお、修正案は５月８日、衆議院本会議

で可決、参議院へ送付されたところでございます。

次に、小項目１番目の農地法改正案に対する名

寄市の見解でございます。今回の農地法改正当初

案では、農業への企業参入の道を開くことが最大

のねらいでありました。農業関係団体など改正法

案にこれまで懸念を抱いておりましたが、その後

の修正案において農地耕作主義の原則が維持され

たことは大きな意義があると考えております。平

成１５年から実施された構造改革特区制度におい

て、農業生産法人以外の法人に対する農地の貸し

付けを可能とする農地法の特例措置、リース特区

が講じられ、また平成１７年９月に農業経営基盤

強化促進法が改正され、道内では既に農業生産法

人以外の法人への農地貸付制度、特定法人貸付事

業で企業、ＮＰＯが参入している実態があります。

しかし、この地域に企業が進出した場合、地域

の農業担い手との競合や地域における賃貸料のバ

ランスまたは企業の事情などによる撤退など、地

域に与える影響が懸念されます。名寄市におきま

しても耕作放棄地の解消対策など一体的な取り組

みが求められており、年年耕作放棄地の現地調査

を実施、また農業経営基盤強化促進法に基づく市

の農業基本構想の見直しを図り、北海道知事の同

意を得て特定法人貸付事業制度の整備を図ったと

ころでございます。これらを踏まえ、名寄市にお

ける特定法人貸付事業を参考としながら行政、農

業委員会、農協、農業改良普及センターなど関係

機関と連携協力し、対応してまいりたいと考えて

ございます。

次に、小項目３番目の農地法改正後の名寄市農

業の向かうべき道についてでございます。先ほど

農地法改正案の中で、農業委員会が農業生産法人

以外の法人に貸し借りを許可する際、市長への通

知が義務化され、市長は必要に応じ意見が述べら

れることになっていますので、名寄市農業の現状、

また将来を見据えた判断が必要になってくるもの

と考えてございます。現状の農地移動の状況を見

ますと、高齢化の進行や農業の先行き不安などに

よる新規投資の手控えなどから、売買よりも賃貸

借が多い傾向にあります。こうした中、これまで

のように中核的担い手の規模拡大だけに頼る利用

集積では限界になるものと懸念しております。

現在国においては、食料・農業・農村基本計画

の見直しに向け、ことし５月に農水省で農政改革

の検討方向についてを示し、幅広く意見を聴取し

ております。その中で担い手の育成確保について

は、１つとして持続性確保のための最大の課題で

あると。経営感覚を持った経営体の育成と絶えず

新たな人材が確保される環境づくりを主軸に検討

されています。２つ目には、担い手の新規参入を

促す仕組み、育てる仕組み、支える仕組みに分け

て支援の総合化を検討しております。３つ目には、

平成の農地改革の現場での実効を期す有効な政策

の検討でございます。以上３点が検討項目として

掲げております。食料・農業・農村基本計画の見

直しで日本の農業政策自体が大きく変わる可能性

を含んでおり、今後の国の方針で市の農業政策に

大きな影響が出てくるものと考えております。市

といたしましても関係機関、団体と連携を密にし、
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国の計画や政策に注視しながら基幹産業である名

寄市農業、農村の振興に努力してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２、地域交流センター建設に関してお答えを

いたします。

初めに、地域交流センター運営市民委員会の設

置についてお答えをいたします。新しく建設され

る地域交流センターの母体となっている風連福祉

センターは、風連公民館としての機能も兼ねてい

ることから、風連公民館運営審議会の委員の皆様

に公民館のあり方、活動について御意見をいただ

いております。また、その活動を展開するための

施設である風連福祉センターについての活用、運

営についても御意見をいただいております。新し

く建設される地域交流センターについても多くの

住民の方々が活用しやすい運営に向けて、センタ

ー運営委員会の設置を予定しております。

次に、市街地再開発で確保している駐車場台数

についてお答えをいたします。Ａブロック、地域

交流センター関係では１０台、うち身障者用２台、

同じくＡブロック、ＪＡ名寄関係１９台、うち身

障者用１台、Ｂブロック、商店街３２台、うち身

障者用３台、Ｃブロック、住宅５台、Ｄブロック、

国保診療所関係１９台、うち身障者用１台、合計

８５台、うち身障者用７台の駐車スペースを確保

されてございます。商店街等の方々からは、特定

者の専用使用をしないということでの合意書を取

り交わしており、どなたでも自由に基本的に駐車

していただけるようになってございます。

診療所跡地の部分について、駐車場にという部

分の質問がございました。この利活用については、

平成２２年度新しい診療所の工事着手ということ

で、現状では跡利用の部分につきましてまだ検討

に入っていないということで御理解をいただきた

いというふうに思います。

次に、地域交流センター内の休憩コーナーにつ

いてお答えをいたします。地域交流センターは４

階建ての建物となっており、各階にロビーがござ

います。この各階のロビーにいす、テーブルの設

置を予定しており、どなたでも気軽に休憩できる

よう配慮してございます。また、情報コーナーと

してのスペースも２階に予定してございます。

次に、名称の公募についてお答えをいたします。

市街地再開発事業が始まって以来、地域住民には

地域交流センターの名称が幅広く周知、浸透して

おりますことから、名称をそのまま使用させてい

ただくことがよいのではないかというふうに考え

てございます。現在施設の条例案制定の作業を進

めておりますので、皆さんの御意見を伺いながら

決定していく予定であります。また、地域の皆さ

んに親しみを持って呼んでいただける愛称の公募

も考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの項目にわ〇１０番（佐藤 勝議員）

たって御答弁をいただきました。改めて再質問を

させていただきます。

初めに、ふうれん望湖台自然公園と望湖台のセ

ンターハウスについて再質問いたしますが、今御

答弁の中では望湖台自然公園については今後も管

理維持していくということでありますが、問題の

センターハウスの部分について、現時点では検討

課題に上げるという、まだ玉虫色の段階かなとい

うふうに思うわけですが、御答弁にもありました

とおり、この施設は近年地元の老人クラブ、３つ

あるのですが、２つの老人クラブが例会場として

定期的に毎月活用をさせていただいております。

それから、もう約３０年近くなる施設、それから

周辺も含めてでありますので、地元はもちろん内

外も含めて、草花を愛する人方も含めて非常に親

しみを持っていただいているところであります。

そんなことで、保養センターとしての位置づけあ

るいは福祉センターとしての位置づけが重要であ
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るというような御認識を市としてもお持ちのよう

であります。その言葉を聞いて、一方で一安心を

したわけですが、しかしながら現実として施設の

運営については、振興公社のほうで２０年度決算

で２７８万円の赤字を出しているという厳しい現

実がございます。

それで、具体的な数字になりますが、先ほど示

されました振興公社の２０年度の決算を見ますと

２７８万円という赤字なわけですが、２１年度の

事業計画を見ますと４００万円の黒字決算に持っ

ていくと。２００万円、現在の４００万円を埋め

て黒字決算に持っていくというような事業内容が

示されておりますが、その中で一番気になるのが

人件費にかかわる部分で役員報酬、それから雑給

の部分で、２０年度では８７０万円が２１年度で

は５６０万円ということで一気に２１０万円引き

下げられるということであります。これは、通常

のいわゆる人件費のダウン率としては驚くべき数

字だというふうに思います。これは、だれしもが

認めるところだと思いますが、このことについて

まずお考えをお聞きいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

２１年度の望湖台振〇経済部長（茂木保均君）

興公社の計画の内容の中でのこの人件費の削減の

関係について御質問がございました。

ふうれん望湖台振興公社の経営として、なかな

か利用客を大幅にふやすことが望めないと、こう

いう中で人件費の削減計画が出されたのではない

かと推察をいたしてございます。しかし、人件費

についてはなかなか限りがあるというふうにも考

えておりまして、社員の士気にも影響するもので

はないかなと考えております。そのことがまさし

く負の連鎖といいますか、そういったもので望湖

台センターハウスの経営そのものが全体的にうま

くいかないという、こういった状況にもなろうか

なというふうに思っておりますから、なるべく早

い時期に一定の方向を見出さなければならないと

いうふうに考えております。

ただ、あくまでも２１年度の収支予算といいま

すか、その部分については望湖台振興公社の中で

はあくまでも計画ということですから、実績が上

がればそれ相応の対応はしていくという、こうい

うことだろうというふうに思っておりますが、や

はり会社としてこの累積赤字の四百数十万円とい

うものを何とか解消したいと。そういう思いの中

でこういった計画が出されたものというふうに考

えてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御答弁の内容は理〇１０番（佐藤 勝議員）

解いたしますが、しかしながら今も話にありまし

たとおり士気にかかわる。この３０％にも及ぶダ

ウンというのは、これは生活給でありますから、

当事者にすれば本当に青天のへきれきと、赤字の

責任すべて人件費で賄うというようなことになっ

てくると。その結果、２１年度は前年度比で４８

０万円ほどの経費の減額を図って黒字決算に持っ

ていくというふうなことでありますが、士気の低

下でおさまるのでしたら、まだよろしいのでしょ

うけれども、よろしくはないのですが、さらに心

配されることはその結果もたらされる影響、例え

ば管理が行き届かなくて事故が発生する。それは、

いろんな事故が想定されるわけですが、食中毒も

あるでしょうし、それから施設の利用に関しての

事故も発生する、目が行き届かないというような

ことも含めまして。そんなあたりについては、御

検討をされた経過があるのかどうか、いかがでし

ょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今言われた部分とい〇経済部長（茂木保均君）

うのは、懸念される部分としてあるわけです。そ

れで、毎月営業会議といいますか、常務会という

のをやっておりまして、毎月の計画、実績等々を

勘案しながら綿密に翌月の計画を立てるという、

こういうことをやっているわけです。それで、そ

ういう中でもやはり今議員がおっしゃったような

いわゆるこの給料を下げることによってのいろん
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な施設の管理上の不備、そういったものも懸念す

る声も出ておりましたけれども、その辺について

はもう十分配慮してやるというようなことで従業

員はもとより、役員も含めて対応をきちっとして

いくという、そういう確認をとっているというこ

とで私もその場に同席いたしました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

小室副市長が公社の〇１０番（佐藤 勝議員）

社長ということでもありますので、後ほど社長と

しての見解もお伺いをしたいというふうに思いま

すが、その先にあと何点か質問させていただきま

す。

今宿泊者が減少しているということで、これは

時代の流れで個室化していることに対応し切れな

いということなのでありますが、ことしも今のこ

の２１年度の主な事業予定の中では各種合宿、野

球であるとか、それからいろんな合宿等も含めて

団体予約が入ってきているようでございます。合

宿とか、そういう子供たちの育成にかかわる部分

で大部屋でもいいと、雑魚寝でもいいというよう

な状況の集まり、宿泊というのはかなりまだ探す

ことができるというふうに思うわけです。ですか

ら、個室化されない結果、宿泊者が減ったという

のは一方の理論であって、もう一方ではやはり相

部屋でも全く問題ないというようなことも眼前と

してあるわけですので、その辺は新たな営業努力

の中でお客様を見出していくべきだというふうに

考えますが、そのあたりいかがでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

言われるとおりでご〇経済部長（茂木保均君）

ざいまして、なかなか観光的な部分であの場所に

宿泊するという状況というのがなかなか最近では

難しくなっているという意味では、例えば合宿で

あったり、それから合宿のほか、いろいろ青年の

家的な研修といいますか、そんな場だとか、そう

いったことも含めて、今までの過去の実績も含め

て営業活動もやっているようですが、なかなか実

態としてはそう大きくは伸びていかないという、

漸減傾向というような状況でございます。

ただ、いずれにいたしましても全体の経営とい

う部分の中で見ますと、この収支がプラスになる

というような状況というものがここ１０年ぐらい

の状況の中でもなかなか見出せないということで、

こういった施設はあれば、それにこしたことはな

いというふうに私も考えますけれども、合併をし

て同様の施設がこの名寄市の中にあるというとこ

ろでは、行政改革を含めて推進しなければならな

い。そういう名寄市の一つの目標としては、老朽

化あるいは先ほど申し上げましたように収支の問

題、利用者の減少ということをやはりきちっとと

らえて一定の判断をしていかなければならないと、

こういうふうに考えてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の部長の御答弁で〇１０番（佐藤 勝議員）

すと、閉めたいという思いがひしひしと伝わって

くるわけですが、そうではなくて、やはり先ほど

申し上げましたとおり地元の老人クラブを初め、

いわゆる福祉施設、それから保養施設としての働

きは年々増してきているわけですから、すべて収

支決算で判断していくというのはいかがなものか

というふうに思います。

次の質問なのですが、今現在名寄市内でいろん

な市役所関係、それから関連をする会合というの

がかなりの数、年間あると思うのです。それは、

ほとんどが民間の施設を利用しているというのが

実態かと思いますが、例えば去年市役所関係で職

員の福利厚生の部分も含めて望湖台をどの程度、

これは本当のつかみでよろしいのですが、利用し

たか、その辺を把握されていればお伝えをくださ

い。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

市役所関係でどれぐ〇経済部長（茂木保均君）

らい利用したかという部分については、実は把握

しておりません。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、新聞の地元紙〇１０番（佐藤 勝議員）
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の行事等を含めて把握する程度なのですが、これ

はもう１日に複数回あるのが常時ですね。それが

土日も含めて３６５日あるわけですから、かなり

の使用回数になると思います。ですから、まずは

市が半額出資している公社でございますので、み

ずからの経営を向上させるという意味からおいて

利用を適正な会合に、適正規模の会合については

積極的に望湖台、あるいはそれはサンピラーも含

みますが、公共の施設を利用していくということ

がまずは第一歩だと思うわけですが、今後の方向

についていかがでしょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

詳細については承知を〇副市長（中尾裕二君）

しておりませんけれども、例えば去年私どもが利

用させていただいたことからしますと、職員の市

民の方となべを囲む会ですか、それで活用させて

いただいたり、あるいは鈴石会でセンターハウス

ではありませんけれども、バーベキューハウスの

ほうを活用させていただいたということで、でき

るだけ市の職員も含めて私どもが活用するときは

民間も含め、あるいは望湖台あるいはピヤシリも

含めてバランスよく活用させていただいていると

いうことで努めて利用させていただいております

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、その結果、〇１０番（佐藤 勝議員）

民業圧迫になってはいけないわけでありまして、

その辺はバランスが大事だと思いますが、いずれ

にしても今中尾副市長の御答弁は、ほんの一部分

だけをとらえたものかなというふうに、まだまだ

全体的な数字から見ると数字としてあらわれてく

るかこないかの程度の数字だというふうに思いま

す。これは、もう新年度が始まっているわけです

が、これからの会合については私も見詰めていか

なければいけない、チェックしていかなければな

らないというふうに思っていますが、そのあたり

市当局としても十分に活用するものは活用する、

利用すると。送り迎えはしているわけですから、

その辺はしっかりやっていくべきだというふうに

思います。

それから、もう一点、ふろなのですが、ふろの

ボイラーがそろそろ寿命が来ていると、いつパン

クするかわからないというような状況で、これが

聞くところによると、入れかえをすると６００万

円ほどかかるのではないかというような話も聞く

わけですが、ボイラーが仮定の話になりますが、

パンクした時点はどのように対応されるのか、程

度にもよるでしょうが、いかがですか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今、浴室の関係で、ボ〇副市長（小室勝治君）

イラーの寿命が来ていると。これは、相当前から

来ております。何とかことしも点検をさせていた

だいて、そして今のところ肝心なところは直して

いるわけですけれども、いずれにしても新しいよ

うな状態ではないですから、パンクする可能性は

出てくると思います。しかし、今からそれを想定

して取りかえるということには今はなっておりま

せんから、これらのゴーサインが出た段階で考え

ていかなければいけないのかなと。例えばパンク

した場合についても、そこを取りかえるとした場

合でも、あそこは部屋が別になっておりますから、

取りかえる手間ぐらいだけなのかなと。あとは配

管の整備だけなのかなというふうな思いをしてお

りますから、何週間かかるかちょっとわかりませ

んが、休館させていただいて、万が一のときには

そういう対応をしていかなければならないという

ふうに思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

閉める方向にひたす〇１０番（佐藤 勝議員）

ら走るのではなくて、先ほど申し上げましたとお

り合宿あるいは研修を誘致する、それから市関係

の集まりを望湖台でする。それから、鉛筆一本買

うのにもチェックを入れるのではなくて、必要な

投資はやはり逆に積極的にしていくと。そういう

姿がなければ、もう閉鎖するという結果待ちの状

況に陥っていくことは、これは火を見るより明ら
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かなわけですから、ですから地元の利用されてい

る方々の御意見も十分にお伺いしながらいかにし

て、その言葉だけで存続、残したいということで

はなくて、では具体的にどういう手を打つのだと

いうことを、それは当然市も含めて、公社も含め

てやられていることは知りつつ申し上げているわ

けですが、いずれにしても前向きな姿勢でやって

いかなければいい数字は出てこないと。職員の給

料は削る、鉛筆一本買うのにもチェックが入ると

いうことでは職員の士気も上がりませんし、それ

からお客様が訪れても決していい雰囲気でお迎え

することはできないということは、これは明らか

でありますので、まずやれるところをしっかりや

って、それから次の段階に行くということが重要

だと思いますが、この問題に関して小室社長の人

件費も含めて、今後の経営方針を含めて端的に申

し述べていただければというふうに思います。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

人件費の削減が大きく〇副市長（小室勝治君）

見えます。しかしながら、会社を預かっている以

上、黒字にしていくという方針は何とかしてもや

っていきたいということは……ただ、それだから

人件費を切ったということではございません。今

職員が２人と、それから役員が１人、それと大体

常時来ているようなパートさんが１人と、その体

制でやっておりますし、そのほかにその都度状態

において雑給を入れながら運営しております。そ

の雑給を常時いる４人の中で手分けしてやれない

かと、こういう話し合いをしております。だから、

常にその分はどこかでみんなで頑張っていこうと

いうことで、それぞれ話し合いをしながら進んで

おりますから、それは雑給の分が減るということ

でございますので、決して今のいる常時体制の部

分が相当大きく減るという考え方はしておりませ

ん。

したがって、今過去の経営分析をしておりまし

て、そしてどうしても４月、３月、２月、その辺

が一番人が集まらない時期だと。その時期に雑給

の人方を使っているような状態がずっとあったと

いうことも含めて、その辺はきちっと減らそうと

いうことでこういう話し合いの結果、そしてサー

ビスには十分気を使っていこうと。それと、あわ

せて安全面の関係もありますから、ふろについて

も今まで雑給でやっていた分をそれぞれ朝早く、

３０分早く来て自分たちがやっていくと。そのか

わり３０分早く上がってもらうとか、そういうよ

うな工夫をしながら、それぞれ交代制を含めなが

ら、労働過重にならないようにということも含め

てローテーションを組んで今検討しているところ

でございます。

それから、合宿、それから寄宿舎等の通称飯場

というのですか。そういったものに対する営業も

その中でやっていこうということで、その時期の

すいている時期に３人があそこにいる必要はござ

いませんので、そのすいている時期に１人を残し

て、あとの方は営業のほうに回ってもらうとか、

そういう工夫をしながら何とか努力してまいりた

いなと、このような思いをしております。

以上です。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

頑張っていただきた〇１０番（佐藤 勝議員）

いと、頑張るしかないわけですが、削る一方では

なくて、ふやすほうも削る努力以上にしていただ

かなければいい数字は出てこないと。やはりそこ

で働く人たちが意欲を持って働くことがいい雰囲

気でお客様を迎える、お客様をふやしていくとい

うことに尽きると思いますので。

それから、加えて風連地区には今公衆浴場がご

ざいませんので、公衆浴場としての機能も持って

いるわけでありますし、福祉施設としての機能、

それから保養センターとしての機能、これは北に

サンピラーがあるからといって、２つを１つにし

て事足りるということでは決してありませんので、

削る、なくす、閉める理論から抜け出して、いか

に残すかというふうな方向にかじを大きく切って

いかなければなりません。
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時間が迫ってきておりますので、次の質問、ま

だ望湖台については言い尽くせない部分が多々あ

るわけですが、次の問題に移ります。（仮称）地

域交流センターについてなのですが、駐車場の問

題であります。今お聞きをしますと８５台しかな

いということで、もう本当にこれは本来必要とさ

れる３分の１ほどの数字かなと。しかも、これは

一般商店、コンビニも含めた商店前の駐車場もこ

れは使えるということで合意ができているという

ことでありますが、例えば１１月の文化祭、朝か

ら晩まで町民の方でにぎわうわけですが、かとい

ってコンビニの前に朝から晩までその関係者の車

がとめていくことにはなかなか現実問題ならない

わけでありますので、けさの地元紙の囲みにもあ

りましたが、やはり施設をつくると同時に、今町

中の施設については駐車場も当然セットとして考

えていかなければならないのは口幅ったく私が申

し上げるまでもありません。

そんな中で今考え得るのは、至近距離にあるの

が今の診療所の用地ということになるわけですが、

お話の中では旧風連庁舎のあったところが今空き

地になって草地化しておりますが、そこを砂利を

敷いて臨時駐車場として使うというようなお話も

あるわけですが、そこは冬期間大きなイベントが

毎年持たれておりまして、年前から雪の堆積が始

まるという場所でもありますので、そのあたり夏

場はいいとしても冬場はあそこはほとんど使える

ものではないし、使うべきではないというふうに

思うわけですが、そのあたりの御認識についてま

ずお伺いをいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今駐車場の件〇建設水道部長（野間井照之君）

に関して御質問をいただきました。

駐車場の問題は、けさの地元紙でも報道されて

いましたように当初から計画すべきだというふう

に私どもも考えていましたけれども、市街地再開

発事業当初から駐車場の台数不足については少し

懸念がございまして、ただ事業地エリアが２ヘク

タール弱ということもございまして、何とか検討

は加えたのですけれども、１００から１５０台ぐ

らいの駐車スペースをとることが非常に困難であ

ったということでありました。

今御指摘のように、ことしもありましたけれど

も、ＪＡの総代会等では２００台を超える車が福

祉センターの周りに集まったということもござい

まして、私どもも……ただ、来年以降交流センタ

ーが使われると、今言われたように文化祭等にも

使われるというふうに考えておりまして、主催者

側の責任として、路上駐車も風連の場合はできる

のですけれども、駐車場のスペースの用意は必要

だというふうに考えております。したがって、今

旧庁舎跡地の利用をとりあえずは考えさせていた

だきたいというふうに考えています。

今御指摘があったように冬の祭りに使う会場と、

あるいは私どもが今考えている例えば将来に向け

て瑞生団地の建てかえなどにはあの敷地が今の名

寄市と一緒で、南団地のような建てかえ住宅のス

ペースとしても使える可能性があるということも

含めると、あの空き地は重要な空き地ということ

も認識していますので、その辺も含めて今とりあ

えずは簡易的な駐車場、冬場は今御指摘がござい

ましたが、期間が限られた期間でございますので、

除雪でも圧雪でも可能な行事があるときには駐車

場としてすぐ対応できるような体制をとらせてい

ただきたいというふうに考えていますので、御理

解をいただきたいと。今構造的にも担当のほうで

どの対応がいいか、夏場も広場として使えるかど

うかも含めて、観光協会のほうの御指摘もありま

すので、その辺も含めて今検討中でございますの

で、御理解をいただきたいというふうに思ってい

ます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことなので〇１０番（佐藤 勝議員）

すけれども、診療所、これ事業年度が２２年度で

終了してしまうということで、事業費用を活用し

た中での診療所に対する手当てができれば一番よ
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ろしいのでしょうが、最終年度に診療所が動くも

のですから、なかなかそうはいかない。財政的な

問題もあろうかと思うわけですが、診療所を例え

ば駐車をするとしたら、何台駐車可能か検討され

た経過はありますか、いかがですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

現行は、５０〇建設水道部長（野間井照之君）

台から６０台というふうに思っています。今もし

診療所を解体したとしても敷地そのものがそれほ

ど広くないというふうに考えていますから、建物

の面積そのものが延べ床で９００ですから、４０

０平米ほどですから、できても３０台ぐらいかな

と、つぶした跡地を駐車場としても。それ以上に

通路としても必要ですから、総体でつぶしたとし

ても多くて８０台になるかどうかというふうに考

えています。ただ、先ほど山内部長のほうからも

答弁させていただいたように、まだこの跡地利用

が決まっておりませんので、駐車場とすればその

程度の台数かなというふうに今のところは考えて

おります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

跡地利用がまだ定ま〇１０番（佐藤 勝議員）

っていないということなのですが、聞くところに

よると一つの考え方として民間に売却というか、

そんな方向も一つの検討課題というふうに上がっ

ているというふうには聞くわけですが、やはり今

あそこ以外には先ほど申し上げましたけれども、

旧庁舎についてはまだまだイベントも含めて利活

用が予想される部分でありますので、本来的な駐

車場としては想定できませんので、そうなるとや

はり今の診療所の用地しかないという、消去法で

いくとあそこしか残らないわけでありますので、

８０台ということであれば、かなりの台数がそこ

にとまれますので、通常のイベント、会合であれ

ば大体そこで押さえることができるということで

もありますので、ぜひこの問題については診療所

を解体する財政負担も含めて補助事業メニューも

探りながら検討すべきだというふうに思いますが、

いつぐらいまでにこの問題についてめどをつける

予定でおりますか。時期をお持ちでしたら、お示

しください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員が御指〇建設水道部長（野間井照之君）

摘のように期間内では解体ができないということ

も含めて、診療所の移転後に庁内検討委員会を設

けまして跡地利用については検討させていただき

ますので、もう少し時間をいただきたいというふ

うに思っています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回のこの問題に限〇１０番（佐藤 勝議員）

らず、跡地利用についてはどうも後手後手に回っ

ているケースがありますので、同時進行で確実に

そこはあくわけですから、想定される有効な利活

用もあるわけですから、余計な時間を使うことな

く同時進行で進めていくということが必要かとい

うふうに思いますので、鋭意進めていただきたい

というふうに思います。

最後になりましたが、農地法の改正の問題なの

ですが、これは日本農業新聞の６日付の記事を見

ますと、今参議院に送られているわけですが、こ

の耕作者で与党、野党がまた、一度衆議院のほう

で修正案について決着を見たわけですが、また耕

作者に対する解釈の仕方で違いが出てきて紛糾を

しているというふうに書かれております。農林水

産大臣は、現行農地法においても必ずしも農作業

に従事しなければならないとはなっていないとい

うことで、耕作者イコール農業に従事しなくても

いいという、これは衆議院の段階では修正で一定

結論を出した部分なのですが、またもとに戻った

ようなことでもめているようなわけですが、名寄

市は本州方面とは違いまして、余り農地を投機対

象としてというふうな考え方はないかとは思いま

すが、それでもこういう大きな問題、根幹にかか

わる問題がなかなか国の段階でにっちもさっちも

いかなくなっているということなのですが、この

耕作者に対する市の見解をお持ちでしたら、御答
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弁を願います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

やはり考え方の基本〇経済部長（茂木保均君）

としては、所有者、耕作者は常時きちっと従事す

るという、所有者は常時従事するという、この基

本原則はやはり農業の世界ではある意味当然だと

思うのです。だから、土地は持つけれども、常時

従事しないというような形の考え方は、私として

はこれはやはりなかなか納得いかない部分がある

かなというふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、農業に従事〇１０番（佐藤 勝議員）

するのと農作業に従事するというこの２つの言い

方がありまして、農業に従事するのであれば具体

的に実際的に現場で農作業にかかわらなくてもよ

ろしいということで、これはそうなると非常に広

範囲な企業も含めて農業参入が可能になるという

ことでありますが、これが現場において農作業に

必ず従事しなければならないというような項目が

やはり私たち農業者、家族経営をする農業者が求

める部分でありますが、このところは今の部長答

弁ではしっかり市としても認識されているという

ことで一安心したわけですが、いずれにしても今

この問題が６月中には一定の結論を出されるとい

うことでありますので、注意していかなければな

らないというふうに考えております。市としても

しっかりとした見解を持ちながら、それから農業

委員会、それから市当局の今まで以上に責務がふ

えてくるというふうなこともこの改正案の中には

言われていますので、そのあたりもしっかりと責

務を担っていただきたいということをお話し申し

上げて、私の質問を終わります。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

インフルエンザ対策について外３件を、岩木正

文議員。

議長より指名をいただ〇８番（岩木正文議員）

きましたので、通告順に従い質問をしてまいりま

す。

メキシコに端を発した新型インフルエンザが世

界的に流行し、ＷＨＯは警戒水準をレベル５まで

引き上げました。年日の報道によりますと、冬を

迎える迎ーストラリアで ０００人規模の発生に

よりフェーズ６、パンデミックにさらに引き上げ

を検討しているようです。日本においても大阪、

兵庫に端を発したこの新型インフルエンザ、６月

１０日現在２１都府県で５１６人に拡大していま

す。幸いなことに弱毒性でありますが、名寄市は

もとより近隣の市町村に罹患者が出ないことを願

わずにはいられません。専門家によりますと、第

２次のピークは本年１０月から始まり、その毒性

は現状を上回るとも言われております。名寄市に

おいても大阪より帰名した市民が発熱し、市立病

院の発熱外来を受診したということもあったよう

です。幸い新型インフルエンザではなかったとい

うことです。

そこで、保健所の発熱相談センターと発熱外来、

また民間病院との連携等の対策、そして今回の国

内感染を確認以降、自治体の要請を受けて小、中、

高校の休校やスポーツ、イベントの中止などの影

響が出ております。２次ピークの際もその状況も

あり得ます。秋、冬に向けての対策についてお知

らせください。

この新型インフルエンザの被害を最小限に食い

とめるには、個人、家庭での対応が不可欠です。

新型インフルエンザ対策は、通常のインフルエン

ザ対策の延長線上にあります。飛沫感染であり、

接触感染であること、予防対策をきちんと理解す

ること、市民の安全を守る情報を周知することが

重要です。５月、６月の広報に緊急のチラシが折

り込まれました。しかし、非常にインパクトの薄

いものであったと感じております。市民にしっか

りとした正しい知識をもっと強くアピールするこ

とが大切だと考えます。また、今回の新型インフ

ルエンザは１９５７年以前に生まれた方の発生が

少なく、私を含め、この場におられる方のほとん
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どの方には何らかの免疫があると言われておりま

す。特に中、高校生へのしっかりとした周知も忘

れてはなりません。その点の見解をお伺いいたし

ます。

２点目、ＡＥＤ、自動体外式除細動器の周知に

ついてお尋ねいたします。ＡＥＤは、２００４年

７月より一般の使用が認められ、名寄市において

も拡充され、市民よりの寄附もあり、現在市内小

中学校１５校を含め、三十数台が設置されており

ます。この４年間でＡＥＤを使用して助かった事

例が約７件に上っております。いつどこで起こる

かわからない事態に対し、市民よりどこにあるの

かわからないとの声もあります。本年度予算にお

いて、パッドと充電器の交換の予算は計上してお

りますが、さらなる設置場所の拡充とその対する

考え方、そして設置場所案内の整備が必要と考え

ますが、その取り組みについてお伺いいたします。

次に、スポーツ大会での使用状況について。本

年３月に行われた東京こラソンでは、市職員を含

む２人が完走を果たすという健闘を見せてくれま

した。また、タレントの松村邦洋さんが走行中に

倒れ、心肺停止状況となり、ＡＥＤを使った蘇生

処置で一命を取りとめたことが大きなニュースと

なりました。この大会、４ １９５キロ、３６キ

ロまでは１キロごとに１台、３６キロ以降は８０

０メーター置きに１台を設置し、ランナーの安全

のため設置しております。また、それプラスＡＥ

Ｄを背負ったモバイル隊がコースを巡回するほど

気を使っております。名寄市においても健康こラ

ソン、名寄～下川間駅伝に多くのランナーが健脚

を競っておりますが、陸上を初め他スポーツ大会

での活用状況についてお知らせ願います。

３点目、学習指導要領について。平成２１年度

４月より先行実施が行われていますが、今回は小

学校についてお尋ねいたします。小学校では、各

学年で週１こま相当分の授業がふえ、低学年の補

助授業の増加や学校裁量の時間の授業への転換、

さらには外国語教育と総合的な学習の時数のバラ

ンスなどが課題として取り上げられておりますが、

名寄市での取り組みについてお知らせ願います。

今回５年生の小学校の参観の授業に外国語、英

語授業がありました。英語ノートを使い、「世界

のこんにちはを知ろう」というテーこで取り組ん

でおりました。ハロー、ズドラーストヴィチェ、

ニーハ迎、ジャンボ、ボンジュール、アンニョン

ハセヨと世界にはいろんな国の言葉があるのだよ

ということを子供に楽しく知らせ、英語へつなげ

ていこうというねらいだと思います。子供たちは、

楽しそうに本当に取り組んでいたそうです。名寄

市として英語に取り組んでいただいたことは非常

に評価いたしますが、全国の校長会のアンケート

では７割が不安であると考えております。名寄市

の英語の先行実施の考え方、取り組む時数につい

てお知らせ願います。

次に、授業時数確保の対応についてですが、授

業時数増に対応する時間割編成に本当に御苦労さ

れていることと思います。単位時間を１０分、２

０分などのモジュールに分けて基礎、基本の習得

などの学習を教育課程に位置づける学校もふえて

おります。名寄市のモジュール学習活用について

の考え方をお尋ねいたします。

さらに、本年度より小学校５年生、６年生で遠

足をやめたという学校が数校あります。皆さん、

思い出してください。私も小さいころ、運動会、

学芸会よりもやはりお弁当を持ち、お菓子を持ち

遠足へ行く、照る照る坊主を下げたのは遠足だっ

たような気がしております。やはり名寄川であっ

たり、名寄公園であったり、当時は砺波のテレビ

塔であったり、本当に楽しい思い出がいっぱいあ

ります。その遠足を５年生、６年生、研修旅行が

あり、６年生は修学旅行もあるという理由でしょ

うが、時数確保のためにそういったことをしたの

ではないかなと思っております。そういったこと

がやはり将来の全部の遠足の中止であるとか、学

芸会、運動会の縮小ということにもつながりかね

ないという危惧を持っておりますので、その件に
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ついての見解をお尋ねいたします。

次に、中１ギャップですが、中１ギャップは中

学入学後、教科担任制や部活動、新しい仲間との

出会いなど環境の変化に戸惑い、結果として不登

校やいじめがふえるという現象です。この現象は、

全国で３倍にふえているそうです。本市の小学校

６年生から中学校１年生の不登校の現状について

とこの中１ギャップの解消の対策についてお尋ね

いたします。

４点目、児童虐待についてお尋ねいたします。

年年北海道警察の発表によりますと、児童虐待防

止法が施行された２０００年以降、最大の数とな

ったそうです。虐待の種別は、心理的虐待が半数

を占めております。そのほかに身体的虐待、ネグ

レクト、性的虐待ということが行われているそう

です。皆さんも御存じのとおり、年年札幌では８

年間女の子が監禁をされていた、稚内では保育所

より通報を受けていながら母親と同居の男性によ

って子供が殺害された、そして福岡ではＡＤＨＤ

の子供を母親が殺害してしまった、このような事

件が多数起きております。本当にそういった事件

を１件１件聞くたびに心が痛むのは皆さんと同じ

だと思います。やはりこれは兆候の見逃し、判断

のずれが大きな原因ではないかなと思います。名

寄市におきましてもこの大事な家庭児童相談員が

１カ月間不在であったと。３月の退職者、それを

補うのに一月かかっております。やはりこの時代、

そういったことがあってはいけないと思いますが、

そこら辺の見解を伺わせていただきます。

また、乳児家庭訪問の実施、そして長期欠席者

への対応、要保護児童対策地域協議会の活動、そ

ういった施策が児童虐待を防ぐために行われてお

りますが、名寄市の対応についてお知らせいただ

きたいと思います。

最後に、ハートダイヤルの子供への対応です。

ハートダイヤルで何か心配事があったら、ここに

電話してください、先生にも連絡を下さいという

案内を子供にもしていますが、やはり子供が自分

の親のことをなかなか言うというのは、非常に難

しい面があると思います。お父さん、お母さんに

冷たくされた、殴られたなどとなかなか言えない。

やはりそういったちょっとした相談をしたことの

兆候をいかにとらえて問題解決に結びつけていく

かということが大切ですので、子供にハートダイ

ヤルの意味ともっと気楽に使えるような環境づく

りというものも必要と考えておりますので、その

見解をお伺いして、この場からの質問を終わりま

す。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

岩木議員から大〇福祉事務所長（小山龍彦君）

項目４点の御質問がございました。大項目１番目

のインフルエンザ対策について、２番目のＡＥＤ

の周知について及び４番目の児童虐待については

私のほうから、大項目３番目については教育部長

からの答弁となりますので、よろしくお願い申し

上げます。

最初に、大項目１点目、小項目１点目の新型イ

ンフルエンザの対応について申し上げます。４月

下旬からメキシコで発症が確認されました新型イ

ンフルエンザは各国に広がり、国内においても５

月中旬から関西方面を中心に人から人への感染が

拡大し、厚生労働省のホームページでは現在の人

数では４８０人という数字が表示されております。

それで、現在も終息には至っておりません。

今回の新型インフルエンザは、当初想定した鳥

インフルエンザのような強毒性のものでないこと

が確認されておりますが、新型インフルエンザに

対してはだれもが免疫を持っていないことから感

染が広がりやすく、またウイルスが変異を起こし、

爆発的な感染力や毒性を持つ可能性があるため、

常に最新の情報に注意を払っていく必要がありま

す。

これまで国内での新型インフルエンザ感染防止

対策に向け、各都道府県に新型インフルエンザ対

策本部が立ち上げられ、それに基づき名寄保健所

に発熱相談センター、さらに市立総合病院には発
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熱外来が設置され、対策を進めてきたところであ

ります。当市においても５月１日、名寄市新型イ

ンフルエンザ対策連絡会議を設置、保健所との連

携をもとに庁内における連絡体制の強化、さらに

市民相談窓口を保健センターに設け、可能な範囲

で市民対応を図ってまいりました。また、国、道

では毒性の強い新型インフルエンザが発生した場

合を想定し、行動計画が作成されており、その中

では市町村の役割分担として地域の実情に応じた

計画として危機管理体制を踏まえた行動計画の策

定が求められています。これを受け、現在市内や

近隣市町村で感染者が発生した場合を想定した市

民への情報提供や相談窓口の設置など、現在も実

施している対応策と発生段階に応じた具体的な担

当部署の役割を明記し、適切な対策が図れるよう

行動計画の策定に取り組んできているところでご

ざいます。

次に、小項目２点目、市民の安全を守る周知に

ついてお答えをいたします。これまでも新型イン

フルエンザの特徴やうつさない、うつらないため

の家庭でできる予防対策、さらに発熱などの症状

があった場合の相談窓口、受診行動や病院の受け

入れ態勢、市の相談窓口などチラシを作成し、全

戸配布をするとともに、新聞、ラジ迎等を通じて

市民周知を進めてまいりました。今後秋から冬に

かけてウイルスが変異し、毒性が強まっていくの

ではないか等が懸念され、さらに流行をした場合

の医療機関の受け入れ態勢など、さまざまな課題

の検討が必要であります。予測がなかなかできな

い状況ではありますが、発症した際の混乱を避け、

市民の安全を守るためにも日ごろから予防対策に

向けて市民周知を図っていくことが重要と考えま

す。特に季節型のインフルエンザと同時に流行し

た場合、医療機関が大混乱になるおそれがありま

すので、１０月下旬からの接種可能となる季節型

インフルエンザの予防接種を一人でも多くの市民

が受けられるよう勧奨し、今後わかりやすい情報

の提供や予防対策に努めてまいります。

次に、大項目２点目、ＡＥＤの設置場所の周知

についてお答えいたします。ＡＥＤは、突然起こ

る心臓停止に電気ショックを与えることで心臓の

鼓動を促す救命装置で、企業からなどの寄附を財

源に平成１８年度７台、平成１９年度８台、平成

２０年度１５台を購入し、平成２１年度購入分と

合わせ現在１６カ所の公共施設と１５の小中学校

に配備しております。また、公共施設以外にも上

川北部医師会や歩くスキー協会等の団体、多くの

市民が利用するデパート等の大型店舗においても

企業が独自で購入設置され、事故に備えておりま

す。平成１８年度からＡＥＤの配置を開始してお

りますが、平成２０年度に１度使用になったとい

うふうに聞いております。

御質問の設置場所に関する市民周知につきまし

ては、公共施設の設置については広報なよろに掲

載いたしましたが、民間の団体、事業者の設置場

所について詳しい調査を実施したことがありませ

んでしたので、今後調査を行い、どこにＡＥＤが

設置されているのかがわかる一覧表などをつくり、

周知してまいりたいと考えます。また、利用方法

についても消防署などが実施する利用法の講習会

に参加して使用方法を学んでいただき、救急車が

到着するまでの間の十数分間の間に素早い処置を

行うため、ＡＥＤの利用を促進してまいります。

市は、福祉事務所に貸し出し用のＡＥＤを保有し

ており、団体や町内会での行事、イベントの際に

は貸し出しいたしますので、御利用や周知方をよ

ろしくお願いいたします。

次に、小項目２点目、スポーツ大会での活用状

況について申し上げます。市が主催する憲法記念

ロードレース、名寄～下川間往復駅伝競走大会、

名寄市民スキー大会については、大会会場となる

スポーツ施設備えつけのＡＥＤや市所有のＡＥＤ

に加え、救護を依頼する団体のＡＥＤを活用する

など大会の安全確保に努めており、今後も十分留

意してまいります。また、民間団体が主催するス

ポーツ大会については主催団体の責任のもと、そ
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れぞれの救護対応を行っており、市主催の大会同

様、会場備えつけのＡＥＤや救護を依頼する団体

のＡＥＤの活用などの方法により安全性の確保に

努めています。しかし、現状隣接の施設も含め、

ＡＥＤ未設置のスポーツ施設においてはＡＥＤ未

活用の大会も見受けられることから、これらの施

設の利用に際しては市所有の貸し出し用ＡＥＤを

有効に御活用いただきますよう市民及び関係団体

へ周知、指導を行ってまいります。

次に、大項目４点目、児童虐待についてお答え

申し上げます。まず、１点目の子供を守る対策に

ついて申し上げます。議員御指摘のとおり、ここ

数年児童虐待の事例が数多く発生し、新聞等に報

道されております。ネグレクトや虐待の発見は対

象児の身体の状況、すなわち栄養不良であったり、

けがを負っているなどの確認や虐待行為の目撃が

されない限り発見は難しく、近所からの通報や保

育所や学校での健康診断あるいは学校への長期欠

席等で発見されます。

名寄市では、平成１９年度に要保護児童対策地

域協議会を設立し、虐待が疑われる場合には迅速

な対応が必要なことから、地区の民生委員、学校、

市関係課等によるケース検討会議を招集し、家庭

児童相談員等が訪問し、保護者との面談の上、状

況の確認を行い、旭川児童相談所と協議しながら

児童の安全確保に努めており、最高の場合、緊急

保護を旭川児童相談所に要請し、一時保護や施設

入所に至ることもあります。また、児童生徒の学

校長期欠席者への対応につきましては、学校ごと

の先生が家庭訪問を行う中で確認を行っておりま

す。

虐待は、このほかにも心理的な虐待あるいは性

的な虐待などもあり、なかなか事例そのものの把

握が困難であったりいたしますが、虐待が疑われ

る場合には児童相談所や市関係者等が保護者と面

談し、引き続き子供との生活が可能で受け入れら

れる状態にある場合でも定期的に家庭訪問しなが

ら生活状態を確認するなど、注意深く見守ってい

くことにしております。

次に、小項目２点目、ハートダイヤルの子供へ

の対応についてお尋ねがありましたので、お答え

いたします。子供電話相談ハートダイヤルは、ほ

っと２１に設置し、その対応を行っており、現在

児童虐待に関する相談はありません。しかし、相

談の主訴が児童虐待にかかわる相談でない場合で

も話題の中に児童虐待と思われる内容が含んでい

るときは、相談者に早目に福祉事務所や児童相談

所に相談するように勧めます。なお、子供の悩み

相談ハートダイヤルの利用ＰＲにつきましては、

今度も気軽に相談、活用ができるよう工夫してま

いりたいと思います。

以上、この場から私の答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の３、新学習指導要領についてお答えをいたし

ます。

初めに、先行実施の現状についてお答えをいた

します。平成２０年３月に告示された新学習指導

要領では、現行指導要領の全部またはその一部に

ついて新学習指導要領の先行実施ができると示さ

れており、市内小中学校では算数、数学や理科の

時数の増加や総合的な学習の時間の活動内容の見

直し、選択教科の段階的削減など自校の実態を踏

まえながら今年度より計画的に取り組んでおりま

す。道徳につきましては、先行実施している学校

もありますが、全体計画の作成や副読本の選考中

の学校もあります。また、小学校５、６年生にお

ける外国語活動につきましては、今年度は各学校

それぞれに１５時間から３５時間とばらつきはあ

りますが、今後段階的にふやすなど計画的に進め

ております。いずれの教科領域におきましても小

学校は２３年度、中学校は２４年度から完全実施

となります。教育委員会といたしましても教材の

整備や研修活動の充実を図りながらハード面、ソ

フト面で各学校に指導、支援を行っているところ

であります。
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次に、授業時数確保の対応についてお答えをい

たします。新学習指導要領への移行に伴い、小学

校では今年度から１週間当たりほぼ１時間の増と

なっています。また、平成２２年度からは小学１、

２年生でさらに１時間の増となります。中学校に

おいても平成２４年度から１週間当たり１時間の

増となります。新学習指導要領では、特色ある教

育活動を展開する中で生きる力の育成を目指し、

基礎的、基本的な知識や技能を確実に習得させる

ことをねらいとしております。各学校では、行事

の見直しや精選を通してカリキュラムを見直すな

ど創意工夫を重ねながら、改訂の重点である確か

な学力の定着に向けて教科時数の確保に努めてお

ります。

岩木議員のお話にありましたモジュール学習に

つきましては、効果的な指導に向けての研修の場

にその視点も組み入れるなど、今後の研修課題と

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと思います。

平成１４年の学校５日制の完全実施に伴い、教

科時数の確保を図るとともに、この制度の趣旨を

踏まえ、学校行事などの見直しが行われました。

そこで、遠足のねらいと同じである５年生の宿泊

研修や６年生の修学旅行を遠足のかわりとした学

校がふえました。小規模校や特色ある教育活動の

一環として全学年で遠足を実施している学校もあ

りますが、新学習指導要領では学校行事の統合、

精選を図るように示されており、５、６年生の遠

足を実施しない学校もふえてきています。移行に

伴う教育活動につきまして、保護者への十分な説

明と理解を図るようにさらに各学校へ指導してま

いります。

次に、中１ギャップの現状と方策についてお答

えをいたします。現在名寄市では、小学校担任が

児童の様子について中学校担任へ知らせる情報交

流、いわゆる引き継ぎを綿密に行っております。

各中学校においては、生徒指導部が中心となって

生徒への声かけや素早い対応、家庭との連携など

きめ細かな対応を通して生徒のギャップ感の解消

に努めています。また、校区内の小中合同清掃活

動や中学校の先生が小学校に出向いて授業をした

り、６年生が中学体験入学をして部活動の体験を

するなど工夫している学校もあります。中１ギャ

ップが主たる原因で不登校となっている生徒の報

告は受けておりませんが、教育委員会といたしま

しても小学校と中学校との連携を一層図っていく

よう今後も取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問をさ〇８番（岩木正文議員）

せていただきます。

まず、インフルエンザについてなのですけれど

も、やはり最初にかかった神戸の高校生が退院し

てきて言ってきたことが非常に印象的でした。何

もすることがなくてメールを見ると、私への誹謗

中傷がいっぱい書き込まれていたと。これは非常

に悲しいことですね。インフルエンザになりたく

てなっているわけではないので、そういったこと

が名寄市で万が一発生した場合においてもそうい

ったことがないような気遣いと指導をしていただ

きたいなと思っております。

それと、大阪、神戸におきまして新型インフル

エンザにおける学校閉鎖が行われました。そうす

ると、その高校生たちは何を思ったことか、この

機会とばかりにカラ迎ケボックスへ行って歌を歌

っていたというようなことがこスコミ報道されて

おりますし、偶然にもうちの長男が通っています

京都も１人感染者が出まして、大学で１０日間学

校閉鎖になりました。そのときの状況を聞いてみ

ますと、やはり若い人たちに家にいろと言っても

なかなかこれは難しい現状がございます。やはり

こういったことが本当に強毒性のインフルエンザ

であれば大変な事態を引き起こすということをし

っかりともっと教育し、またお年寄りや何か、ま

ず人と会わない、家にいるということが一番自己

を守ることになりますので、そういったお年寄り
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に対するフォローですとか、そういったこともぜ

ひ気にかけていただきたいなと思います。

私も偶然５月のゴールデンウイークに「感染列

島」、「パンデミック」という映画が名寄に来て

いましたので、見ていました。やはりパンデミッ

クになってしまったら、医療機関がどうだこうだ

の世界ではなくて、そういった人に接触しない、

もう本当に自分で自分の命を守るしかないのだな

というように強く感じております。やはり間違っ

た情報、また情報の空洞化などが起きないような

行政としての取り組みをインフルエンザについて

は望んでおきたいと思います。

それと、実質インフルエンザの市立病院の発熱

外来も４床しかないわけですから、これ大量に発

生したら、もう市立病院での対応というのは現実

できなくなってしまうというのがあります。民間

病院との連携や何かも非常に重要になってきます。

やはりわかっているのとできるということは、こ

れ意味が全然違うと思うのです。やはりこういっ

たことが実際この目の前で名寄市に起きてみない

とわからないということもありますが、子供たち

の避難訓練であるとか火災訓練をやっていますよ

うにインフルエンザに対する予防をしっかり正式

な知識として市民に周知していただきたいなと要

望をしておきます。

次、ＡＥＤにつきましてですが、自動体外式除

細動器と言わなくてもＡＥＤと言われれば、どう

いったものなのかなというのがもうある程度市民

のほうにも理解されてきている段階ではないかな

と思います。あとは、それをいかに有効に利用し、

いざというときのために活用できるかということ

が大きな課題ではないかと思います。今の部長答

弁の中で、民間企業の実態も調べ、一体化した地

図をつくっていくということを言われましたので、

そういったいざ使うときにどこにあるのかを市民

に周知していただければありがたいなと思います。

さらに、スポーツ大会での活用なのですが、や

はりもうこれだけＡＥＤが行政として市民の安全

のために用意してありますよということが広まっ

てきた以上、いざというときに使えない状況では

何の意味もなさないので、特に一番ＡＥＤの活用

が必要となる野球場、これはどうとらえているの

か。大会のために義務づけするだとか、やはり野

球場にもＡＥＤの設置というのが必要ではないか

なと思いますけれども、その点の見解をお伺いい

たします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

スポーツ大会での活〇教育部長（山内 豊君）

用ということであります。現在そういったような

スポーツ大会で活用をしたという事例はございま

せんけれども、多くの公共施設の中にＡＥＤを設

置をしているという状況にございます。ただ、今

御指摘のありました市営球場については、まだ設

置がされていないということでありますので、そ

れらについては大会のあるごとにそうしたＡＥＤ、

貸し出し用のＡＥＤがございますので、それを活

用してもらうということが現状ではベターだなと

いうふうに思います。ただ、これからＡＥＤを設

置をするということになれば、それらの優先順位

というのがあるかと思いますけれども、常時設備

をしなければならないところ、あるいは期間的に

やらなければならないというところもございます

ので、その辺を検討しながら配置を考えていきた

いなというふうに思っております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ野球であるとか、〇８番（岩木正文議員）

大会のときには義務づけというか、貸してくださ

いと言ってきて貸すのではなくて、行政として大

会でその設置を、貸し出しをしますのでという、

ぜひ必ず大会のときにはＡＥＤを用意してくださ

いという義務づけまで必要な時代ではないかなと

思っています。何かあって、なかったということ

になったら大変なことになりますので、そういっ

たことも検討していただければなと思います。

続きまして、児童虐待につきましては、本当に

プライバシーもありますし、なかなか踏み込んで
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いけない。これは、名寄市においても現実あると

思うのです。だけれども、これは個々の事例とい

うのではないですけれども、やはり起きてから話

題になって何とか対策を練るというのがいつも、

いじめの問題のときもそうです。いじめが滝川市

みたく起きてから後手を踏んでいく。ですから、

やはりこういったことはあってはいけないことで

すし、子供の権利を守るためにもしっかりとした

対策をぜひ継続し、やっていただきたいなと思い

ます。

それと、名寄市の家庭児童相談員、この一月の

空白、この間の対処についてお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

家庭児童相談員、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

これまで務められていた方が家庭の諸般の事情に

よりまして３月末で退職いたしました。それで、

その後の補充ということで有資格者を対象に２度

ほど募集を行いましたけれども、１度目につきま

しては、こちらのほうで面接をさせていただく中

で対象とする方に至らなかったということで２度

目の募集をやっております。それで、現在は行政

職のＯＢの方でございまして、過去にそういう部

分をやっておられた方ということで現在やってお

られまして、過去前段の担当をされていた方のケ

ースが、正確な数字ではないのですけれども、お

およそケースでいくと１００件を超えるような状

態で恒常的に見守っている部分というのがかなり

ありましたので、それにつきましては児童家庭相

談員ですとか母子家庭支援員とか、そういう類似

している社会福祉課の嘱託職員等で十分フォロー

しながら１カ月間の間は乗り越えてきて、特に表

立った大きな部分について御報告するような事件

はなく、無事大過なく１カ月を過ごしております。

以上でございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

何もそういった大きな〇８番（岩木正文議員）

事件があるとかないとかという問題ではなくて、

やはりきっちりとしたその体制づくりをしっかり

とっていただきたいなと思います。

また、乳児家庭訪問は名寄市はどうなっており

ますか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

乳児家庭訪問に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

つきましては、ことし保健センターのほうでそう

いう部分の職員を増員して対応しておりまして、

今までの流れの中で赤ちゃんの部分からかかわり

のある部分にさらにパワーアップして対応してお

りますけれども、社会福祉課の中では児童家庭係

の部分に嘱託職員を１名配置している中で、乳幼

児相談を含む児童手当等の支給などにつきまして

もそこの部分で対応しているところでございます。

以上です。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この児童虐待とか、本〇８番（岩木正文議員）

当に大変なことにつきましてはやはり兆候の見逃

し、さっきも言いましたけれども、これが第一だ

と思いますので、細かなことを気を使ってやって

いただければなと思います。

それと、最後に新学習指導要領についてお尋ね

いたします。これ何度も言い続けていることなの

ですけれども、やはり遠足をなくしたということ

は私は非常にショックなのです。学校裁量におけ

るあれですから、先生方も非常に苦渋の決断であ

ったということはわかりますけれども、学習指導

要領には学校行事の目標として次のように書いて

あります。学校行事を通して望ましい人間関係を

形成し、集団への所属感や連帯感を含め、公共の

精神を養い、協力してよりよい学校生活を築こう

とする自主的、実践的な態度を育てる。このこと

からわかるように、楽しい思い出をつくるととも

に社会性を育て、公民としての資質をはぐくむこ

とがねらいとなっているということがうたわれて

いるのは御存じだと思います。教育長は、この件

につきまして、各学校の裁量でことしから５年生、

６年生の遠足をなくしたということを御存じでし

たか。もし御存じであれば、そのことをどう許可
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したのか。もし御存じでなければ、こうなってし

まったことにどういう感じを持たれたかをお知ら

せください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

新しい学習指導要領の〇教育長（藤原 忠君）

移行措置期間が今年度から始まったところであり

ます。教育課程の編成は、基本的には各学校の裁

量権の範囲にございます。しかし、名寄市教育委

員会としては、これまでもそうでありましたけれ

ども、それぞれの教育課程の編成については届け

出をしていただいております。その中では、どの

学校が何年にどういう教育課程を編成したか、私

たちは十分に把握しております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと、御存じなか〇８番（岩木正文議員）

ったということですか。

（「把握しております」と呼ぶ者あり）

把握しているというこ〇８番（岩木正文議員）

とは、こうなったことはすべて時間数の確保とい

うことがやはり大きな原因ではないかなと思って

おります。学校教育法の施行令、学期及び休業日、

第２９条に公立の学校の学期及び夏季、冬季、学

年末、農繁期等における休業日は、該当学校を設

置する市町村または都道府県の教育委員会が定め

るということ、これはすなわち今までは都道府県

教育委員会に決定権があったのが平成１１年４月

から市町村教育委員会の判断で決めることができ

るようになったという法律でございます。それ以

降、私ども総務文教常任委員会ですとか市政クラ

ブでも各全国を見てきました。やはり今の教育課

程でなかなか時間がとれない、ゆとりがないとい

う中で２学期制であるとか……２学期制に取り組

む地方公共団体もあります。それとは別に、やは

り東京都の各区であるとか、全国を調べてみます

と３学期制であっても冬休み、夏休みを減らして

いる市町村も実際もうあるわけです。そこの市町

村を見てみますと、やはりそういうことによって

非常にゆとりができた、教育もやりやすくなった

というようなことを言っております。教育長は、

今の現状のこの時数確保のためにやっていること

が子供たちのために本当にこのままでいいのかど

うか、まずお伺いいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども部長の答弁の〇教育長（藤原 忠君）

中にございましたが、今年度から例えば小学校で

は６時間目の授業がそれぞれ１時間ぐらいずつふ

えてきているとか、こういう実態にあるわけでご

ざいます。そういう中で、それぞれの学校につき

ましては教育課程の中で、例えば児童会の活動を

前期、後期と分けていたのを１期制にして、その

児童会活動の部分で創意工夫をするとか、そうい

うような工夫をしながらその時間を割り出してい

るという実態がございます。そのことがいいのか

どうなのかという質問でございましたが、いい高

いではなくて、やはり新しい学習指導要領でうた

っている子供の教育活動を保障することと、もう

一つは学校行事その他について、先ほどの答弁に

もございましたが、例えば修学旅行と宿泊研修な

どは、いわゆる趣旨が遠足などと非常に似ている

部分がある。そういうところから精選をすると、

こんな取り組みになってきたものと、こんなふう

に考えております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

教育長は１２月の答弁〇８番（岩木正文議員）

で、学芸会や学習発表会あるいはその他いろいろ

な行事なども子供たちにとっては大切な営みであ

るということから、これを切ることによって授業

時間だけをふやすということについては、名寄市

教育委員会としても慎重に考えていかなくてはな

らないと。これ１２月の私の質問に対する御答弁

だったわけですが、やっぱりこれ慎重に考えてい

かなくては本当にならないと思うのです。学校の

裁量だからといって、そういう各学校におけるば

らつき、うちの子供も学校名を言うわけにはいき

ませんけれども、あそこの学校は遠足あるのだっ

て、きょうなのだよ、うらやましいなと。これど
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こを基準にするかということであって、やはり子

供たちの幸せであり、子供たちの環境をしっかり

守るということが重要な部類だと思いますので、

そこら辺をしっかりとらえて対応していただきた

いなと思います。

今部長の答弁にありました英語の外国語教育、

これ２年間の移行措置で５年生はいいですけれど

も、５年生では世界を知ろうだとか、ジェスチャ

ーだとか、英語ノートを見ますと。ですが、６年

生は文字にも親しんでいくという課程にもなって

います。今年度ただ１年しか英語の先行実施がで

きない６年生への対応についてお伺いしたいのと、

その英語の時数ですけれども、各学校のこれも裁

量に任せて１５時間から３５時間、こういうふう

にこれは統一しなくていいものなのですかね。同

じ名寄市の小学校で勉強することによって、各学

校では１５時間、ほかの学校では３５時間の授業

を行いますよと。本当にこういったことは、やっ

ぱり教育委員会として最低のラインはしっかりと

押さえてやらなくてはならないのではないでしょ

うか。学校教育、そして中学校に行くわけですか

ら。そこで、英語というのは私も中学校から習い

ましたけれども、なかなか苦手で親しんでいけな

かった記憶がありますけれども、そういったこと

からまた中１ギャップ、なじめなくなってしまう

ことをつくってはいけませんけれども、その英語

に関することについて御答弁を願います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私も英語ノートを今持〇教育長（藤原 忠君）

ってまいりました。これは、１と２とございまし

て、例えば１では教材の中にジェスチャーで楽し

もうとか、こういう部分がございますし、英語２

のほうでも主としては、例えばこういうふうにい

ろんな職業を学ぼうと。ただ、ここに確かに英語

で単語が書いてございます。しかし、この単語そ

のものは高校でもしっかりと覚えるのが難しいよ

うな単語がたくさん並んでいるということは、こ

の言葉を覚えるということでは決してないものと。

もともと小学校の外国語活動というのは、言って

みれば中学校に当たる英語教育とか、こういうも

のと趣が異なりまして、１つは外国語に興味を持

つということ、１つは例えば外国人、ＡＬＴとか、

こういう方たちと接しながら外国の文化を知って

いくとか、こんな主なねらいがあるわけでありま

す。そういう中で、コミュニケーションについて

の理解度を高めると、こういうことでありまして、

必ずしも英語の単語を覚えていくこととか文法を

覚えることはその目的にはなっていないと、こう

いうのが大きな押さえにあります。その中で、現

在は総合的な学習の時間がこの外国語活動に充て

られております。したがいまして、１つにはそれ

ぞれの学校における総合的な学習の時間の位置づ

けが大きなポイントになってまいります。

それから、もう一つは、やはりこれまでのＡＬ

Ｔなどを通した活動が名寄の場合は小学校１年生

から続けられております。したがいまして、ある

学校が１５時間である学校が３５というのは、た

またま５年生と６年生の時間でありまして、これ

までの積み重ねで十分１５時間もしくは２０時間

でもこの趣旨、英語ノート等に沿った趣旨にかな

うという、そういう考えが学校にあれば、それは

それでよろしいわけでございます。そんなことか

ら、それぞれの学校で１５から３５までの開きが

出てきていると、こんなふうに私は判断しており

まして、ただこれは本格実施に当たる平成２３年

度からは３５というふうに定められますので、全

校とも３５時間で実施し、さらに今後は評価も入

ってまいりますので、今度は評価についての研修、

研究もしていかなければならないものと、こんな

ふうに考えています。

ただ、いずれにしましても学校の実態がそこに

もあるわけでございまして、道教委が主催する小

学校の教員に対する研修も年年６校、そしてこと

しは６月に開催されたのですが、そこで５校の担

当の先生が受講していると、こういう実態にもあ

ります。したがいまして、単に外国語活動の時数
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をふやせば、それで十分効果が上がるかといいま

すと、必ずしもそうも言えない。そして、その時

数すべてにＡＬＴが行くわけではございません。

その中の半分か３分の１ぐらいしかＡＬＴ自体は

名寄市としても派遣しておりませんので、残りの

時間についてどう効果的に外国語活動を行うか、

これはこの移行期間の間にしっかりとまた取り組

んでいかなければならない問題だと、こんなふう

に考えています。いずれにしましても、名寄市は

大変取り組みが進んでおりまして、小学校１年生

から市内の全小学校にＡＬＴ等が派遣されている

というのは北海道でも大変珍しいのではないかと、

こんなふうに自負しているところであります。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

言っていることはわか〇８番（岩木正文議員）

るのですが、やはりその学校に応じて１５時間か

ら３５時間の取り入れということは２０時間の違

いがあるわけですよね。これは、もう校長であり

教職員の学校の考え方でやはり遠足をなくすとこ

ろとそのまま継続するところが出てきたりすると

いうことですけれども、それは学校の裁量の中と

いうことなのでしょう。だけれども、やはり同じ

名寄市の小学校として余りばらつきがあってはい

けないのではないかなと思っています。

最初にインフルエンザの質問をさせていただき

ましたが、ことし３月、多くの学校閉鎖があった

り、学級、学年閉鎖がありました。ちょうど３月

で、今回はもうほとんどの生徒たちが授業を終わ

って、最後のまとめの部分の時間帯だったからよ

かったと思うのですが、インフルエンザで例えば

２週間で時数が足りなかった場合の対応というの

はどのように行うのですか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

特に緊急の場合におけ〇教育長（藤原 忠君）

る例えば集団インフルエンザ、学校閉鎖とか、こ

ういう場合は、通常は間に合う範囲で長期休業な

どを削りながら調整していくと、こんな方法をと

っております。ただ、今回の場合は２月、３月と

いうもう調整のきかない時間でございましたので、

万やむを得ない、その実態のままで学期を終えた

と、こういう状況にあります。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

やむを得ない、学期を〇８番（岩木正文議員）

終えたということは、すべての教育課程を終わら

ないで次の学年にいくということもあり得るとい

うことですか。例えば５年生の教育課程、５年生

なら５年生で本来はここまでやらなくてはいけな

いものをインフルエンザで２週間休んだために全

部終わらなかった場合の対応はどうするわけです

か。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

学校閉鎖とか、あるい〇教育長（藤原 忠君）

は学級閉鎖、学年閉鎖もあるわけでありますが、

このもちろん期間にもよろうかなと私は考えてお

ります。それがこれまでの例ですと、通常その直

接該当する学級等では二、三日というのが大体相

場で、これが１０日とか半月、１カ月にわたる場

合はやはり特別な措置をとらなければならないと。

そして、その２日、３日の間であれば、これは学

校の中の創意工夫で一定程度の学ぶべきことは終

わらせなければなりません。これは、学校の義務

であります。したがいまして、それをないがしろ

にして仕方ないから終わりということにはなりま

せん。ただ、十分創意工夫で補える範囲の中で今

回の学級閉鎖とか学校閉鎖があったという、そう

いう意味でございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後、この間雑誌を見〇８番（岩木正文議員）

ていましたら、学力が世界一と言われるフィンラ

ンドの教育長とイギリスのブレア首相の対談でし

た。イギリスのブレア首相は教育について、１に

教育、２に教育、３に教育と。ところが、フィン

ランドの教育長の方は、１に教師、２に教師、３、

４がなくて５に教師と。やはり学習指導要領が変

わろうと、いろんなことが国の方針でされようと、

子供たちに接し教えるのは先生なわけです。やは



－52－

平成２１年６月１１日（木曜日）第２回６月定例会・第２号

りそういった先生ということですから、子供たち

のためのということをもっとちゃんときっちりと

考えた体制を今後つくり上げていっていただきた

いなと思います。そういうことです。

あと、名寄市学校裁量の中身について、これか

らちょっと私も勉強させていただきますが、やは

りある程度の教育委員会としての決まり事はしっ

かりととらえて、それで本当にいいのかというこ

とも検証していただくことをお願いして、質問を

終わります。

以上で岩木正文議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

スクール・ニューディール政策について外２件

を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして質問をさせ

ていただきます。

まず初めに、大きい項目の１番目、スクール・

ニューディール政策についてお尋ねいたします。

新経済対策は、中長期的な政策戦略の柱として二

酸化炭素排出の少ない社会を目指して低炭素革命

を位置づけられております。中でも世界で最先端

のレベルである日本の環境関連技術を生かすため、

太陽光発電を掲げております。政府として２０２

０年までに現在の発電量を２０倍程度まで拡大す

ることを目標にしております。このような大きな

推進力がスクール・ニューディール構想です。こ

れは、全国約３万 ０００の公立小中学校を中心

に太陽光パネルを設置するため、エコ改革、イン

ターネット、ブロードバンドの改修等を行う事業

であります。校内ＬＡＮの充実などＩＣＴ、情報

通信技術環境の整備や耐震化を３年間で事業を進

めるものであります。国費 ０００め円、事業規

模１兆円で実施することになっております。現在

２００校に設置されている太陽光パネルを２し

当たり１０倍の１万 ０００校に設置することを

目指しております。また、学校耐震化に関しては

特に緊急性の高い１万棟余りについて、１１年度

までに５カ年計画で完了するとしていたものを来

年補正予算で２年前倒ししております。本市小中

学校数と小中学校生徒の現状をお知らせください。

また、各学校の教育用パソコンの数と現状をお

知らせください。

学校は、子供が１日の大半を過ごす活動の場で

あり、災害時には地域住民の応急避難場所として

役割を果たすことから、安全性の確保が極めて重

要に感じております。子供たちの災害時のことを

考えれば、各地の学校耐震化の実現は一日でも早

いほうが望ましいと思われます。本市の耐震化へ

の考えとこれからの施策について理事者の御見解

をお願いいたします。

また、エコ対策としてエアコンの設置と、また

省エネ改修、二重窓の改修等がありますが、名寄

は小学校、中学校の再編等があり、また校舎が古

い等の現実問題がありますので、更新を掘り進め

ていただき、現実性のある省エネ対策として現在

のある学校用テレビを地デジテレビ対応のテレビ

に更新し、電気料の削減をするという考えと情報

の共有化の考えからも電子黒板の各学校への設置

のお考えをお知らせいただきたいと思います。

また、エコ対策には、多様な生物が生息する空

間で環境教育の教材にも対応されるビ迎トープ、

また夏の日２しの照り返しの緩和と安心で外を走

り回れる安心なグラウンドとしてあります。国立

競技場のような、また日本庭園のような、また士

別のつくも公園サッカー場のような芝でしたら、

高額で維持管理も大変高額になりますが、鳥取方

式の校庭芝生化は単価も安く、維持管理も安価で

あるとテレビ中継されておりました。本市の校庭

芝生化の理事者のお考えをお知らせいただきたい
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と思います。

最後に、現在の発電量の２０倍程度の拡大を目

指す太陽光発電の学校への設置の本市の考え、ま

たスクール・ニューディール政策の取り組みにつ

いての理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目の２番目、高齢者福祉対策について

お伺いいたします。高齢者が生きがいを持ち、健

康で自由に働き、また楽しみ、積極的に社会に参

加するなど、さまざまな形で地域社会の貢献に活

躍することがごく普通のことになるような社会づ

くりが大変に重要であります。しかし、名寄市も

約３万 ６００名の人口のうち、平成２０年度で

６５６以上の高齢者が １１９名、２ ９％、人 

口の４分の１を超えるようになりました。世帯で

は、平成１７年国勢調査で１万 ６９０世帯のう

ち、６５６以上の世帯 ９８７世帯、うち単独世

帯 ２０３世帯、夫帯のみの世帯 ８０８世帯、 

その他お子様等と同居されている世帯が ９７５

世帯となり、全部で ０１１世帯が高齢者世帯と

なっております。名寄の約２２％という高い割合

になっております。

そのような状況の中、名寄市は住みやすいまち

ランキングでも北海道の上位にあり、福祉のまち、

また教育のまちとして機能していると私は自負し

ておりますが、この高齢者のうち単身世帯 ２０

３世帯、また夫帯世帯 ８０８世帯の年３生活者

はぎりぎりで生活されており、病院に入院したり、

また民間の高額な老人ホームへの入所といったこ

とができない方も大変多くおられます。その意味

で、名寄市の外出支援サービス事業と自立支援サ

ービス事業の現状をお知らせいただきたいという

ふうに思います。

また、名寄市の養護老人ホーム及び軽費老人ホ

ーム、ケアハウスの入所希望の状況についてお知

らせいただきたいというふうに思います。

名寄市の小規模多機能型居宅介護、短期入所の

状況についてもお知らせいただきたいと思います。

名寄市の今後の高齢者自立支援事業、ケアハウ

ス、またシルバーハウジングの建設のお考えにつ

いてお知らせいただきたいというふうに思います。

大きい項目の３点目、行財政改革の公共事業の

あり方についてお聞きしたいというふうに思いま

す。名寄市は、平成２０年度名寄市行財政改革推

進実施本部を立ち上げました。組織・機構、使用

料・手数料及び負担３・補助３見直し、また公共

施設のあり方等の検討委員会で検討が行われてき

ております。公共施設検討委員会では６６０件の

施設のうち、最終７５件のうち前期、中期、後期、

３期にわたり計画期間を分け、存続、継続、廃止

の方向が出されましたが、そのうち生きがいホビ

ーセンターの部会での今後の検討をした。この中

での検討経過をお知らせいただきたいというふう

に思います。

新聞紙上では、生きがいホビーセンターや風連

福祉センターなど６施設を廃止、北体育館４施設

の廃止、解体、望湖台自然公園センターハウス、

また日進保育所を廃止検討となり、ホビーセンタ

ーは当初目的を達成と書かれておりましたが、高

齢者にとって毎日朝を迎えるのが楽しみだ、きょ

うはあれをしなければ、あすはこれをしなければ

といった充実した毎日を過ごすための施策が必要

であります。あるまちは、生きがい対策として焼

き物をしては、毎日毎日できないものですから、

月曜日は焼き物をする、また火曜日は老人大学講

座、俳句を勉強する、また水曜日は絵といったよ

うに変化に富んだ施策をして老人、また高齢者の

充実した日々を過ごしているそうであります。新

聞紙上では、当初の目的達成と書かれておりまし

たが、そのお考えをお知らせいただきたいという

ふうに思います。

ホビーセンターの前期、中期、後期のどこの廃

止時期をお考えなのか。また、名寄市生きがいホ

ビーセンターの設置目的は、６５６以上の高齢者

が手工芸等を趣味として学び、創造と生産する意

欲を高め、生きがいある心豊かな老後の充実を図

るため設置とありました。ホビーセンターでは陶
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芸、アートフラワー、シニアコーラス、習字、木

彫工、囲碁等、１０８名の方が生きがいを感じな

がら月曜日から３曜日まで講座と同好会の開催を

されております。アートフラワー、シニアコーラ

ス、習字、囲碁等は、代替施設を与えれば可能で

ありますが、陶芸、また木彫工等は場所や機材の

搬入を考える必要があると思いますが、今後の生

きがいホビーセンターの考えについて理事者の御

見解をお願い申し上げ、この壇上での質問を終わ

らせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目で３項目〇教育部長（山内 豊君）

の御質問をいただきました。１点目については私

から、２点目と３点目については福祉事務所長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

初めに、スクール・ニューディール政策につい

てお答えをいたします。本市小中学校数と小中学

校生徒数の現状についてお答えをいたします。平

成２１年度４月末現在の小中学校数は、小学校が

１１校、中学校が５校となっております。また、

児童生徒数は、小学校が ５４９名、中学校が７

６４名となっております。

次に、各学校の教育用ＰＣの数と現状について

でありますが、名寄市は平成１１年度より教育用

ＰＣの導入を始め、現在ではＰＣ教室を設置し、

すべての小中学校に教育用ＰＣを配備しておりま

す。配備の状況は、平成２１年３月末で小学校に

１６６台、中学校に１４１台となっております。

児童生徒に対する台数は、小学校で ２人に１台、

中学校では ４人に１台で、児童生徒全体では 

５人に１台となっております。文部科学省では、

ＩＴ新改革戦略として児童生徒 ６人に１台を達

成目標としておりますが、全国平均では現在 ０

人に１台となっている状況にあります。名寄市と

いたしましても国のスクール・ニューディール構

想の公立小中学校等のＩＣＴ環境の整備事業を活

用し、本年度１４６台の教育用ＰＣの導入と校内

ＬＡＮの整備を検討してございます。今後も文部

科学省の達成目標にできるだけ近づくよう努力し

てまいります。

次に、耐震化への考え方とこれからの施策につ

いてでございます。文部科学省が実施いたしまし

た平成２０年度公立学校施設の耐震改修状況調査

では、耐震診断の結果Ｉｓ値、これは地震による

倒壊等の危険性が高い数値をあらわすものですが、

これが ３未ことなり、大規模な地震により倒壊

などの危険性の高い公立小中学校施設は全国で約

１万棟存在するとしてございます。国は、平成２

１年度補正予算においてスクール・ニューディー

ル構想として公立小中学校施設の耐震化をさらに

推進しようとしてございます。本市では、昭和５

６年以前に建築された２７棟の学校施設が現行の

法令等による耐震性能をこたしていないため、耐

震化を図らなければならない建物となっておりま

すが、これら２７棟の建物についてはＩｓ値を求

める耐震診断の２次診断等を実施していないため、

この１万棟の中には分類されてございません。

名寄市教育委員会では、平成１８年度に実施し

た学校施設耐震化優先度調査報告に基づきまして、

平成２０年度に名寄市立小中学校施設耐震化計画

を策定し、耐震化の基本的な考え方や進め方を定

め、市内１２棟の建物について耐震化事業実施の

優先順位と耐震化の方法などを定めております。

特に平成２３年度までの新名寄市総合計画の前期

計画に対応する期間では、名寄東小学校屋内運動

場の危険改築と風連中学校校舎及び屋内運動場の

施設移転による耐震化事業を実施することとして

おります。国の平成２１年度補正予算におけるス

クール・ニューディール構想に係る学校施設の耐

震化につきましては、安全で安心な教育環境の実

現のための学校耐震化の早期推進を図るための財

源活用を検討してまいりたいと考えております。

次に、エコ対策の考え方でございます。エコ対

策の考え方につきましては、小中学校におけるエ

コ対策につきましては、従来から学校周辺での花
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壇の整備や学校農園の運営など対応してまいりま

したが、本年度からスクール・ニューディール構

想の公立小中学校等のＩＣＴ環境の整備事業を活

用し、各小中学校に配置している既存のアナログ

テレビを廃止し、デジタルテレビに変更すること

としております。計画導入台数は、小学校で１３

７台、中学校で５６台と計画してございます。電

子黒板については、小中学校１５校すべてに１台

ずつ導入を計画してございます。設備それぞれの

省エネ機能を活用するとともに、児童生徒へもエ

コの重要性を指導してまいりたいと考えておりま

す。

次に、校庭の芝生化の考え方でございます。名

寄市内の現況を申し上げますと、校庭の芝生化は

されてございませんが、各小中学校とも前庭、裏

庭があり、そのほとんどは芝生化されている状況

にあります。校庭の芝生化については、昭和４０

年代に名寄小学校のグラウンドで実施しています

が、数年たつと芝の根が固まって面がぼこぼこと

なったり、芝生がはがれてくるなど、子供たちが

転倒する危険性も高まりました。また、補修等の

維持管理もうまくいかなかったことから、数年後

には芝生の全面撤去という経過がございます。

鳥取方式の校庭芝生化については、芝の単価が

安い、維持管理も安価ということでありますから、

非常に魅力的でございます。鳥取を中心とする本

州での芝生化が雪国北海道でも同様の効果と維持

管理も安くできるのか、詳しく承知しておりませ

んので、研究したいというふうに思います。

次に、スクール・ニューディール政策の取り組

みでありますが、スクール・ニューディール構想

は国の経済危機対策の一環として文部科学省が取

り組む施策であります。この構想は、１つに学校

耐震化の早期耐震、太陽光パネルを初めとしたエ

コ改修の拡大、２つとして地上デジタルテレビ、

電子黒板を含む整備、３つとして学校のＩＣＴ環

境の整備の３つの事業となってございます。名寄

市では、今年度すべての事業に取り組むこととし

てございまして、地上デジタルテレビ、電子黒板

を含む整備と学校のＩＣＴ環境の整備については

さきに答弁したとおり計画をしているところでご

ざいます。また、小中学校への太陽光パネルの設

置について、太陽光発電により生み出される再生

可能エネルギーは消費電力に活用され、ＣＯ の削２

減や経済的効率性も期待できるなど大きな意義が

あることから、今年度モデルとして小学校１校に

設置するよう計画をしているところであります。

今後もスクール・ニューディール構想の活用を図

り、各小中学校のよりよい環境づくりを進めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、高齢〇福祉事務所長（小山龍彦君）

者福祉対策ということで、大項目２点目について

質問がございました。順次お答えしてまいりたい

と思います。

最初に、小項目１番目、外出支援サービス事業

及び自立支援デイサービス事業の現状についてお

答え申し上げます。高齢者の方が病院退院直後や

在宅において日常生活を営むことに困った場合は、

名寄市では地域包括支援センターが総合的な介護

相談に当たっております。本人の心身の状態や生

活実態、本人、家族の要望に合わせて保健福祉サ

ービス、介護保険制度等の紹介や制度利用につい

て支援しております。

外出支援サービス事業では、寝たきり、この場

合おおむね要介護度が４もしくは５に該当いたし

ますが、寝たきりの人あるいは身体障害によりハ

イヤー等の利用が不可能な方の通院、入退院をリ

フト車で送迎を行う事業で、平成２０年度の利用

状況は６８人の方に １５８回の御利用がありま

した。

次に、自立支援デイサービス事業では、要支援

状態、要介護状態になるおそれのある虚弱な高齢

者の方や要介護認定において自立と判定された高

齢者の方に対して、総合福祉センター等において
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送迎、入浴、レクリエーション等のサービスを提

供する事業で、平成２０年度利用状況は４４人に

２４９回の御利用がありました。今後とも介護

を必要とする方の地域の皆様の協力をいただきな

がら、高齢者の方が可能な限り住みなれた地域、

町内会等で日常生活を営むことができるように支

援してまいります。

次に、小項目２番目の養護老人ホーム及び軽費

老人ホームについてお答えいたします。現在名寄

市内には、養護老人ホームは所在しておりません。

ただし、老人福祉法に基づく措置が発生した場合

には、士別市や旭川市などの施設に依頼しており、

その数は１８名となっております。御質問にあり

ます養護老人ホームへの入所希望者数については、

有料老人ホームを含め把握をしておりません。な

お、特別養護老人ホームでは清峰園に約１００人、

しらかばハイツに約７０人の方が入所を希望して

おり、待機の状態となっております。

次に、軽費老人ホームの状況ですが、旧風連町

に定員５０名規模の民間による施設、フロンティ

アハウスふうれんがあり、入所待機者は約２０名

で全員が独身者であると聞いております。なお、

年間７から８人の方が入院その他の施設への移動

により入れかわりがあるようでございます。

次に、小項目３番目、小規模多機能型施設につ

きましては、現在市内には設置されておりません。

短期入所施設としては、清峰園で１５床、しらか

ばハイツに１０床、民間老健施設に２床の計２７

床が設置され、計画的な入所に対応しております。

しかし、計画の運営においてほぼこ床にあるため

突発的な入所には苦慮している状態にあります。

在宅介護が個人の尊厳を遵守する意味からも最良

の介護と考えておりますが、長期にわたる家族介

護の疲労から介護放棄や虐待の増加が新たに問題

として浮上し、在宅介護の軽減を図る上でも小規

模多機能型施設の整備は必要と考えているところ

です。これらの状況から、年年度に策定いたしま

した名寄市第４期高齢者保健医療福祉計画及び介

護保険事業計画では、平成２２年度において民間

活力による小規模多機能型居宅介護を計画したと

ころでございます。設置に当たっては、市内の民

間活力に期待しているところでありますが、必要

性の高まりとともに、市外の事業者も視野に入れ

て検討をしたいと考えております。

なお、参考に申しますと、老健施設１００床程

度を建設した場合には、この老健施設に対する部

分からの事業費の膨らみにより、介護保険料の基

準額は最大で年間 ８００円ほどの増額になると

いうふうに試算しておりまして、年額が現在４万

０００円の保険料が年額５万 ０００円程度に 

なるものと推定しております。

次に、小項目４点目、ケアハウス、シルバーハ

ウジングの建設について御質問がございました。

東洋経済新報社調査による２００９年版住みよさ

ランキングで名寄市は全道２位という結果が報じ

られましたが、この調査の中で病院や介護施設の

充実度を示す安心度で全国１８番という評価を受

けております。この評価からも介護施設等の整備

は、一定水準に達していると判断するところであ

ります。御質問のケアハウスにつきましては、旧

風連町に５０床、シルバーハウジングは旧名寄市

内に５２戸が配置されており、現在すべてに入居

しております。ケアハウス、軽費老人ホームです

が、新築につきましては、現存施設の増改築の計

画は名寄市総合計画の後期計画に位置づけており

まして、今後も高齢者の増加傾向が続くと想定さ

れますので、第５期高齢者保健医療福祉計画・介

護保険事業計画策定の中で利用者の動向を見きわ

めながら検討してまいりたいと考えております。

シルバーハウジングの建設計画は、平成１９年度

に策定した住宅こスタープランに示すとおり平成

３０年度までに新たに５０戸を新設し、計１０２

戸を計画しております。

次に、大項目の３点目、行財政改革に係る公共

施設のあり方について、その１点目、生きがいホ

ビーセンターの今後についてお答えいたします。
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最初に、生きがいホビーセンターの経過について

若干説明を申し上げます。生きがいホビーセンタ

ーは、昭和５５年に工芸を通しての生きがいづく

りを目的とし、愛知県にある陶磁器の製造元であ

る玉善の協力を得て、デザイン陶芸講座を主とし

てスタートしました。その後、時代の流れととも

に趣味も多様化し、木彫、手びねり陶芸、アート

フラワーの講座も開始し、囲碁、書道などの同好

会も活動するようになりました。しかし、平成１

５年ころから講師の方の引退とともに利用者の減

少が見られたため、平成２０年度からは利用者の

要望でコーラスを導入しております。これまで経

費削減のため、利用者による自主運営を提起した

経緯もありますが、電気窯の取り扱いが困難との

理由から、現在は陶芸に精通した臨時職員を配置

し、施設全体では年間約４００万円の運営費を持

って事業を実施し、平成２０年度では年間延べ

４７０人の方が利用されているのが現状でござい

ます。

今後の考え方といたしましては、施設の老朽化、

設置備品の劣化が進んでいますが、将来計画が明

確になるまでの間は小修繕をもって施設延命を図

ってまいりたいと考えております。市では、利用

者が特定される施設につきましては有料化する方

針を立てておりまして、将来計画策定においては

利用者の理解を得て方向づけをしていきたいと思

いますので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、２点目、当初目的の達成についてという

ことで、考え方についてお問い合わせがございま

したので、お答えいたします。名寄市行財政改革

推進本部に設置された３部会のうち公共施設検討

部会では、市内に所在する類似施設の統廃合や有

料化について検討を重ね、５月１日開催の全体会

議の中で当該施設については平成２５年を目途と

した廃止の方向を示しております。後日、この内

容が新聞に掲載されたために利用者の方々に混乱

を招いたことについてはおわびしたいと思います。

さて、前段でこれまでの経過を説明させていた

だきましたが、高齢者の趣味も時代とともに多様

化し、日常生活の中にパークゴルフ、ウ迎ーキン

グ等の軽スポーツを取り入れるなど健康管理への

意識が向上し、また文化活動による脳の機能の維

持や精神安定を図るなど、設置当初のころに高齢

者の生活で心配されていた運動不足による運動機

能の低下や外出を面倒がって閉じこもりになると

いった高齢者特有の生活習慣を改善するための動

機づけの施設として整備を行い、御利用をいただ

いてきました。このような時代を背景にホビーセ

ンターは建築後３０年を迎え、大規模な修繕を計

画する時期となりました。しかし、類似施設の統

廃合による施設の効率的な運用と経費節減を図る

上で一定の役割をしたものと考えている次第であ

ります。ただ、行動範囲の限られた高齢者のため

には、本施設の代替場所を確保することは必要と

考えますが、その方法などは今後利用者の方々と

協議をさせていただくとしておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。

最後になりますが、今後のホビーセンターの考

え方ということで３点目、お答えを申し上げます。

現在行財政改革推進本部事業見直し検討部会の協

議結果を受けて将来構想を樹立する中で、市内中

心部において高齢者の方々が共通の趣味を持って

集う場所の確保が望ましいと考え、空き住宅、空

き教室の代替施設の利用などから、現在の機能維

持を検討している状況にございます。

また、陶芸については、公設の陶芸窯の設置さ

れている施設は同センターを含め市内に３カ所あ

りますが、他の２施設は定員をこたしており、窯

のあく日はない状態にあります。ただ、年年迎ー

プンしたサンピラー道立公園内に設置されており

ますふるさと工芸館にはまだ余裕があるため、交

通機関の確保を前提に移転をしていただくことも

視野に入れて考えているところでございます。い

ずれにいたしましても、まだ未確定の部分が多く

利用者の意見を集約したものではありませんので、

今後複数の選択肢の中から利用者の声を反映した
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方向づけをしたいと考えておりますので、御理解

をお願いいたします。

以上、この場からの答弁といたします。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

一応皆さんに御答弁〇１５番（高橋伸典議員）

いただきまして、また再質問と要望をしてまいり

たいというふうに思います。

まず、ちょっと順番を変えていきたいと思いま

す。今の生きがいホビーセンターの部分でちょっ

とお聞きしたいと思います。この生きがいホビー

センター、先ほど言いましたようにやはり高齢者

が引きこもりにならないように、本当に外に出る

ためにつくられて、いろんな趣味を持って、そし

て同好会または講習、講座を開いて生き生きとし

た人生を全うしていただくという部分でつくられ

たと。しかし、その開設された方が高齢になって

そこにおられなくなったという部分で、この施設

も古いという部分もあってこの新聞に廃止の部分

が出たのですけれども、先ほどの答弁では平成２

５年まではまだ検討段階であるというふうな部分

だと思ったのですけれども、その辺はどうなのか。

あと、代替はまだ決めておられないのですけれ

ども、本当に文化センター等もびっちりでしょう

し、今の施設の部分を移動するとなると、どこか

またしっかりした場所でないといけないという部

分もありますし、一番いいのはサンピラーのふる

さと工芸館になるのかなという部分が出るのです

けれども、やはり今生きがいホビーセンターに来

られている方というのは、本当に６５６以上の方

が主な方々で、私もちょっと１回現地見させてい

ただいて、本当に自転車で自宅からあのまちの中

の近間に来られて、ホビーセンターでいろんな仲

間と趣味を共有されて楽しく過ごされているのを

お伺いしまして、場所がやはりサンピラーになっ

てもなかなかあそこまで自転車で行けというのは、

もういじめに近いものもありますし、そこら辺は

しっかりとこれから４年間ですか、あると思いま

すので、このホビーセンターの役員の方々としっ

かりその辺お話し合いをされて、向こうのふるさ

と工芸館は本当に窯なんかも新品ですし、非常に

使いやすいという部分はありますけれども、生き

がいホビーセンターはやっぱり材料だとか、物が

すごくあるのです。あれも移動しなければならな

いという部分、またやっぱりあそこに行かなけれ

ばならないという部分というので、もしそのふる

さと工芸館に移るとなると、バスの移動だとかと

いう部分がありますけれども、あそこにはバスは

走っておりませんので、この市のこイクロバスか

何かを出して、無料というわけにはいきませんか

ら、ある程度有料にして使っていただくだとかと

いう形になるのかどうか。ちょっとその辺、２５

年までは何とか今のところでできるのかというの

とその交通機関の部分、ちょっともう一度教えて

いただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

検討部会の部分〇福祉事務所長（小山龍彦君）

で申しますと、２５年を目途にという部分なので

すけれども、非常に現状のホビーセンターで使用

されている窯がそこまでもつのかどうかというの

も極めて不確定な状況にある部分で、もっていた

だければという部分もかなり希望的な観測として

ございます。

それから、今御質問の中にふるさと工芸館とい

う部分で、サンピラー公園の中にあるのですけれ

ども、サンピラー公園の中でも場所的には今建設

中の天文台の直下ぐらいのところに位置しており

まして、サンピラー館の通常でいうカーリング場、

冬場はカーリング場、夏の体育館からすると距離

的には相当な距離があって、サンピラー館に聞き

ますと大体８００メートルでないかということで、

それも帰りはいいのですけれども、行きは上り道

ということで大変な状況で、生きがいホビーセン

ターで趣味で集まられている高齢者の方にあの坂

道を上れというのは、また酷な話かなという部分

はかなりあります。ただ、今までもなよろサンピ

ラー温泉のほうに無料のバスが走っておりまして、
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その停留場所が健康の森の入り口のところにとま

っておりまして、そこから歩いてという発想もあ

るかとは思うのですけれども、そこからの何かア

クセス方法を考えることによって、より軽いとい

うか、肉体的な負担が軽い状態で行けるのかなと

いう部分がございます。

それと、先ほど答弁の中で若干触れさせていた

だいたのですけれども、施設全体での運営費が年

間約４００万円というような形がございますので、

こういう形のものが当然廃止の場合には必要なく

なるお３ということで、こういうものを想定すれ

ばバスへの振りかわりとか代替というのが可能か

なという部分で思っております。

それで、交通機関なのですけれども、今現在は

夏場については振興公社がサンピラー温泉に運行

しているのですけれども、冬場については今度は

民間のバス事業者ということになりまして、冬場

の部分についてもふるさと工芸館そのものが同好

会組織を構成した団体に対しての開設というよう

な流れなものですから、今利用度が低いというこ

とで移転は可能なのですけれども、そういう意味

からすると冬場はほとんど利用がないという部分

があるのですけれども、冬場の部分をどう考えて

いくかというのが非常に今回の移転の部分での問

題点なのかなというふうに考えております。いず

れに申しましても、窯の命の尽きるまでなのか、

あるいは２５年なのかという部分はわかりません

けれども、私どもといたしましては２５年までの

間に代替の施設について十分協議をした上で話を

進めてまいりたいと思っておりますので、御理解

を賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。きっ〇１５番（高橋伸典議員）

と私のちょっと浅はかな考えかもしれないのです

けれども、サンピラーのふるさと工芸館は施設は

いい、やることもいいのですけれども、やはり根

本的には遠いということだと思うのです。今ある

ホビーセンターは、やはりまちの中心にあって、

お年寄りでも何とか歩いてでも行けるだろうし、

自転車に乗っても行けるだろうしという形できっ

と１０８名の方が、 ４７０人、総数ですか。使

われておられるというふうに思っていますので、

やはりその辺の考慮をしていただくのが一番いい

かなと。私は、その運営費４００万円というのは

そんな高いものではないと思うのです。この１０

８名の方がやはり人生の中で、本当に生き生きと

この名寄のすばらしい環境の中で自分の趣味を生

かして過ごせるという部分というのは、私は重要

かなというふうに思いますので、しっかりとこれ

から話し合いを４年間していってあげまして、最

良の部分の運営方法を見てあげていただきたいな

というふうなお願いを申し上げて、この生きがい

ホビーセンターの質問を終わらせていただきます。

次に、高齢者の福祉対策についてちょっとお聞

きいたします。先ほどの生きがいホビーセンター

ともかかわりあるのですけれども、だれもがこれ

からいろんな部分で老いてまいります。私もそう

でしょうし、本当にそういう部分でこの老いは避

けられないものであります。しかし、質の高い生

活だとかをどう築いていけるか、高齢者の生活の

意識をどう上げていくかという部分が大事かなと

いうふうに思っています。

先ほど小山福祉事務所長が住みよさランキング

の介護部門で１８位というすばらしい成績を上げ

ているなという部分、お聞きして本当にうれしい

なと思うのですけれども、私ある方からちょっと

こういうお話をお聞きしたのです。町内会の方な

のですけれども、病院に入院されていて、そして

ある程度よくなって自宅に帰ってきたと。でも、

自宅に帰ってきても単身ですから、なかなかすぐ

病気が治っても家の対処ができないと。そういっ

た部分で名寄というのは、そういった人を１週間

でも１０日でも、また１カ月でも生活できる場所

というのはないのですかと。いや、たくさんあり

ますよと言ったのですけれども、やはり先ほど小

山福祉事務所長が言われたようにあきがないとい
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うのが現状かなというふうに私は思うのです。

特別養護老人ホームにしても１７０名の待ちが

あるだとか、また先ほどの小規模多機能型居宅介

護、短期入居、これは名寄の高齢者保健医療福祉

計画にあったものですから、あれ、どこにあった

のかなと、どこに建っているのかなと思って私お

聞きしたら、まだ建っていないということをお聞

きして残念だなという。しかし、これを建てるこ

とによって、やはり１人の介護保険料が ８００

円上がって今４万 ０００円のが５万 ０００円 

になるという弊害も出てくるのですけれども、そ

こら辺の部分の中でこの短期入所の部分、先ほど

言われた２７床あると言ったものがもうこ床みた

いと。きっとこれは緊急で本当に困った人たちが、

子供が病気になって、おじいちゃんを見られない

から見てくださいというときに入れる施設だと思

うのです。それがきっと私は、この厚生労働省の

本にも書いてありましたけれども、その施設が入

る日にちがもう決まってしまっていると、また同

じ人がずっと入っている状況になっているという

ふうにこっちにも書いてあったのですけれども、

名寄はこの２７床のうち、状況というのはどうい

う状況、先ほどこ杯状況だと言われたのですけれ

ども、どういう状況なのでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員の質問の〇福祉事務所長（小山龍彦君）

部分で若干違う部分があって、ちょっと修正させ

ていただきたいのですけれども、先ほど申しまし

たのはいわゆるそよかぜ館のような老健施設のよ

うなもので、１００床規模のものを建てた場合に

は年間 ８００円の増額になるということで、そ

ういう大きな施設というのは当然もう今の状況で

は民間さんの力をおかりするしかないのでござい

ますけれども、そういう部分でございまして、そ

して小規模多機能施設というのにつきましては、

いわゆるこのすき間の部分を民間の活力で埋めて

いこうということで、当然介護施設になりました

ら、これも介護保険者としての事業費のほうには

ね返ってきて、最終的には保険料のほうにはね返

ってくるところでございます。ということで、ま

だ小規模多機能ということですから、ほとんど家

の状態に近いものという部分で、その中に介護の

制度が入ってくるという部分ですから、この１棟、

２棟が建ったぐらいですぐにこのような３額が上

がるとは思いませんけれども、そういうものが民

間の活力に期待して、すき間産業的な部分で埋め

ていただければと思うところでございます。

それから、清峰園で１５床、しらかばハイツで

１０床、民間２床というのは、民間はそういう施

設でございますけれども、そういうところにショ

ートステイというのですけれども、短い時間を利

用するということは、当然その方をそれ以外の状

態では在宅で介護しているということでございま

して、１週間なり、その流れの中で介護されてい

る家族の方が突然休息をという部分というよりも

いつもとれない状態ですから、逆に言うといつか

らいつまではうちのおじいちゃんあるいはおばあ

ちゃんをお願いしますというふうにずっとはまっ

ていって、この２７床が常時すき間がない状態に

なっているところでございます。

それ以外の部分でいいますと、いわゆる措置の

部分というのが、どうしても緊急として虐待ある

いは生命の危険を感じるとか、そういう場合につ

きましては、そういう措置の部分で入れる部分と

いうのは本来的には用意されている部分がござい

ます。ただ、その部分を常にショートステイに提

供してしまいますと、本当にそういう必要なとき

の施設としての提供ができなくなるということで、

そういうものを踏まえた上で先ほど申し上げまし

たとおりショートステイというのは、逆に言うと

びっちり曜日ごとに埋まっていると。大体の方が

３日あるいは１週間ぐらいな形でとられているの

かなというふうな話を聞いております。というの

は、１カ月の間の１週間ぐらい連続でリフレッシ

ュを家族の方がするというような使い方というの

が発生してきますと、１７０人の待機者がそれぞ
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れそういう形で利用すると当然２７床ぐらいのレ

ベルではすぐ埋まってしまうと、そういうことに

なるかというふうに思っております。

以上でございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこの小規模多〇１５番（高橋伸典議員）

機能型居宅介護という施設が民間でどんどん建て

ていただければいいのですけれども、札幌や何か

というのは今スーパー銭湯がどんどん、どんどん

倒産しまして、そのスーパー銭湯に民間の会社が

老人ホーム、老人施設を建設して老人施設にされ

ているのですよね。そういう形をとっているだと

か、本当にどんな方法でもいいのですけれども、

老人のひとり暮らしの方々が安心できる施設がや

っぱり私はもうちょっと必要かなと。本当に民間

の人がどんどん、どんどん建てていただければい

いのですけれども、大阪である民間企業が高齢者

向けの優良賃貸住宅制度を利用して住宅を建てて

います。これをやっぱり私、名寄のお３ある方だ

とか建設会社にどんどん、どんどんアピールした

らどうかなというふうに思うのです。やはりこの

都道府県の知事の認定を受けた場合、この施設の

建設費用、改良費用で一部補助を受けたり、家賃

対策の補助の助成を受けれる制度がありますので、

しっかり業者だとか民間の方々にこういう制度が

あるので、どんどん、どんどん建てていただきた

いだとか、私はアピールしてもいいのではないか

なと。私は、現実やっぱり施設は足りないという

ふうに思っています、名寄は。この住みよさラン

キングで介護で１８位なのですけれども、やはり

まだ高齢者の方々に手の届かないところ、目の届

かないところができている部分があるかなという。

地域包括センターで、いろんな部分で動いていた

だいていると言いますけれども、私は地域包括セ

ンターの方々が町内会の方々が見ている部分にど

んどん、どんどん入っていただければ一番いいの

かなと思うのですけれども、町内会の役員の方々

はやっぱり身近ですから、そういう方々のところ

に行ってみたら、こういう状態なのだけれども、

入所するところがないというのがやっぱり現実か

なというのが私の印象ですし、しっかりその辺は

高齢者に優しい施設、また経費のかからないよう

な形で進めていただきたいというふうに思います。

以上で、もう時間がありませんので、最後にス

クール・ニューディールのほうに移らせていただ

きます。まず、先ほど答弁をいただきまして、今

の全校のアナログテレビを地デジテレビにかえる

と、１３７台の５０台。そしてまた、電子黒板も

全校導入されるということでお聞きしました。

耐震化の部分でちょっと若干お聞きしたいので

すけれども、文部科学省では１万棟の部分で耐震

化、Ｉｓ値 ３未この数字であるというふうに言

われて、先ほどの答弁では名寄は２７棟あるのだ

けれども、その１万棟に入っていないというふう

に言われたみたいなのですけれども、これは耐震

化の検査をしていないから入っていないのか、そ

れとも文部科学省は耐震化したものだけの数字を

入れているのかを教えていただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申し上げまし〇教育部長（山内 豊君）

たように名寄市はこの１万棟に入っておりません

けれども、これは２次診断を名寄市が受けていな

いということがあります。この２次診断を受けた

部分がこの１万棟に含められるということであり

ますから、名寄市はこの中に入っていないという

ことで御確認いただければなというふうに思いま

す。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

この２次診断に入っ〇１５番（高橋伸典議員）

ていない。そして、２次診断はいつされるのか。

耐震も全校されておられない状況だと私は思うの

ですけれども、この耐震度検査をしなければ２次

診断まではいけないというふうに思いますので、

耐震度検査と２次診断、その境というのか、やら

なくてもいいのか、やらなくてはいけないのかと

いうのを教えていただきたいというふうに思いま
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すので。

それと、先ほど優先順位、２７棟あるというふ

うに言われていて、まず優先順位として東小学校

の体育館、風連中学校の耐震というふうに言われ

たのですけれども、この順番の２７棟の中で本当

に優先度でやっているのだけれども、耐震を受け

なければならない学校というのはあと何校ぐらい

あるのか、ちょっと教えていただきたいというふ

うに思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の耐震化計画〇教育部長（山内 豊君）

をつくった部分につきましては、耐震化の優先度

調査というのを実は実施をしているのです。その

中で、この昭和５６年以前に建築された建物の部

分が現行法令による耐震性能をこたしていないと

いう状況があります。先ほどの東小学校の屋体、

それから風連中学校につきましては、もう危険点

数が大改修をしなければならないという点数を下

回っているという状況にありまして、これは耐震

化計画の中では１位、２位という部分の中に占め

ております。そのほか昭和５６年以前に建てられ

た建物について、その優先度調査をした中で、ち

ょっと手元に資料ありませんけれども、ここでい

いますと１２校２７棟の建物について、その優先

度調査の中で耐震化計画の順位を決めているとい

う状況にあるということでございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうしたら、２７棟〇１５番（高橋伸典議員）

はほとんど改修しなければいけないという状況に

なるのかなというふうに思うのですけれども、名

寄は小学校の校区がえ等をこれからどんどん進め

られて、今南小も豊西小ももうこの部類に入って

きた小学校でありますし、中学校も名寄中学校、

また風連中央小学校もその部類に入る状況になっ

てきております。私は、今国でこの耐震化の部分

でどんどん、どんどん進めていきなさいというふ

うな措置と予算がついている中で、どんどん、ど

んどん地方として進めていくべきかなと。補助３

をもらってやっていける部分は進めていったほう

がいいかなというふうに思うのですけれども、こ

の５年間を３年間に前倒ししてやっていくという

形で、名寄は東小学校と風連中学校だけで終わっ

てしまうのかどうか。

あと、この３年間の計画の中で、こことここと

ここはその小中学校に入っているのだよという計

画はあるのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現状の中で、その５〇教育部長（山内 豊君）

年間を３年間ということで今御意見ございました

けれども、今前倒しでやるにしてもやはり２年な

り３年ということがございますし、次の学校の改

修あるいは改築をするに当たっても初めから基本

設計あるいは実施設計というものをつくっていか

なければならないということでございまして、現

状の中ではそこまでのちょっと時間的な余裕がな

いということも含めて、現状では東小学校と風連

中学校ということで今進めているという状況でご

ざいます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に学校というの〇１５番（高橋伸典議員）

は、やはり子供たちが１日の大半を過ごす場所で

すから、しっかりとこの耐震対策等を行っていた

だきたいなというふうに思います。

最後に、校庭の芝生化についてちょっとお聞き

したいというふうに思います。私、去年だと思う

のです。この鳥取の芝のテレビを見て感動して、

ここに１回視察に行こうというふうに思った人間

なのですけれども、その中でちょっとインターネ

ットや何かで拾ってみまして今回質問をさせてい

ただいて、今回のニューディール政策の中にも校

庭の芝生化が入っておりますので、ぜひ全校と言

わずに１校だけでもいけないかなというふうな形

にしたいなと。

この中で、その芝生化を見に行った方の意見が

あるのです。ここは、３カ所の芝生化の公園、保

育所を見た方で、芝を植えたことを……その芝を
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業者が植えるのではないのです。これぐらいの芝

なのです、私がテレビで見たら。それを幼稚園の

子がこうやって並べて植えるのです。そして、１

年間は水をだあっとかけて、そして１年終わると

あとは次の年は４回から５回の水、そして芝生刈

りは幼稚園の生徒がやられているのです。

そして、北海道の北広島でも１カ所校庭につけ

ました。雪は心配ないです。すごく安いのです。

国立競技場や何かの芝ではなくて、もうちょっと

粗い芝なのですけれども、生徒がそこで走ること

によって１０秒台の生徒が徒競走、多く出ただと

か、体力がついただとか、精神的に強くなっただ

とかという生徒がふえたという事例もあります。

しっかりとこのニューディール政策、いろんな部

分、政策ありますので、名寄市の小学校の、中学

校の子供のために御尽力いただきたいことをお願

い申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の行財政運営からを、大石健二議員。

緑風クラブの大石健二〇５番（大石健二議員）

です。議長より御指名をちょうだいいたしました

ので、これより通告に従い、１件４項目について

質問を行います。

最初に、行財政運営から都市基盤整備について

お伺いをいたします。このほど経済月刊誌で全国

の都市を対象とした２００９年版住みよさランキ

ング、この中で当市が全道３５市中２位にランキ

ングをされました。また、安全なまちのランキン

グでも全国７８４都市中３３位となり、総合的に

高い評価を得ています。いずれも平成１８年３月

の風連町との合併以来、住みよい安全なまちとの

高い評価を得た名寄市ですが、美しい町並みとい

う評価を得るまでには至っておりません。美しい

町並みの代名詞に縦横に走る直線の交２で形成さ

れる格子状の街区を碁盤の目の町並みと称します

が、残念ながら名寄市は整然とした土地の区画割

りが徹底されているとは言いがたい側面がござい

ます。一部の街区では、河川の蛇行のようにうね

っている街区もあり、こうしたいびつな街区は市

民の財産の毀損など多くの生活を初め、将来的な

名寄市の都市整備においてもさまざまな影響の影

を落としかねません。今後の市街地基盤整備にか

かわる方針についてお知らせを願います。

次に、名寄市行財政改革についてお聞きをいた

します。名寄市は、平成１９年２月に新名寄市行

財政改革推進計画を策定、さらには年年４月に組

織改編を行い、島市長を本部長とする直轄の名寄

市行財政改革推進実施本部を立ち上げました。こ

の名寄市行財政改革推進実施本部は、組織・機構、

使用料・手数料及び負担３・補助３見直し、公共

施設のあり方の３つの検討部会で組織をされてい

ます。今定例会の冒頭、島市長は行政報告の中で

３つの検討部会のうち負担３・補助３見直し、公

共施設のあり方の２つの検討部会でそれぞれ一定

の方向が示されたとの報告を行っておられます。

また、本年度はこれら既存の３つの検討部会に加

えて、新たに事業等見直し検討部会を設置したと

いうこともあわせて報告をされております。

以上、これらを踏まえて一定の方向を見たとさ

れる２つの検討部会における経過報告と新設の検

討部会の取り組みについて、あわせて行財政改革

推進実施本部の今後の推進作業等についてのスケ

ジュール等についてお知らせを願います。

次に、名寄市の中心市街地の活性化基本計画に

ついてお伺いをいたします。一年年４月に専任の

職員を配置してスタートをした中心市街地活性化

基本計画策定事業ですが、当初の日程では今春末

に認定申請を見込んでおられました。これに関す

る経過報告が今定例会の初日、休会後に開かれた

議員協議会で名寄駅隣接地の開発計画の中で本年

３月までの経緯について触れていました。しかし

ながら、報告の骨子はあくまでも名寄駅に隣接す

る土地の開発計画に沿ったものであり、丸２年越

しで取り組んできた中心市街地活性化基本計画の

認定申請の期限は、当初のもくろみから大幅に超
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過をしました。今後の中心市街地活性化基本計画

のありようとまちづくり交付３事業を主眼にした

市街地総合再生基本計画等のかかわりを含めた今

後の日程と推進のための具体的な作業手順につい

てお知らせを願います。

最後に、行政報告についてお聞きをいたします。

さて、今定例会では６月１日開会初日に島市長よ

り行政報告を拝聴いたしました。一般に行政報告

とは、前回の市議会定例会から当該市議会定例会

までの間に生じたであろう市政における主な対応

と取り組みについて報告するものと考えます。こ

の行政報告の執筆と推敲、校正、これら行政報告

の編さんに伴う作業についてお知らせを願いたい

と思います。

以上、この場からの質問を終了いたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で名寄市の行財政運営からと

いうことで小さく４点にわたり御質問をいただき

ました。１点目につきましては私から、２点目と

４点目については総務部長から、３点目につきま

しては経済部長からのお答えをさせていただきま

すので、よろしくお願いをいたします。

最初に、市街地の整備推進等の手法と今後の課

題についてお答えをいたします。名寄市の市街地

区割りは明治３３年、道庁の設計により大通で東

西に分け、東１条通から東４条通まで、西は西１

条通から西４条通までとし、その間通りの間に仲

通りを設け、さらに南北には中央通で分け、南は

南１丁目から南７丁目まで、北は北１丁目から北

７丁目までのいわゆる碁盤の目とした整然とした

町並みに始まり、西４条以西は昭和３８年と平成

元年に完成した大きな市と組合施行による区画整

理事業などにより約３０％が形成され、残り民間

等の区画割りによりまして約２０％、未区画地が

おおよそ５０％で用途地域内 ０５０ヘクタール

の区画が成り立っているところであります。

市街地において、これは名寄も風連もそうなの

でありますけれども、一部の区画では境界にずれ

が生じておりまして、公簿上と現況が異なる高所

もあるというふうには認識しておりますけれども、

土地区画の権利は個人の資産であるということか

ら、行政としては関与をしておりません。今後個

人的なトラブル解決を含め、理想的な市街地を形

成するには、地籍調査事業や区画整理事業による

方法がございます。土地権利者の合意形成が大変

必要だということもありますので、市内にはかな

り遊休地もあるということも含めて事業化につい

ては難しい状況であるということを御理解をいた

だきたいというふうに思っています。

以上、お答えとさせていただきました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは小項目の２及び４について答弁をさせて

いただきます。

まず、名寄市の行財政改革について、その手法

と今後の課題についてであります。平成１９年２

月に策定しました新名寄市行財政改革推進計画の

速やかな実施を目指し、年年４月に名寄市行財政

改革推進実施本部を設置、本部に３つの部会を設

け、議論を進めてまいりました。組織・機構等検

討部会では、組織、機構の見直しについて議論を

進めてまいりました。平成２１年度から３年間は、

合併により肥大化した組織のスリム化が中心の計

画となり、参事、主幹職の廃止、大課大係制、事

業の完了、縮小に伴うスリム化について職場の議

論を重ねてまいりました。使用料・手数料及び負

担３・補助３見直し部会では、すべての事業につ

いて見直しを行い、平成２１年度において補助３、

負担３で ９００万円の削減を各団体、市民の御

理解のもと実施することとなりました。公共施設

のあり方検討部会では、６６６施設から７６施設

を対象施設とし、売却処分、廃止、廃止解体、廃

止検討、協議の案をまとめました。本年度におき

ましては、補助３、負担３の見直しが一定程度終

了したこと、公共施設のあり方についても一定の
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方向性を示したことから、組織・機構検討部会と

事業等見直し検討部会の２部会制に改めまして、

組織・機構検討部会では年年に引き続き簡素で効

率的な行政運営の推進のため組織のスリム化等を

進めながら、市民のニーズに対応できる組織づく

りを目指してまいりたいと考えています。事業等

見直し検討部会は、社会教育、体育施設関係の使

用料の見直し、公共施設のあり方部会のまとめ案

の具現化、さらには風連特例区事業のあり方につ

いても今後検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、行政報告について、市政推進の今後の課

題であります。行政報告は、定例会の冒頭におい

て市民の代表である議員の皆さん、そして市民の

皆さんに向け、前回の定例会以降に生じました市

政における主な取り組みや施策に対する基本姿勢

等を報告するものであります。また、市のホーム

ページ上におきましてもその内容を公開しており

ます。行政報告は、各部局から報告内容を取りま

とめ、主な取り組みや施策等について漏れのない

ように留意しながら、文章の校正も含め作成して

おります。内容につきましては、報告にとどまる

もの、考え方や結果を含めて報告させていただい

ているものもございます。基本的には、市長が直

接述べるものでありますので、２次的な対応とし

て文章として印刷配付をさせていただいておりま

す。また、文章として市民の皆さんにもごらんい

ただいておりますので、今後はより一層報告内容

や文章の校正も含め精査をし、議会や市民の皆さ

んにわかりやすく御理解をいただけるよう努めて

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から３番目の中心〇経済部長（茂木保均君）

市街地活性化基本計画について、現状分析等と今

後の課題についてお答えをいたします。

中心市街地活性化基本計画につきましては、商

工会議所を初め関係する機関、団体と協議して計

画案として取りまとめ、策定してきたところであ

りますが、残念ながら経済産業局からコンセンサ

スが不十分、熟度不足との指摘を受けていること

は既に報告させていただいたところでございます。

市としては、取りまとめた事業の中でも駅横事業

については既に進展しているところであり、この

事業は民間事業者と行政が協働して市民や消費者

に利便性を提供する事業であることから、５月２

８日に民間事業者と事業の推進に向けた協定を締

結し、取り組みを進めております。国に対する中

心市街地活性化基本計画は中断しておりますが、

これまでの議論の経過を生かし、市街地における

活性化事業として個別の関係者と鋭意協議を継続

しているところでございます。

次に、事業に取り組む手法では、中心市街地活

性化基本計画が国に受理されても個別の事業を進

めていくためには、補助を受ける省庁それぞれの

事業認可を得る必要があります。名寄市は、中心

市街地活性化基本計画の認可を受けなくても事業

を推進することができる国土交通省所管のまちづ

くり交付３事業の認可を受け、駅横の事業のほか、

３・６地区の整備、道路、街路整備などの行政課

題、熟度の高い事業や懸案となっている課題整理

を実施したいと考え、この４月に経済部内に産業

振興室を設置し、国土交通省の事業認可を得る体

制を整備してまいりました。事業認可を得るには、

国に事業費を要望するための概算要望としてヒア

リングを受け、認可基準に合致しているかの審査

を受ける必要があり、本年１０月末をめどにその

審査を受け、平成２２年、来年度から事業展開が

できるよう事務を進めているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。

まず最初に、都市基盤整備に伴う市街地の整備

についてお伺いをいたします。今回の質問の中で

は、趣旨は特に名寄市の行政についてどうのこう
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のというつもりはなくて、たまたま名寄市の市街

地図を見ていまして、街区と生活道路あるいは主

要幹線道路を結ぶ、その交２すべきところが街区

がそれぞれ道路とずれ始めているということにな

りますと、その街区に登記所で土地を登記して地

籍図を完成させている市民の方がいらっしゃると。

実際にお話を聞いていきますと、本来は私の土

地は１５０坪あるのだけれども、内々で測量をし

てもらってみると、この測量もいろいろ何種類も

あるのですが、簡易測量をしてもらうとどうも自

分の持っている土地が隣の庭先まで入っていると

いうようなことがわかったのだという話なのです。

そうすると、先ほど野間井部長のほうからお話

があったように西４条北５丁目から以西あるいは

以南にかかわる土地では主要幹線と生活道路が、

縦横に走る生活道路、主要幹線、国道４０号線で

す。それと、街区を形成する部分が非常に微妙に

階段状にずれているということになっていく。こ

の階段状にずれているということ自体が不完全な

地籍図にあるのではないかというふうに私は考え

るのですが、この考えはいかがでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと場所〇建設水道部長（野間井照之君）

の特定が私はちょっと今頭の中でできていません

けれども、階段状という状況がどういう状況なの

かをちょっともう一度御説明いただけたらという

ふうに思うのですが。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと具体的な名称〇５番（大石健二議員）

は避けなければいけないなという、混乱があるか

なと思うものですから。西４条南の辺に道路の先

に民家がある、あるいはそのまま直線道路ではな

いと、住宅とぶつかってしまうと、あるいは道路

が斜めについているというようなケースがあろう

かと思います、どことは言いませんが。そういっ

たところのずれというのは、本来御本人がお持ち

の所有地と登記所に届け出ている地籍図と必ずし

も合致はしないということをちょっと御確認をし

たいのです。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には、〇建設水道部長（野間井照之君）

今言われた斜めの通りがあるというところは区画

整理事業というのが入っていて、意図的に斜めに

整理をしていると。その地点でも換地をしていま

して、道路と相手方の土地と本人の土地を入れか

えたりとか、そういうふうな操作をしまして、基

本的には公簿上では合っているというふうに思っ

ています。ただ、本人の思い違いもございましょ

うから、公簿と合っていないのではないかという

こともありますし、市が道路を造成する場合は、

例えば都市計画道路等の整備をする場合は公簿上

から土地を買わせていただきますから、公簿では

合うというふうに思っていますし、現地もそれな

りの地籍は残っていくというふうに思っています

から、基本的には合うのが本当だというふうに思

っています。例えば道路整備をする場合でも全体

的な周りを測量いたしまして、民間の部分はちゃ

んと残るという確認をしてから道路整備をします

ので、中の地籍は少しずれるかもしれませんけれ

ども、全体地籍は合っているというふうに私ども

は考えております。

以上であります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間の関係で余り詳し〇５番（大石健二議員）

くはやれないですけれども、ただ申し上げたよう

に国道４０号線以西、そちらの南丁目のほうです。

そちらのほうにやはりずれが、街区と道路が必ず

しも碁盤の目になっていないという……特定され

ると何かちょっとシビアな、難しいなと思うので

すが、実際にやっているのです、簡易測量で。そ

うすると、御自分の登記所に届け出ている地籍図、

地籍図というのは土地の戸籍みたいなものですが、

その地籍図と地に面積の積、こっちもちょっと地

積図というのですが、これにそれぞれ誤２が生じ

ている。ですから、私の隣の山田さんという……

例えばですよ。私の土地が山田さんの居間まで、
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茶の間まで簡易測量をすると私の土地になってし

まうと。山田さんは、また鈴木さんの所有されて

いる土地の玄関口まで行ってしまうことになると。

ずっとこういうふうに順次測量をやっていくと、

最後の渡辺さんですよ、五十音で言うと。渡辺さ

んの土地がなくなってしまうことにもなりかねな

いと。道路にわたってしまうということにもなり

かねないというのが正直言って起こりかねないと

いうのがあります。この辺はいかがですか。

個人名はなるべく出〇議長（小野寺一知議員）

さないようにして議論をしていただきたいです。

野間井建設水道部長。

ちょっと場所〇建設水道部長（野間井照之君）

の特定が私はまだできていないということもある

のですけれども、４条づきの部分で区画整理の入

ったお寺さんの前の道路から東と、そして国道か

ら西という間の部分になりますかね。昔から４条

通は、少し地籍ができていないという部分がござ

いまして、昔もいろいろあったのですけれども、

中央通の石を使って測量をするのと駅前のほうの

石を使って測量すると、あるいは１４線道路の石

を使って測量するのとは少しずつずれが生じてい

ると、こういう場合もございます、確かに。ただ、

昔の部分でいいますと今言った号線の間にも縄延

びという、ちょっと専門語で言うと５０６間ある

のですけれども、数字的に見ますと５０７間ぐら

いずつとれているのです。昔の測量は大したもの

で、そういうふうに１間ぐらいずつ延びていって、

基本的にはその中に地籍があるということになっ

ていますから、測量を両方から何回かやっていた

だくことによって昔の査定図というか、法務局に

残っている図面も調べていただくと、基本的には

どこかで私は合うというふうに認識しているので

すけれども、いかがでしょうか。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が今例に挙げたお名〇５番（大石健二議員）

前は、五十音順に申し上げているだけで、実在の

人物は関係がございませんので、その辺は御承知

おきください。

ただ、どうしても、どうも実測の測量と登記所

に預けている地籍図、公図等、誤２が生じている

のは実際にあるのです。もううなずいておられま

すから。実は、私も何が原因かなと思って探って

みました。そうすると、先ほど野間井部長もおっ

しゃっていましたが、区画整理あるいは明治３３

年ごろかなと思いますが、名寄市の市街地で競売

があったと。１８万平米ぐらい競売にかけて、そ

のときは土地の投機を目的に名寄市の在住ではな

くて遠くは東京、大阪、そういったところからも

来られて投機を目的に土地を購入されたと。その

ときに不在であったがためにそこに……その辺、

そこにと言うとあれですけれども、近辺にお住ま

いの方がその土地を持っている方が不在ですから、

自分でくいと縄でおれの土地だというふうな、そ

ういう境界もやったという経過もあるようです。

確認しているわけではないのですけれども。

そういったことも含めて、実は名寄の登記所の

関係者にちょっとお話を聞くと、名寄の公図は明

治時代の地租改正、そのときの公図すらも使って

いるのだと。ですから、おのずと今のようなＧＰ

Ｓを使ったり、そういうような測量と明らかに誤

２は出てくるのですよという、これは迎フレコだ

と言うので、余り大きくは言いたくないのですけ

れども、ずれてはいるというのは確かです。

この方法を、この誤２を修正するためにちょっ

と調べたら、何か方法はないかなと思うと、国交

省のほうに国土調査事業計画というのがあるので

す。この中に公共測量というのがある。これは、

測量費が幾分か補助３が出たり、丸ごと助成して

いただけるという方法があるようです。私は、専

門家ではないので、その辺はひとつ野間井部長の

ほうでお時間があれば検討していただいて、市民

の財産がいつの間にか毀損されていると、今の代

では全然問題なくても後々の世代で大きな問題に

発展しかねないなと。あるいは、名寄市が今後ど

ういう手法でやるかわかりませんけれども、市街
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地に緑地、緑化をやるときに先行取得していた土

地がこれほどあるはずだなと思っていたけれども、

実測してみたら、お隣の大石さんのお宅が入って

きているなんていうことにもなりかねないわけで

すから、ぜひ改めて街区がずれ始めている地区に

ついては少し御検討をしていただければと思いま

す。ただ、野間井部長がおっしゃったようにいず

れも民間の土地が圧倒的なものですから、行政が

どうのこうのという部分は多少難しい側面はある

にしても市民の財産が毀損されないようやってい

くのも行政のお仕事だろうと思います。

続いて、次の行財政改革について質問を移らせ

ていただきます。先ほど佐々木総務部長のほうか

ら御説明をいただきましたが、なぜ何度も３度も

行財政改革について聞くのだろうという疑問が生

じているかもしれませんが、きょうも午前中ある

いは午後にも公共施設に関する質問が出ていたよ

うに思います。これらは、いずれも一定の方向が

なされたという施設なのだろうと思うのですが、

漠としてその内容がようわからないから、それぞ

れに混乱が起きているのだろうと思います。一定

の方向が出たら、やはり議会に報告が欲しいなと

いうふうに考えますが、いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

公共施設のあり方〇総務部長（佐々木雅之君）

も含めまして、３月に２０年度１年間で実施をい

たしました組織検討、それから使用料、補助３の

見直し、公共施設のあり方についてもまず庁内で

一定の報告を取りまとめをしまして、その後推進

本部の部次長会議というものを充てまして、そこ

で内部的な議論はさせていただきました。その後、

総務文教常任委員会のほうにその辺の各３部会に

おける経過であるとか、その辺についても２０年

度途中ではあっても各折々を見まして、場合によ

っては議員協議会、場合によっては総務文教常任

委員会という形で報告をさせていただきました。

具体的な問題につきましては省かせてもらいたい

と思うのですが、今５月末日現在で２０年度に表

に出ている３部会の内容以外にも各担当課のほう

で行財政推進計画、１９年２月につくったものに

のっとって取り組んできた事業の取りまとめも行

っておりまして、それを今議会終わった後に一定

程度整理をさせていただいて、それらもあわせて

御報告させていただきたいというふうに考えてお

ります。簡潔な部分については、総務文教常任委

員会に３部会の一定の報告はさせていただきまし

た。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

言葉じりをとらえて言〇５番（大石健二議員）

うのではないのですけれども、名寄市の行財政改

革というのは、所管は総務文教常任委員会になる

のですか。ただ、いずれも本部を形成している３

つの検討委員会は市民生活に直結する事業等ある

いは見直し、そういったものを含めてやっている

のだろうと思います。ただ、総務文教常任委員会

ではなしに、やはり総務部長がおっしゃるように、

これは常任委員会ではなしに議員協議会等の全議

員によって構成される組織の中で経過を報告する

必要があるように思うのですが、いかがですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

年年の１０月だっ〇総務部長（佐々木雅之君）

たと思うのですけれども、２０年度の進行状況と

いうか、検討状況等につきましても議員協議会の

ほうに報告をさせていただきましたので……十分

とは言っていません。報告させていただきました

ので、あらゆる分野に関係する部分ということで

ありますと議員協議会という形も含めて、２０年

度の総括についても機会は見て報告させていただ

きたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと繰り返しにな〇５番（大石健二議員）

るのですけれども、午前中あるいは午後からも２

つの施設について、公共施設に関する質問が出て

いたように記憶しているのですが、これらの検討

部会を総合的にコントロールする組織というのは

あるのですか。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

年年については、〇総務部長（佐々木雅之君）

それぞれ３つの部会をつくって、公共施設のあり

方については部次長会議の推進会議と市長を本部

長とする全体会議の中で３月に一定の集約をして、

それに基づきまして２１年度については今度は２

部会制に切りかえて、より具現化する方向での細

かな検討に入ると。その中には、利用者であると

か市民団体との説明、協議も含めて具体的に進め

ていきたいと。ということは、合併してから公共

施設の関係につきましては類似するものがあった

り、片一方では老朽化してきて使えなくなってい

るのが、もうここ数年で先が見えているものも実

はございまして、その中で組織のスリム化を単純

にするだけではなくて、本当に住民にとって必要

な公共施設がどの程度必要なのかどうか。今まで

使ってきたから、ずっと今後も使いたいだけでは

財政破綻をしてしまった市町村の例を見ると、新

しい施設であっても支え切れなくなってしまって

市民に逆に不便をかけているという例もございま

した。そういうことも含めまして、それぞれのま

ちの歴史の中で培ってきた公共施設のあり方とい

うのは、一定の議論をするについても時間をかけ

ながらいかなければならないのかなと。

そういう中で、類似する施設を中心に２０年度

では廃止を一定程度、この期間を過ぎると廃止の

方向で検討をしますよという裁きは市長を本部長

とした３月の会議で一応方向は出させてもらいま

した。問題は、それをするときに単純に廃止でき

るかどうか、それから代替施設で振りかえができ

ないだろうかと。先ほどのホビーセンターの問題

であっても名寄には福祉センターというたくさん

お３をかけて多くの老人の方々にも利用していた

だいてもらっている施設もあります。それとの中

で、窯の関係の問題を処理することによってでき

ないかとか、小山所長が言っていましたように既

存の道立公園内にある施設を利用することについ

ては、アクセスの問題を解決すればできないか。

具体的な問題について、２１年度以降については

その辺の関係についての調整を関係者等も含めて

進めてまいりたいというふうに考えております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっとくどいなと思〇５番（大石健二議員）

うのですが、どうもそれぞれの検討部会では、そ

れぞれ検討部会長さんがいらっしゃるのだろうと

思うのですが、その検討部会で出てきたものが先

ほど部長のほうからお聞きをすると部次長会議で

報告がなされているのだということでしたが、ど

うも足並みがそれぞれの部会で、私も外野にいて

中間報告いただいていないものですから見えない

のですよ。見えないのですが、どうも検討部会の

足並みとして果たしてきれいにそろっているのだ

ろうかなという違和感をやっぱり感じておりまし

た。案の定、新聞報道のほうが早くて、そういっ

た特定の施設について報道されてしまうと、それ

までの経過を知らない市民の方から、いきなり廃

止かよというような混乱と騒乱を招かざるを得な

いのだろうというふうに考えざるを得ません。で

すから、行財政改革推進実施本部ですから、市長

を本部長とする。本部長じきじきにやるのもいい

のでしょうけれども、それをトータルでコントロ

ールを持ってスケジュール等あるいは日程、どの

タイミングでというようなのをよく見る人、スー

パーバイザーというような、そういった人間の配

置が必要なのではないかなと。どうも見ていると

小回りがきかないがために、組織が分散している

がために、本部という組織だけは大きいというと

ころで小回りも大回りもできないというような感

じがするのですが、私の取り越し苦労でしょうか

ね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

行財政改革の進め〇総務部長（佐々木雅之君）

方につきましては、合併前からもいろいろそれぞ

れの市町村で取り組んできたというふうに考えて

います。合併というのは、それぞれ１００年の歴

史を持つ、まちづくりについても仕事の仕方につ
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いてもそれぞれ異なりまして、職員の配置につい

ても、それから公共施設のあり方についても微妙

な温度２があるのかなというふうに思っています。

間違いなく議員のおっしゃるとおり、説明が十分

だったかどうかについては私自身ももう少し親切、

丁寧な説明と、それから新聞等に出るときに一定

の議論経過はさせていただいて、即廃止とかとい

う話ではなくてダブっている施設、これは合併し

た市町村の宿命と言うとちょっと言葉は過ぎるか

もしれませんけれども、類似する建物が存在して

いると。そこには、必ず末永く利用していただい

た市民の熱い思いがあると。そういう中で、一定

の方向を出すというのも見せ方としては説明が舌

足らずだったのかもしれませんけれども、それは

必要だったことかなというふうに思っています。

ただ、今後は一応その中でも合併特例期間の５

年間を抱えながら、いろんな住民サービスを推進

できる、事務事業の一元化もしていくという部分

ありますので、合併も何も経験していないところ

で今までの議論経過も含めると随分てこずってい

る、手間取っているというふうに見えるかと思い

ますが、私自身はこの１００年の歴史を持つまち

同士が合併したということも含めまして、時間が

かかることは当然やむを得ない部分とはいいなが

ら、特例期間が５年で過ぎるときにはその辺の一

元化の問題も含めて、施設のあり方も含めて議論

していかなければならぬと思っておりますので、

２０年度については３部会でそれぞれ真摯な意見

を出していただきまして、２１年については具体

的に組織の部制の再編の問題も含めまして、公共

施設のあり方についても具体的に住民説明も含め

て取りかかっていきたいというふうに考えていま

す。説明資料の不備については、ちょっと内部検

討させていただきまして、議員協議会であるとか

ホームページでの公開とか、いろんな機会を通じ

てこれからも進めてまいりたいと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

承知をしました。今後〇５番（大石健二議員）

は半年に１遍、そういった回数ではなしに小まめ

に経過の報告をお伝えしていただければ混乱がな

いだろうというふうに私自身は考えております。

次に、中心市街地活性化の基本計画にかかわる

再質問をさせていただきます。せんだって開かれ

ました議員協議会で配付をされた資料を見ますと、

こう書いてありました。２１年３月、経済産業局、

北海道に対し、これまでの経過と各事業について

説明を行いましたが、熟度不足との指導を受けま

したと。そして、次のセンテンスに上記指導によ

り他の支援事業について模索を始めると。これ幾

ら何でも熟度不足という指摘をいただいて、検証

も何もしないで他の支援事業について模索を始め

るというのはいささか早計に過ぎませんか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど御質問いただ〇経済部長（茂木保均君）

いたように、もうこのことについては２年前から

商工会議所を中心に議論をしてきた経過がありま

す。その間に、２年間の間に中心市街地活性化基

本計画案というものが冊子としてあるのですけれ

ども、これは非常に大きな意味を持つものだとい

うふうに思っております。その経過の中で経済産

業局、ここと協議をして、これは１度とか２度と

かということでなくて何度か協議をする中で、最

終的に国のほうではこういう判断をされたという

ことなのですけれども、その検証という部分は非

常に必要なことだというふうに思いますが、基本

的には町中のにぎわいを創出する事業ということ

ですから、いわゆる中心市街地活性化基本計画、

この計画というのは非常に重みのある計画だとい

うふうに認識をいたしてございますが、必ずしも

この計画の認定を受けなくてもこれにかわる事業

というものが措置されれば、それは一つの手法で

はないかなというふうに考えておりますし、その

２８事業、いろいろ協議してつくったこの議論の

経過というものは決して没にするとか、そういう

ことではなくて、その精神は十分受け継ぎながら、

まちづくり交付３事業という事業を活用してとい
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うふうに考えておりますが、しかしながら完全に

この基本計画をあきらめたということではありま

せん。この部分についても、これから協議する中

でもまた再度挑戦する場面も出てくるかもしれま

せん。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなか苦しい答弁だ〇５番（大石健二議員）

なと思って聞いています。２年越し、担当主幹を

置いてやってこられたと。その間、いろんな紆余

曲折を経ながら、ことしの３月には基本計画の認

定申請を行うのだという当初のもくろみがあった

わけです。でも、文字面で書いてある報告書を見

る限りでは認定申請ではなくて、これは明らかに

北海道や経産局に対する事前相談ではないのです

か。認定申請という事務作業、基本計画策定とい

う事務作業の完結ではないですよね。あくまでも

北海道と経産局に対する事前相談ではないのです

か。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

決してそういうこと〇経済部長（茂木保均君）

ではなくて、やはり基本的には認定申請を前提と

した協議という中でそういう判断をされたという

ことですから、そこら辺は一つの事業なり計画を

いろいろヒアリングするときは、いろんなスケジ

ュール的なものも含めてありますけれども、今回

のケースについては一応この基本計画の案をきち

っと策定をして上げていっておりますので、それ

は協議の経過の中ということではありません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

この１７年から取り組〇５番（大石健二議員）

んできた中心市街地活性化基本計画策定について

は、一たんは終息するのですね。一たんは終えん

するのですね。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

中心市街地活性化事業〇副市長（中尾裕二君）

につきましては、徳田に大型店が出店するという

ときからの一連のテーこでありまして、これまで

精力的に商店街の皆さん、あるいは商工会議所も

含めて検討を進めてまいりました。今回中心市街

地活性化事業として、実施主体が明確に決まって

いない中でのスタートはどうかという確認作業を

させていただきました。これは、一定の固まりが

ないとやはりスタートは難しいと、熟度不足であ

ると。ただし、駅横についてはかなりの固まった

事業内容等があるので、それについては今回の事

業でなくて別のメニューで今話題になっておりま

す国土交通省のまちづくり交付３事業でどうなの

かと。これにつきましても駅横だけの開発では、

まちづくり交付３事業は該当しません。点と点を

線で結んで人の流れをつくるということですから、

これについては３条６丁目のところの開発、さら

には今想定をしております市立病院の駐車場の問

題、あわせて旧名寄市の悲願でありました文化ホ

ール、これは今市民会館のホールが老朽化をして

建てかえがもう立ち行かないと、こういう状況に

来ていますので、この２つを合体をしたことで市

民の皆さんと相談をしてできるかどうかと。これ

を含めて線で結んで人の流れをつくって、国が進

めている４割交付３の事業に、残りは合併特例債

を集中的に充ててこの場での懸案のテーこをこの

際解消したいと、こういうことで今進めておりま

す。これは、場合によってはまちづくり交付３事

業でなくて中心市街地活性化事業に昇格をする可

能性もあるというお話も経産局のほうからはいた

だいておりますので、今後１１月に正式な申請を

する予定で今作業を進めております。これについ

ては、また議会にも改めて相談をさせていただく

局面が出てこようと思いますけれども、それとあ

わせて来年の４月にスタートを切りまして、向こ

う５年間の事業ですから、この中にどれだけの事

業を、懸案事項が盛り込めるかと。こういうこと

が今後テーことして出てまいりますので、ぜひそ

の節は造詣の深い議員にもいろいろと御示唆をい

ただきながら進めてまいりたいと考えております

ので、ぜひよろしくお願いをいたします。
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大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはそれでお聞きを〇５番（大石健二議員）

しておくのですけれども、ただこれまでは、何回

もくどいようで申しわけないのですが、北海道と

経産局、今回はそのまちづくり交付３事業という

のはどうも開発局だという、窓口も変わってきて

いる。中心市街地活性化基本計画は、内閣総理大

臣を本部長とする組織に認可申請するわけですか

ら、だからやっぱりここは一たんは撤退するのだ

と。そして、通常使われる中心市街地の活性化と

今２年越しでやってきた中心市街地活性化基本計

画とは言葉は似ているけれども、似て否なるもの

なのだよと。どこかでやはりけじめをつける必要

があるだろうというふうに私は考えるのです。ど

うですか。これをいつまでも色のグラデーション

のように、いつの間にか赤から紫に変わっている

というような、そういう方向ではなしに、どこか

で熟度不足という痛い思いもしながら検証もしな

ければいけないという、なおざりにするのではな

くて検証すべきところは検証して、名寄市のウイ

ークポイントはどこなのだろうというのを検証し

ていかないと、いざどんな名前が変わった事業に

取り組もうとしても同じような轍を踏むように思

えてなりませんが、いかがですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

お話のように中心市街〇副市長（中尾裕二君）

地活性化事業がまちづくり交付３事業として、全

く異質のものに変えたということではございませ

んで、もともと持っておりました中心市街地活性

化事業の２８事業のうちの極めて実効性の高い、

しかも着手ができる可能性を秘めた部分について

先行して実施をしていくということでありまして、

議員協議会でも３者協議のお話もさせていただき

ましたけれども、まさにあそこは土地開発公社が

所有をする用地を単に民間に売却するということ

ではなくて、中心市街地活性化事業の志を引き継

いだ事業展開をしていくということでの３者の協

議ということでありますので、ぜひその点につい

ては御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間も来ましたので、〇５番（大石健二議員）

最後のほうの行政報告について御質問をさせてい

ただきます。

先ほども行政報告について、るる御答弁をいた

だいたのですが、今回の行政報告書ほど理解に時

間がかかったことはないなというふうに考えてい

ます。例えばどんなことというと、具体的に申し

上げると職員のあら探しになってしまうので、で

きるだけアバウトに申し上げるのですけれども、

幾つかの報告書に主語、述語の関係が不明確だと。

内容が簡略化されていて文章が端折られているも

のですから、日本語として醸成されていないと。

目的語がどこかへいってしまっているというよう

な報告が散見されました。こうした行政報告の単

元というのでしょうか。これらを統括して文章の

校正なり校閲なり、やる方はいらっしゃるのです

か。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変私の力不足な〇総務部長（佐々木雅之君）

のですが、担当課長、係長のほうから上がってき

たものを企画担当のほうで、総合計画の柱にのっ

とった形で行政報告をつくるという建前になって

おりまして、その構成上そういうふうになってい

ますので、企画担当の見た後、私も見させていた

だいて正式な文章として出させてもらっています。

御指摘のとおり、主語、述語の関係も含めて不十

分だった点はなかったと思っておりませんので、

その辺についてはもう少し私自身のスキルアップ

も含めて頑張っていきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、行政報告、市長〇５番（大石健二議員）

が開会の冒頭にそちらで登壇されて読み上げてお

られるというのを聞いていて、今回ほど島市長が

私たちに手渡されている行政報告の文章と口頭で

述べられている言葉が、随分市長が言いやすいよ
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うに言いかえられていることはなかったなという

ふうに、私はそう思っているのですけれども、市

長御自身は今回の行政報告は随分言いかえられて

いたなというふうに思うのです、言葉を。市長、

今回の行政報告についてお聞かせいただけますか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

毎回職員と手づくりで〇市長（島 多慶志君）

行政報告をつくっておりまして、およそ私は１０

０点に近い行政報告をさせていただいていると、

このように思っております。確かに二十数ページ、

５０分間ぐらいの行政報告ですから、すべての定

例会の間における行政事項については報告できな

いのはいたし方ないと。場合によっては、もっと

もっと長時間行政報告をやればいいのかと、こう

いうふうにも思いますが、しかし行政報告で足り

ないところは、このように一般質問でしっかりと

質問をしていただいているわけですから、そのこ

とがまた市民の皆さんに、議会報あるいはこスコ

ミ等で報道されることによって行政の動きがしっ

かりと市民の皆さんに伝わることではないのかと。

行政報告だけ長々とやることが決していいもので

はないと、このように考えながら、私は今の約５

０分ぐらいが行政報告の限度かなと。

ただ、文章の盛り方については、担当の職員は

もっともっとたくさん盛りつけてきています。そ

れを私は、はさみを使って５０分程度にカットし

ているものですから、どうしても主語、述語が抜

けるということでは、全部私が書き直していると

いうことはありませんので、至らないところもあ

るのではないかと。これは、私の調整能力の不足

する部分と、こういうふうに押さえてこれからも

お聞きいただければと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

決して市長をとがめて〇５番（大石健二議員）

いるのではなしに、ただインターネットで視聴を

しておられる市民の方は、市長が明瞭な声で述べ

られていることだけが頼りなものですから、あれ、

ここの言葉、目的語は一体どこへいったのだろう

と。後ろにいらっしゃる傍聴者の方も電卓を置い

て足し算をしてみると、数字が合わないねという

ようなことが起こり得るようです。ぜひとも先ほ

ど申し上げたように文章の端折り、あるいはコン

パクトにまとめてしまったがために意味が通じな

いという報告書にならないよう、再度報告書作成

の際は十分気配り、目配りをしていただきたいと

思います。

以上で私の質問を終わります。

茂木経済部長より、〇議長（小野寺一知議員）

特に発言を求めておきます。

先ほど大石議員のほ〇経済部長（茂木保均君）

うから中心市街地活性化基本計画、これは事前協

議ではないかと、こういうお話を受けまして、私

のほうでは本申請というようなお話をさせていた

だきましたけれども、本申請前の事前協議という

ことでありました。訂正しておわびいたします。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１６分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

老朽住宅の解体助成について外２件を、東千春

議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に質問をさせていただ

きます。

大項目の１点目、老朽住宅の解体助成について

お伺いをいたします。ことしで３年目となり、そ

して最終年度を迎える住宅リフォーム制度は大き

な反響を呼び、毎年補正をしながらニーズに対応

してまいりました。使えるものは直して使うとい

うことは、もったいないやエコにつながるもので、

物を大切に使うという観点からも時代にこッチし

ていたのではないのかなと思っております。
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一方で、修理する価値に乏しい住宅が空き家と

なっているものも見受けられております。近年は、

住宅解体には廃棄物としての処理に多額の費用が

かかることから、解体をすることが困難で放置さ

れることがしばしばあります。このような建物は

環境美化や防犯上、好ましくはありません。また、

解体に伴い、さまざまな経済効果が期待できるこ

とから、新たな制度として老朽住宅の解体に対す

る助成制度についてお伺いをするものでございま

す。

１点目、空き家となっている老朽住宅は名寄市

内にどの程度の件数があるのか、また景観上望ま

しいものではないと思いますが、どのような見解

をお持ちなのかお知らせをいただきたいと思いま

す。

２点目、町内会などから空き家となっている老

朽住宅に防犯上、不安の声を聞くことがございま

す。この点について、どのように考えておられる

のかお知らせをいただきたいと思います。

３点目、新年度においても住宅リフォーム制度

を残してほしいとの要望は強く、継続は望ましい

と思いますが、一方で新たな制度を考えてもよい

のではないかと思っております。老朽住宅の解体

に対する助成制度を設けることにより環境美化、

防犯上の効果を初め、解体工事による雇用の創出、

そして土地の流動化、それに伴う住宅建設促進に

よる経済効果など幅広いメリットがあるのではな

いかと思いますが、見解をお知らせいただきたい

と思います。

４点目、住宅リフォーム制度が予定どおり今年

度をもって終了したとしても老朽住宅の解体助成

制度など、他の制度との繰り返しによって長期的

な視野の中できれいなまちづくりを誘導していく

ということが望ましいのではないかと考えており

ます。住宅解体制度の次は、例えば庭や住宅の周

辺を整備することへの助成など、雇用や経済効果

を考慮しつつ町中を政策的に変えていく、こうい

うことが望ましいのではないかと思いますが、今

までの住宅リフォーム制度の評価とあわせて見解

をお知らせいただきたいと思います。

大項目２点目、名寄市立大学についてお伺いを

いたします。名寄市立大学は、多くの議論を経て

開学し、来春４年制として初めての卒業生を送り

出せるということは大きな喜びであり、名寄市立

大学を選んで入学してくれた学生の皆さん、また

その間久保田学長を初めとする教職員や事務職員

の皆さんの御労苦に敬意と感謝を申し上げたいと

思います。名寄市立大学が市民からも愛され、末

永く発展することを心から願いながら、以下の質

問をさせていただきます。

１点目、来年度の大学の教員確保は大学開学後

最大の課題であると考えております。教員確保に

は、教員個人とともに相手の大学にも影響を及ぼ

すことから、夏休みごろをめどとすることが望ま

しいと言われております。３月予算委員会でもお

伺いしましたけれども、その後の状況についてお

知らせをいただきたいと思います。

２点目、就職対策につきましても３月の時点で

は準備がややおくれぎみとの報告でございました

けれども、その後の進捗状況についてお知らせを

いただきたいと思います。

３点目、名寄市立大学には学長直属の機関とし

て地域交流センターがあります。運営状況として

は、未完成ではありますけれども、学生たちは情

熱を持って活動に取り組んでいる現状にございま

す。このように大学としては、市民に対するアプ

ローチを投げかける努力をしておりますけれども、

行政としての大学の市民周知や活動への協力など、

もっと大学へのアプローチがあってもよいのでは

ないかと思います。そのことによって、市民も大

学へのかかわりが容易になるのではないかと思い

ますけれども、見解をお知らせいただきたいと思

います。

４点目、来春初の大学としての卒業生を送り出

すわけでございますけれども、地方から来てくれ

た学生の皆さんには名寄が第二のふるさとだとぜ
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ひ思っていただきたいと願っています。年年市政

クラブで視察に伺いました島根県の浜田市では、

市内にある県立大学の卒業生に対して在校生や市

民も参加して卒業を祝う会を行ったり、東京浜田

会の案内など市民も積極的に参加して卒業の門出

を祝っておりますが、卒業生へのアプローチは何

かお考えなのかお伺いをいたしたいと思います。

大項目の３点目、将来の歩道のあり方について

お伺いをいたします。近年は、ユニバーサルデザ

インの考え方が少しずつ浸透し、歩道においても

段２を解消したものなど工夫が行われており、好

ましいことだと思っております。一方で、名寄は

積雪地帯であり、全国の都市における歩道のあり

方とは考え方が同一でない場合もあるのではない

かと思います。そこで、将来において名寄に適し

た歩道のあり方について、最大公約数を模索する

作業になるかもしれませんけれども、考え方をお

伺いをいたしたいと思います。

１点目でございます。今日までつくられてきた

歩道のほとんどが車道側に傾斜してつくられてお

ります。これは、雨水などの排水等では有効だと

いうふうに考えておりますけれども、近年カート

を押して歩く高齢者の皆さんがふえております。

こういう方々は、真っすぐに歩いているつもりで

も傾斜の関係から車道側に少しずつ寄ってしまう

という声を聞くことがございます。また、まちの

中をジョギングする人の中には、歩道が傾斜をし

ているため、同じルートを同じ方向で走るのでは

なく、逆ルートを日がわりで走るのだとおっしゃ

っている方もいらっしゃいました。このように車

道側に傾斜する歩道について、メリット、デメリ

ットあると思いますが、どのように評価をされて

いるのかお知らせをいただきたいと思います。

２点目、近年縁石等で仕切りをつくり、段２を

つくらない歩道を見かけることがあります。これ

は、車いすなどの方にはよいのではないかと思い

ますが、どのように評価をされるのかお知らせを

いただきたいと思います。

以上で、この場からの質問を終わらせていただ

きます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま東議員から〇経済部長（茂木保均君）

大きな項目で３点にわたり御質問をいただきまし

た。１点目は私から、２点目は大学事務局長、３

点目は建設水道部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大きな項目１点目、老朽住宅の解体助

成について、小項目１の町中の美化について、

（２）の空き住宅の防犯については関連がござい

ますので、一括して答弁をさせていただきます。

現在把握している空き家の件数ですが、名寄地区

は１１３件、風連地区は１１６件となっておりま

す。老朽化した空き家が市内に散在している問題

につきましては、景観上好ましくないことに加え

て防犯上の問題、さらには夏場の草刈りや冬場の

屋根の雪の落雪など、所有者が当然責任を持って

管理すべきであると考えますが、所有者本人が死

亡していたり、道内、道外へ転出していたり、ま

た経済的な負担、相続問題や抵当権等法的な問題

も絡みますので、即対応とはならないのが実態で

あり、市といたしましても対応に大変苦慮してい

る状況にあります。また、町内会や地域の方々な

ども対応の相談に見えますが、現在の法律では個

人財産を規制することは困難な状況にあり、市も

強制力を持っていないために所有者を調査して、

所有者や身内の方が市内に在住している場合は直

接お会いしてお願いしたり、市外の方には手紙や

電話などで維持管理についてお願いしている状況

ですが、市民の安全、安心を考えますと空き家に

起因した危険性を未然に防止する対応が必要であ

ると認識しているところでございます。今後につ

きましても関係機関や団体と協議をしながら、粘

り強く消費者等に管理や撤去のお願いをしてまい

りたいと考えているところでございます。

また、防犯上の問題に対しましても危険家屋や

青少年のたまり場となっている空き家につきまし
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ては、パトロール強化区域、警察署、防犯協会と

記載されたイエローテープを家屋の周りに張るな

ど抑止効果を高め、防犯対策を進めてまいりたい

と考えております。いずれにいたしましても、警

察署、防犯協会、町内会等と連携を密にしながら

対応してまいりたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと存じます。

次に、３番目の雇用と経済効果についてであり

ます。名寄市内での老朽空き家住宅の多くは、市

外への転出や単身高齢者の施設などへの入所、農

村部では新築による古い住宅などが残っており、

これらが主な老朽住宅と思われます。解体により

議員言われるような幅広いメリットもあるとは思

いますが、個人の財産にかかわるものであり、す

べての老朽住宅となれば先ほど申し上げた件数を

大幅に上回る件数が推定されます。過去には、平

成１４年度に旧風連町で緊急地域雇用創出特別対

策事業の国の助成制度を活用して老朽木造建築物

の解体をした経過があります。そのときには、約

１００件を上回る応募がございました。これらの

状況も踏まえながら、今後ともほかの市町村の取

り組みや国の雇用対策などの制度を見据えながら

調査研究してまいりたいと考えております。

次に、４番目の住宅リフォームの評価と今後に

ついてであります。平成１９年度より快適な住環

境の整備と市内建設産業の振興を目的に、住宅リ

フォーム促進助成事業を３年間実施いたしてござ

います。この事業は、公共事業の減少により経営

が冷え込んだ地元建設業者の活性化につながり、

市内の建設業者や関係企業に与えた経済効果は大

きいものと考えております。今年度で助成制度の

終了となるため、来年の３月末までの工事につい

ては申請すべてを受け付けるものでございます。

実績についてでございますが、平成１９年度１

４９件、受注工事費３め４００万円、２０年度で

は１６２件、受注工事費は３め ４００万円とな

ってございます。今年度は、既に１３０件の申し

込みがあり、３年間で約５００件、受注工事費は

約１０め円と予想され、地域経済の活性化及び雇

用の確保につながったものと考えております。こ

の制度につきましては、当初年間で５０件、予算

０００万円ということで３年間実施する制度設

計を組んだわけでございますが、１年目に３年分

の申し込みがございまして、予算も３年間で１５

０件、 ０００万円の計画がこれまで約５００件、

補助３で約１め円を超える当初計画の３倍以上の

実績の見込みでございます。このことから、この

制度につきましては、当初からお示しをしていた

とおり３年の時限の事業でございますので、終了

させていただきたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

また、新たな助成制度についてでございますけ

れども、今後市内の経済状況や市の財政状況を勘

案しながら検討してまいりたいというふうに考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

大きい項目の２、名寄市立大学について４点の質

問をいただきましたので、順にお答えさせていた

だきます。

まず、１点目の教員確保の現状と進捗状況につ

いてであります。保健福祉学部の教員組織は、栄

養学科、看護学科、社会福祉学科、教養教育部で

構成され、６４名の教員が在籍しています。職員

構成は、教授２７名、准教授１６名、講師７名、

助教、助手１４名で、講師以上の専任教員は５０

名となっており、入学定員をもとにした大学設置

基準の定める必要な教員数、専任教員４４名以上、

教授２２名以上をいずれもこたしている状況とな

っています。しかしながら、来年３月の学年完成

年度をもって定年退職を迎える教授に加えまして、

数名の教員が他の大学等へ転出する可能性も否定

できない状況でございまして、速やかな後任教員

の確保が求められてきています。このことから、

ホームページによる教員の公募、関係機関への働
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きかけ、リストアップした候補者への折衝、また

教授への昇格審査手続など、完成年度以降の教員

補充のための取り組みを進めているところでござ

います。しかしながら、教員人事を取り巻く環境

は、全国的に看護系大学の開学が続きまして、大

学教員の不足に拍車をかけている現状となってお

り、公募に対して応募が少なく、また適任者がな

かなか得られないといった厳しい状況になってご

ざいます。授業科目を担う教員の確保につきまし

ては、学生に対する教育や教育体制に責任を持つ

大学として当然の責務でございますので、可能な

限りの情報収集と候補者への折衝など全力を挙げ

て取り組みを進め、早急に解決に努めてまいりま

すので、御理解と御支援をお願いしたいと思いま

す。

また、魅力ある大学づくりに向けて管理運営組

織や教育研究組織の改編、改組、再編などは教員

確保の前提となることから、改善、改革に向けて

一層の努力をしていく必要があると考えていると

ころでございます。

次に、就職対策の進捗状況についてお答えいた

します。平成２２年３月に初めて卒業生を社会に

送り出すことになります。第１期生の国家試験の

合格率や就職状況などは、大学に対する評価にも

つながり、また今後の学生確保にも影響を及ぼす

重要事項と想定されますことから、就職進路委員

会などを中心に学生の意向調査や模擬試験による

国家試験公務員対策、さらには求人先開拓の把握

などの取り組みを進めてきているところでありま

す。しかし、近年における就職内定状況は厳しい

経済情勢の中で年々低下傾向にあり、依然として

新卒者の就職戦線は厳しい状況が続くものと思わ

れ、学生の就職指導はこれまで以上に重要性が増

してきております。より一層教職員が一体となっ

て就職支援体制を強化していくことが求められて

いるところであります。特に栄養学科と看護学科

につきましては、短大からの改組で一定の実績を

持っておりますが、社会福祉学科につきましては

新設の分野であり、求人先の開拓などの取り組み

を強化しなければならない状況になっており、個

々の学生に対する綿密な指導、支援を行っていく

ための専任職員の配置について検討を進めてきた

ところでございます。このたび札幌の大学で今年

３月まで就職支援を担当されていた方を６月１日

付で嘱託職員として迎えることができました。学

生からの個別の進路相談や就職活動の進め方など

のアドバイスを行うとともに、就職進路委員会な

どとの連絡調整と的確な指導を行うための情報の

共有化に努めてまいります。また、総合的な学生

支援のあり方についても検討を進めてまいるとこ

ろでございます。

次に、行政及び市民からの大学支援についてお

答えをいたします。地域交流センターは、学長の

直轄の組織として教職員、学生、市民によって構

成され、大学と地域を結ぶ相談、調整、企画、支

援機関でありまして、平成１８年の大学開学に合

わせる形で発足し、以来学生サポートチームによ

るボランティア活動などが活発に展開されている

ところでございます。しかし、地域及び市民との

交流や連携に関する業務を円滑かつ具体的に進め

るために設置をされました運営委員会が専任の教

職員が配置されていないこともあり、定期的に開

催されていない現状となっています。市民の強い

要望により設置されました公立大学といたしまし

て、地域貢献の期待に十分にこたえていくために

は学生の関与を含め、積極的な情報の発信とセン

ター活動の充実を図り、あわせてセンターの組織

強化に向け協議を進めていかなければならないと

考えております。

また、地域とともに歩む大学といたしまして、

大学のホームページにおいて行事や公開講座など

の地域貢献にかかわる情報などを含め情報公開を

行ってきていますが、大学のＰＲの観点からも名

寄広報や地元紙、Ａｉｒてっしなど各メディアに

も広報を依頼し、広く情報の発信をしていただい

ているところでございます。今後の大学運営にお
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いては、広報機能がますます重要なことから、市

広報を初め、民間事業者の活用支援をお願いして

まいりたいと考えております。

さらに、行政において大学を生かしたまちづく

り施策が推進されてきております。その中で、四

季折々のイベントにも多くの学生が参加し、また

大学祭や学生の課外活動などにおいても市民や地

域の方々との交流が活発に行われてきております。

開学して４年目の若い大学ですが、地域社会に広

く受け入れられているのは市民の理解と支援によ

るところが大きいと考えているところでございま

す。議員を初め、地域の皆さんのなお一層の御支

援、御鞭撻をお願いいたします。

次に、新卒業生とのかかわりについてお答えい

たします。来年の３月には、第１期生が本学を巣

立っていくことになります。本学での教育成果が

学生を通して社会に還元されるという意味におい

て、就職進路は大学にとって極めて重要な意味を

持っております。学生がしっかりとした職業観を

持ってみずからの専門性を高め、結果として悔い

のない職業選択を可能にすることが大切であり、

そのことが名寄市立大学に入ってよかったと言わ

れることにつながることと思われますので、全学

挙げて就職進路指導を展開していくことが大切で

あると考えているところでございます。

卒業を祝う会につきましては、短大時代から学

生が中心となって企画、実施してきております。

市民の皆さんが参加をして祝福をしていただける

ことは、学生にとって思い出になり、大変喜ばし

いことと思われますので、学生並びに関係者とも

十分協議をしてまいりたいと思います。また、卒

業される１期生の方々は大学同窓会に加入されま

す。その後も在学生の支援や助言などもいただき

ながら、大学との連携を深めていただくことが必

要不可欠でございまして、大学の発展にもつなが

るものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目で３番目の将来の歩道のあり方について、

関連がございますので、１つ目の車道側に傾斜す

る歩道についてと２つ目の縁石等で仕切るフラッ

ト型の歩道についてをあわせて一括してお答えを

させていただきます。

歩道整備につきましては、新設、改築する道路

はもとより、平成１４年度から市の独自事業とし

て町並みとバリアフリーにすぐれたまちづくり事

業、平成１９年度から高齢者、障害者等の移動の

円滑化の促進に関する法律、これは通称バリアフ

リー新法というふうに申します。それに基づきま

して、すべての人にとって利用しやすく、歩行者

が安全で安心して移動などが円滑にできる歩道空

間整備に努めてまいったところであります。

歩道の構造については、３種類の形式がありま

す。１つ目は、歩道面及び縁石天端を車道面より

高くしたこウンドアップ方式、これは従来の整備

方式であります。２つ目には、歩道面を車道面と

同じ高さとして縁石を歩道面より高くしたフラッ

ト方式、３つ目には歩道面を車道面より若干高く

し、縁石を歩道面より高くしたセミフラット方式

があります。これは、いずれも道路構造令に載っ

ている方式でございまして、このほかに名寄市独

自で縁石を歩道面より出さない、一応セミフラッ

ト方式なのですけれども、構造令的には認められ

ていない部分があるのですけれども、これを一部

採用させていただいております。いずれの形式で

も横断の勾配に対して１％から２％の傾斜をつけ

ております。傾斜をつける最大のメリットは排水

性でありまして、車道側は逆に外側に向いて排水

をしております。歩道側は中に傾斜をつけて、間

に落として排水を一括して処理するということで

コスト安をねらったものであります。デメリット

としましては、若干勾配があるために議員の御指

摘のとおり車いす使用者やカート使用の高齢者の

通行に対し、安心感が低下してしまうことだとい

うふうに考えております。



－79－

平成２１年６月１１日（木曜日）第２回６月定例会・第２号

名寄市では、バリアフリー新法に基づき平成２

１年度から平成２４年度において国や北海道と協

力をしまして、国道４０号、道道旭名寄線、市道

南１１丁目周辺を地域指定をし、ユニバーサルデ

ザインを目指し、南１１丁目東通を傾斜はなくせ

ませんけれども、段２のないセミフラット形式の

整備を計画しております。特徴としましては、車

両の乗り入れ部での歩道の段２や勾配の問題が生

じなく、車道からの雨水の流入も心配ないことで

すが、歩行者及び自転車の安全な通行を確保する

には区分が必要なため、縁石が歩道面から飛び出

ることから、冬期間の除排雪による縁石の破損及

び作業効率が低下する要因が生まれるかもしれま

せん。また、夜間の自転車の走行時において縁石

に接触する危険性もあることは確かであります。

それぞれの形式で一長一短がありますので、地域

事情や現場状況に合わせ、今後とも安全で快適な

道づくりに努めていきたいというふうに考えてお

りますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

以上、お答えとさせていただきました。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただきまして、順番どおりに再質問させていただ

きたいなと思います。

まず、老朽住宅の解体助成について御答弁をい

ただきました。この空き家となっている住宅に対

して、景観上あるいは防犯上もよろしくないとい

う御答弁をいただきました。本当にそのとおりだ

なというふうに思っております。さらには、私も

言われて確かにそうだなと思うのは、やっぱり冬

期間の雪の落雪であるとか、これは本当に危険を

伴いますので、重大な事故にもつながりかねない

課題であるというふうに私も今再認識をしたとこ

ろであります。

今私が申し上げましたように、答弁いただいた

のは経済部長が雇用あるいは経済という観点から

御答弁をいただきましたけれども、防犯でいえば

生活環境部長の所轄ですし、あるいは建設部長の

所轄、美化、景観上の問題ですとかでありました

ら建設部長でしょうし、私は議員にならせていた

だいて１０年になるのですけれども、建設部長が

かわるたびに町並みの景観について訴えをさせて

いただいているのですけれども、各部長皆さん、

ああ、そうだ、そうだと言いながら、ちゃんと言

うことを聞いてくれた人はだれもおりません。こ

の際、これは具体的に一つのきっかけにもなろう

かなと思います。きっと町並みがきれいな状態に

変わっていくのではないのかなというふうに思い

ますので、生活福祉部長と建設水道部長も経済部

長に対して、ぜひこれはやれというふうに御助言

をいただきたいなというふうに思いますけれども、

改めまして建設部長、景観等々を考えてこういっ

たことをどのように考えますでしょうか、お答え

をいただきたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

急に振られて〇建設水道部長（野間井照之君）

どうのこうのではないのですけれども、基本的な

町並みは東議員から何回か御質問をいただいてお

りまして、私も町中の美化という部分では、この

空き家の部分あるいは老朽化した住宅の部分では、

非常に醜さが残る部分では早期な解決策が必要だ

というふうに考えていますし、私の専門でありま

す景観条例の部分でいけば余り関係はないのです

けれども、その部分でいくと町並み的に考えると

やはり必要な対策は今後手をつけなければならな

い部分ではないかというふうに考えています。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

経済的な状況を考え〇２３番（東 千春議員）

ながら、今後検討するというふうな部長からの御

答弁をいただきました。ぜひよろしくお願いした

いと思います。

なぜこのタイミングで質問をさせていただいた

かというと、新年度に向けて１２月ではもう遅い

と。９月の一般質問でもちょっと遅いかなと。今

からだったら、まないたの上にのせていただける
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かなと思いまして、このタイミングを図って発言

をさせていただきましたので、ぜひ前向きに検討

をいただきますようにお願いを申し上げたいと思

います。

次、大学についてお伺いをいたしたいと思いま

す。まず、大切なのはやっぱり何といいましても

教員の確保ということが今の大学の中では直面す

る大きな課題なのかなというふうに思っておりま

す。しかし、これは今回何とかなったから、もう

これでいいのだという話ではなくて、今回は特に

定年で退職をされる、あるいは完成時に向けて来

ていただいた先生方もおられるのかなというふう

に思います。特に今回は大切ということであって、

来年も再来年もやっぱり教員の確保というのは続

けていかなくてはいけない作業なわけです。そう

いった観点から、例えば教員の皆さんに名寄に来

てもらいやすい環境であるとか、例えば学内での

こういった取り組みがもうちょっと今後必要だ、

あるいは市民的な取り組みももうちょっとこうい

うことがあったほうがよかったなという、そうい

ったところ、まだ結果は終わっているわけではな

いのですけれども、振り返ってみまして来年、再

来年につなげていく反省点といいましょうか、改

善点と言ってもいいかもしれません。そういった

ところに関してどのように現段階でお考えになっ

ているのか、お知らせをいただきたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま教〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

員確保の関係で、中期的な考え方も含めてという

ことなのかもしれませんが、これまでの経過もあ

わせましてお話をさせていただきたいと思います

が、御案内のとおり大学を開学するに当たりまし

て、文部科学省に設置認可申請というのを提出し

てございます。その中で教員関係では、それぞれ

就任をいただく先生方には担当をされる科目もあ

わせまして責任を持って対応していただくと、こ

ういうようなことで、こういう内容の就任承諾書

というのを出させていただいてございます。した

がいまして、学年完成年度までは文科省の管理下

にあるということでございますので、申請した内

容については社会的に約束をしていると、こうい

う責務を持っている内容でございますので、私ど

もとしては教員の異動については、基本的にはそ

んなに出てこないだろうというふうに完成年度ま

では考えていたところでございます。

実際には、数名の先生がこれまでおやめになっ

てございます。その原因というのは、お越しいた

だいた先生の中には年齢が高い方もおられまして、

健康を害されて退職を余儀なくされたという方も

おられますし、そのほかには家庭の事情でどうし

ても転出しなければならないというのが主な実態

でございます。また、完成年度以降の関係では、

当初本州からお越しをいただいた先生というのが

数名おられますので、何人かの先生の異動という

のは完成年度以降は出てくると、こういう認識も

していたところでございます。

それで、現実に完成年度以降をもって転出され

る方、数名おられるという先ほど報告をさせてい

ただいたのですが、今現在残っていただく取り組

みということでやっている最中でございますが、

いろいろきちっとした原因というのは聞いてござ

いませんが、名寄大学に対しての評価といいまし

ょうか、名寄の自然環境なり人間性については、

先ほど来住みよさランキングの部分でもございま

したが、やっぱり評価をいただいているのかなと

いうふうに思っておりますし、ただ本州からお越

しいただいた先生の中には、やっぱり東京までし

ょっちゅう学会等で行かなければならぬと。こう

いうことからいきますと、空港から本学までのア

クセスの部分がやっぱり時間がかかると、こんな

御指摘もあるようでございます。きちっとした原

因というのはつかんでございませんが、一般的に

言えば転出される方というのは、本学よりも他の

大学機関に魅力を感じているということなのかな

というふうに思いますし、逆に言えば私どもは今

いろいろ説得をさせていただいてございますが、
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思いとどまらせる何かが本学には足りないのかな

というふうに考えてございます。先ほど答弁をさ

せていただきましたし、今議員からもございまし

たが、やはり魅力ある大学づくりという部分は、

福利厚生の面もございますが、やはり組織的な部

分を含めて今後改善、改革をしていかなければな

らぬと、こういうぐあいに考えているところでご

ざいます。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

単刀直入に答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただいたなというふうに思っております。やはり

教員にしてみると、これは病院のお医者さんと似

たような環境というのがあるのかもしれません。

やはり自分の行きたいところに行きたいという部

分もあるのだろうと思います。そういった中で、

魅力に欠けた部分があるのではないかというのは、

評価として担当をされる方としては率直な評価を

されていていいことだなというふうに思いました。

それが一体何なのかということは、やはりもう少

し冷静に評価、判断をしながら来年、再来年にぜ

ひつなげていっていただきたいなというふうに思

います。

それと、例えば病院のお医者さんとかでしたら、

市長がトップセールスで大学病院に赴いたりとか

ということというのはあるのかなというふうに思

いますけれども、大学の教員確保等に関して市長

のトップセールスというのは必要があるのかない

のか、今はどのように関係をしているのか、そこ

ら辺についてもちょっとお伺いをしたいなという

ふうに思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

私も４年制大学の開学〇市長（島 多慶志君）

については、何としても教員の確保がなければ、

施設だけ用意できてもというような気持ちも含め

て、何件か準備室の皆さんと一緒に回った経験を

持っております。ただ、開設者という、設置者と

いうことだけで先生の気持ちを動かすということ

にはなかなかならないなと、そんなふうに思いま

した。しかし、いずれにしても開設者である市長

が情熱を持って、例えば迷っているというような

状況のときには一緒に動いて来ていただく、この

ことが大事だと思いますし、また今三澤局長から

も答弁をいただきましたけれども、やはり地域的

には、特に教員が数多くいる大都市部とは距離的

なハンディがあるわけですから、そのハンディを

追い越す条件づくりといいますか、そういうこと

が必要なのだろうと、こんなふうに思っておりま

す。

以前は、大学の教員から職員住宅等もしっかり

と整備してほしいと、こういう組合の要請を受け

たことがありました。しかし、この大学を４年制

化するということも含めて、市内の不動産にかか

わる皆さん方がこンション等の整備もかなり先行

してやっていただきましたので、今は教員の皆さ

んから住宅に対しての特段の要望というのはあり

ません。しかし、学生も含めてしっかりとしたこ

の名寄の地でもっとこのようにというような部分

があれば、私どもも政策順位をそちらのほうに優

先をしながらしっかりと取り組みをしていきたい

なと、こんなふうに思っております。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそのようにお願〇２３番（東 千春議員）

いしたいなというふうに思います。

続いて、また大学について質問なのですけれど

も、３点目に関連をしまして、大学は未完成な部

分ではあるなとは思うのですけれども、地域に出

て社会貢献をしよう、ボランティア活動をしよう

という姿勢は見せていると私は思っております。

その中で一番頑張っているのがやっぱり学生だと

思います。学生の中にはＡｉｒてっしに出たりだ

とか、あるいは市内の新聞社に連載で記事を大学

について載せるだとか、積極的に自分たちの活動

をアピールしようと頑張っている生徒たちもいま

す。しかし、行政側が大学に対して何かをサポー

トするという姿勢が若干少なかったかなというふ

うに私は見えております。
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１つの例を挙げてみますと、広報なよろの中に

大学の記事がどれぐらいあるのかというのを年年

１月から１２月まで見てみますと、２月に学生募

集の記事が出ていました、広報なよろに。その次

には、５月には大学図書館が利用できますという

ことと入学式の様子が出ていました。８月には履

修生が応募できますよと。１１月には道北地研の

講座についてのお知らせが出ていました。これだ

け載せていただいてはいるのですけれども、本当

に一番市民と触れる機会のある大学祭がいつあり

ますよというのはなかったのです。この中には、

見落としかもしれませんけれども、私はないと思

いました。こういうところは、やはり市役所側が

消極的なのか、あるいは大学側がもうちょっと積

極的に出さないのかは、ちょっと私はわかりませ

んけれども、双方がもう少し連携をとっていただ

いて、きちっと大学のことをお知らせをしていく

という姿勢が必要だなというふうに考えておりま

す。

ちなみに、年年島根県の浜田市というところに

市政クラブで視察に行かせていただきましたけれ

ども、そこは月に２回広報を出しているのですけ

れども、月の中に出す、１５日に出す広報の中に

は、そこには県立大学があるのですけれども、県

立大学のページが１ページあるのです。それは毎

月あるのです。ですから、ことしの５月、平成２

１年の５月号で６８回目の掲載があったと思いま

す。だから、もう５年か６年ぐらい前からずっと

大学のことについて浜田市がアピールをしている

という関係が続いております。私は、名寄は市立

大学だから、ほっておいてもいいのだということ

ではなくて、やはり同じように相乗関係で高め合

っていくという姿勢が必要だというふうに思いま

すけれども、大学をこれからＰＲしていく、情報

を伝えていくということに関して今後どのような

考え方があるのかお伺いをしたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

広報のあり〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

方について御質問をいただきました。御指摘ござ

いましたように、２０年度の市広報の部分で大学

祭の関係については入ってございませんが、実は

過去３カ年の部分、ちょっと私も調べさせていた

だきましたら、基本的には市広報も活用させてい

ただきながら、やっぱり市民に大学の実態をＰＲ

をさせていただこうと、こういう取り組みは基本

的には考えてしてきているつもりでございます。

それで、１８年度は１１件の大学関連の情報が市

広報で取り上げられてございますし、ただ１９年

度は７件と。２０年度は、先ほどの学祭の関係は

載ってございませんが、１１件の大学関連の記事

でございます。

それで、議員のほうからお話がございました浜

田市も私ホームページでちょっと広報を見させて

いただきましたら、お話にございましたように月

２回広報紙発行されていまして、１５日発行の広

報紙の中に大学の部分が１ページ掲載されている

という中身でございまして、規模も違うのかなと。

県立と市立の部分のページ数なんかも違うのかな

と思いますが、一方では私ども行政報告の中で主

要な事業についてはその都度報告をさせていただ

いているという部分では、県立の議会報告なんか

は見てございませんからわかりませんけれども、

そういう対応をさせていただいているつもりでご

ざいます。

ただ、それでこ足しているわけではございませ

んで、実は完成年度ということで、広報だけでな

くて大学のあるべき姿ということで、１３項目ほ

どになるのですが、今検討委員会なりワーキング

グループで検討する事項がございます。その中に

大学広報のあり方についても検討をすることにな

ってございます。ホームページにつきましても市

のほうで予算づけをしていただきましてリニュー

アルすることになっておりまして、作業は終えて

いるのですが、６月中には検索だとか、見やすい

形になるのかなと思っております。ただ、課題と

しては大学の紙の部分での広報がないだとか、そ
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んな部分もございますので、ありようについて今

検討をすると、こういうことになってございます

ので、今議員から御提言あった部分もあわせて学

内の中で詰めてまいりたいと思いますし、市の担

当者とも協議をしてまいりたいというふうに思っ

ていますので、御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのようによろしく〇２３番（東 千春議員）

お願いしたいというふうに思います。

来年の春に１期生として卒業される百数十人の

若者が名寄から巣立っていく、あるいは名寄の中

で活躍してくれるということになるのですけれど

も、これもまた先ほどの視察に行ったところの浜

田市の話なのですけれども、ここでは例えば市民

と学生が１つの組織をつくって、そして応援団を

つくって、そして卒業式に送り出すという活動を

している、あるいは東京浜田会であるとか、そう

いったコネクションを常に学生に伝えていく作業

をしているのです。そういうつながりを卒業した

後も非常に大切にしている大学です。それがある

からということではないのですけれども、この大

学は入試倍率が非常に高い倍率だというふうに言

われております。

私は、何が言いたいかというと、名寄市立大学

もこれからやっぱり足腰の強い大学にしていかな

くてはいけないというふうに思っているのです。

その１つには、やはりきちっと優秀な教員の方が

来てくれるというのが１つと、もう一つは浜田市

がすべていいというわけではありませんけれども、

このような例えば市民を挙げての何らかの取り組

みというのはやはり人の心を動かすのだろうと私

は思っているのです。それは、学生であったりと

か、来てくれる教員であったりとか、そういった

仕組みづくりをやっぱり少しずつしていくという

ことが強い大学をつくっていく少しの要素には私

はなるというふうに信じておりまして、そういっ

たことから、今は実績がないわけですから、初め

て卒業生を出すわけですから、これからの取り組

みとしてぜひそこら辺を意識して、ですから最初

の卒業生を出すという段階からしっかりと考えて

いただいて、どういう形で送り出すのだと、どう

いう気持ちを持って送り出すのだということも含

めて、ぜひ大学の中で検討をしていただきたいな

というふうに思います。そして、大学の中だけで

はなくて、例えば行政側の担う部分があるかもし

れない、あるいは市民が担う部分もあるかもしれ

ない。そのときには、相談を皆さんにしてほしい

なと、そしていい形を将来に向けて、特に初回で

すから、つくっていっていただきたいなというふ

うに思っておりますけれども、しつこいようです

けれども、考えがありましたらお願いしたいと思

います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学を開学〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

する段階で育む会といいましょうか、そういう会

があって、市民挙げての盛り上がりといいましょ

うか、そういう中で大学がスタートしたというお

話も聞いてございます。

先ほど来申し上げていますように課題がたくさ

んございまして今検討すると、こういう状況でご

ざいますので、まず基礎をきちっと固めるという

ことが一番大事なのかなと思いますが、今議員か

らございましたように第１期生の取り組みが一番

重要でないのかと、こんな御指摘もいただきまし

たので、学内あるいは行政ともどういう方法があ

るのか検討させていただきたいと思いますが、東

議員には大学の関係はいろんな部分でかかわりを

いただいてございますので、今後ともひとつ御提

言をいただければと思っていますので、よろしく

お願いいたします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当によろしくお願〇２３番（東 千春議員）

いしたいなと思います。

もう時間もありませんので、そろそろやめよう

かなというふうには思うのですけれども、こうい

う学生が地域の中でボランティア活動をしている
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組織は、実は名前が地域交流センターという名前

なのですよね。風連に今度できようとしているホ

ールが地域交流センターでして、全く同じ名前が

いいのかなと。これは、事務局長に聞くのか、だ

れがいいのかわからないですけれども、全く同じ

名前でいいのかな、どうなのかなというふうにち

ょっと思ったものですから、考え方をお伺いした

いのです。風連にも日進があって、名寄にも日進

があるから、いいと言えばいいのですけれども、

ちょっと紛らわしくなりはしないかという心配も

あるものですから、そこら辺の整合はどこかの段

階で考えるのかどうなのか、ちょっと考え方をお

知らせいただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連の地域交流セン〇教育部長（山内 豊君）

ターについては、現在仮称ということでなってお

りますが、前回の質問にもお答えしましたけれど

も、地域的にも地域交流センターという名前が定

着をしてきているという状況にあります。それで、

条例制定の中で今準備をしているわけですけれど

も、今の大学の地域交流センターと紛らわしいと

いう部分がありましたら、その辺についてはもう

少し、条例制定の準備を進めている段階なので、

その辺についてはもう少し検討させていただきた

いというふうに思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

もとかかわった者とし〇副市長（中尾裕二君）

てお話をさせていただきますけれども、大学の地

域交流センターは大学の意思と申しますか、大学

の協議の中で命名されたということですので、ぜ

ひ御理解をいただきたいと思います。

それから、教員組織につきましては、職員、教

授、准教授、講師あるいは年齢階層も含めて常に

ベストということにはなかなかなりません。１年

たち２年たちということで教授が定年退職をする

と、その後は例えば准教授であるとか講師とかと

いうことでバランスは絶えず崩れるものでありま

す。名寄の大学が講座制をとっていれば、大学で

教員の養成も含めて対応ができるのですが、名寄

の大学は学科目制というのをとっていまして、そ

れぞれの科目について基本的に教員は１人しかつ

いておりませんので、その教員が抜けるとそっく

り抜けるという、そういうシステムになっている

ものですから、この部分でのやはり教員確保の苦

労というのは絶えずあるのかなと。もし許せば、

いずれ将来的には講座制の導入ということも含め

た自賄いで教員もひとつ養成をしていくと。その

ときには大学院を視野に入れて、看護のこスター

コースも１つつくるということの構想の中でして

いきますと一定の教員の養成も名寄の大学ででき

ると、そういうことにつながっていくのかなと思

っていまして、これは一朝一夕にできるものでは

ありませんので、また大学の中で十分検討しなが

ら進めていく課題と、こういうふうに押さえてお

ります。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうもありがとうご〇２３番（東 千春議員）

ざいました。

最後の歩道についてなのですけれども、若干触

れさせていただきたいと思います。高齢者でカー

トを押して歩く人方にしてみると、結構これは切

実な問題でして、危険性を伴うのです。曲がって

いくほうが車道のほうに曲がっていくものですか

ら、ああっというふうに転げる場合だってなきに

しもあらずということがありますので、こういっ

たことも、その勾配が１％から２％というふうな

答弁をいただきましたけれども、１％と２％だっ

たら、ちょっと違うのかなというふうにも想像し

ますし、そこら辺のところもやはり考えていくべ

きだろうなというふうに思います。

それから、大学は福祉の大学ですので、高齢者

福祉を考えると、ひょっとして曲がっていかない

カートづくりというのを研究されていくのもおも

しろいかなというふうにも思いますけれども、こ

れは冗談ではなくて、高齢者にしてみると私は切

実な問題だなというふうに思っておりますので、
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ぜひ今後の検討課題としてよろしくお願いしたい

と思います。

それと、ちょっと戻って申しわけないのですけ

れども、住宅を解体する際に相続人を探して解体

しなくてはいけないから大変だというふうなお話

をいただいたのですけれども、解体をするのであ

れば全員の相続に対する許可は要らないというふ

うに私は伺っております。解体だけであると１人

の相続人が許可をすればいいという。実際に相続

をする場合には、土地などを相続する場合にはそ

うだけれども、解体するのには全員の相続人の承

諾は要らないというふうに聞いたことがあります

ので、ちょっと調べてみていただきたい。そして、

参考にしていただきたいなというふうに思い、以

上で終わらせていただきます。

以上で東千春議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 植 松 正 一

署名議員 山 口 祐 司
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開議 平成２１年６月１２日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君

農業委員会長 泉 谷 昭 夫 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 竹 中 憲 之 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

自衛隊関係について外３件を、佐々木寿議員。

おはようございます。〇６番（佐々木 寿議員）

ただいま議長より発言のお許しと御指名をいただ

きましたので、通告順に従いまして質問してまい

ります。

１点目は、自衛隊関係についてお伺いいたしま

す。国の防衛大綱見直し、次期中期防衛力整備計

画策定の動きに対する名寄市の取り組みについて

伺います。国では、１６大綱において定める防衛

力のあり方は、おおむね１０年後までを念頭に置

いたものであり、５年後または詳細に重要な変化

が生じた場合には必要な修正を行うこととなって

おります。まさに昨今の北朝鮮の核実験、ミサイ

ル発射等の行動は危険きわまりなく、我が国のみ

ならず極東アジア地域の平和と安全を損なうもの

であり、防衛力の修正は時期相応のものと考えま

す。

ことし暮れをめどに防衛計画大綱の見直し、次

期中期防衛力整備計画策定が予定されております。

その中で自衛隊の体制、防衛力整備の改正が予想

され、基地、駐屯地の削減、縮小、見直し、ある

いは人員予算の削減がなされようとしております。

削減されることは、北の防衛の任に当たる北部方

面隊、とりわけこの旭川以北、道北の防衛バラン

スが崩れることとなり、道民の平和と安全を確保

できなくなります。このような事態は、何として

も回避しなければなりません。名寄駐屯地におい

ても同様に現駐屯地の体制維持を強く求めなけれ

ばならないと考えております。名寄駐屯地は、昭

和２７年１２月創立以来、国防のほか、さまざま

な地域支援活動、国際貢献活動など自衛隊の役割

を果たしてきておりますし、名寄市の経済効果に

も大きく貢献してきたものと考えております。こ

のようなことを踏まえて、多くの市民の皆様が体

制維持を求める活動に対しまして絶大なる御理解

と御と力をいただいたとことであり、１と １１

８筆もの多くの署名が集まりました。そして、さ

らには５月１４日には札幌市で行われた全道決起

集会に参加され、体制維持を訴えていただいたと

ことであります。国のことではありますが、名寄

市として今後どのような取り組みをしていくのか

伺います。

２点目は、道の権限移譲について伺います。地

方分権の方方を目指している北方道は、方 ３０

０項目の移譲リストを作成し、市町村の要望に応

じて権限を移していく方針を打ち出しましたが、

財政難で職員削減に取り組む市町村は、分権の理

念を理解しつつも新たな業務がふえることに警戒

感を強め、道内市町側も受け入れにばらつきが広

がっているという報道がありました。２０００年

の地方分権一括法が施行されてかなりの年数がた

っているわけでありますが、機関委任事務がなく

なり、自治体が自己決定する時代になったわけで

ありますが、自己決定するには法令の解釈から始

まり、道からの脱却が分権改革の基本であると位

置づけなくてはなりません。確かに国、道と地方

とが対等の関係になるということは、市民が主役

のまちづくりを方めるために市が担える権利は市

が持ったほうが都合がいいという、ある市長が言

っているとこともあるようですが、多くの受け入

れ市町村は移譲について二の足を踏んでいるとい

うのが実情であるということであります。それは

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号
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金と人、つまり交付金と事務処理であります。名

寄市として、ふなれな業務処理、続いている職員

減の現状の中で権限移譲は問題なく受け入れられ

るのでしょうか。現状、今後の取り組みについて

伺います。

３点目は、教育関係について伺います。初めに、

理科授業の現状について伺います。義務教育の理

科の授業時間は、現在トータルで６４０時間、１

９７０年代初めの ０４５時間の６割まで減９し

ております。学力が低下した、実験が減って理科

離れが方んだというような批判を受け、昨年３月

に公布された新学習指導要領では、７９０時間ま

でふやすことになりました。危機感を抱いた理科

系学会や先生たちが時間増のために懸命に働きか

け、それに文部科学省がこたえた初のケースであ

ります。この学習指導要領は、小学校の１１年度、

中学校の１２年度の全面実施されることに先立っ

て、今年度から理科と算数、数学で先行実施され

ることになりました。理科の関係者は安堵してお

りますが、現状は課題が山積みになっているとい

うことであります。小学校の先生になる人の９割

を占める文系の人たちが高校で学ぶ理科の授業は、

７０年代の５２５時間から現在は１４０時間まで

減っており、昨年発表になった国立教育政策研究

所等の結果では、苦手またはやや苦手という小学

校の先生が半数に達するということであります。

したがって、授業時間をふやしただけではいい結

果が出るかどうか疑問視されざるを得ないと言え

ますが、団塊世代の大量退職に伴い、急速に若い

先生がふえていることも課題だと言っております。

団塊世代は、理科の時間数が多かった時代に教師

になり、さまざまな経験を積んできました。若い

先生には厳しい現実があるようです。

まず、教師育成が先行課題だと思います。新指

導要領が今年度から先行実施されるが、小学３年

生から６年生、この学年を担任する先生たちへの

支援がまず重要だと思います。また、中学では理

科の時間がふえた分、理科の先生の増員が不可欠

であります。９子化で生徒数が減るため、先生の

数を現状維持するだけで総体的には先生がふえる

こととなりますが、文科省は公務員削減を理由に

財務省の指導により、もし削減するとすれば削減

分を非常勤採用で補うということになっている課

題も出てまいりました。教材にしても２０年前に

廃棄されてしまった教材が多く、実験するにもま

ず購入から始めなければならない、古い薬品が残

っていても使えないおそれもあると。購入の際に

も理科の知識が不可欠であります。本年度の国の

予算は３月に通ったばかりで、授業が始まった学

校にはまだ届いていない現状があると思います。

実験等の予算がふえたことは評価できることでは

ありますが、教材のものと同時に先生の育て、支

援する予算も必要になってくると思われますが、

名寄市の理科授業の現状について伺います。

次に、教員相互の授業参観について伺います。

どんな授業なら意識を高められるのか、悩む教員

が９ないのではないか。そこで、教員相互の授業

参観施策が功をなしているといいます。しかし、

実情は授業を公開する教員がいない、どう評価さ

れるのか、１回見たくらいで何がわかるというよ

うな理由で方展しないというのが現状のようです。

自分で考え、自分なりの授業を展開することに誇

りを持っているので必要がないと、他の教員にま

ねされたくない、けなされたくないという感情の

ほうが先行するのではないでしょうか。教員の相

互授業参観は、授業後に意見を交換して似たよう

な課題や悩みを抱えていることを解決することが

できたり、気持ちが吹っ切れて次のステップに方

むことができるのではないかと考えます。こちら

のほうがメリットが大きいのではないかと考えま

す。名寄市の教育機関での状況はどのようになっ

ているのか、授業の質の向上のためにどのような

教育改善のための取り組みをやっているのか、ま

た今後の取り組みも伺います。

次に、学校給食法改正後の取り組みについて伺

います。学校給食法が昨年改正され、ことし４月
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から施行されました。この改正法で食育という目

標が新たに盛り込まれました。食育とは、食べ物

や栄養についての正しい知識を身につけて望まし

い食の習慣をつけてもらうことが目的です。学校

給食法がつくられたのは１９５４年、昭和２９年

で、終戦後９年が経過していましたが、日本がま

だ貧しかった時代ですので、当時の給食の大きな

目的は栄養状態を改善することにあったわけであ

りますが、その後日本は経済成長を遂げ、日本人

の食生活が大きく変化いたしました。法律の改正

は、このような近年の実情を踏まえて、食育が今

の社会の中で大きな課題となっており、大幅な変

更が加えられました。名寄市の学校給食は、他の

自治体より先行した取り組みをしていると認識し

ているとことでありますが、昨年の名寄市食育方

方計画にどのように取り組んできたのか、改正学

校給食法施行後どのように取り組んでいくのか伺

います。

４点目は、社会福祉事業、名寄市の高齢者事業

の方方について伺います。群馬県渋川市の高齢者

施設、静養ホームたまゆらで起きた火災は、行政

の目が届かない有料老人ホームのさまざまな課題

を浮き彫りにいたしました。知事は、もう９しし

っかり対応する必要があったと反省の弁を述べ、

無届け施設への関与を強めていく考えを示しまし

た。質に問題がある無届けホームでもそれが必要

とされる背景には、要介護高齢者向け施設や住宅

を積極的に整備してこなかった国や自治体の責任

も問われるのではないでしょうか。老人保健施設

とか特別養護老人ホームとかを含めてもう９し拡

充しないといけない、たまゆらの火災を受け、舛

添厚生労働大臣は記者会見で不足する高齢者施設

の増設に取り組む考えを示しました。

しかしながら、都道府県や市町村は介護施設な

どの整備計画を立てているが、国の社会保障抑制

策を受け、０６年度から介護施設や居住系サービ

スの整備数などを抑制してきた経緯があります。

また、介護保険料値下げ懸念の問題、土地高で用

地確保の問題等でなかなか整備が方んでいないの

が現状にあるのではないかと思われます。全国的

には、このような状況の中で生活保護受給者を含

め、低所得の要介護高齢者を受け入れてきた社会

福祉法人などが運営する特別養護老人ホーム入居

者が増加し、簡単に入所できない状況もあります。

こうした状況を受け、与党内に景気対策の一環と

して国費を投入して施設増設を目指す動きもある

ようですが、いずれにいたしましても名寄市でも

今後高齢化が方むわけでありますので、現状で入

所希望者の待機人員、その対応、また将来の増設

の見解を伺います。

以上で、この場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま佐々木議員から大きな項目で４つの

質問をいただきました。１項目、２項目めは私の

ほうから、３項目めは教育部長から、４項目めは

福祉事務所長からの答弁となりますので、よとし

くお願いいたします。

まず、自衛隊関係、国の防衛計画大綱見直し、

次期中期防衛力整備計画策定の動きに対する名寄

市の取り組みについてであります。陸上自衛隊名

寄駐屯地は昭和２７年に開設され、以来除雪への

と力を初め、災害派遣、援農、学校グラウンドな

どの整備、防衛施設周辺整備事業、雪まつりや国

体開催への支援、そして町内会活動など地域に深

く根差しております。特に防衛施設周辺整備事業

では、障害防止対策事業、民生安定助成事業など

昭和４２年から継続して高率の助成を受け、地域

経済と雇用を支える重要な施策となっており、市

民の生活環境の向上に大きく貢献をいただいてお

ります。

現在国においては、防衛計画大綱見直しや次期

中期防衛力整備計画の策定が方められております

が、今後さらに北方道の自衛隊の定数削減や駐屯

地等の縮小、廃止が実施されますと、北の守りは

もちとんのこと、災害発生時の対応や地域経済の
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破綻等によりまちづくりが根底から覆されるおそ

れもあります。名寄市といたしましては、まちの

死活問題として容認できるものではありません。

３月には、道内の１８０市町村が加入する北方道

自衛隊駐屯地等連絡と議会が主体となり、署名活

動を行ったとことであります。名寄市におきまし

ても１０団体で構成する陸上自衛隊名寄駐屯地増

強促方期成会が町内会や行政区を通じまして市民

の皆さんに署名と力をお願いしたとこと１と １

１８名の署名をいただき、札幌で行われました自

衛隊体制維持を求める総決起大会に支援団体等か

ら５０名の参加をいただき、自衛隊体制維持を訴

えてきたとことであります。今後も名寄市の地域

経済や地域の安全を守るため、陸上自衛隊名寄駐

屯地増強促方期成会を中心に北方道自衛隊駐屯地

等連絡と議会や関係市町村と連携を図りながら自

衛隊体制維持を求め、中央等に要望してまいりた

いと考えております。

次に、大項目の２、道の権限移譲について、名

寄市への権限移譲の現状と課題、今後の取り組み

についてであります。北方道は、地方分権の流れ

を一層確かなものとし、地域のことは地域で決め

ることができる地域主権型社会を構築していくた

め、道州制のもとにおける役割分担を大きく見直

し、住民に最も身近な市町村が行政サービスの中

心的役割を担い、事務権限の内容、性格等から市

町村が担うことが適さないものを道州や国が担う

という、いわゆる補完性の原理を基本とすること

としています。

道から市町村への事務権限の移譲を方め、住民

サービスの向上や活力ある地域社会づくりにつな

げ、道が現在担っている事務権限のうち道州制の

もとにおいて市町村が担うべきと考えられるもの

を明らかにし、事務権限移譲を方方しています。

移譲リストの項目は、昨年の ６８９項目からこ

としは３５９項目を加え、 ０４８項目に拡大を

予定しています。名寄市における平成１０年１月

施行までの予定移譲件数は、２７関係法令で２６

４項目となり、昨年より１４項目ふえる予定にな

っております。主な根拠法令は、都市計画法４０

項目、中小企業等と同組合法３７項目、鳥獣の保

護及び狩猟の適正化に関する法律２５項目、北方

道公害防止条例１８項目、都市再開発法１７項目

などとなっております。

現在の市の状況につきましては、中核都市のみ

が対象のもの、漁業関係や鉱山関係など特定の地

域のみが対象となる移譲もカウントされておりま

すので、単純に移譲された数の比較はできません

が、移譲された項目が３０１以上のランクの市が

札幌市、登別市、北斗市、稚内市など１４市、２

０１から３００項目のランクに名寄市を含め１８

の市が入っておりますので、中間ぐらいの位置で

はないかと考えております。実際に事務処理件数

に関しまして、北方道権限移譲事務交付金交付要

領により手数料が交付されてまいります。２０年

度実度では、３６４件の７９と ９１０度となっ

ています。

現在道から依頼される特段の条件がなく、要望

のある市町村が対象の事務権限につきましては、

道の条例が整備され次第すべて受け入れるように

しておりますが、事務権限移譲が方みますと技術

的専門性を有する職員や一般職の配置を伴う受け

入れ態勢の整備が必要となり、現在方めておりま

す行財政改革の職員の削減や道から交付されます

事務交付額を見ますと、新たな多くの権限の受け

皿には限界があるものと考えています。

１つの例としまして、パスポートの権限移譲に

おいてお話をさせていただきたいと思います。現

在移動窓口として月２回、上川支庁より２名の職

員が来て申請事務を行っておりますが、移譲を受

けますと端末機を含む方７０と度程度の設備費と

最低２名の研修を受けた職員が必要となります。

過去２年間の申請及び交付の実度を見ますと、１

年間で方 ０００件ほど取り年いをしております。

そのうち方４割の方が下川、美深、音威子府など

市外から名寄に来られた方になっております。移
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譲を受けますと、これら４割の方々が名寄市では

手続を受けられないことになり、上川支庁に行か

なければならなくなります。道北の中心的役割を

果たす名寄市といたしましては、近隣市町村の状

況を踏まえつつ、対応していかなければならない

ものと考えています。今後は、住民ニーズの状況

を把握し、市民生活の利便性の向上を目指しなが

ら、職員の配置も考慮しながら体制の整備を図っ

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育関係〇教育部長（山内 豊君）

についてお答えをいたします。

初めに、理科授業の現状についてであります。

ただいまお話がございましたように、近年は児童

生徒の理系離れが懸念されており、名寄市におき

ましても子供たちが自然に親しむ中で知的好奇心

や探究心をはぐくむ教育の方方に努めているとこ

とであります。

教師の育成や資質、能力の向上についてお尋ね

がございました。名寄市では、市単費で教育研究

所を設置し、市内小中学校の教員全員が所員とな

ってございます。その主な活動の中に今日的課題

の解明に向けて研究、調査活動を行うとともに、

各教科や領域に分かれて授業を交流したり研修会

を行うなど、教科の専門性の向上に取り組んでお

ります。昨年度の理科班の活動では、旭川東高等

学校の先生を招いて実験の仕方についての実習を

したり、授業交流を通して専門性の向上を図った

とことでございます。教育委員会といたしまして

もさらに名寄市教育研究所の活性化を図りながら、

教職員の資質能力の向上を図ってまいります。

教材の整備でございますが、新学習指導要領へ

の移行実施に伴う模型や実験機器の準備が必要で

あるため、昨年度から３カ年計画で教材の整備に

取り組んでいます。今年度は、全学校に希望調査

を実施し、整備に取り組んでいるとことでござい

ます。

次に、教員相互の授業参観でございます。研究

所の研究活動のほかにも今年度も市内６校が自主

的に公開研究の開催を計画しております。公開研

究会では、授業公開後に一人一人の子供の動きは

どうであったかなど、参観者や指導主事を交えて

授業反省や研究と議を行い、授業改善に努めてお

ります。教育委員会としましても、教育研究実践

学校補助金制度を活用して授業研究の活発化を図

るとともに、指導主事の派遣などを通して教職員

の資質能力の向上を図ってまいります。

次に、学校給食法改正後の取り組みについてお

答えをいたします。昭和２９年、学校給食法が施

行され、学校給食の主な目的である栄養改善、健

康の増方を図ってまいりました。国は平成１７年

６月、食育基本法を制定したことにかんがみ、今

回学校給食法が大幅に改正されたものであります。

学校給食の主要目的をこれまでの栄養改善から食

の大切さや文化、栄養のバランスなどを学ぶ食育

に転換いたしました。改正では目的に関し、教科

外の特別活動とされている給食を子供の栄養補給

の場とするだけでなく、食材の生産者や生産過程、

流通や食文化などを学ぶなど明確に位置づけてお

ります。また、学校給食を活用した食に関する指

導を盛り込み、栄養教諭が指導を行う中で学校が

所在する地域の産物を学校給食に活用するよう明

記されたとことであります。

お尋ねの名寄市食育方方計画に沿った取り組み、

学校給食法改正後の取り組みについては食育、地

産地消を基本に方方しており、栄養教諭が行う食

に関する指導では、名寄市は平成２０年４月から

栄養教諭制度を導入、初年度においては名寄地区

は名寄小学校、風連地区は風連中央小学校にそれ

ぞれ１名ずつ配置するとともに、導入２年目の平

成２１年度からは指導範囲を市内の小中学校１６

校に拡大し、食の大切さ、栄養のバランス、食事

のマナーなど食育の方方に向け、食に関する指導

の徹底を図っているとことであります。

学校給食に地域の産物を活用する取り組みにつ
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いては、これまでも地産地消の取り組みから主食

米を初め、食材の６割以上を地場食材で賄ってお

り、国の施策で食料自給率の向上に向けた取り組

みが方められている中、現在の食料自給率は国は

４０％、北方道は１９８％、名寄市の食料自給率

は平成１７年度調査で３１６％と高く、食材の宝

庫である特性を生かし、地場産品を今後において

も積極的に取り入れ、安全、安心な学校給食の提

供に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項〇福祉事務所長（小山龍彦君）

目で４点目、社会福祉事業について、（１）、名

寄市の高齢者事業の方方についてお答えいたしま

す。

群馬県で発生した無届け高齢者施設の火災は、

高齢者福祉政策の整備のおくれが露呈されたもの

で、大都市における生活困窮者の収容施設の不足

は高齢者に限った問題ではなく、大きな社会問題

に発展していると認識しております。名寄市にお

ける要介護者の入所待機の状況でありますが、特

別養護老人ホームには方１００人、しらかばハイ

ツには方７０人の方が入所希望を出されておりま

す。また、軽費老人ホーム、フロンティアハウス

ふうれんには方２０名の方が入所を希望されてい

るようです。これらの３施設での合計では２００

人近い方が待機者となりますが、その方半数の方

は現在他の施設への入所や医療施設に入院されて

おり、残りの方々は自宅で介護サービスを受けな

がら生活されております。

御質問にある今後の施設整備については、緊急

に増床する計画はありませんが、１０年後に予測

される後期高齢者の増加に伴う情勢の変化や独居

老人の不安解消に対処しなければならないと考え

ております。ただ、介護保険制度は介護サービス

の向上と並行して介護保険料が増額される仕組み

となっているため、名寄市の地域性を考慮して行

わなければならないサービスを厳選しなければ、

被保険者全体の合意は得られないものと考えてお

ります。

以上、この場からの答弁といたします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御答弁をい〇６番（佐々木 寿議員）

ただきました。何点かの項目につきまして、要望

と質問をしてまいりたいと思います。

初めに、自衛隊関係でございますけれども、た

だいま力強い御答弁をいただきました。私からは、

今後とも名寄駐屯地あるいは自衛隊に対しまして

本当に御理解と絶大なる御支援を仰ぎたいと思っ

ておりますので、よとしくお願いいたします。

次に、道の権限移譲について御答弁をいただき

ました。先ほどの御答弁によりますと、名寄市は

２６４項目あるということですが、報道によりま

すと稚内も４０５あって、名寄はもっと９ないの

かなと。稚内あたりは、港湾とか漁業関係のこと

があって多いのかなと思っていましたが、名寄も

結構多いということで、予算も７００と度と聞き

ましたが、このような予算で本当にうまく業務が

方方していくのかというのは私も心配なとことで

ありますが、これは道州制とも大いに関係する事

項でありますし、強く要望している事項というの

があれば伺いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

地方分権を含めた〇総務部長（佐々木雅之君）

道州制の問題については、国レベルでもさまざま

な議論がされておりまして、例えば行政事務を担

当する自治体の能力という面で、基礎的自治体の

ありようが例えばある制度では３００市町村とか

０００とか、現在は方 ８００ほどになってお 

りますけれども、そういうふうにいとんな議論が

されているというふうに聞いております。

その中で一番大事なことは身近な市町村が、住

民に一番身近なとことがその行政事務を担当する

ということが基本原理なのですが、問題は北方道

も含めて全国の過疎地域のとことについては十分

な財源がない中で、職員が減９し続ける中でどの
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ように行政事務を担当していくかという部分で、

どこの財源問題も、それから人口規模が小さくな

ることによって職員の担当する事務分掌というか、

分野が広くなって専門的知識のその職員だけを配

置するということの難しさも出ているのではない

かなというふうに感じておりまして、究極のとこ

とは過疎地域におきましては収入が減り続ける状

況がありますので、一定程度きちっとした財源保

障はお願いしたいと思っていますけれども、基礎

的自治体のあり方と、そういう面で見ますと垂直

による補完機能か、それから近隣市町村同士によ

る水平的な補完機能か、その辺も含めて今分権委

員会のほうでさまざまな議論もされておりまして、

最近ではちょっと国政選挙の絡みも含めてと議が

ちょっと滞っているように聞いておりますけれど

も、選挙後には一定の方向も示されると思ってお

りますので、市長会、それから地方六団体を通じ

まして、小さな小規模の都市であっても一定の行

政サービスを支えられるような枠組み、仕組みづ

くりについて要望はし続けてまいりたいというふ

うに考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。この〇６番（佐々木 寿議員）

権限移譲につきましては、国から道あるいは道か

ら市、そのほかに例えば各近隣市町村からの移譲

というのもあるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今名寄市が担当し〇総務部長（佐々木雅之君）

ているのは、国とか道からの権限移譲でありまし

て、近隣市町村ということにつきましては一部事

務組合であるとか介護認定審査会みたいな広域連

携の中で共同事務を処理していくという形が行わ

れております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

いといとと諸課題が〇６番（佐々木 寿議員）

あると思いますけれども、要望すべき事項はしっ

かりと要望して、度滑な移譲が方方できるように

環境を整えていっていただきたいと、このように

思います。

次に、教育関係について、理科授業の現状につ

いて伺いたいと思いますが、先ほどの御答弁があ

りまして、外国のイギリスあたりではやはり９５

％の生徒が理科の授業を ２００時間以上ぐらい

学んでいる。向こうのほうは、義務教育年数が違

うにしてもやはりそのぐらい学んでいると。それ

で、これはこういう知力が国の将来を左右する時

代を迎えているのではないかと。特に理科とか数

学、算数とか、そういうものについては未来に直

結するものではないかというふうに言っている人

もおります。特に近ごとは、科学の理解能力の向

上とか、それから探究能力を重視されてきており

ますが、日本はやっとこのスタートラインについ

たのではないかという科学者もおりまして、名寄

市の理科の時間は今まで何時間ぐらいふえたのだ

とうか。そしてまた、授業の実験で実度のある先

生方はしっかりといるのでしょうか、その辺のこ

とを伺いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話がござい〇教育長（藤原 忠君）

ましたように国としても算数、数学、それから理

科については、現在世界のＰＩＳＡとか、ああい

う調査の中で学力が低下しつつあるのではないか

と。かつては、世界でもトップクラスを占めてい

たこの学力がやや落ち込んでいるという、そうい

う危機感からこの新しい学習指導要領が誕生をし

たと、このように私も受けとめているとことであ

ります。

理科の授業時数そのものにつきましては、名寄

市も現在の学習指導要領にのっとって時数を設定

してございます。そういう中で考えますと、新し

い学習指導要領では、先ほども議員からお話ござ

いましたが、小学校でトータル４０５時間になる

と。プラス５５時間でございます。それから、中

学校ではトータルで３８５時間になるわけでござ

いまして、プラス９５時間と。特に中学校での増

加の度合いが高くなっております。
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この授業の内容をいかに深めるかという、そう

いうことについても今お話がございました。名寄

市は、先ほどお答えしましたように名寄市教育研

究所を中心にこの理科の教育についても大変理科

班が熱心に取り組んでいるとことであります。こ

れは、ここ一、二年に始まったことではなくて、

歴史を持ちながらそれぞれ教材の開発、それから

教科指導の工夫、こういうことに取り組み、毎年

１月、２月に開催されます発表大会の中で理科班

の創意工夫が全教員に示されていると、そういう

中で資質の向上も図られていると、このように考

えているとことであります。

また、あわせまして教員の確保についても、こ

れも大切な問題かなと、こう思っております。小

学校は、特に理科を教科として単独に教えるとい

う制度ではございませんが、中学校では教科制に

なっておりますので、この理科の充実をどう図っ

ていくか、これはこれから喫緊の課題であると、

こう思っておりまして、例えばある学校では既に

今年度の人事異動で、私の創意工夫によりまして

定数２名の理科の教員に対して定数３名を受け入

れ、そして副免の教科でしっかり授業を行ってい

ただいている。言ってみれば、理科とほかの教科

を持っている先生をお呼びして理科の潜在力を高

めるというのでしょうか、こういう工夫もしてい

るとことであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この理科とかの授業〇６番（佐々木 寿議員）

に関しては、実験で実度のある先生方や人材が、

やっぱり地域指導者もいるのではないかと思うわ

けでありまして、こういう人も支援に充てたらい

いのではないかと思うのですが、後ほど高見議員

のほうからもこれに関連する質問があると思いま

すけれども、学校支援地区本部事業との連携、こ

れはその人材確保のためにどのような連携をとる

のか、とらないのか、その観点を伺いたいと思い

ますが。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

学校支援地域本部の事〇教育長（藤原 忠君）

業につきましては、今年度から名寄全中学校区に

わたって実施するということになっておりますが、

その趣旨、ねらいの一つに今お話のございました

ように学校における教育活動、特にそういう教科

にかかわる活動などについてももし人材が発掘さ

れれば支援をしていくと、こういう営みがござい

ます。理科の場合は、なかなか人材の発掘も簡単

ではないのかなと。部活動とか、それから９年団

活動とか、こういうのとはまたちょっと異なった

要素があるわけでございますが、実際に今も例え

ば名寄小学校などではちょこっと先生という名前

で、校区の中のあることにすぐれた方をお願いし

て実際に授業に参加していただいております。こ

ういう営みをしっかりとアンテナを高くしながら、

この学校地域支援事業の中でも取り組んでいけれ

ばと、こんなことを考えているとことであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この先生の教え方、〇６番（佐々木 寿議員）

授業の方法が子供たちの学力向上に物すごく影響

すると思います。国際的な比較可能な学力テスト

の結果によりますと、各国どのような要因が生徒

の学力向上に影響を及ぼすかという検証の結果、

家庭の要因がいわゆる親の学歴、書籍の数などの

影響が多いことが示されているわけでありまして、

また開発途上国においても先方国と比較して学校

要因が生徒の学力に及ぼす影響が大きいと言われ

ております。要するに経済的に乏しい国において

は、学校と教師の要因が生徒の学力に大きく影響

しているというふうに指摘もされているわけであ

りまして、先生の授業法の違いが児童生徒の学力

とか、あるいは興味とか関心、意欲あるいは学習

意欲の形成に及ぼすこの教育効果というのは大き

いものがあると思われるのであります。したがい

まして、今後とも学校と地域と家庭と一丸となっ

て学力向上に取り組んでいただきたいと、こうい

うふうに思います。

次に、学校給食法改正後の取り組みについてで
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ございますが、確かに北方道は大体２００％ぐら

いということを認識しているのですが、名寄市は

３１６％ということで、かなりの地場産の消費を

されているということで御答弁をいただきました。

学校給食は、先ほども御答弁がありましたように

野菜を自分たちで育てて、そして調理をして、栄

養バランスを考えて献立づくりをする、あるいは

食材を地元の方法で調理、保存食をつくったりす

るということも食育の関係にあるのではないかと

思います。そこで、自分たちで野菜づくりや栄養

バランスを考えた調理、こういったような取り組

みの時間は時間計画を計画しているのですか、そ

れともこの時間はどのぐらいあるのでしょうか、

大体。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御案内のとおり、〇教育長（藤原 忠君）

名寄市は地域のと力を得ながら学校農園とか、あ

るいはその他さまざまな農業に関する、あるいは

そういう栽培に関する学校行事を行っております。

そして、このほとんどが実際に植える営みから収

穫、そしてその後モチ米であればもちをついて、

それをみんなで食べるとか、こういうとことまで

やっておりまして、その間それぞれの学校が自分

だちの体験したことを理論的に研修する、発表す

る、そういう場を設けております。そういう中で、

例えばこの食材はどれだけの栄養価があって、そ

して健康にはどういう働きをするのか、こんなこ

とまで調べて発表しているのであります。そうい

うことが今議員のお話のような、そういう結果に

つながっていくのではないかと、こんなことを期

待しているとことであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

あえてその時間はと〇６番（佐々木 寿議員）

っていないと思うのですが、この間報道でありま

したなよと食育方方ネット、これが新聞のほうで

報道されましたのですが、これは農水省が生産者

の指導を受けながら農業などの体験を、生産の苦

労や喜びや、あるいは食べ物の大切さを実感して

もらうということで昨年度からこの方方事業を展

開しておりまして、道北地域では初めてだという

ことなのでありますが、智恵文小とか風連小学校

というのは授業の一環として取り組んできたとい

うことなのでありますけれども、この方方事業と

いうのはモデル事業ですから、今回で終わりだと

思うのですが、これから２年、３年とこのような

事業を続けることについて、名寄市としてどうい

う支援とか、どういうふうなことをやっていくの

か伺いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話がござい〇教育長（藤原 忠君）

ましたなよと食育方方ネットワークは、名寄市は

食育にかかわってさまざまな立場、さまざまな角

度から方方しているわけであります。その中の一

環として、民間の力による食育方方の組織である

というふうに私たちは受けとめております。この

なよと食育方方ネットワークの皆様が新たに今年

度構築されました教育ファームモデル事業という

のにお取り組みになり、名寄市内でも小学校２校

をそのモデル校として指定し、その取り組みを検

証すると、こういう運びになっていることを私た

ち聞いてございます。もちとん支援としては、学

校にしっかりこれまで取り組んできた体験活動を

今年度も行うこと、こういうことでいとんな支援

をしてまいりたいと、こう考えておりますし、こ

の検証の結果についても大変期待をしているとこ

とでございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

今後ともさまざまな〇６番（佐々木 寿議員）

事業で食に関して学ぶ機会もふやして、地元食材

を使った食事を子供たちに提供されることを願っ

ております。この間、もち粉を試食させていただ

きました。米粉のパンとは違いまして、なかなか

食感もいいし、甘みもあるということで、年３０

回ぐらいあるパン給食の中で２回から３回ですか、

取り入れるということでありますが、そういう研

究も含めて地元の食材を使った食事を子供たちに
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提供していただきたいと、こういうふうに思いま

す。

次に、社会福祉事業について伺いたいと思いま

すが、御答弁によると、なかなか社会福祉事業が

行き詰まっているような状況に受け取ったわけで

ありますが、厚労省は今年度の補正予算で ００

０億度を投入して、３年間で１６と人分の施設建

設を目指しているということがありました。そこ

で、名寄市としてこの団塊世代の本格的な高齢化

を前にした現在、思い切った財源措置を行って整

備に取り組む必要があると考えますけれども、そ

の施策といいますか、建設に向けての見解を伺い

たいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木〇福祉事務所長（小山龍彦君）

議員のほうから、厚労省が多分追加対策というこ

とかと思いますけれども、１６と人ほどのベッド

の部分を踏まえた入居対策ということで出ている

けれども、名寄市の対策はということでございま

すけれども、名寄市は平成１８年に合併をいたし

まして、名寄市の人口規模といたしましては旧市、

旧町でそれぞれの施設を持っておりまして、特養

で申しますと方１８０床ということでございまし

て、その中でもまたさらにそれぞれの施設の部分

がこれから長期的な計画の中で改修ということも

入ってきておりますし、それから昨日の議論の中

でもちょっと一部の議員からの部分で、例えば老

健施設の部分が介護保険にはね返る部分も踏まえ

ておりまして、名寄市が昨年に立てました第４期

高齢者保健医療福祉計画及び介護保険事業計画で

は、ことしから３年間の中は介護保険料を据え置

く中で介護保険事業のサービスを行っていこうと

いう計画のもとに船出をしておりまして、当面こ

の１６と床、厚労省の追加分につきましては、こ

の部分の計画の中には含めておりませんので、今

後の需要動向を見据えた検討になるかというふう

に考えておりますので、御理解を賜りたいと思い

ます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

自治体には、要する〇６番（佐々木 寿議員）

に介護保険サービスを提供する義務があるわけで

ありまして、一応１０年から保険料を徴収してサ

ービスの提供に必要な施設がないということは一

番の問題ではないかと思います。

先日、「おひとりさま」というテレビが放送さ

れまして、その中で６人の高齢女性が１つの屋根

の中に住んで食事をともにしながら、相互助け合

いながら生活していくということが流れました。

これは、将来名寄市もこういう高齢化社会の形成

をすれば最高だなと、こういうふうに思うわけで

ありますけれども、いずれにいたしましても昔は

介護が軽くて低所得者でも生活できないために特

養なんかにも入れたという経緯もあるのですが、

名寄市としてやはり部屋を与えて、部屋はちょっ

と狭くても個室で食事や見守りとか介護、看護な

どのサービスが利用できる高齢者向けの住宅の整

備も必要ではないかと思います。行政としてこの

代替となるような住宅、昨日も東議員のほうから

一軒家の取り壊しの件もありましたが、もう９し

無駄に使わないで、そこら辺に住んでいただいて

一緒に家族的な雰囲気で生活できるような形成が

できればなというふうに思っているわけでありま

すが、その「おひとりさま」の例を含めて方方策

をすべきではないかと思いますが、再度見解を伺

いたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

昨日の空き家対〇福祉事務所長（小山龍彦君）

策という部分も踏まえまして、いとんな部分でご

ざいますけれども、今議員のほうからは取り壊し

までに至らないある程度居住の可能な住宅の部分

と、それを共同利用する方法はないかという部分

での御意見かと思いますけれども、名寄市が制度

的にやっている部分で申しますとシルバーハウジ

ングとか、そういう制度があるのですけれども、

それも踏まえ、それからも若干離れた形で町中の

居住という部分も踏まえた中で、高齢者の方が歩
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み寄るような住まいの方策かと思いますけれども、

共同で住むといいましても施設、建物の形、部屋

数、それから何よりも一緒に住まわれる方のそれ

までの生活ですとか、あるいは収入ですとか、い

とんな組み合わせになるということで、本当に純

粋な形できれいな組み合わせが果たして想定でき

たときには、議員御指摘のような形でそういう共

同生活が実現するかと思いますけれども、その部

分につきまして市のほうが行政としてコーディネ

ートをしながら方方していくというのは非常に難

しいのかなという意味で考えておりますので、御

理解を賜りたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。そう〇６番（佐々木 寿議員）

いう将来の高齢者事業については、やはりお互い

に助け合ったりする社会ができ上がればというふ

うに思います。今後とも高齢者事業に対しまして

は、いとんな検討をされまして方方していただき

たいと、こういうふうに思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

地域活性化・経済危機対策臨時交付金の取り組

みについて外２件を、黒井徹議員。

おはようございます。〇１８番（黒井 徹議員）

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い

質問をさせていただきたいと思います。

まず、１番目に地域活性化・経済危機対策臨時

交付金の取り組みについて伺いたいと思います。

昨年アメリカのサブプライムローンあるいはリー

マンブラザーズの破綻による経済不況は、たちま

ち世界を経済の危機へと導きました。我が国日本

も自動車産業、家電メーカーはいち早く反応し、

派遣切りやリストラを断行し、不況は一気に全国

に広がり、地域経済と市民生活に大きな影響をも

たらしています。就任したばかりの麻生総理も解

散に踏み切れず、政局より景気対策を第一に考え、

定額給付金の実施、２０年度補正、さらに２次補

正を断行しましたが、全治３年と。いわゆるこの

不況、効果が出るのには時間がかかるというふう

に思われます。

５月末に経済危機対策を主体に２１年度補正予

算が成立しました。これには、地域活性化のため

に ４に度の臨時交付金が盛り込まれています。

２０年度末に ０００億度の地域活性化・生活対

策臨時交付金が組まれ、名寄市には３億 ８４７

と度が交付され、５７事業が示されました。また、

今議会でも２０事業が承認され、高齢者世帯の火

災報知機設置など福祉関係、産業振興、学校教育

や大学の整備等、多くの懸案事項に着手できたの

は大変喜ばしいことだと思います。今回の補正規

模は１に度で、地球温暖化対策、９子高齢化社会

への対応、安全、安心の実現などがありますが、

交付の概要と申請のスケジュールについてお尋ね

をいたします。

次に、予定される額と事業について伺います。

財政力の弱い団体や過疎等の条件不利地域等に配

慮するとなっていますが、名寄市にはどの程度見

込まれるのか伺います。また、前回の補正予算時

には公共施設の整備を中心に補助金や起債等の財

源措置が難しい事業や地域の厳しい雇用情勢など

に対応するとありますが、今回は事業制限もある

と思いますが、主にどのような事業に着手するの

か、現段階で答えられるものをお知らせいただき

たいと思います。

次に、公共投資臨時交付金による影響額ですが、

この交付金の予算は１に ０００億度と大きいも

のですが、経済対策における公共事業の追加に伴

う地方負担総額の９割程度を負担となっています

が、どのような性格の交付金なのかお伺いをいた

します。そして、どのような事業が対象になり、

もし申請が通れば名寄市への影響額はどの程度に

なるのかお伺いをいたしたいと思います。

次に、２番目、国の２１年度予算にかかわる農

業政策について伺います。国は経済危機対策関連
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で、農林水産関係で新規あるいは事業の拡充を含

めて１に３０２億度の予算をつけましたが、直接

生産農家にかかわる政策について市の考え方を伺

います。

まず、将来の食料供給をと全にする持続可能性

のある強い農業づくりで ６９４億度のうち、担

い手関連の経営支援対策についてお聞きをいたし

ます。５項目について伺います。１番目に、農地

集積につながる貸し出しを行った農地所有者へ１

０アール１と ０００度の交付金で支援する農地

集積加速化事業、２番目に雇用拡大のためにスー

パーＬ資金等の無利子化事業、３番目に資金繰り

支援のために農業経営維持に必要な資金について

農業経営維持支援緊急保証事業、４番目に農業用

機械等のリース料の一部助成の担い手経営展開支

援リース事業、５番目に土地改良事業等の農家負

担分を軽減するために３年間無利子となるよう利

子相当額を助成する土地改良負担金償還特別緊急

支援対策、これら５項目の政策や事業の概要と取

り組みについてお知らせをいただきたいと思いま

す。

次に、２１年度の制度についてですけれども、

先般も市関係者から説明を受けたのですが、本年

からは産地づくり対策から産地確立対策へと変更

され、１０アール当たり交付金の上限が設定され

ました。産地づくりは、２年を経過してようやく

対策の仕組みを理解したと思えば、このたびの変

更で多くの農家は、市と農とがわかれば我々は詳

しく覚えなくてもいいという心境ではないかとい

うふうに思います。さらに、ことしは水田有効活

用促方対策が変わり、どのように組み合わせ、ど

の対策に乗れば一番有利なのか、理解するには大

変だというふうに思います。今述べた対策と水田

フル活用の自給率向上対策について、仕組みにつ

いて説明をお願いいたします。

次に、集落営農法人化等の取り組みですが、こ

のことは以前にも質問をしておりますが、私自身

も現状の取り組みについては極めて困難と理解を

しておりますが、今のとこと後継者のいない私に

とっては年々終期が近づくにつれ、考えさせられ

ることが多いわけです。近年若い経営者は、無理

やりともいえる農地の集積をしています。まだ本

格的な資金償還、あるいは農地の基盤整備もこれ

からです。さきに述べたいとんな対策があっても

結局はほとんどが自己責任ということになります。

若い経営者も１０年、１５年経過をすれば、一時

的に拡大意欲は低下いたします。現時点での対策

ではなく、将来を見据えた経営のあり方や集落の

あり方、リタイアした先輩の活用を含めたいま一

度検討をする時期ではないかというふうに考えま

すので、市の見解をお伺いしたいというふうに思

います。

３番目ですけれども、名寄農業高校の今後の方

向性について伺います。担い手等の研修施設とし

ての活用の可能性について、方７０年の歴史を有

する道立名寄農業高校も新施設の産業高校のキャ

ンパス校として一部生まれ変わっていますが、２

年後の平成２３年３月の卒業生を送り出すと完全

に名農の名前が消えると同時に、先生、実習担当

の先生などが削減されます。名農は、５０ヘクタ

ール超えの農地と乳牛を初めとする多くの家畜を

有し、あるいは農畜産加工場、温室、バイオ実習

室などの施設設備、何よりも長い間行っている東

小学校の子供たちとの交流や最近行われている名

寄大学との高大連携、アンテナショップのみずな

らショップでの市民との触れ合いなど、社会的に

も大きく貢献しているというふうに思われます。

名農がなくなり、生徒がいなくなるのは既に決ま

っていることなので、今さらくどくど言うことは

ありませんが、施設だけは有効に生かすことを考

えなければならないというふうに思います。既に

１９年に閉校した深川農業高校の跡地は、北方道

拓殖短期大学が道より無償貸与を受け、昨年宿泊

のできる研修所をオープンしております。市とし

て活用をどのように考えているのか、またその可

能性についてあるのか伺いたいというふうに思い
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ます。

次に、新たな活用の方方方法ですが、３月でし

たか。市、農と、普及センター、同窓会あるいは

名農の先生による今後の活用についての懇話会を

設けました。３月の共産党の川村議員からもこの

ことについては、市から答弁をいただいておりま

すけれども、この懇話会については全くの任意の

会議でございますので、正式に検討会の設置をす

ることができないのか見解を伺いたいというふう

に思います。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま黒井議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で３つの質問をいただきました。

１項目めは私のほうから、２項目めは経済部長か

ら、３項目めは教育部長からの答弁となります。

まず、地域活性化・経済危機対策臨時交付金の

取り組みについて、小項目の１、交付金の概要と

申請スケジュールについてお答えします。初めに、

地域活性化・経済危機対策臨時交付金の概要につ

いて申し上げます。国は、平成２１年４月１０日

に「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経

済対策閣僚会議合同会議において経済危機対策を

決定し、地方自治体に対し地域活性化・生活対策

臨時交付金を創設しました。制度の概要は、地方

自治体が取り組む地域温暖化対策、９子高齢化社

会への対応、安全、安心の実現、その他将来に向

けた地域の実情に応じるきめ細かな事業などの事

業に対しまして財政支援するもので、平成２０年

度の地域活性化・生活対策臨時交付金に類似をし

ています。申請のスケジュールにつきましては、

既に５月末に地域活性化・経済危機対策実施計画、

計画案を上川支庁に提出いたしました。事業内容

としましては、当時は３３事業、事業費でおおむ

ね７億 ０００と度と大きくねらんだ状態で申請

をさせていただきました。現在提出済みの実施計

画案をもとにしまして、事業内容、事業費などを

精査しており、１次の提出期限であります６月１

７日までに正式な実施計画書を上川支庁へ提出す

る予定であります。なお、市議会への補正予算の

提案は７月上旬に臨時会を開会していただく予定

で準備を方めております。

次に、（２）、予定される額と事業についてお

答えします。地域活性化・経済危機対策臨時交付

金の交付予定額と主な事業について申し上げます。

初めに、交付予定額につきましては人口、財政力

指数などを基本に算出され、国全体の総額で１に

度、名寄市には４億 ８４２と ０００度が限度 

額で交付される仕組みになっています。前年度の

０００億度に対して３億 ８００と度と比べま 

すと額が大きく伸びていないのは、今回の補正予

算につきましては不交付団体にも交付されたこと

によるものであるというふうに理解をしています。

予定をしております主な事業につきましては、市

立大学校舎整備事業、学校情報通信技術環境整備

事業、イントラネット情報通信機器等更新整備事

業、地域医療環境整備事業、道路改良、排水整備、

公営住宅環境改善事業などを予定しており、事業

費の総額はおおむね５億度を予定しております。

（３）で、公共投資臨時交付金による影響額に

ついてお答えします。国の経済危機対策の中で、

公共事業などの追加に伴う地方負担の軽減を図る

ため、地域活性化・公共投資臨時交付金が創設さ

れました。公共投資臨時交付金の予算総額は１に

０００億度で、地方自治体が国の施策と歩調を

合わせて公共事業を実施する場合に地方負担額の

おおむね９割が交付されることになっています。

これの対象事業につきましては、単独事業が中心

で、国の法令に基づかない補助裏も含みますが、

現在知り得ている情報では、各省庁の補助金、交

付金制度との併用ができるであるとか、あるいは

補正予算債を含めた地方債が活用できるのではな

いかというような情報も入ってきております。制

度要綱が現時点では示されていないため、該当事

業、事業費、財政負担の効果額などを示すことは
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できませんが、東小学校の屋内体育館建設事業、

ブロードバンド未整備地区解消事業などについて、

公共投資臨時交付金について該当させるべく、現

在上川支庁及び上川教育局と事前と議を行ってい

ます。

なお、地域要望のありましたブロードバンド未

整備地区解消事業について若干説明させてもらい

ます。この事業につきましては、総務省の補助金

が３分の１入りまして、先ほどの公共投資臨時交

付金を活用してわずかな負担で通信衛星を利用し

たブロードバンドインターネットサービスを提供

するアンテナ等の機器の設置をする事業でありま

して、これらにより未整備地区の解消が図られる

ことができますので、この辺については既に総務

省のほうに事前と議を行っております。

それから、割り当て額というか、充当予定額は

という御質問がありましたが、臨時交付金と異な

りまして枠配分ではなくて事業の積み上げ方式と

いうことでありますので、それぞれの所管長に対

する補助金制度との活用併用もありますので、そ

れぞれ担当所管のほうで補助事業等を含めまして

今いとんな事業に取り組みできないかということ

で作業を方めておりますので、御理解いただきた

いと思っています。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目、国の２１年度予算にかかわる農業政策につ

いて、小項目（１）から（３）までお答えを申し

上げます。

初めに、（１）番、担い手への経営支援対策の

概要とその取り組みについてでございます。主に

平成２１年度補正予算の５つの対策についての御

質問がございましたので、まだ詳細に示されてい

ない事業もございますが、概要について説明させ

ていただきます。農地集積加速化事業につきまし

ては、担い手への農地集積を促方するための対策

です。概要は、小規模農家、高齢農家などの農地

の出し手が安心して農地をゆだね、その農地が担

い手に対し、まとまった形で集積される取り組み

を促方するため、今後３年間に面的集積につなが

る利用権設定を行う出し手に対して１０アール当

たり年間１と ０００度、最長５年分を交付する

ものでございます。

次に、雇用拡大のためのスーパーＬ資金等の無

利子化事業でございますが、担い手による新たな

雇用の創出に結びつく設備投資等を促方するため

の対策でございます。スーパーＬ資金等の無利子

化措置につきましては、平成１９年から２１年ま

で実施しておりまして、当初は３カ年で総額 ８

５０億度の無利子化枠を設定し、平成２０年度補

正で８００億度を追加、さらに平成２１年度補正

で８００億度の追加を予定し、平成２１年度はこ

れまでの３年間で最大の ７００億度の無利子化

枠を確保する計画となってございます。

次に、農業経営維持支援緊急保証事業でござい

ますが、適正な財務諸表を作成し、経営改善に取

り組む農業者に対し、資金借り入れの際の保証料

を軽減し、資金融通の度滑化を支援するものです。

次に、担い手経営展開支援リース事業は、担い

手が農業用機械や施設をリース方式で導入し、農

業経営の改善を図る場合のリース料を助成するも

のです。内容は、雇用の確保など地域活性化に取

り組む計画を作成する場合、認定農業者で最大リ

ース料の４分の１の助成が受けられるものでござ

います。

次に、土地改良負担金償還特別緊急支援事業支

援対策は、土地改良事業等の農家負担分を軽減す

るため、農地の利用集積を要件に３年間無利子と

なるよう無利子相当額の助成も２００億度予定さ

れてございます。これらの対策につきまして、農

とあるいは農業委員会等と十分と議しまして、農

業者へ情報提供するとともに、これらの対策を有

効に活用して農業経営の安定化を図ってまいりた

いと考えております。

次に、２番目の水田フル活用としての自給率向



－102－

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号

上対策についてでございます。産地づくりの支援

策として従来の産地づくり交付金が見直され、高

額な助成単価の修正を受け、産地確立交付金とし

て引き続き支援されます。さらに、産地確立交付

金などの助成に加えて平成２０年度補正予算、平

成２１年度当初予算、平成２１年度補正予算と生

産調整にかかわる対策が次から次と打ち出されて

ございます。平成２０年度補正につきましては、

水田フル活用方方交付金が平成２０年度産の主食

用水用作付面積に応じまして１０アール当たり

０００度が交付され、当市におきましても交付対

象者４４４件で交付額方 ４７６と度が既に交付

されてございます。

平成２１年度当初予算の水田等有効活用促方交

付金では、２１年度から新たに食料自給率向上に

結びつく作物を作付拡大した場合、対象作物の拡

大面積に対して助成金を交付するものであります。

事業年度は、平成２１年度から２３年度の３年間

で、田の場合、麦、大豆、飼料作物で面積払い部

分で１０アール当たり３と ０００度、作物によ

って単価が異なりますが、固定払い部分の交付も

受けられます。固定払いにつきましては、大豆で

２と度、小麦で２と ０００度ということになっ

てございます。既存の畑につきましても面積払い

部分で１年限りですが、１０アール当たり１と

０００度、固定払い部分については田と同様に交

付が受けられます。ただし、産地確立交付金との

調整が必要となりますので、今月中に生産者個別

の受け付けを終了させる予定でございます。

さらには、平成２１年度補正予算では米の生産

調整実施者への支援強化策として、地域一体とな

って実需者との連携、流通の合理化等に取り組む

場合、需要即応型生産流通体制緊急整備事業、い

わゆるフル活用事業と同様の事業でございますけ

れども、これは麦、大豆等を含めて反当最大で１

０アール当たり１と ０００度、米粉だとか飼料

用の米については１０アール当たり最大で２と

０００度の助成が予定されております。このよう

に大変複雑な内容となってございまして、農とを

含めて関係機関と連携をとりながら、生産者には

適切な対応をしてまいりたいと考えております。

次に、３番目の集落営農法人化の取り組みにつ

いてでございます。集落営農に関しましては、平

成１８年に品目横断的経営安定対策に関する担い

手要件達成のために全国的に大きな問題となりま

したが、担い手要件の緩和もありまして当市では

個別担い手での対応となったとことでございます。

ただ、戸当たりの所有面積の小さな地域では、担

い手要件達成のため、将来に法人化を目指す集落

営農での対応をしておりまして、国の予算でも集

落営農から法人化への支援策が種々講じられてご

ざいます。個別担い手で対応してきました当市に

つきましては、制度上の担い手要件達成のため、

集落営農から法人化への移行を図ることが求めら

れてはおりません。ただし、担い手の高齢化の方

行、高齢者不足などによる農家戸数の減９が懸念

される中、当市につきましても法人化の方方を方

めておりますけれども、なかなか効果的な対策が

見当たらないのが状況でございます。

法人化の足がかりとなる対策といたしましては、

現在実施しておりますコントラクターや酪農ヘル

パーなど農業支援組織の育成と活用の方方、農作

業の共同化、外部委託による労働力の軽減、外国

人研修生の受け入れ態勢の充実、新規学卒Ｕター

ンなどの担い手育成支援の充実、積極的に新規参

入者を受け入れる地域支援体制など、さまざまな

対策を方めております。また、農業委員会が中心

になって方方しております魅力的な農業経営を目

指す家族経営と定の方方というのがございまして、

これらのことから法人化の方方に向けて努力をし

ていきたいというふうに考えております。今後も

地道な対策を方めながらＪＡ、農業委員会、普及

センターなど関係機関と法人化への有効な対策を

検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）
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私からは、名寄農業〇教育部長（山内 豊君）

高校の今後の方向性についてお答えをいたします。

初めに、担い手等の研修施設としての活用の可

能性についてでございます。名寄農業高校は本年

度から募集停止となり、平成２２年度末をもって

閉校の予定でございます。本年度新設開校となっ

た名寄産業高校の産業キャンパスとして名寄農業

高校の学校施設が活用されております。３月５日

に上川農業改良普及センター、ＪＡ道北なよと、

名寄農業高校教育振興会、名寄農業高校同窓会、

名寄光凌高校、名寄農業高校、名寄市経済部、名

寄市教育委員会の代表などによる名寄農業高校農

場施設設備の利活用に係る懇談会が開催されまし

た。名寄産業高校における学校運営の基本的な考

え方、名寄農業高校の農場施設設備の現況、今後

の両校農業科教職員数の方移などの報告を受けた

後、意見交換がされました。この意見交換の中で、

１つとして今後見込まれる教職員の減９により農

場や各種施設設備の維持管理への影響が懸念され

る、２つとして産業高校酪農科学科の将来像と民

間農業後継者育成機能などの担い手育成方策の将

来像を明確にしていく必要がある、３つとしてプ

ロジェクトの組織化を検討する必要がある、４つ

として産業高校の教育活動と民間農業後継者育成

機能をどのように結びつけるのか研究が必要であ

るなどの課題提起がありました。

また、名寄市教育委員会では５月に北方道教育

委員会に対して名寄農業高校閉校後の実習地、実

習施設の利活用などについて、関係者による学校

施設を活用した民間農業後継者育成機能に関する

横断的なプロジェクトの設置を要望してきたとこ

とです。担い手育成の研修施設として活用するこ

とには、知事部局への働きかけが重要であると認

識しているとことでありまして、知事部局への要

望を実施するとともに情報収集などに努めてまい

ります。

次に、新たな活用の方方方法について御質問が

ございました。名寄農業高校、名寄産業高校、産

業キャンパスの実習地、実習施設等の有効活用に

ついて、３月に開催された名寄農業高校農場施設

設備の利活用に係る懇談会を今後も継続して開催

されるよう要望してきているとことでありますが、

この懇談会を通じて基本的な課題等を明確にして

いくことも一つの方法と考えます。また、学校教

育施設を活用した農業研修、担い手育成を行う民

間農業後継者育成機能を名寄産業高校があわせ持

つことについて、その可能性も含めて情報収集と

内部検討を方める必要があると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御回答をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきましたので、再質問させていただきたいと

思います。

まず、補正予算に関する地域活性化あるいは経

済危機対策臨時交付金で、大きな金額といいます

か、年度末の３億 ８００と度から比べると、そ

の割ではないなと。４億 ８００と度ということ

なのですけれども、その事業の中に大学の整備と

いう項目がありましたし、それぞれ医療関係等も

あったのですけれども、まず大学の整備について

どの程度の事業内容を考えて、いずれ臨時議会に

正式に提案されると思うのですけれども、今の段

階でわかる範囲内で再度お聞きしたいと思います

ので、よとしくお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

黒井議員の質問に〇総務部長（佐々木雅之君）

お答えする前に、先ほど冒頭の概要の中で２１年

度の交付金の名前を昨年の生活対策と使いまして、

正式には２０年度が生活対策臨時交付金で、２１

年については経済危機の対策臨時交付金、ちょっ

と間違えましたので、申しわけございませんでし

た。

今回の交付金の関係につきましては、先ほど事

業の概要だけ言わせていただきましたが、大学の

関係につきましては、第２次の校舎整備計画がま

だ十分行き渡っていない中で、４学年が全部そと
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う段階で現状必要な施設整備ということで大講義

室機能が何とかならないのかと。そのためには、

建物をいじることはできないものですから、備品

整備等で対応するような予算を盛りつけをしたい

なと。それから、ＯＡ機器の関係についても不十

分な部分につきましては増強をしていきたいなと

いうふうに考えています。詳細の事業については、

１７日に実施計画書を出しまして、７月の臨時会

でお願いしたいなと思っています。

それで、一般的に今回の施設改修の関係につき

ましては、総合計画のローリングに載っている事

業のうち緊急度の高い、それから必要度の高いと

いう面で、公共施設の整備の関係については旧名

寄、旧風連とも財政が厳しかったので、特に大規

模改修的なものについては余りできていなかった

というふうに思っています。その一番の例が庁舎

の屋根の改修とか防水関係について、施設がこれ

だけコンピューター機器がたくさん入っている中

で、致命的なダメージを受けるということもあり

ますので、あらゆる公共施設の屋根の防水関係に

ついて再点検をさせていただきまして、その中で

屋根であるとか、場合によっては外壁も含めて施

設の延命につながるような部分を考えておりまし

て、そういう面では大学は先ほどのＯＡ機器、大

講義室機能の拡充と、あわせて屋根の改修も含め

て予定をしております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

新しい施設というこ〇１８番（黒井 徹議員）

とではないというふうに今あれなのですけれども、

大学の大講義室も必要ですし、聞くとことによる

と学食というのですか。あれらも定数４年まで全

員入ったら、とてもではないけれども、昼休みの

時間とかは食事もできないような状況だというふ

うに聞いていますので、どの程度今補正の中で予

算を傾注するのかわかりませんけれども、２次の

大学の改修計画がいつ出るのかあれですけれども、

できるだけ早い時期に食堂関係、いわゆる環境整

備といいますか、学生に対する環境整備もしてい

かなければならぬというふうに思いますので、改

めて考えがあればお伺いをしたいと思います。

それから、ブロードバンド、これは採用になる

かどうかわからないのですけれども、これらがも

し公共事業として採用になった場合、どの程度の

予算が見込まれるのか、わかればお伺いをしたい

というふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと大学の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、大学事務局長において市長、

副市長と議していますので、大学の事務局長のほ

うから答弁させていただきます。

最後の部分、ちょっとよく聞こえなかったので、

もう一度お願いできますか。済みません。

ブロードバンドの整〇１８番（黒井 徹議員）

備を総務省で３分の１助成の事業があるというこ

とですが、これをやるとすれば、実施するとすれ

ば、どの程度の事業規模になるのか伺いたいなと

思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

済みません。失礼〇総務部長（佐々木雅之君）

しました。ブロードバンドの関係については、地

域の懇談会であるとか、議会でもたびたび御質問

をいただきまして、今回の事業規模につきまして

はおおむね ２００と度程度というふうに考えて

います。国のほうは、ブロードバンド未整備地区

の解消を総務省の予算の中で大きくうたっており

まして、今回は補正予算の中で総務省の所管予算

とプラスアルファで先ほどの臨時交付金を使いま

して、おおむね受益者負担の関係については１割

程度というふうに考えています。中身につきまし

ては通信衛星の設備を、３０と度程度するのです

けれども、それを各戸に市のほうから無償貸与を

すると。そのかわり維持管理も含めた形で一定程

度の受益者負担もいただきながら、通信衛星回線

を使いましてブロードバンドを整備したいなとい

うふうに考えています。詳細の関係につきまして
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は、まず総務省の補助金がつくかどうかというこ

との関係につきまして、要請させていただいてお

りますので、７月中には内示が来るというふうに

考えておりますので、鋭意関係機関のほうと現在

と議中であります。

以上です。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学の施設〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

整備の計画の関係で若干お話をさせていただきた

いと思いますが、既にこれまでも御説明させてい

ただいてございますが、大学としては大きな課題

としては図書館構想が１つございます。さらには、

現状として食堂が御指摘ありましたように狭隘化

しているというようなことで、今回現場サイドか

ら交付金事業で大学食堂を１つふやす案も示させ

ていただきましたが、現状としてはこれまでも総

合計画等の中に入っております大学図書館の中に

大講堂も併設をした建設をすると、こういう考え

であります。

それで、今の図書館がまた集方されますと、そ

この跡利用をどうするのかといったときに、当初

の考えでは食堂をそこに持っていくと、こういう

ことになってきますので、現在の食堂を拡幅した

ときに当然厨房施設も拡大をしていかなければな

らぬと。こうなりますと、当初考えた部分の手戻

りがやっぱり出てくるというようなことで、大学

の中できちっと将来構想といいましょうか、施設

整備の考え方をきちっとまとめてひとつ対応して

いこうということで、今回は当面の対応というこ

とでＯＡ機器等につきましては年次計画を持って

整備をすると、こういうことになったものですか

ら、それを前倒しする形でひとつ教室の環境整備

を図っていこうと。

さらには、お話がございましたように恵陵館の

屋根がすが漏りをしているという部分がございま

して、そこは何とか雪おとしをする中で対応しよ

うということだったのですが、やはり数９ない教

室の中で実はことしの冬もすが漏りがしまして、

講義を違う場所でしなければならないという状況

もございましたので、緊急度があるというような

ことでそれの対応もしていこうと。

さらには、昨日も話題になりましたが、やっぱ

り就職対策の部分で模擬試験なんかが実は何回か

出てきます。そのときに２００人ぐらいの規模の

生徒が集まるという教室は、実は３人がけで何と

かしのいでいる部分ありますが、テストなんかを

しますと、やっぱり隣の答案が見えるというよう

な部分がございまして、最低限２人で対応するよ

うな設備ということを考えますと、現実には対応

できないでいますので、何とか体育館を活用する

中で、備品を整備してひとつ当面しのいでいこう

と、こんなことで今回交付金事業で上げさせてい

ただいたということでございます。いずれにしま

しても、大学としましては図書館なり食堂の整備

を早急に解消していきたいと思っておりますので、

そういうことで御理解をいただければと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

この経済危機対策で〇１８番（黒井 徹議員）

補正が来て、年度末と合わせると方８億度近く、

かなり来ていますので、一般会計の総予算の四、

五％になるということで、査定から漏れたものか、

あるいは今総務部長から言われている施設設備の

延命化を図るための改修工事とかというようなこ

とで、極力有効に使っていただきたいというふう

に思います。本当は解散するべきだったのですけ

れども、解散しないで地方にこれだけの金が来た

ということは、一時的にはありがたいなというふ

うに私は判断するわけですけれども、その後の財

源が枯渇するというようなことで有効に使わない

と、また地方に来る交付金は削減される可能性も

あるので、今市民のために有効に使っていただき

たいなというふうに思います。

それで、次に移らせていただきたいと思います。

農業関係の予算等で５項目にわたって伺いました。

まだまだ内部は、はっきりしていないものもある

かというふうに思うわけですけれども、１番目の
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中で一番気になるのは雇用拡大のためにスーパー

Ｌ資金の無利子化というもの、これは今土地の購

入等も含めて非常に効果のあるものでないかなと

いうふうに私は思うのですけれども、昨年漏れて

いる部分も大分あるというふうに聞いていますし、

ことしの申請もあると思うのですけれども、ある

程度これに関する情報があればひとつ伺いたいな

というふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

スーパーＬ資金の無〇経済部長（茂木保均君）

利子化の関係につきましては、これは非常に今お

話ありましたように土地の取得の部分については

ほとんどこれを使いたいと。従来農地保有合理化

事業で５年後に取得するという、こういうケース

が多かったわけですけれども、この無利子化措置

が出てからは、これでいきなり資金対応で買うと、

こういうことです。

それで、詳しくちょっと最近の状況はつかんで

いないのですが、昨年の部分の中では一部なかな

か全部対応できないというお話もありましたけれ

ども、その部分がこういった補正予算の中で対応

できるのかなというふうに考えておりまして、そ

ういった部分を極力対応できるような形で仕組ん

でいきたいと考えております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

極力そういう事業に〇１８番（黒井 徹議員）

のせて経済の負担が軽減されるようにお願いした

いと思います。

それから、改めて再質問をさせていただくので

すけれども、研修生の受け入れ農家に対する支援

対策もあるというふうに聞いていますし、それか

ら私が一番気になるのは、産地食肉センターの施

設設備への支援という事業もあるわけですけれど

も、昨年ニチロも含めたあそこの食肉センターの

新設がならないのかという話で、いとんな事業を

模索してというふうに要請をしているわけですけ

れども、今回畜産の食肉センターの設備に支援事

業が盛り込まれているというようなこともありま

すし、そこら辺の事業で名寄市として採択になら

ないのかどうか、改めてお伺いをしたいと思いま

す。この２点をお願いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年来の経済不況と〇経済部長（茂木保均君）

いうことで、雇用の部分でも国ではいとんなあら

ゆる面を想定をして対策を打っておりまして、そ

の中で従来余り考えられなかった部分として農の

雇用という部分についても幅広く予算づけがされ

ております。ただ、なかなかこの農の雇用という

部分も年間を通じた部分になるのか、あるいは将

来的に就農を目指すような状況になるかというこ

とを考えれば、なかなかいっときの部分にとどま

るという、そんな状況もございますけれども、か

なりの平成２０年度の補正以来いといとと農の雇

用に対する予算づけもされてございます。

当市においてのこの活用状況ということでお話

をさせていただきますと、今智恵文地区の酪農家

さん２戸で５名、それから風連地区の耕種農家で

２名、酪農家２戸で５人、風連の耕種農家２戸で

２人、この農家で農の雇用事業を計画をいたして

おりますし、さらには今新規就農を目指している

研修生が３名ほど智恵文地区に入っておりまして、

これらの部分についても農の雇用事業の適用とい

うようなことで申請をいたしております。研修費

用という名目で月額に９と ０００度、最大１年

間助成していただけるということですから、農家

サイドにとってみれば報酬という形で研修生に支

払える金額相当分が来るというようなことになる

と思いますし、さらには住宅だとか通勤手当だと

か、こういったものの手当てもあるようでござい

ます。

それから、もう一点、いわゆる食肉センターの

関係なのですけれども、これにつきましては昨年

耐震調査といいますか、そういった調査もさせて

いただきまして、施設の老朽化というものがかな

りあるということで、当面はもつにしても１０年、

２０年というサイクルで見ると、やはりここは考
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えなければならないという、そういう調査の結果

もいただいております。

そこで、施設の改修といいますか、そういった

ものについて、先ほどお話あったように補助事業

等々でいといとと研究しておりまして、今回もう

本当に農業サイドでいとんな補正予算が組まれて

おりますから、議員の説明ありましたように、こ

の地域の食肉センターについても予算額が増額さ

れております。しかし、基本的な採択要件、これ

については強い農業づくり交付金というのがある

のですが、ここでの採択要件は変わっていないの

です。牛換算で３００頭以上規模の施設というこ

とになっておりまして、市のほうでは最大１００

ぐらいの規模というふうに一応考えておりますか

ら、そういった意味ではなかなか採択要件に当て

はまらぬというとことで、この補助の部分を満た

すことができないという状況なのです。

それで、昨年これも補正予算なのですけれども、

２０年度の補正予算でそういった採択、制限のな

い農村漁村活性化プロジェクト支援交付金、これ

を使って何とかできないかということで、これも

申請上げたのですが、考え方の基本としては先ほ

ど言った強い農業づくり事業の交付金の要件、さ

らにはと畜場というのは、いわゆる所管が厚生労

働省なのです。農水省ということではないもので

すから、そういったことも含めて、なかなか採択

というような状況にはならぬというお話を受けて

おります。ただ、と畜場がありまして、そして加

工場があると。加工場の部分はメニューにのっか

っているものですから、この部分については事業

をすることは可能だと、こういうお話もいただい

ております。ただ、名寄市はと畜場は名寄市のも

のと、そして加工場は指定管理者という形でやっ

ておりますから、基本的にやはりと畜場、食肉セ

ンターが事業できなければ難しいのではないかな

という判断をいたしておりますけれども、そうい

う状況でありますけれども、今後も適当な補助メ

ニューというか、そういったものを探っていきた

いということで、先ほど総務部長からもお話あっ

た地域活性化・公共投資臨時交付金、これらにつ

いても検討をしていきたいと思っております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

臨時交付金、有効に〇１８番（黒井 徹議員）

使っていきたいと思うのですけれども、そんなに

はやっぱり事業の予算がないということで、でき

れば今言う食肉センターや何かは農水関係の予算

をきちっと、採択要件がちょっと違うということ

も残念なのですけれども、もう９し研究、模索を

していただきたいなと思います。

その研修生受け入れ等についても、後半に申し

上げた集落営農の法人化等と関連するわけですけ

れども、やはり今規模拡大をどんどんして若い人

たちは一生懸命やっているわけですけれども、あ

る程度限界もあります。財政的なこともあり、あ

るいは作業の能力のこともあるわけですけれども、

そういう中で部分的な法人ですとか、いわゆる作

業委託、外に出す、あるいは受けるといういとん

な手法が出てくるのではないかと思います。そう

いった意味では、あと１０年もするとまた若い後

継者が出てくるというふうに認識はするわけです

けれども、地域によっては３０戸あったとことが

もう既に五、六戸の中核農家に編さんされてきて、

あと私も含めて小規模のがまだ１０件ぐらいある

というようなときに果たしてそれらが地域で全部

受けられるのかと。農家もやっぱり経済行為です

から、どこかでこれは無理だなという人も中には

出てくると。規模拡大はしたけれども、償還がま

まならないという。そういう人たちが２０町、３

０町持ったときに、だれが受けるのかという私な

んかはやっぱりそういう不安が出てくるのです。

そういった意味では、時にはある程度地域的な

法人あるいは個人法人でもいいですけれども、大

きな器を持てる政策というのが今から必要になっ

てくるのではないかなというのが１つある。そう

いった意味では、９し現状では個人経営が有利で、
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それらを好むというのはわかるのですけれども、

９し前向きに検討をしていただきたいなというふ

うに思います。

それから、個別の経営と同時に、やはり地域を

どう守っていくかというのがまた名寄市にとって

も大事なことになるのではないかと思いますので、

よとしくお願いを申し上げたいというふうに思い

ます。

それから、新しい手法というか、今智恵文なん

かでは、大学の先生も今ひまわりの製油の関係を

やっているのですけれども、こういった製油に関

する事業、今智恵文で１カ所、ひまわりを大々的

につくって油を絞るというものを研究していると

いうふうに聞いていますので、これも緊急交付金、

臨時交付金でということにはならないと思うので

すけれども、将来に向けて企業を起こすという起

業でそういうものができないのか。大学の副学長

によるひまわりの製油、それから亜麻の研究で、

亜麻で断熱材をつくってというか、何かそういう

研究もあるので、それは智恵文で９しやとうとい

うふうにしていますので、そういう新しい試みも

地域の農業の振興につながるのではないかなとい

うふうに思いますので、これらの情報あるいは企

業として将来的にあるいは道、国にそういう申請

をしながら新しい展開ができるのか、その可能性

についてもちょっと伺いたいというふうに思いま

す。よとしくお願いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄大学の三島副学〇経済部長（茂木保均君）

長あるいは道北地域研究所の木村参事が中心に、

ひまわりの油の可能性あるいは亜麻製品の可能性

についていといとと昨年来試験研究をやっている

ことは承知をいたしております。ひまわりについ

ては、名寄の中では２０年ぐらい前になりますか。

旭川に搾油会社があった時点では一定の作付もあ

りましたけれども、そこがなくなった後は作付が

ないというような状況にもなっております。ある

いは、亜麻についても名寄には従前亜麻会社とい

うか、亜麻工場がありましたから、そういった部

分では三島副学長たちがこういったとことに目を

つけてという部分で、つくったものを商品化をし

て、またそれを循環をしてという、そんなことを

描いているようでございます。

簡単にちょっと御説明いただきました内容とし

ては、ひまわり油に関しましては、従前のひまわ

り油より高機能性を持ったひまわり油を作成する

ため輸入された種を使用して、ことしは名寄農業

高校で３０アール、智恵文の農家で６ヘクタール、

サンピラーで１０アール作付されています。日本

での本格的な作付は名寄が最初ではないかとのこ

とでございますが、現在搾油する業者のと力を求

めるために農商工連携事業等の申請について検討

しているというふうに伺っております。亜麻に関

しましては、ヨーロッパなどでは布地、断熱材製

品化されていて、日本では亜麻製品を輸入してい

る状況だそうでございます。名寄では、ことしこ

の亜麻についても６０アール作付して、事業化の

検討を方めるということでございます。これらの

取り組み、農業サイドでどうかということであり

ますが、現実的にはなかなか農家の皆さんがこれ

を栽培をして採算ベースにのるというのは非常に

難しいのかなというふうに思っております。しか

し、これを加工をして商品化をすると。そういう

農商工連携という一つの仕組みまでいけば、農業

サイドも商業サイドも工業サイドもという形での

一つの可能性はあるのかなというふうに思ってお

ります。大学で取り組んでいる部分でございます

ので、方移を見守りながら、その可能性について

私どもも期待をしたいというふうに考えておりま

す。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

名農でも３０アール〇１８番（黒井 徹議員）

つくっているということで、ひまわり油なんかは、

今食用廃油の回収をやっていますけれども、廃油

をどのぐらい持ってきたら、ひまわり油を還元の

油として、なかなか商品というか、全国に出ない
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のですけれども、地元の還元の中でエコの対策と

いうようなことで、還元油としても使う可能性も

あるので、そこら辺も９し模索していただきたい

なと思います。

時間もなくなりましたので、最後に名寄農業高

校等について、教育部長のほうから答弁ありまし

て、昨年３月に行った懇話会を継続をしてやって

いただくというようなことで、ぜひとも期待をし

たいというふうに思います。

農業関係ということで、この近隣、上川北部に

９し行政もあるいは農と関係にも働きかけて、ど

ういう活用がいいのか、名寄市にとどまらず、そ

ういう働きかけもしていただきたいなというふう

に思います。

これは、全く要望でございますけれども、真剣

に道のほうに要請をして、道の何か指示があると

いうようなことはまずないと。これは、やはり地

域、地元の熱意によって変わっていくものではな

いかなというふうに思います。要望はして、その

うち何とか道のほうから言ってくるだとうという

種類のものではないというふうに私も認識します

ので、名寄市を中心として、関係者を中心として

このプロジェクトチームといいますか、これを正

式に市主催で立ち上げていただくことを要望して

質問を終わらせていただきたいと思います。あり

がとうございます。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

議場が暑くなっておりますので、午後からの会

議は上着を脱いでの会議を認めます。

施設の統廃合について外１件を、田中好望議員。

議長のお許しをいた〇１７番（田中好望議員）

だきましたので、通告順に質問をさせていただき

たいと思います。

まず最初に、施設の統廃合について。昨日、佐

藤勝議員からも同じような質問があったわけで、

多９ダブるかと思いますけれども、お許しをいた

だきたいと思います。

まず、望湖台センターハウスについて。名寄市

行財政改革方方実施本部の全体会議において、公

共施設の統廃合検討の中で２０１５年度をめどに

望湖台センターハウスを廃止検討対象施設と上げ

ているが、財政面、利用減のみを主な要因として

廃止のあり方の方向づけ、方方本部は今後市民や

利用者の意見を十分聞いた上で方向を出すとして

おりますが、その点はどのようなことなのかをお

聞きをいたしたいと思います。継続するための行

政努力が可能なのか不可能なのかもあわせてお伺

いをいたしたいと思います。

望湖台センターハウスにつきましては、保養施

設のセンターハウスとして、望湖台自然公園にあ

っては旧風連町時代から方１０億度弱の財政投入

がされております。旧風連町民を初め、多くの方

々に親しまれております。指定管理者のふうれん

望湖台振興公社は、過日行われました取締役会議

で継続に向けて新たな発想に立ち、この１年間で

経営改善の方策を検討するとしております。赤字

だから廃止、黒字に転換できたら存続なのか、そ

のお考え方をお尋ねをいたしたいと思います。

センターハウスは、築２７年を経過しており、

老朽化をしております。利用減、収入悪化だけを

その主たる事由として維持管理ができないとする

考え方はいかがなものかと考えるとことでござい

ます。合併に伴って類似施設ができてくるのは当

然だというふうに考えております。関係機関、諸

団体との連携を含め、存続に向けて再検討すべき

と思いますが、御見解をお聞きをいたしたいと思

います。

続きまして、歴史民俗資料館についてお尋ねを

いたしたいと思います。歴史民俗資料館は、風連
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地区の歴史と文化にかかわる資料収集と保存、そ

の公開を目的に平成２年に建設され、今日まで幅

広く地域内外の方々の多くが来館され、次世代を

担う青９年教育にも意を配して郷土愛の醸成に努

めてきたとことでございます。合併前にあっては

常設展示のほか、道内市町村、民間団体連携のも

とに特別展の開催など、施設の機能を十分に発揮

してきたと思われます。しかし、ただいま行革の

中での議論がなされているようでありますが、今

後風連地区の文化伝承のあり方につきお伺いをい

たしたいと思います。

合併後にあってもそれぞれの地域の特性を大切

にしながら振興策を図るのは当然であります。特

に伝承すべき文化をどう位置づけをして、老朽化

に至っていない歴史民俗資料館をさらに地域の皆

さんに親しんでもらう行政的手法をぜひとってい

ただきたいと思いますが、その考え方をお聞かせ

を願いたいと思います。

最後に、風連中央小学校の老朽化に今後どう対

応するかということでございますけれども、この

ことにつきましても平成２０年の第４回定例会で

多９ニュアンス的には違うかもしれませんけれど

も、同じ質問をさせていただきまして、ある程度

答弁もいただいたとことでございますので、その

点につきましても教育委員会の方々の御了承を願

いたいと思います。

風連中央小学校は、建築後４０年弱が経過して

おり、老朽がかなり方んでおります。今後どう対

応をしていただけるのかをまずもってお伺いをい

たしたいと思います。改築計画では、新総合計画

の後期計画に登載をされておりますが、風連中学

校移転後の跡地の活用との関連から早期の着手は

可能なのかをお伺いをいたしたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま田中議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大きな項目２点にわたり御質問をいただきまし

た。大きな項目１点目の小項目１番目は私から、

小項目２番目と大項目２点目は教育部長からの答

弁となりますので、よとしくお願いいたします。

大きな項目１点目、施設の統廃合について、小

項目（１）の望湖台センターハウスについてお答

えを申し上げます。初めに、廃止検討の理由でご

ざいますが、行財政改革方方実施本部の公共施設

のあり方検討部会で、新市の同様施設の将来展望

として望湖台センターハウスにつきましては利用

者の減９、収支バランス悪化等がと議の中での重

要な位置づけではありましたが、それ以上に施設

の老朽化が一番大きな要因として廃止を検討すべ

きとの方向が示されました。望湖台センターハウ

スは昭和５６年に建設され、薬草温泉の入浴施設

として大勢の方々に親しまれ、御利用いただきま

した。２８年を経過し、入浴施設、ボイラーなど

老朽化が激しい実態にございます。

センターハウス全体の施設利用者は、平成１０

年には２と ２９３人、平成１５年１と ００８ 

人、平成１８年１と ０６９人、平成２０年は 

１７２人となっており、そのうちの入浴者は平成

１０年が２と ５９４人、平成１５年 ０９８人、 

平成１８年 ５１５人、平成２０年が ５１９人 

と年を追うごとに減９傾向にあります。センター

ハウスは、これまでの時代背景の中で果たしてき

た役割は非常に大きかったことは事実であります

し、風連地区のシンボル的な施設として今日まで

きたのも事実でございます。しかし、時代ととも

に果たすべき役割が変化しておりまして、施設の

今後につきましては今年度の行革実施本部事業見

直し検討部会の検討結果を踏まえ、多くの市民や

利用者の意見を伺い、今後担うべき役割、方向性

を見出していきたいと考えております。

存続に向けた検討はできないのかというお尋ね

でございます。望湖台センターハウスは、開設当

時の観光的な入浴施設という役割は一定程度終え、

現在は保養施設や地域のコミュニティーの場とし

ての要素が大きいものと考えております。風連地

区の高齢者が定期的にセンターハウスを会場に定
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例会を開催していただいておりますし、今後は利

用者の御意見を聞かせていただく場を設けなけれ

ばならないと考えております。また、望湖台振興

公社においては経費削減のために人件費を中心に

節減しておりますが、多９の施設整備を行うこと

で今の利用者をさらにふやし、収支を改善するこ

とは容易なことではないと考えております。

ただ、ふうれん望湖台自然公園につきましては、

現在でも多くの子供たちを含む家族連れがキャン

プなどを楽しむなど、夏場においては名寄市の観

光施設、生涯学習の場として重要な役割をも果た

していると考えております。今後ふうれん望湖台

振興公社ともと議を重ね、センターハウス、自然

公園の管理を含め、施設のあり方についてと議検

討をしてまいりたいと考えてございます。

管理について、関係団体と連携を図って運営で

きないかというお尋ねをいただきました。現在名

寄市には、ふうれん望湖台振興公社、名寄振興公

社と観光施設の管理運営をしている第三セクター

が２社存在しております。今後の公社のあり方に

ついても検討が必要となってきております。ふう

れん望湖台自然公園の管理について、ふうれん望

湖台振興公社の経営状況などを注視しながら、今

後の管理運営について連携と力も視野に入れなが

ら２つの公社とと議の場を設定したいと考えてお

ります。

私からは以上でございます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の（２）、歴史民俗資料館と大きな項目２項目

めの風連中央小学校の老朽化と今後についてお答

えをいたします。

初めに、歴史民俗資料館についてでございます。

歴史民俗資料館につきましては、北国博物館の分

館として位置づけられており、合併前と同じく見

学希望者に開館する方法をとっております。合併

後も６００名前後の入館者がありましたが、平成

２０年度から風連地区の文化祭の会場を一元化す

る中で年間入館者の方５割を占めていました文化

祭での入館者がなくなり、３００人前後に減９い

たしました。これを踏まえて、２階の特別展示室

に満杯状態の北国博物館の収蔵庫の資料を移すな

どして、あいた空間を収蔵スペースとしての活用

を考えております。

また、現在歴史民俗資料館の入館希望者につき

ましては、隣接する風連福祉センターの生涯学習

課の職員が対応してございます。来年度は、地域

交流センターの開館が予定され、これに伴い職員

も異動し、現福祉センターは解体される予定であ

ります。このため、来年度以降の入館希望者の対

応につきましては、現在内部で検討いたしてござ

います。いずれにしましても、今後の歴史民俗資

料館につきましては収蔵庫としての機能が大きく

なるものと考えております。地域の文化伝承につ

きましては、歴史民俗資料館が風連地区の文化財

を展示、保存するメモリアル施設である位置づけ

に変わりはありません。資料の収蔵機能を高めつ

つも１階の展示室の観覧につきましては、入館者

の動向を見据えながら開館の対応をしたいと考え

ております。

次に、風連中央小学校の老朽化と今後について

でございます。風連中央小学校の校舎及び屋内運

動場は、建築後３７年が経過しております。この

間、昭和６３年と平成１０年にアスベスト撤去な

どの大規模改造を実施し、その後老朽化の状況に

応じて修繕を行い、現在に至っております。今後

も学校と連携して日ごとからの点検活動を徹底し、

ふぐあい、危険箇所などの早期発見と適切な対応

を行い教育環境の確保に努めてまいります。

次に、風連中央小学校の校舎及び屋内運動場の

改築事業につきましては、名寄市教育委員会では

本年１月に学校施設に関する耐震化の基本的な考

え方や方め方を定めた名寄市立小中学校耐震化計

画を策定いたしました。この計画では、市内１２

校２７棟の建物について耐震化事業実施の優先順

位と耐震化の方法などを定めております。風連中



－112－

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号

央小学校の校舎及び屋内運動場の耐震化事業につ

いては、総合優先順位の６番目に位置づけて、新

名寄市総合計画の後期計画において事業化を図る

こととしてございます。風連市街地区においては、

今後風連高校の閉校、風連中学校の移転に伴う跡

地の発生など学校の配置状況が大きく変わること

が予想されます。風連市街地区の学校配置につき

ましては、市長部局と連携を図り、検討してまい

りたいというふうに考えております。今後の市街

区のあり方とも関連しますので、よとしくお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１７番（田中好望議員）

ただきました。再質問をさせていただきたいと思

います。

まず、望湖台センターハウスにつきましては、

昨日佐藤勝議員が私がお聞きしたかったことの方

８割ほどをしましたので、多９時間も早く終わと

うかと思いますけれども、今の答弁で聞きますと

いわゆる廃止検討というのは、乱暴な言い方をす

れば施設の老朽化、収入がない、それと利用者が

９ないと。言えばそういったことでの廃止の検討

と。これは当然だと思います。がしかし、そこで

一考願いたいのは、やはり昨年度は方２７８と度

の赤字で累積赤字が４３０と度超ということでな

っております。それで、本年度の経営計画は合宿

等の宿泊に力を入れ、市内企業や団体への個別訪

問活動を行うとともに、望湖台自然公園を生かし

たイベントや各団体のアイデアを取り入れた催し

を企画をするというふうに今行っているわけです

けれども、小室社長には大変失礼な言い方かもし

れませんけれども、もっともっと早くやってほし

かったなという気もいたしますし、そういった中

で私は風連時代からも、それから議員の方も何人

かは、もっといわゆる望湖台センターハウスを前

面に出してＰＲをするべきだということを、これ

は小室副市長兼社長がよく知っているかと思いま

すけれども、随分言ってきたわけですけれども、

そういったことがなかなかできなかったのではな

いかということが多９の原因になっているかなと

思うのですけれども、そういったことを含めて市

として行政的に今後アドバイスを送っていただき

たいと思うのですけれども、その辺もしか具体的

なあれがありましたら、お聞かせを願いたいと思

います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今回行革の実施本部で〇副市長（中尾裕二君）

公共施設のあり方について検討をさせていただき

ました。これは、合併に伴いまして新しい３と

０００の市で公共施設はどういう姿が望ましいの

か、これが原則論としてあったわけでございます。

それぞれ１００年を超す歴史の中で、それぞれの

行政分野についてこれまで社会資本の整備を方め

てきたわけですから、旧風連町、旧名寄市にそれ

ぞれの教育施設あるいは福祉施設等整備をしたわ

けであります。それが合併に伴いまして一つの市

になったと。そうしますと、単純に申しますと首

長も１人だと。施設については、そうすると３と

０００の一つのまちでどういう施設が必要なの

かという議論がまず原則としてありました。その

上にさらに老朽化している施設あるいは経営上立

ち行かない施設等について、個々にリストアップ

をして方向性を出すと。この方向性は、やはり合

併特例区を設定をした５年ということが原則であ

とうと思います。これは、緩やかな合併といいま

すか、一体化と申しますか、ソフトランディング

と申しますか、余り無理のない形でスムーズに一

体化ができるという期間の設定というふうに承知

をしておりまして、この間にぜひ個々の施設につ

いては一定の方向性を出したいと。

これは、今々すぐに廃止するとか、そういうこ

とではございませんで、それぞれ利用していただ

いている方の対応あるいは跡利用も含めて対応を

考えないと前に方みませんので、そういう観点か

ら今回全体的な公共施設について見直しをさせて
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いただいたと。その一つがただいま話題になって

おりますセンターハウスと。これにつきましては、

一時的に経営が苦しいのか、今しのげば何とか立

ち行くのか、それともやはり恒久的に相当難しい

状況にあるのか。この建物につきましては、やは

りサービス業として営業しているわけですから、

やっぱり一定の設備投資は必ず要ると。この設備

投資については、新市になりましてサンピラーと

いう施設も類似施設としてあります。近隣の各自

治体は、それぞれ美深にしても下川にしても、あ

るいは音威子府にしても中川にしても１つずつ持

って必死にその営業をしているということですか

ら、名寄の３と ０００のエリアで２つの施設が

果たして運営できるのかどうかということも含め

て、今後きっちり相談をさせていただきながら方

向を出していきたいと考えております。

以上でございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

小室社長に、公社の〇１７番（田中好望議員）

社長にお聞きいたします。今中尾副市長から、ど

ういう経過というか、その経過をあれしたわけで

すけれども、現実的に我々は新聞報道でしか、地

元紙の。いわゆるその株主総会の中での議論経過

といいますか、どういう要望もあった……たまた

ま私個人的ですけれども、その株主の中に１人お

友達がおりまして、言葉は悪いのですけれども、

おまえ、もうあの公社はもたぬぞという、そうい

う意見も聞いたことは事実でございます。それは

別にいたしまして、どういう議論がありまして、

いわゆる今は廃止という矢面に立っているのだと

いう説明をしたはずだと思いますので、その経緯

をお知らせを願いたいと、その株主総会の。お願

いいたします。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

前回株主総会をやった〇副市長（小室勝治君）

段階で、今受けている指定管理の年数は５年とい

うことで、ことしと来年あるわけでございます。

したがって、今までの中でほとんどがマイナスで

あったということでございますし、この株式会社

の望湖台の公社については合併以前から経営状態

が余りよくなかったという経過もございます。そ

のたびに町議会の中でいといと質問を受けたりな

んだりしておった経過がございますし、この株式

は４７名の株主さんがおりまして、その中には市

が入っているわけですけれども、多くの人から９

しずつ株式を得て運用をしてやっているわけです。

その中には本当にボランティア的に、それだった

らおれも９し出して、望湖台の振興公社のために

出しておくかというような形でおつき合いで出し

てくれた人が相当数おります。中には仕事上の関

連からおつき合いをしてくれた方もおとうかと思

います。いずれにしても、この株式会社、今急に

赤字になったわけでもございませんし、以前から

こういう経過をたどってきているわけです。旧風

連時代にももっとお金を入れてリニューアルでき

れば、もっと方向性が出てきたのかなとは思うの

ですが、当時からもそういったことで株主の中に

は、もうそとそといいのでないのかいというよう

なことも含めて、今まで民間の方が社長をやって、

それで民間の知恵を入れながら運営をしてもらっ

たわけですけれども、それもやはり余り芳しくな

かったと。

そして、今は社長になる人がいないものですか

ら、どうしてもやれと、こういうことでやらされ

ているわけですけれども、非常にもうけるという

か、何よりやはり会社は会社として何とか預かっ

ているお金を皆さんにお返しできるような形まで

にはしたいなと。これは株式会社ですから、パン

クしましたよと言ったら、それで終わりなのかも

しれませんが、そういうことではございませんし、

みんな望湖台振興公社のためにということでそれ

ぞれお預かりしているお金だと私は思っています

から、何とかこの２年で取り返しをしたいという

思いで今頑張っているわけですけれども、今合宿

等の関係もこちらのほうで大きな大会があると意

外と風連に泊まっている方もいるようですけれど
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も、こちらのほうが大会なくなると余り泊まらな

いということでございますし、また公共事業が非

常に９なくなってきたものですから、それらの工

事関係者の泊まる方も９なくなってきたというよ

うなこともございます。今風連中心市街地の関係

で工事やっておりますが、旭川あたりはもうみん

な通いでやっておりまして、なかなか現地に泊ま

って仕事をやっている状態ではございませんので、

それらについても余り期待できなかったというこ

とでございますけれども、何とか今まで利用され

ている方に御不便のないような形で、さらにその

中でやりくりしながら、合理的な運営をしながら

この２年間の間に頑張っていきたいなと、このよ

うな思いで方んでいるとことでございます。

宣伝も悪いのではないかということでございま

すけれども、隣に寝ていても隣の人のいびきが聞

こえたりと、足音が聞こえたりというような状況

の中では、なかなか泊まっていただけるような状

態でもございませんので、苦慮はしているとこと

ですが、何とか今いる現有の人員の中で仕事をや

りくりしながらでもやりながら、運営だけは間違

いないようにということでやっております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

改善に向けて、決し〇１７番（田中好望議員）

てその努力は惜しまないでいただきたいと、この

ように思います。確かにただいま中尾副市長の答

弁の中に、あした、あさってに廃止になるという

ことでないということをお聞きをいたしまして、

聞きますと今年度中にある程度結論を出したいと

いう方向なのですけれども、平成２１年度中にい

わゆる廃止になるのか、別な形で継続をするのか、

ことしじゅうに出るという認識でよとしいのです

か。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

料金をいただいてサー〇副市長（中尾裕二君）

ビスを提供するという施設でありますから、当然

そのサービスに見合うやっぱり施設の整備という

のは必要であとうと思います。今後新たに一定の

公費を投入をして整備ができる状況下というのは

極めて難しいというふうに判断をしておりますの

で、現在の施設でどのぐらい運営ができるかと、

これも一つの目安になりますので、ぜひ本年度中

に時期、いつどうのということではなくて、今後

どういうふうにするのかというはっきりとした方

向性はぜひ本年度中に出していきたいと、こんな

ふうに考えております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

これから申し上げる〇１７番（田中好望議員）

こと、私はぜひこういう方向でいってほしいし、

強く要望したいわけですけれども、今名寄市には

第三セクター関係で名寄振興公社、ふうれん望湖

台振興公社と２つの振興公社があるわけです。そ

の中で両公社の統一、一元化を検討していただき

たいと。その両地区のいわゆる温泉施設も含めた

憩いの場、自然公園、ここは類似点もありますし、

その２つの振興公社が一元化になりまして運営管

理等を行っていただきたいと思いますが、私はこ

のことに対して強く要望をしたいのですけれども、

御見解をお聞きをいたしたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

望湖台の存続に行政努〇市長（島 多慶志君）

力はどこまでしたのかという、そういう御意見も

いただきました。しかし、この地域の取り巻く環

境は必ずしも既存の施設で増を見込めるような、

人口増とか、そのような要因がないというのも現

実であります。熱心に平成２０年度も施設のあり

ようについてもと議をさせていただきましたけれ

ども、問題はやはり建てるときには国の補助メニ

ュー等をうまく使って整備を図ってきたと。しか

し、改築の段階ではなかなかそのようなメニュー

に組み込むことが難しいというのがありまして、

改善ができないできているというのが実態でござ

います。最近の周辺の自治体の温泉施設等につき

ましてもリニューアルを図って客を呼び込む努力

をしているわけですから、そういう中で名寄市で

２つの類似する施設をずっと維持できるかどうか
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というのが意見の分かれるとことであとうと、こ

んなふうに思っております。

御提言ありましたように２つの保養施設、宿泊

施設も含めての株式会社があるわけでございます

から、こちらのほうは一元化することによるメリ

ット、デメリットということもしっかりと検証さ

せていただいて、施設の統合等が具体的になって

くると当然この２つの振興公社が一体化して効率

的な運営をするような知恵を出していただくこと

に、統合という方向が出てくるのではないかと、

こんなふうに思っておりますので、よとしくお願

いしたいと思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

ということは、その〇１７番（田中好望議員）

２つの振興公社の統一、一元化については今後検

討するという理解でよとしいのですね。

それでは、今申し上げたこの２つの施設、振興

公社の統一、一元化についてが今回のこの望湖台

センターハウスの関連で一番私が要望等をして理

解をいただきたいものだったので、あとは何回も

申し上げますけれども、昨日の佐藤勝議員の質問

等で大体よとしいかなというふうに思っておりま

す。

続きまして、歴史民俗資料館の関係でございま

すけれども、地域交流センターができ、今現在あ

ります福祉センターがなくなる、職員も来年は地

域交流センターのほうに移転をするということで

ありますと、例えばこの施設に昼から行きたいの

ですけれどもと言われても急に対応できないわけ

ですよね。それ内部で検討するということでござ

いますけれども、来館から閉館までのそういう事

務作業等も含めて今現在まだ検討しておられるの

であれば、検討というか、考え方があればちょっ

とお聞かせを願いたいのですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在の入館者への対〇教育部長（山内 豊君）

応については、先ほど申しましたように風連福祉

センターにいる職員が対応しているということで

あります。２２年度からは、その職員もいなくな

るということでありますけれども、いずれにして

も教育部の所管ということであります。あの地区

には児童会館がございまして、その中には図書館

分館の職員、臨時でありますけれども、職員がい

ると。それからまた、児童クラブの職員もいると

いうことであります。そういった意味では、入館

者の利便を図るという意味の中では、やはり近間

の人がその入館者に対応する部分が必要なのかな

というふうに思います。ただ、入館者がどこに連

絡をするかという部分につきましては、歴史民俗

資料館が北国博物館の分館という位置づけであり

ますから、北国博物館に連絡をしていただいて、

そこからそれぞれの職員に連絡をして入館者への

対応をするということで今のとこと考えてござい

ます。

以上です。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解いたしました。〇１７番（田中好望議員）

続きまして、壇上で質問もさせていただきまし

たけれども、過去にはこの歴史民俗資料館の専門

職といいますか、そういう方が中央小あたりへ行

って子供たちにいといと文化といいますか、そう

いったものを伝承してきている。私ごとですけれ

ども、私の息子も何回かそういう授業も受けたと

いうことを聞いておりますけれども、今現在は全

くないようになっているのが現実ですよね。

そういった中で、やはり時として高齢者と次代

を担う子供たちの伝承文化の交流は、または憩い

の場づくりも検討すべきではないかと思いますけ

れども、どう考えておられるか。いわゆる資料館

で高齢者の人たちと次代を担う風連地区の小中学

生を対象にいといとそこで交流を深めるという、

そういうことを、これも教育委員会と多９の関係

もあるかなと思うのですけれども、そういったこ

とは今後風連中央小の問題もありましょうけれど

も、風連中学校の問題もありましょうけれども、

お考え方がないのかをちょっとお聞きをしたいの
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ですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

高齢者と子供との交〇教育部長（山内 豊君）

流という部分の中では、歴民を使っての交流とい

うことも考えられます。それは、多分そういった

歴史という部分の中での交流ということになとう

かと思います。ただ、ほかの異世代交流の中では

歴史民俗資料館に限らず、いとんな公共施設があ

ります。現状でいえば、風連の福祉センターもあ

ります。あるいは、コミュニティセンターもあり

ますし、あるいは学校の中でもやるといったこと

があります。そういった意味で、今御提言のあり

ました歴史民俗資料館で行うという部分の中では、

１階の展示スペースの部分の中で風連の歴史を知

るということがございますので、そういった特化

された交流の中では歴史民俗資料館を今後も使う

ということは考えられることだというふうに思い

ます。

以上です。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

この歴史民俗資料館〇１７番（田中好望議員）

の最後の質問になるわけですけれども、先ほどの

御答弁の中でいわゆる収蔵庫の機能を果たすとい

う答弁をいただきましたけれども、私は答弁を聞

いていまして、収蔵庫というのはいわゆる物置的

になるのではないかと。悪く言えば、余ったもの

をただそこへ置いておくということというふうに、

ちょっとレベル低い話かもしれませんけれども、

そういうことで思ったわけですけれども、現実的

には収蔵庫というのは私が言う物置的なものでは

ないのでしょう。どうなのですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの田中議員の〇教育部長（山内 豊君）

お話にあったように歴史民俗資料館は平成２年と

いうことで、まだ２０年しかたっていないといい

ますか、８０周年の事業で建設されたというふう

に聞いております。建設された当初についての運

営はちょっとわかりませんけれども、その後につ

いては郷土史研究会の方々がボランティア的に運

営をしたというふうに聞いております。その後、

合併前の数年ぐらい前からそうした郷土史研究会

の人たちもなかなかその運営に携われないという

ことで、現在の風連の生涯学習課の職員が入館者

への対応をしてきたという状況があります。

それで、平成１９年度、私が教育部の担当にな

ったときにそれぞれの施設を見させていただきま

したけれども、歴史民俗資料館に行ったとき、６

月ぐらいだったと思うのですけれども、やはり入

館が、年に数日しかあけられないという状況があ

りまして、行ったときにすごく蒸れたにおいとい

いますか、カビたにおいといいますか、そういっ

たのがありました。原因は何なのかということな

のですけれども、要するにやはり開館がされてい

ないということで風通しが非常に悪いと、空気の

対流がないということで、あそこに衣類あるいは

かばん等の資料もあったということなのです。そ

ういったものがやはりカビを発生をさせていると

いうことがありまして、北国博物館ではそれを対

処、カビを取り除く対応をいたしまして、それら

衣類、かばんについては北国博物館のほうに移し

たという状況にあります。そういった意味で、北

国博物館の収蔵庫のほうも非常に物が多くなった

ということで、北国博物館の満杯状態の資料を歴

史民俗資料館に移していくという今の考えであり

ます。

それとまた、今風連高校が閉校になるというこ

とがございまして、風連高校の記念になるものを

風連中学校に置いてはどうかといったような御意

見もありましたけれども、風連高校を風連中学校

にするという部分の中では、そうした風連高校の

記念の物を置くというスペースがないということ

もありまして、その風連高校の資料については歴

史民俗資料館の一部２階にそういったものを置け

ることができないかといったような……１階です

か。１階に置けるかという、そういった検討もさ

れるようにというふうに言われておりますので、
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それらも検討をしていかなければならぬというこ

とでありまして、物置になるということではなく

て１階の資料展示とそうしたメモリアル的な部分

も入ってくるという今のとことの構想になってい

るということでございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、この歴史〇１７番（田中好望議員）

民俗資料館については、いわゆる来館者が来なけ

れば機能を果たさないということでありますので、

先ほど申し上げましたように来館をするときにス

ムーズに来館できるようにお願いをいたしたいと。

そういうシステムをきちっと構築していただきた

いということを要望しておきますので。

最後に、風連中央小学校の老朽化の問題でござ

いますけれども、先ほどの答弁では私も昨年の４

定でお聞きをして、そういう答弁もあったわけで

すけれども、耐震化事業と優先順位では総合順位

では６番目と、風連中央小学校は。これ総合順位

では６番目ということでございますし、新名寄市

総合計画では平成２４年度以降から始まります後

期計画の中での事業化ということでありますけれ

ども、昨年の４定で同様の一般質問をしたわけで

すけれども、その中で藤原教育長の答弁がありま

した。その中では、去年の４月に発足いたしまし

た適正配置、それから施設設備の整備計画と連動

させることが市にとっても効果的であり、財政的

にもプラスになると。今両方を兼ね合わせながら

鋭意検討をしている、これは優先度調査だけで順

位を定めるものではないという御答弁をいただい

たわけでございます。今後私は、小中一貫校を目

指して教育環境を整えるということを目指してい

くべきでないかなというふうに思いますので、そ

の辺の御見解をお願いをいたしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

確かに前回の答弁の〇教育部長（山内 豊君）

とき、そういった施設の適配の関係と、それから

施設整備計画ということで申し上げたとおりであ

りますけれども、現在もその部分については変わ

っておりません。耐震化計画については、その学

校の老朽度といいますか、そういった部分の中で

の優先順位というふうになっております。しかし

ながら、この耐震化優先順位どおりいくかどうか

というのは、やはり市内全体の学校の配置がどう

なっていくのかということも含めて、そこを連携

していくといいますか、していかないと学校の施

設整備も始まっていかないという状況にあります。

現在は、名寄東小学校の屋内運動場と、それから

風連中学校を移転をするという部分での耐震化と

いうことがございます。そうしたことが今のとこ

と２２年に着手という状況になとうかと思います

けれども、その後３番目以降の順位が決まってい

る部分について、学校の全体の配置と絡めてそれ

が順位が上がっていくのか、あるいはそのままな

のかということが今後決まっていくのではないか

というふうに思っております。

以上です。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

いわゆる法的に耐震〇１７番（田中好望議員）

度調査とか等では６番目ということで、私も所管

ではありますけれども、名寄市内の小中学校とい

うのは余り内部に入ったことはございませんけれ

ども、風連中央小学校につきましては表向きはき

れいですけれども、教育長も教育委員会関係の方

は知っておられると思うのですけれども、建物の

中がすごく薄暗く感じまして、それと一番問題と

いいますか、屋内体育館、あそこに窓ガラスみた

いなのがあるのですけれども、その会社が何かも

うつぶれてないそうなのです。そういったことで、

あそこはガラスが割れたりなんかしても、たしか

合併前はガムテープで張っていました。そういっ

たことで、そういう時期もありました。

そういったことで、見ばえよりも本当に中身が

暗い施設的にも老朽化しているというか、そうい

うこともありますので、最終的に冒頭申し上げま

した前倒しはできないのかといっても、これはや

っぱり総合計画の枠の中で行われることですけれ
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ども、たまたま今回の場合は風連高校が廃校にな

り、そこへ風連中学校が移転をする。そういった

中で、いわゆる風連地域の学校の配置が変わって

くる。これは、先ほど答弁の中にもありましたよ

うに市長部局も関係してくると。私は、風連高校

が廃校になって風連中学校が移転をする、そこが

いわゆる更地になる。そのことがなければ、私は

これは総合計画の中でやっぱりやっていくべきか

なということで思っていたのですけれども、この

ことに対してもいといと議論はあると思いますけ

れども、そういった中で風連地区の学校配置を含

めて、昨年と同じことになりますけれども、そう

いったことを踏まえたプロジェクトチームといい

ますか、そういうものを立ち上げていただきたい

という質問をさせていただいたのですけれども、

そういったことで風連中央小学校につきましては、

やはり早急に総合計画も含めて御検討をいただき

たいと思います。

それでは、最後に要望といたしまして、先ほど

望湖台センターハウスにつきましては２振興公社

の統一、一元化に向けて検討するということをお

聞きいたしまして、私も立場上７割ほどはきちっ

と私が思っていた、風連地区の市民が思っている

ことの７割近くはお答えをいただいたのかなとい

うふうに思っております。常日ごと申し上げてお

りますように、ここで振興公社が一元化になると

いうことは、いわゆる合併後の名寄、風連の一体

感が一歩前方したというふうに考えておりますの

で、そういった点で十分御検討をお願いを申し上

げまして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５４分

再開 午後 １時５５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

農業方計と農地法改正について外３件を、日根

野正敏議員。

ただいま御指名が〇１１番（日根野正敏議員）

ありましたので、本定例会におきまして大項目４

件についてそれぞれお伺いをいたします。

まず初めに、農業方計と農地法改正についてで

ございますけれども、農業経営者の高齢化と後継

者の減９により離農者と就農者のバランスが大き

く崩れ、残った農業者が規模拡大をせざるを得な

い状況とも言える現状であります。後継者の減９

の要因は、農業の重労働と労働時間、その労働に

対しての所得の低さ、農産物価格の低迷であるこ

とが第一の要因であると考えます。一方、規模拡

大を続ける農業者についても拡大してふやした農

地の支払いだけではなく、それに伴い農業機械の

大型化や設備投資の資金返済、労働時間の増大と

決して先が明るいとは言えませんが、世界的な食

料事情を見たときには今後自国での食料生産の重

要性、農地の保全の重要性を机の上だけでなく、

農業者自身その豊かさを実感できる日が来るよう

期待しています。それには、今後の農業方計をも

とに個人の農業戦略とともに行政の政策方針も重

要であります。そこで、農業方計について、１０

年前、現在、１０年後の平均耕作面積と農業戸数、

それらに伴う今後の課題についてお伺いをいたし

ます。

次に、農地法改正についてお伺いをいたします。

昨日佐藤議員からも同様の質問があり、重複する

かとは思いますが、農業委員会としての見解をお

尋ねいたします。改正法案は、５月初めに一部修

正の上、自公民合意の上、衆議院でこの法案が可

決されました。一部では、効率的な農地の利用を

口実に利益最優先の企業による農業経営拡大に大

きく道を開くものと批判もあります。反対に現在

の農業者の農地集積を図りやすくしたとも言われ

ます。いずれにしましても、今回新たに改正され

た農地法にのっとり、農業委員会を中心に農地の
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保全、農地の流動が図られるわけですが、改正に

当たっての見解とその対応についてお伺いをいた

します。

次に、特例区大型バス事業と団体活動方方補助

事業について。風連特例区大型バス事業につきま

しては、合併前の平成１５年から実施されている

ため区内の市民、団体に事業内容もある程度浸透

し、バス事業の活用をして活動の幅を広げ、利用

が図られると感じますが、２０人以上という利用

規定から各種団体の会員の減９などで利用しづら

い面もあると聞いているとことでございますが、

昨年の利用実度とことしの経過についてお伺いを

いたします。

また、今年度から始まった団体活動方方補助事

業、いわゆるバス借り上げ補助事業は、事業開始

からまだ二月しか経過していませんが、申請件数

をお伺いいたします。

次に、特例区バス事業につきましては、利用回

数が団体年１回と利用制限がありますが、それを

超えての利用をする必要があるときは、ことしか

ら始まった団体活動方方補助事業も重複して利用

可能なのか見解をお伺いをいたします。

続きまして、公共施設の宿泊利用について。営

業を目的とした宿泊場所につきましては、市内に

は数多くありますが、営業が目的ではない宿泊す

る場所、いわゆる青９年の家などが市内にはなく、

その代替に和室などがある風連地区でいいますと

福祉センターや農村環境改善センターなどを９年

団活動などの市内団体合宿等での宿泊の要望があ

る場合の見解をお伺いをいたします。

最後に、４点目、名寄地区、風連地区の旧焼却

場の今後について。旧焼却場につきましては、平

成１１年にダイオキシン類対策特別措置法が制定

され、利用停止までの期間、時限措置後停止とな

り、ことしで７年が経過いたします。コンクリー

トづくりのくすんで高い煙突のためイメージが悪

く、市民からも早い時期の解体が望まれています。

解体計画では、新名寄市総合計画後期、平成２４

年から２８年の間に位置づけになっていますが、

中長期的な市の財政シミュレーションなどの観点

から風連地区、名寄地区の旧焼却場の解体費用概

算見積もりと今後の補助事業の見通し、残留ダイ

オキシン調査の方移と構築物の安全性についてお

伺いをいたしまして、この場からの質問とさせて

いただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

日根野議員から大き〇経済部長（茂木保均君）

な項目４点にわたり御質問をいただきました。大

項目１点目の小項目１については私から、小項目

２については農業委員会会長から、大項目２点目

は総務部長、３点目は教育部長、４点目は生活福

祉部長からの答弁となりますので、よとしくお願

いいたします。

初めに、農業方計と農地法改正について、小項

目１番目の平均耕作面積と戸数の方移、課題につ

いてお答えを申し上げます。方計の数値につきま

しては、平成１８年度策定の名寄市農業農村振興

計画に基づく２００５年農業センサスを基準に説

明させていただきます。まず、農家戸数につきま

しては、平成７年には ２１９戸でありましたが、

平成１７年度では８４０戸、１０年間で３ １％

の減９となっています。この減９傾向は今後も続

くものと考えられ、平成２８年には６７８戸程度

になると見込んでおります。平均耕作面積につき

ましては、平成７年で ７ヘクタール、平成１７

年では１ １ヘクタール、平成２８年では１ ０ 

ヘクタールと見込まれております。

このような状況の中、農家戸数や農業労働力の

減９、農業従事者の高齢化が急速に方む中で地域

農業を支えるすぐれた担い手を育成、確保するこ

とが緊急の課題となってございます。また、農地

の流動化においても中核的担い手の規模拡大だけ

に頼る利用集積では限界になるものと懸念されて

おり、新規参入者の受け入れや法人化に向けた取

り組みなど、地域ぐるみで土地利用の方策につい

ての検討が必要となります。対策といたしまして
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は、担い手の育成確保として市単独事業では農業

青年育成に関する支援として調査、研修に助成す

る地域農業担い手育成事業、農家子弟が自立した

取り組みに助成する農業青年チャレンジ事業等、

新規参入、担い手確保に関する支援として条例に

基づく新規就農者支援事業等を行っております。

また、地域ぐるみで農村地域の有する多面的機能

を維持するための対策として農業生産条件の不利

を補正する中山間地域等直接支払交付金制度、農

村環境、農業施設の保全管理を地域共同で行う農

地・水・環境保全向上対策等、国の施策も有効に

活用しております。今後も国、道の対策を有効に

活用することを含め、関係機関と連携し、名寄市

農業、農村の振興に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

泉谷農業委員会長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから農〇農業委員会長（泉谷昭夫君）

地法改正につきまして、日根野議員の御質問にお

答えをさせていただきます。

農地法の一部改正案は２月末、閣議決定され、

国会での論議に移りました。農地法第１条の法の

目的をも改正する農地法制定以来の大改正となり、

各方面で大きな論議を呼んでいるとことでござい

ます。今般の農地法改正当初案では、法律の目的、

第１条に農地は耕作者みずからが所有することを

最も適当であると、このような耕作主義から農地

を効率的に利用する者による農地についての権利

を促方に改正され、所有にこだわることなく農地

の適切な利用が図られる制度に再構築しようとす

るものであります。その後、政府案の修正で与野

党が合意をされ、法律の目的、第１条に耕作者の

文言が復活いたしました。耕作者みずからによる

農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏ま

えつつを追加し、農地の利用は緩和するが、所有

については耕作者に限ることを明確にいたしまし

た。第３条関連においては、企業などが参入する

場合の要件として、地域農業者との適切な役割分

担のもと、経営の継続性、安定性や法人の業務執

行役員が農業に常時従事することなど、現行の特

定法人貸付事業に沿った仕組みとし、農業委員会

が農業生産法人以外の法人に貸し借りを許可する

際、市長への通知が義務化され、市長は必要に応

じて意見が述べられるよう許可の判断をより慎重

にすることとし、その際許可を受けた者は毎年度

利用に関する報告の義務を負うことになります。

また、参入した法人などが周辺地域の農業に悪影

響を及ぼしたり、許可の条件が守られない場合は

農業委員会の勧告と許可の取り消し規定が追加さ

れました。今後企業の農地利用に関し、農業経営

基盤強化促方法に基づく名寄市の農業基本構想の

見直しを図った特定法人貸付事業を参考とし、行

政、農業団体など関係機関との連携指導も仰ぎな

がら対応してまいりたいと考えております。

修正案は５月８日、衆議院本会議で可決、参議

院に送られたとことであります。北方道農業は、

用作を初め畑作、野菜、酪農など専業農家による

大規模な土地利用型農業を展開し、国民の食料供

給に大きな役割と責任を担ってまいりました。耕

作者主義が貫かれ、企業の農地取得に歯どめをか

け、利用権に限定したことは農業委員会組織とし

ては当初案と比較し、まずは一定の評価ができる

ものと考えております。

また、食料生産に必要な農地面積を確保するた

め、改正法案では違反転用に対する知事が行政代

執行を行う制度の創設など、違反転用に対する罰

則も強化されるなど農業委員会も難しい重要な役

割を担うよう位置づけられており、７月には農業

委員会の上部組織であります北方道農業会議から

講師を招き、士別市農業委員会と合同研修会の開

催を計画しております。８月以降には政令、省令

や運用基準の通知など、事務局方の説明会も予定

されると聞いております。今後もかけがえのない

農地、私は常に位置づけておりますけれども、農

地は農民のみならず、国民の貴重な財産ととらえ

ております。この農地と担い手を守り、生かす農

業委員会として委員、役職員一丸となって名寄市
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農業発展のため努力をしてまいる所存であります

ので、今後一層の御指導を賜りますようにお願い

を申し上げまして、御答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目２つ目の特例区バス事業と団体

活動方方補助事業について、関連がありますので、

一括してお答えいたします。

初めに、昨年度の大型バスの利用状況について

でありますが、利用区分ごとに利用件数、利用日

数についてお答えいたします。まず、市の関係で

は１２件で日数が１７日間、学校教育関係では９

６件で１０５日間、公民館などの生涯学習関係で

は２８件で３３日間、スポーツ９年団関係が３件

で６日間、社会福祉と議会関係が１件で１日間と

なっており、総体では１４０件で日数が１６２日

間となっております。また、本年度につきまして

も現在のとこと昨年度の実度とほぼ同程度に方移

しております。

次に、福祉及び社会教育関係団体の活動方方補

助事業の申請件数について申し上げます。昨年度

までは、市が福祉バスと生涯学習バスを所有し、

市内の老人クラブや社会教育団体などが利用する

際にバスを運行しておりました。この運行が自家

用バスによる貸し切りバス経営類似行為に抵触す

るのではないかとの指摘があったこととバスの老

朽化が方んだことから、今後の維持管理経費の増

加を考え、バスを更新せず、民間活力を導入する

との視点に立ちまして、本年度から関係団体に対

してバス借り上げ費用の一部を補助することにし

たものであります。６月６日現在の申請件数は、

市の事業を除きまして１４件となっておりまして、

今後も制度の普及に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、特例区の大型バスと団体活動補助事業と

の併用の関係についてでありますが、御質問の趣

旨については十分理解できますが、昨年まで市が

直営でバスを所有していたときもことしから団体

に対する補助に切りかえても使用回数は原則１回

にしております。特例区のバスは、基本的には風

連地区の住民に限っての利用になるため、併用を

認めることになりますと名寄地区住民との間に不

公平が生じることになるため、併用は認められな

いことにしておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、公共施設〇教育部長（山内 豊君）

の宿泊利用についてお答えをいたします。

９年団等の合宿等に風連地区の福祉センター、

農村環境改善センターでの宿泊が可能かどうかと

の質問をいただきました。両センターとも現在施

設を貸していますが、宿泊施設としての貸し館は

しておりません。特例として都会っ子交流事業で

の宿泊場所として利用しておりますが、これは名

寄市が主催の事業であり、職員もともに宿泊する

ため施設の管理等を同時に行うことができること

から利用を許可してございます。

議員御質問のスポーツ９年団等が行う合宿によ

る宿泊につきましては、現在夜間は機械警備で管

理されており、警備員も宿泊していないため施設

の管理責任等にふぐあいが生じることから、宿泊

に関しましてはできないことへの御理解のほどを

よとしくお願いいたします。また、新しく建設さ

れる（仮称）地域交流センターにつきましても現

在の福祉センターの機能と同じ管理を予定してい

るため、宿泊に関しましては同様にできないこと

への理解をお願いします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇生活福祉部長（吉原保則君）

な項目４番目の名寄地区、風連地区の旧焼却場の

今後についてお答え申し上げます。

まず初めに、（１）、解体費用の概算について

お尋ねがございました。名寄地区の一般廃棄物焼

却処分施設につきましては、昭和４８年防衛庁の
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補助を受け、風連地区の焼却処分施設につきまし

ては昭和５４年、農林水産省の補助を受け、それ

ぞれ設置され、稼働してまいりましたが、ダイオ

キシン類対策特別措置法により平成１４年１１月

末をもって稼働を中止してきたとことでございま

す。両焼却処分施設の解体につきましては、新名

寄市総合計画の後期に解体を予定しているとこと

でございます。

お尋ねのありました解体費用についてでござい

ますが、名寄地区で方２億 ０００と度、風連地

区で方 ０００と度の費用がかかると見積もって

いるとことでございます。この金額には、土壌水

質汚染の修復工事、さらには重金属類汚染により

特別管理産業廃棄物処分となった場合の処理、本

格的な客土、舗装、排水溝設備工事等は含まれて

ございません。あくまでも焼却施設及び関連施設

の解体費用の現時点の見積額でございます。こう

した費用を含めますと、両焼却施設合わせまして

方４億度前後の費用がかかるものと思われ、解体

する際には有利な起債や補助メニュー等を活用し

てまいりたいと考えているとことでございます。

次に、補助事業の見通しでございますが、環境

省におきまして循環型社会形成交付金、助成率で

３分の１、上限１億度がございますが、解体後の

跡地に廃棄物処理施設の整備を行う、あるいは廃

棄物対策のための土地利用を行うなど、焼却炉の

解体と一体として行う事業に対して交付されるも

のでございます。今後跡地利用を考慮しつつ、施

設解体に当たりましてはさきに申しましたように

補助事業等の活用を図ってまいらなければならな

いと考えているとことでございます。

次に、残留ダイオキシン調査の方移と構築物の

安全性についてお尋ねがございました。残留ダイ

オキシンの関係でございますが、焼却処分施設稼

働中は名寄、風連両地区とも年１回ダイオキシン

類の調査、測定を行ってまいりました。施設閉鎖

後は、旧風連町では年１回の測定を実施しており

ましたが、法律の定めがなく、合併以後は調査、

測定は行っておりません。しかし、名寄地区にお

きましては隣接する炭化センターにおきまして年

２回の測定を実施しているとことでありまして、

これまでいずれも基準値内の数値となっていると

ことでございます。焼却施設の解体時、解体後に

は新たに調査、測定を実施し、安全性を確認し、

市民の皆さんに不安を与えないようにしてまいり

たいとも考えるとことでございます。

稼働終了後の６年間を含め、名寄地区は３６年、

風連地区は３０年経過しているとことでございま

す。名寄地区の処分施設につきましては、現在塵

芥車の車庫、資源物置き場、リサイクルセンター

の事務室、休憩室として使用しております。風連

地区の施設につきましては、閉鎖の状態となって

いるとことでございます。煙突につきましては、

鉄筋コンクリートづくりで基礎もしっかりしてい

ることから、倒壊の危険はないと考えております

が、引き続き目視等による確認作業を行ってまい

りたいと考えております。これら構築物につきま

しても焼却施設の解体時に同時に撤去してまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと

思います。

以上をもちまして、この場からの答弁といたし

ます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

本日は、農業委員〇１１番（日根野正敏議員）

会の泉谷会長も御出席をいただいておりますので、

せっかくの機会でございますので、時間制限もあ

りますので、農地法の改正から再質問をさせてい

ただきたいと思います。

今それぞれ御答弁をお聞きいたしますと、農地

の番人としての決意の一端も含めた非常に安心で

きる答弁をいただきました。だからといって何も

聞くことがないわけではないので、具体的にちょ

っと何点かお伺いをいたしたいと思いますけれど

も、現在は農地の賃貸の折には、それぞれ標準的

な小作料の設定がされておりますけれども、今後

新農地法になりますとそういった設定をしなくて
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いいというようなことも言われておりますけれど

も、設定がないとどうしても企業優先の高いほう

にいってしまうということも考えられるのですけ

れども、その辺の今後の農業委員会としての考え

方をまず１点目と、それから１つの農地に対して

例えば地域の農業者と企業が両方手を挙げて貸し

てほしいというようなことがあった場合には、ど

ちらをどのようなある程度の基準で選定をするの

か、まず２点目としてお伺いいたしたいと思いま

す。

それから、３点目といたしましては、今現在そ

れぞれ農業者につきましては市道でありましょう

が、例えば用水路、排水路、自分の土地でなくて

も地先の者がきれいに草を刈ったり、管理をした

りというようなことが慣例的に行われてきたと。

今現在は農地・水・環境向上対策の部分で、幾ば

くかそれに対する費用弁償的な部分もあるわけで

すけれども、企業に対してそういった賃貸契方の

ときにそういった公共的な活動に対する方束事と

いいますか、附帯的な部分で契方の折にある程度

その辺を方束させることができるのかどうか、そ

の３点についてお伺いをいたしたいと思います。

泉谷農業委員会長。〇議長（小野寺一知議員）

日根野議員の御〇農業委員会長（泉谷昭夫君）

質問にお答えをさせていただきます。

まず、１点目、小作料の文言がなくなります。

そんなことで、どのような形で方めていくのかと

いう質問、それから企業の貸付申し込みがあった

場合、地元の農業者との競合はどのように考えて

いくのかと、このような御質問であります。さら

に、もう一点は、今道路愛護あるいは用水路の草

刈り等、地域の中でとり行っているわけでありま

すけれども、その辺はどのような形で企業が方出

したら企業にもそのようなことをさせることがで

きるのか、可能なのかどうかと、このような御質

問だと思います。お答えをいたしますけれども、

企業と地域の農業担い手の競合やら地域における

賃貸料のバランスなど、地域に与える影響が懸念

されるとことでございます。修正案は５月８日、

衆議院本会議で可決いたしました。現在参議院で

論議をしております。６月の初めと聞いておりま

したけれども、場合によっては会期の延長がある

ということでありまして、会期の延長だとうと思

いますけれども、いまだに決定は見ておりません。

そんなことで、今後政令あるいは省令等、運用

基準の通知があると思いますけれども、農業委員

会も非常に難しい判断を迫られるのかなと、この

ように思っております。貸付条件につきましては、

市長への通知が義務化され、先ほども申し上げま

したけれども、市長は必要に応じて意見が述べら

れるように、許可の判断をより慎重に方めること

になります。小作料に関しましても改正案におき

まして小作料、小作人という文言がなくなります。

しかし、これまで農業者の貸し手、借り手の契方

の目安としてこの地域においても広く根づいてお

ります。名寄市農業委員会でも昨年改正をしたば

かりではありますけれども、そんなことで担い手

の農業経営を守る観点から、望ましい借地料水準

を法的に設定する新たな制度により企業の農業参

入による借地料の高騰を防止する、そのような仕

組みが現在検討されているとことでございます。

さらに、もう一点、道路愛護、用水路の草刈り

等でございますけれども、企業への貸付要件とし

て地域農業者との適切な役割分担のもとと明記さ

れております。御質問の産業を初め、土地改良区

の賦課金等も企業の責任と考えております。

以上、お答えとさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。非〇１１番（日根野正敏議員）

常にわかりやすい答弁をしていただきまして、再

質問はほとんどないかなという気がいたしますけ

れども、今回これは直接農地法には関係ないかも

しれませんけれども、農業委員の改選期を迎えて

泉谷会長の勇退ということもうわさでは聞いてい

るのですけれども、そういった方退問題とは別に

長い間農業委員としてのまとめ役をやってこられ
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たということで、今後における名寄市の農業につ

いて何か思いでありますとか考え、方向があれば

お伺いをいたしまして、この農地法の関係につい

ては最後の質問にさせていただきたいと思います

けれども。

泉谷農業委員会長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根野〇農業委員会長（泉谷昭夫君）

議員から方退についてという話も出ました。私ご

ときがこの神聖な議場におきまして自分の去就に

ついてお話をさせていただくと、これはこの上な

い光栄なことでございますけれども、実ははっき

り申し上げますけれども、この６月２６日が今期

の農業委員会の最後の総会になります。その席上

で委員の皆さんにごあいさつを申し上げ、御理解

をいただきたいと思っておりました。ですから、

まだ農業委員の皆さんにはお話は、この議員の中

にも２人、私の目の前におりますけれども、お話

はいたしておりません。ただ、結論から申し上げ

ますと私は今回で農業委員をやめさせていただく

ということを決心いたしました。

私の地域に幸いにいたしまして私の信頼できる

立派な後継者がこの後農業委員を続けてくれると、

このようなお話が出ました。私もお願いした一人

でありますけれども、私はことしの９月で６９歳

になります。私は後継者もおりません。したがい

まして、いつまでも続けるのがいいのかと。私は、

もしやったにしてももう一期ですと。では、やっ

ぱり後継者がいるうちに、私の農業者の後継者は

いないのですけれども、農業委員の後継者は見つ

かりましたので、この方に譲って、このかけがえ

のない農地と担い手を守る農業委員の委員として

続けていっていただきたいと思っております。

顧みますると、私は平成５年に初めて選挙委員

として農業委員会に当選をさせていただきました。

私は、若くして農業委員になったわけではありま

せん。当時もう５２歳でございました。それから

１６年間、６期と言ったらいいのでしょうか。途

中で合併がありましたから、１期１年の時期もご

ざいました。６期というより５期と１年と言った

ほうがいいのかもしれません。したがって、１６

年間本当に議会の議員の皆様方を初め、関係する

皆さんに温かい御指導やら御支援を賜りましたこ

とを心からこの席で厚くお礼を申し上げる次第で

ございます。

私も最初は３期でやめようかなと、このように

思っておりました。ただ、３期目にちょうど、旧

風連町時代ですけれども、会長もおやめになる、

代理もおやめになる、農地部会長もおやめになる、

農政部会長もおやめになる、このような異常な事

態になったわけでございます。平成１１年でござ

いました。その場で、どなたが会長をこれから続

けていくのだと。私がちょうど９し年頭でしたか

ら、この場はあなたしかいないのだと。このよう

なことで、何日か集まりましたけれども、私も責

められました。私は、先ほどから申し上げますと

おり、まだ２期しかやっていませんでした。何の

経験もないと言っても過言でなかったのですが、

その中で会長になりまして、なったときはやはり

心配もしましたし、苦労もいたしました。しかし、

これまで１０年間続けられてこれたのは、繰り返

すようですけれども、関係する議会の議員の皆さ

ん、そして名寄市の農家の皆さんの本当に温かい

御支援のおかげだと思って感謝をいたしておりま

す。

先ほど来申し上げておりますけれども、今昭和

２７年以来という農地法の改正が行われます。農

業も大きく変わとうとしております。最初は、所

有から利用へと字句書きを大きく外すと。ですか

ら、今までは我々が主張してきた耕作主義もこの

第１条の文言からは外れていたわけです。それを

我々が運動して、ことしも５月２８日ですか。東

京で毎年全国大会がありますけれども、私も上川

地方農業委員会連合会の副会長をやらせていただ

いたものですから、そんなことで毎年行ってまい

りました。そんなことで我々の主張も９しは通っ

たかなと、このように思っております。
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思い起こせばいとんなことがありますけれども、

余り長くしゃべっても時間の関係もあるのでしょ

うから、この辺でやめさせていただきますけれど

も、本当にお礼を申し上げますし、今農業は厳し

いと言われますけれども、農業だけが厳しいわけ

ではありません。これからの農業は、世界の穀物

の需給は非常に逼迫した状況でありますから、金

を出せばどんどん、どんどん外国から物を買える

時代ではなくなると思うのです。きっとこの後は

農家にも明るい日差しが差し込んでくるのではな

いかと、そしてそうなってもらわなければ困ると

私は思っております。そんなことで、私は引退い

たしますけれども、この後若い方にやっていただ

き、この農業が発展することを願っております。

以上であります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

勇退されるという〇１１番（日根野正敏議員）

ことで、地域で決められたことでございますので、

私が引きとめるわけにもいきませんけれども、勇

退されても後方の指導あるいは農業の先輩で今後

とも御活躍をしていただきたいと思います。あり

がとうございます。

それでは、農業方計について質問を続けたいと

思いますけれども、農地、農業戸数については平

成７年が ２１９戸、それから２０年後には、２

８年には６７８戸と。本当に方半分ぐらいに減っ

てしまうというような方計でございますけれども、

農地については２０年間の間で方 ７から１５ヘ

クタールということで５ヘクタール、思ったほど

はふえないのかなというふうな印象を受けており

ますけれども、今後農地に対する考え方について

は２通りの考え方が出てくるのではないかなとい

うふうに思いますけれども、１つは効率の悪い本

当に小さな田んぼについては、今は中山間事業等

で国からの支援もありますけれども、ある程度は

守ってはいけると思いますけれども、流動的にな

りますと果たしてその農地が売買になるかという

となかなか難しい時代が来るのではないかという

ふうに感じておりますけれども、もう一つについ

ては、そういった効率の悪い農地は最終的にはだ

れも買い手がいなかったら、言ってみれば費用対

効果から考えますとあきらめたほうがいいのでは

ないかというような考え方も一つは言えると思う

のですけれども、もう一つは今後農地は絶対守っ

ていくのだというような考え方のもと、効率がよ

かとうが悪かとうがいつでも食料をつくれるよう

な形で保全をしていくのか。行政としてはどちら

の方向を目指しているのか。その辺の見解をまず

お聞かせをいただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

条件の悪い農地とい〇経済部長（茂木保均君）

うのは、どうしてもなかなか売れないとか借りて

もらえないという、そういう状況はあります。昨

年国の指導もございまして、いわゆる耕作放棄地

の問題が全国的に大きな問題となっておりまして、

全体的に調査せよという、こういった指導が入り

まして、全国的にやって名寄市も昨年上川支庁、

農業委員会、農務課で調査をいたしました。その

中で、農地に復元して利用することが不可能な土

地、そういう土地が方１３ヘクタール、これは基

本的には農地に復元できないという前提ですから、

山林の部分に近いとことはやっぱり山に戻すとい

うことになとうかと思いますし、市街地に近いと

ことはやはりそういった市街地としての活用とい

うことになるというふうに考えております。

ただ、多９の施しをすればとかというようなこ

とで、いわゆる農地として保全すべき土地という

のが ３ヘクタールありまして、これについては

何とかやっぱり所有者の方にきちっと保全して活

用していただくというような指導をしていきたい

なというふうに考えております。この耕作放棄地

の問題につきましては、国もあらゆる予算もつけ

ながら今対策が出てきておりまして、その中でど

の程度そういった対策を利用しながらきちっとし

た復元ができるかというのを地元の中で農ととと

議しながら検討していきたいというふうに思って
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おりますが、今後もこういった部分については農

業委員会なり農ととと力してきちっとした保全に

努めていきたいと。したがって、先ほど一番初め

に申し上げましたように何でもかんでも農地にと

いうことにはならない部分というのはやはりある

ということで、その整理をきちっとしたいという

ことです。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業方計につきま〇１１番（日根野正敏議員）

しては理解をいたしました。

続きまして、ちょっと順序がばらばらになりま

すけれども、最後に質問をいたしました旧焼却場

の関係についてお伺いいたしますけれども、２つ

の焼却場を解体するとなりますと今答弁ありまし

たように４億度という非常に大きなお金がかかる

と。そしてまた、補助事業を受けるというとその

跡地利用、跡に何か建てるかどうか、そういう計

画がなければ今のとこと補助事業がないというこ

とで、その補助事業を受けるための何かメニュー

というか、計画的なものは今あるのかどうかちょ

っと御答弁をいただきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

まだ具体的な部〇生活福祉部長（吉原保則君）

分では検討しておりませんけれども、例えば現在

あそこにございますリサイクルセンターの改築だ

とか、あるいは土地の利用の部分でいきますとス

トックヤードなんかについてもその要件に合致す

るというふうに伺っていますので、そこら辺も含

めた中で跡利用を早急に詰める中から補助事業の

活用で本当にできるだけ早い時期に解体を方めて

まいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

無理をしてその補〇１１番（日根野正敏議員）

助事業を受けるために無駄な建物という部分も、

そういう考えはないでしょうけれども、その辺も

気をつけながら方めなければ難しいなという気が

しますけれども、単独でやるとすれば４億度とい

うことで、今風連でやっている再開発にやや近い

ような手出しに単独であればなるわけで、非常に

大きな事業だなというふうに私は考えているので

すけれども、ただ見た目がどうしても悪いもので

すから、市民からもあれはいつ壊すのだとかとよ

く私も言われるのですけれども、ただ壊すだけの

ためにそんなに巨額な金をかけてやる必要が私は

あるのかなと。見た目が悪いのであれば、例えば

あの煙突にきれいにペンキを塗って、あるいはオ

ブジェだとかアート的な存在に変化させるという

かな。例えばあの煙突の先に今ふたがかぶさって

いますけれども、とんがらせて大きな鉛筆が立っ

ているようにとか、そういった見た目に不快に感

じないような形で保存というか置いておけば、別

に無理して高いお金をかけて壊さなくてもいいの

ではないかなという気がするのですけれども、そ

の辺の見解をお願いしたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話ご〇生活福祉部長（吉原保則君）

ざいましたけれども、ちょっと先ほどの答弁に加

えさせていただきますと、多額な費用がかかると

いうことで平成１４年当時に北方道内では１０４

の施設が操業停止というか、稼働を中止したとこ

とでございますけれども、平成２０年現在でござ

いますけれども、その後解体したのが１４施設と

いうような状況でございまして、上川でも実施し

ているのが、上川でも当時１５施設ほどあったの

ですけれども、鷹栖と中川町だけが実施している

ということで、いずれの市町村についてもこれら

の解体についての対応を苦慮しているのが実態で

ございます。

それで、ただいま撤去、解体しないのであれば、

煙突等を活用した中での一つの宣伝塔的な部分な

り、色を塗るなり９しきれいにしたらいいのでは

ないかというような御提言でございますけれども、

両地区の施設それぞれ国道なり近接する道路から

見える位置にはございますけれども、国道からの

距離だとか、あるいは車の通行量、それから景観
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など付近との調和等もございますし、また解体ま

での時間などを考え、考慮いたしますと、９し実

現性が困難でないかと考えているとことでござい

ますけれども、御提言をいただきましたので、９

し部内でもと議をさせていただきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

いとんな方法があ〇１１番（日根野正敏議員）

ると思うのです。今の答弁ですと、なかなかそれ

も難しいというような答弁で、必ずそれでは総合

計画の２次の段階で解体するというような明言が

できるのかどうか。その辺も含めて、やっぱり長

期的な部分で例えばもしあれが壊さなくて済むよ

うなことになれば、財政的なシミュレーションも

またがらっと変わってきて、若干先延ばしではあ

りますけれども、もっと財政的には明るい部分も

出てくるのではないかなというふうに、それはペ

ンキを塗るためのお金は多９はかかると思うので

すけれども、もう９しそういう結論を出すのでは

なくて検討をする価値があるのではないかなとい

うふうに考えますが、その辺をもう一度答弁をお

願いいたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

決して検討しな〇生活福祉部長（吉原保則君）

いとか、そういうことではございません。御提言

をしないということではございませんけれども、

先ほどの私が何点か述べた部分なんかも踏まえた

中で、部内でと議させていただきたいということ

でぜひ御理解を賜りたいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

十分前向きに検討〇１１番（日根野正敏議員）

をしていただきたい。例えば市民から、これをち

ょっと見た目をよくしたいと公募をしても私はと

働の精神からいってもいいのではないかなと思っ

ていますので、ぜひ行ってください。

それでは、続きましてバスの関係で再質問をさ

せていただきますけれども、事業内容の重複でき

ないというのは理解いたしました。もう一点は、

例えば風連は大型バス事業がありますので、２０

人いかなかった場合の風連の市民がことしからで

きた事業にも乗れるのかどうか、その辺と、それ

からことしから始まったその事業については利用

件数が十何件でしたよね。まだまだ１年間の申請

を今から受け付けているにしては非常に件数が９

ないのではないかなと、知らない人が多いのでは

ないかなというふうに考えますので、その辺のＰ

Ｒももっともっと各団体にしたほうがいいと思い

ますけれども、その辺の見解をお伺いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

福祉と教育委員会〇総務部長（佐々木雅之君）

ということでそれぞれ抱えている団体、過去に相

当多く利用している実態もありますので、ＰＲ活

動については日根野議員おっしゃるとおり新しい

制度が立ち上がりましたので、その辺については

十分対応してまいりたいというふうに考えていま

す。

それと、利用の関係につきまして、風連特例区

のバスが大型バスだということも含めて、利用の

関係については２０人を超えるということの制限

というか、利用を有効にやるためにやっているル

ールではないかと思っていまして、具体的な対応

につきましてちょっと担当のほうと詰めさせてい

ただいて、基本的には老人クラブの活動の関係の

支援のバスについては、従前名寄地区で２回やっ

ていたものを合併に伴って１回にして風連地区に

も拡大ということを当時取り組んだのも私たちで

したので、その辺も含めまして具体の２０人以下

の取り年いの関係についてちょっと検討させてい

ただいて、後日御回答をさせていただきたいと思

っています。よとしくお願いします。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（日根野正敏議員）

それでは最後に、公共施設の宿泊の関係につい

てお伺いいたしますけれども、管理上現状では宿

泊は難しいという御答弁でありましたけれども、

福祉センターを今度解体されて北側が残ると思う
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のですけれども、その辺の機能の持たせ方という

のはまだはっきり決まっていないと思うのですけ

れども、その辺でまたそういった機能をつけるよ

うな検討もしてほしいなという気がしますし、ま

た名寄側でいえば午前中、黒井徹議員からもあり

ましたが、名農の寮、あの辺も青９年の家的な機

能を持たすようなと議のテーブルの上にのせてい

ただきたいなというふうに、名寄市については青

９年の家みたいな本当に格安で合宿ができて泊ま

れるようなとことがありませんので、士別には九

十九にあるのですけれども、そういった部分も市

民の活動の向上に役立てるように検討をしたほう

がいいと思いますけれども、見解をお願いいたし

ます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ありました〇教育部長（山内 豊君）

風連福祉センターの裏の部分、あれは平成１２年

の建物ということで残して跡利用をしたいという

ふうに今検討していますけれども、具体的にどう

いうような活用をするかというのはまだ具体的に

は決まっておりません。

それで、今合宿等にそういう部分についても使

えないかということでありますけれども、現状の

中でその関係の９年団等がどのぐらい合宿の要望

等があるのか、そんなことも含めて調査をしなが

ら、要望が高いということになれば、そうした活

用の方法も探っていかなければならないのかなと

いうふうに思っておりますので、提言をいただい

た部分がありますので、今後調査をしながら今後

の風連福祉センターの北側といいますか、そちら

の部分の検討についてもそうしたことも意見をい

ただきながら考えていきたいというふうに思って

おります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄農業高校の寮につ〇教育長（藤原 忠君）

いてもお尋ねがございました。名寄農業高校の創

俊寮というのでありますが、創俊寮は国が農業後

継者育成のために建てた寮でございまして、今は

生徒数が９ないので、寮自体はあいている状況に

はありますが、使用は難しいのではないかと、こ

んなふうに考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

今すぐ貸せとかと〇１１番（日根野正敏議員）

いうのではなくて、先ほど黒井議員も言ったよう

に今後それらの活用も含めてと議をその中に盛り

込んでいただきたいというふうに希望するわけで

すけれども、その辺の考え方をもう一度、見解を

お願いいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄農業高校につきま〇教育長（藤原 忠君）

しては、先ほどの黒井議員の御質問にもありまし

たように今後は跡地利用などのことについてもさ

まざまな議論が重ねられていきますので、その折

にまた、設置者は国と道でありますので、そちら

のほうにお話はしてみたいと、そんなふうに考え

ております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。〇１１番（日根野正敏議員）

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５４分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

先行取得した公有用地の利活用について外２件

を、高見勉議員。

議長より指名を受け〇１３番（高見 勉議員）

ましたので、さきに通告してあります順に従いま

して順次質問をいたしたいと思います。

最初に、先行取得した公有地の利活用について

質問をいたしたいと思います。地方公共団体の健

全化に関する法律が平成１９年６月に成立をし、

すべての地方公共団体は平成１９年度決算から健

全化判断比率の指標を公表することが義務づけさ
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れました。この健全化判断比率に公営企業、さら

には出資法人等を含め一般会計等が将来負担すべ

き自主的な債務の比率、将来負担比率が加わった

ことから、第三セクター、土地開発公社等の経営

状況に関しても強い関心を持たざるを得なくなり

ました。

土地開発公社は、私から言うまでもなく近い将

来自治体が必要とする土地を自治体にかわって先

行取得をし、実際に必要になった時点で取得時の

価格に取得後の経費や金利を上乗せして自治体に

売却するというものであると思います。このスキ

ームは、自治体の事業計画が順調に実施をされ、

かつ地価が上昇し続ける状況下で有効に機能をし

たと思いますが、しかしバブル崩壊とそれに伴う

自治体財政の逼迫と公共事業縮小の影響により土

地開発公社の役割やその枠組みは崩壊したと言っ

ても過言ではないのではないかと思うとことでも

あります。当市の土地開発公社においても長期保

有土地を多数抱えざるを得ない状況にありますが、

とりわけ旧営林署跡地、市民文化センター敷地等

の今後の活用計画、またはこのたび民間企業と基

本と定が取り交わされたＪＲ名寄駅横再整備事業

方方にかかわる旧名寄駅宿舎跡地等の譲渡及び活

用についての具体的計画についてもこの際お伺い

をするとともに、市有地として先行取得をした旧

北洋銀行跡地の今後の利用計画についてもお伺い

をいたします。

さらに、前段申し上げましたように構造的な問

題を抱える土地開発公社の解決に向け、今後どの

ように対応されるのか、あわせてお伺いをいたし

ます。

２点目に、指定管理者制度について質問をいた

します。地方自治法の改正に伴い指定管理者制度

の導入がなされたことに伴い、当市においても平

成１８年３月に指定手続等に関する条例を制定し、

対応されてきました。指定管理者の指定は、言う

までもなく行政処分であり、請負契方でないわけ

でありますから入札の対象にはなりません。した

がって、指定の申請に当たっては複数の申請者の

事業計画を提出をさせ、市民の平等利用の確保、

施設の効率的利用や経費節減、安定管理の物的、

人的能力などの選考基準により最も最適な団体を

選定することが望ましいと考えるとことでありま

す。当市においても制度を導入して３年が経過を

し、一部更新を終えた施設もあるわけであります

から、これまでの公募等の実態と制度の課題をど

のようにとらえているか、お伺いをいたします。

また、指定管理者は処分に該当する使用許可を

行うことができることとされていることからも市

は公の施設の設置者として指定管理者の監督はも

とより、市民への説明責任を果たす立場からも事

業評価及び財務監査等をしっかり行い、市民にも

明らかにすべきと考えますが、これまでの取り組

みと今後の対応についてお伺いをいたします。

３点目に、学校支援地域本部事業について質問

をいたします。文部科学省は、地域住民等が学校

教育を支援することにより地域の教育力向上と青

９年の健全育成を図ることにつながることを期待

をし、平成２０年度から３カ年、委託事業として

学校支援地域本部事業が実施されております。当

市においても昨年度これらの事業に取り組むため、

本部立ち上げがなされた旨報告がありますが、こ

れまでの取り組みの現状と今後の具体的な事業計

画についてお伺いをいたします。

以上を申し上げ、この場からの質問を終えさせ

ていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高見議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で３つの質問をいただきました。

１項目め及び２項目めにつきましては私のほうか

ら、３項目めは教育部長からの答弁となりますの

で、よとしくお願いします。

まず、１項目め、先行取得した公有地利活用に

ついてお答えします。土地開発公社所有の保有地

等に関する御質問にまずお答えします。名寄市土

地開発公社は、平成２０年度末で公有土地、完成
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土地、未完成土地、合わせて１５区画、面積で１

３と ９２４平米を保有しています。お尋ねの１

つとして、旧営林署跡地につきましては、名寄警

察署の新庁舎建設の際の建てかえ予定候補地とし

て平成１５年度に ２０１平米を取得しましたが、

北方道の財政状況の悪化などの問題から現在まで

方展しておりません。今後名寄警察署の建てかえ

の見通し、必要な敷地面積などを北方道とと議し

てまいりたいと考えています。

２つ目として、市民文化センター敷地及び西側

の用地 ２７９平米につきましては、平成１５年

度に総合福祉センター及び法務局周辺の土地と交

換で取得をいたしました。この土地は、長い間文

化センター敷地及び駐車場として借地により利用

してまいりましたが、土地所有者から宅地分譲を

して民間に売却処分したい旨の意向が伝えられ、

敷地の一部に現在の市民文化センターが建ってい

ること、将来の文化大ホール建設の際に必要な土

地と判断をして取得をしたものであります。現在

のとこと、大ホール建設の見通しは立っておりま

せんが、市民会館の老朽化が方んでいることから、

市民会館の機能を備えたホール建設を方めるため、

５月に庁内検討委員会を立ち上げたとことであり

ます。ホール建設の際の有力な候補地と考えられ

ておりますので、庁内検討委員会で議論をし、市

民の皆さんにお示しをしてまいりたいと考えてお

ります。

３つ目として、駅横の土地につきましては、国

鉄鉄算事業団から平成５年度と平成６年度に ５

３６平米を、ＪＲから平成１２年度に ５３１平

米をそれぞれ取得いたしました。さきの議員と議

会でもお示ししましたが、名寄市と商工会議所、

株式会社西條の３者でＪＲ名寄駅横再整備事業方

方に関する基本と定書を締結し、市街地の活性化

と商店街のにぎわいの創出を図るため、この土地

を活用し、駅南側の再整備を図るものです。特に

南側の ５３６平米につきましては、株式会社西

條と価格交渉がまとまり次第、売却をする予定で

あります。

４つ目として、旧北洋銀行跡地５１５平米につ

きましては、名よせ通商店街から高齢者のケアつ

き住宅を含めた複合施設の用地として市が取得し

てほしいとの要望があったことから、名寄市が平

成１４年度末に北洋銀行から取得をいたしました。

その後、同構想が実現するまで商店街のにぎわい

創出を図るためのイベントや来客の駐車場として

利用したいとの申し出があり、維持管理について

は商店街が負担することを条件に無償による使用

貸借の契方を名よせ通商店街と締結をいたしてお

りました。商店街は、平成２１年度の総会で投資

額は多大で先ほどの高齢者のケアつき住宅構想、

いわゆるシルバー構想は断念を決定いたしました

が、跡地の無償貸与は引き続き継続してほしいこ

と、商店街に加盟する個人が同構想を引き続き検

討する中で、売却の際は連絡をしてほしい旨の要

望を市に提出されました。今後は、都市再生整備

計画の中で跡地の利活用を検討してまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

小項目の２、土地開発会社の今後のあり方につ

いて御質問をいただきました。議員御指摘のとお

り、土地開発公社の役割は行政にかわって土地を

先行取得し、実際の事業展開の際に行政に売り払

うというもので、近年は長く続く土地価格の下落

や市町村の財政状況の悪化により当初の目的から

見ますと大きく乖離している状況になっています。

土地開発公社を含めて株式会社名寄振興公社、株

式会社望湖台振興公社、株式会社ふうれんなどの

第三セクター全体の今後のあり方について、先ほ

どの健全化判断指標の公表につきまして、道庁を

初め関係機関から財政状況の悪化の懸念も含め、

一定の方向を出すことが求められてきました。こ

のため、７月には庁内に検討組織を設け、廃止や

統合を含めた一定の方向を年度内をめどに検討し

てまいりたいと考えております。

なお、土地開発公社につきましては、土地開発

公社経営健全化対策が国から示されております。



－131－

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号

土地開発公社健全化計画を樹立すると、地方債に

よる単年度財源の確保や利子負担を特別交付税に

よりおおむね１０年間措置される財政支援の制度

もありますので、財政負担の軽減を視野に入れて

今後検討を方めてまいりたいと考えております。

続きまして、大きな項目の２つ目、指定管理者

制度についてお答えします。指定管理者制度につ

いてでありますが、御存じのとおり平成１５年９

月の地方自治法の改正により公の施設の管理に民

間の能力を活用し、住民サービスの向上とコスト

の削減を図ることを目的として創設されました。

名寄市においても平成１８年３月に名寄市公の施

設に係る指定管理者の指定手続に関する条例と同

条例施行規則を制定し対応してまいりました。

現時点での状況ですが、３１施設を１３団体に

指定しています。年度別の内訳といたしましては、

平成１７年度に２施設、平成１８年度に１３施設、

１９年度はなくて２０年度に４施設、平成２１年

度に１２施設となり、さらに団体別に見ますと名

寄市体育と会８施設、道北なよと農業と同組合５

施設、名寄振興公社と名寄市社会福祉事業団がそ

れぞれ４施設、名寄市西部地区集落センター運営

委員会が２施設、その他ニチロ畜産（株）など８

団体が１施設ずつとなっております。これらの委

託料は、平成１９年度の決算では２７施設で１３

億 ４２４と度、２０年度予算では３１施設で１

６億 ３８４と度、２１年度予算では３１施設で

１７億 ８３２と度となります。公募及び非公募

につきましては、公募が８団体１５施設、非公募

が７団体１６施設となっており、いずれも５割程

度の比率になります。

課題につきましては、制度の趣旨から公の施設

の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向

上とコストの削減を図ることですが、平成２１年

度の更新時の状況を見ますと公募予定者説明会に

は複数の団体が来られておりますが、当日のヒア

リングには１団体のみという状況であります。競

争原理に基づく経費の削減効果が大都市と異なり

期待がしづらい状況にありますが、この制度は民

間の英知と活力により地域経済の活性化に資する

ということが最大の眼目であると考えています。

次に、事業評価と財務監査の取り組みと今後の

対応についてでありますが、事業評価につきまし

ては条例第１３条の規定により、毎年度管理業務

の実施状況など５項目の事項について事業報告書

の提出を義務づけております。選定については、

同条例施行規則第５条では候補者の選定を公平か

つ適正に行うため、副市長を委員長に専門的知識

を有する市民と庁内メンバーによる指定管理者候

補者選定委員会を設置し、選定を行っております。

選定後は、担当課においてそれら報告書をもとに

一定の評価を行い、場合によっては指導も行い、

これら資料は更新時の選定資料としておりますが、

内部評価にとどまっており、十分な事業評価にな

っているとは言えないものと考えております。

指定管理者制度の指定の２巡目を迎え、これま

での管理運営をどのように評価するかという点で

模索をしてまいりましたが、客観的な評価を実現

すること及び施設運営管理そのものの目的を再確

認する意味からも市民とと働のまちづくりの観点

で外部の有識者や利用者代表などによる第三者評

価制度の実施を検討すべきものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、学校支援〇教育部長（山内 豊君）

地域本部事業についてお答えをいたします。

初めに、名寄市における取り組みの現状につい

てでございます。学校支援地域本部事業は、地域

の教育力の向上と多忙な学校教員を支援し、子供

に対してよりきめの細やかな指導体制をつくるこ

とを目的に、文部科学省では平成２０年度から３

年間委託事業として行うことになり、北方道では

昨年度１７９の市町村が応募して取り組むことに

なりました。名寄市でも昨年度の第３次募集に申

請し、１１月２６日に町内会連合会、行政区長会、

校長会、教頭会、市ＰＴＡ連合会、名寄市で構成
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する学校支援地域本部事業実行委員会を兼ねた地

域教育と議会を設立したとことでございます。

平成２０年度の取り組みとしましては、本部を

１本部とし、モデル実施地区として名寄東中学校

の校区を選定し、登下校時における安全指導や異

世代交流活動の実施、全道の事業成果発表会など

研修事業への参加、そして学校ニーズの調査を行

いました。安全指導のための雨具や巡回車に張る

ステッカーを購入し、学校に配付したとことであ

ります。また、名寄東中学校校区での学校支援と

しては安心会議、ちょこっと先生、昔の遊びなど、

高齢者との異世代交流、大学生による学習支援、

本の読み聞かせ、９年団活動や部活動への外部指

導を実施してきたとことでございます。

次に、今後の具体的な取り組みについてお尋ね

がありました。２年目に入ります本年度の取り組

みにつきましては、６月４日に実行委員会を開催

し、事業計画を決めたとことですが、本年は新た

に名寄中学校校区、風連中学校校区を加え、小中

学校１５校の市内全域に活動範囲を広げ、取り組

みを方めてまいります。具体的な活動内容としま

しては、昨年度も行いました登下校時の安全指導

や異世代交流、学習支援活動を実施するとともに、

学校支援ボランティアによる花壇整備等校内美化、

環境整備活動を予定しております。また、活動の

連絡調整役である地域コーディネーターの養成講

座に参加していきます。さらに、学校ニーズの調

査を引き続き行い、学校からの支援要望の検討と

ボランティアによる学校支援を実施すべく学校支

援の基盤づくりを方めてまいりたいというふうに

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１３番（高見 勉議員）

ただきましたけれども、再質問をさせていただき

たいと思います。

最初に、先行取得した公有用地の利活用につい

て、それぞれお話をいただきました。旧営林署跡

地の部分については、名寄警察署の建てかえ用地

として取得をしようではないかという答弁もあり、

あるいは平成１５年でしたかね。に取得をしたの

は私も理解をしているつもりであります。私の記

憶に違いがあれば訂正をさせていただきたいと思

いますけれども、当時もそう明確なことではなか

ったかとも思いますけれども、名寄警察署の建て

かえについてはもう実施、北方道警察署の建てか

えランクでいえば１０本の指に入って９番目ぐら

いになるのではないかとか、いとんなことでいえ

ば、そう遠い将来ではなくて極めて近い将来に警

察署の建てかえがなされるやに話を伺っていたわ

けであります。

これは、先ほど答弁にもありましたけれども、

北方道の財政状況等々を含めて、そうこちらが思

うようにいかないことも承知をするわけでありま

すけれども、しかし総務部長の今の御答弁では、

名寄警察署の建てかえ用地として今後と議を方め

ていきたいということは、私は率直に言わせてい

ただいて、ここ５年、６年たってしっかりとした

と議が、建てかえの時期がいつになるかは、仮に

時間的な問題は置いてあるとしてもと議がなされ

ていないということについて極めて奇異に感じる

のです。というのは、旧営林署跡地を取得をした

際にそういう思いもあり、この市役所と警察署で

はもう御案内のとおり市民の皆さんが例えば名寄

警察署を訪れても駐車するスペースがないわけで

あります。ですから、９なくても古くて建てかえ

をする部分についても大分経過年数があるという

こともあり、そして加えて敷地もなくて来訪者の

いわば駐車スペースもないと。こういうような状

況等々を考えたときに、私は名寄警察署と十分な

話をして、北方道としっかりとした話をして、そ

して本当に建てかえをするとすればどのぐらいの

面積が必要なのかと。私ども名寄市としては９な

くても、営林署跡地の敷地面積がいかほどでした

かね。 ２００平米ぐらい、あそこの一画を持っ

ているわけです。あの面積、全部要るのか、ある
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いはそうではなくしてどの程度の面積になるのか。

こういうことを私は９なくても議論をして、そし

て建てかえの時期がいつになるのかというのは、

財政状況を含めてのこれまた議論があると思うの

でありますけれども、そういう議論というか、経

過を経て９なくても土地利用というものを明確に

していくべきだと。極めて当然のことだと思うの

でありますけれども、その点については欠落をし

ているのか、あるいはと議をした経過があるのか

ないのかを含めてお答えをいただければと思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと答弁が舌〇総務部長（佐々木雅之君）

足らずで申しわけなかったと思っています。

１５年当時の購入したときの新聞にも面積の関

係については ２００平米が駐車場敷地も含めて

必要であると。その当時も名寄警察署の署長を含

めて、名寄市側として相談をさせていただいてい

ます。その後、名寄警察署の署長さんが交代され

るたびに建てかえ用地として市のほうで用地を先

行取得しておりますということも含めて相談はさ

せていただいております。その中で、警察署の名

寄警察署、それからこの管内の警察署のあり方も

含めてという話と北方道の財政状況ということも

ありまして、必要な面積については名寄警察署、

それから市のほうのと議の中では ２００平米全

区画がないと全体の施設整備計画が整わないとい

うことと署長さんの交代についてもその都度名寄

警察署のほうはと議をさせていただいております。

ただ、道警本部のほうとのこちら側のほうから出

向いてと議に行くような状態にまでなっておらな

かったものですから、その辺につきましては十分

な詰めができていないというか、名寄警察署長さ

んのレベルで一定の説明をさせていただいて地元

とのと議はさせていただいております。その辺の

部分につきましては、維持管理経費の問題も含め

ましてありますので、内部と議をしまして道警本

部とと議ができるのかどうか、その辺も含めて検

討してまいりたいと思っております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそうしてほしい〇１３番（高見 勉議員）

と思いますけれども、私は９なくてもこの間提示

をされた土地開発公社の経営状況の報告等でも例

えばあそこの土地、わかりやすく ０００と度で

すよね、取得した価格。２１年度の売却予定が

４００と度ぐらいになる。私は、最初に申し上げ

ましたように取得してから金利の分と維持管理費

を含めて経費かかるわけです。これに含み損があ

るかどうかは、私はまだわかりませんけれども、

９なくともこの五、六年で４００と度からの部分

が土地開発公社の金利分を含めてあるわけです。

ですから、北方道と話をするにしても私は一定面

積、北方道の部分でどのぐらい必要なのかという

ことが確定というか、おおむね理解をすると。私

は、それ以外に宅地にするのか、それ以外の部分

をどうするのかと、そういう具体的な議論をスピ

ード感というのではなく、極めて常識的にやるべ

きだというふうに思うのであります。

警察署長さんなりなんなり、名寄警察署の意向

というか、こういうものをやっぱり地元としてし

っかりとらえながら、そして道警がいいのか、あ

るいは財政当局なのか、そうした面では政治力も

含めて行政側がどう動くか。市民の要望としてし

っかり行うとすれば、私は自衛隊の部分もそうい

う署名運動ありましたけれども、市民運動として

名寄警察署はもう訪れても駐車もする場所もござ

いませんと、ぜひ建てかえをいただきたいという

市民運動として例えばでありますけれども、署名

運動等々、それこそ行ってでもしっかりとした方

向を出していくべきでないのかというふうに思う

わけでありますけれども、この付近は今後の決意

も含めて、そう軽やかに北方道警へ行ってと議を

してきますではなくて、やっぱり住民運動として

も取り組みをするぞというぐらいのいわば気迫な

り、そうした行政の前向きな考え方が必要でない

のかというふうに思いますけれども、その点につ
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いてはいかがですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

総務部長から若干今ま〇市長（島 多慶志君）

での経緯について説明をさせていただきましたけ

れども、私もこの用地の取得については、営林署

が民間に売り払いをしたいという、こういう状況

の中から選択肢として公用地としての先行取得を

どうするかと、こういう検討をし、さらに目的と

しては何に使うかと、建物を残してもらうかどう

かと、こういうことも含めて検討をした経過があ

ります。その中で、究極、警察署の移転候補地と、

こういうことに絞り込みをさせていただきました。

昭和５０年代に現在の警察庁舎を建てかえすると

きに、名寄市が候補地のあっせんができなくて現

在地に建てかえを余儀なくされたという苦い経験

も持っているわけでございまして、ぜひ新築を用

地を確保することで促方をしたいと。用地を取得

をした中で、すぐ立場として責任を全うするべく

道警の本部、北方道の総務部にも足を運びました。

道内の警察署、数あるわけですが、その中で老朽

化の順番では５番目、６番目と、こういう位置づ

けということを聞かされまして、その後北方道は

新たな建物等については９し抑制をすると、こう

いう状況が続いておりまして、市民の期待する状

況になっていないのが事実であります。

しかし、指摘ありましたように名寄市の庁舎、

警察の庁舎ともに駐車場を十分に持たない敷地の

中でこのような市民に対する不便をかけていると、

こういうことがありますから、早く道警が新名寄

警察庁舎を建てていただくようにしっかりと要望

を続けてまいりたいと思いますし、また名寄市が

合併する前には現警察庁舎についてはバリアフリ

ー的な建物にもなっているということも含めて、

一定の建物で第２庁舎的な要素も含めて検討をし

てきた経過があります。現在新名寄市としての庁

舎として、そうした建物の使い方をするのかどう

なのかと、このことについても早急に方向づけを

していかねばならない課題と、こんなふうに思っ

ておりますので、よとしくお願いをいたします。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

市長から話がありま〇１３番（高見 勉議員）

したようにぜひ、私の９番目か１０番目というの

は相当以前の話でありますから、それ以後市長か

ら話ありますように名寄警察署が道内警察署にお

いて五、六番目ぐらいまできているということで

ありますから、先ほど申し上げましたように駐車

場等々を含めて、ぜひ今の状況では大変市民の利

便性も損なっているという状況を含めてしっかり

と対応をいただきたいと。

いま一つ、名寄警察署の建てかえ問題、もう一

つは広域化の問題を含めて、含みのある御答弁だ

ったと思うのでありますけれども、そのことには

具体的に言及する何物もございませんから、私は

あえて申し上げませんけれども、しかしいずれの

方向にしてもそうした面では現在の状況をしっか

り理解をし、その後のことは北方道警としてどう

するかということでありますから、敷地の関係は

後の議論になるのかもしれませんけれども、それ

を含んで敷地を確保すればいいわけでありますか

ら、ぜひ市長のスピーディーな動きと地元道議も

含めてしっかり対応いただくことをこの際御要望

を申し上げておきたいと思います。

時間の関係もありますから、文化センターの敷

地の関係あるいは北洋銀行の関係については、私

は大ホールあるいは市民会館の話、これをなぜお

聞きをしたかというと、今年の第１定であったか

もしれませんけれども、議員の個人的な提案とい

うことでなく会派としての御提案があって、駅前、

ＪＲ横地の問題、南の問題や何かを含めて提言が

あったわけであります。そういうことを含めて考

えてみたときに、私は今大ホールというのか、文

化センター大ホールというのか、あるいは市民会

館のホールが老朽化が著しいからこうだと。どっ

ちでもいいですけれども、しかし議論をするとき

に候補地も決めないでどういう器にするかどうか

という具体的な議論というのは、これからしっか
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り議論をして何年か先になるわけです。でも、９

なくても有力な候補地でありますというような答

弁というのは、私はいかがなものかと。建てる場

所ぐらいはどこにするのだというぐらいのことは

市民の皆さんにしっかり、しかし財政的な問題を

含めてそれがいつになるのかどうなのかというの

は、これはもう一つ別な問題として計画的にとら

えるべきだと思うのでありまして、そういう面で

は文化センターの敷地について、長い答弁は要り

ませんけれども、有力だとかなんとかではなくて

具体的にこうすると、あるいはこうでないという

ことをこの際明言できる部分について明らかにし

ていただきたい。

北洋跡地の関係でありますけれども、高齢者の

ケアつき住宅については、当初からその話があっ

たわけであります。あそこの北洋銀行の部分は、

公共スペースとして使ったらどうだと、あるいは

カルチャーセンター的な部分で、市内の部分にち

ょっとあれを改装して使うことはどうだというよ

うな話も私は重要な要素としてあったと思うので

ありますけれども、しかし老人の下宿をやるとい

うような話で取り壊しをしたのです。それで、い

つまでも市有地がああいうやはり利活用計画がな

い中でいくことが中心市街地の私はある面阻害を

していると思うのであります。ですから、そうい

う面では、私は行政側としてやっぱりもう９しし

っかりとした計画を６丁目、名よせ商店街で使う

なら使う、どういう活用をするのか、もう９し詰

めた議論をしっかりしていただく必要があると思

うのでありますけれども、文化センターあるいは

今の北洋の関係、短い答弁で結構でありますから、

考え方について端的にお伺いをします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

文化センター大ホール〇副市長（中尾裕二君）

につきましては、旧名寄市におきまして相当の市

民論議があったというふうに承知をしておりまし

て、当時鉄算事業団から取得をした駅横の用地も

含めて立地についてもと議をした経過がございま

す。その中で、やはり文化センターと連動をした

文化センター大ホール、文化センターを建設した

ときに既にホールを併設するという構想のもとに

整備をしたということがありまして、旧名寄市に

おきましては一定の議論が蓄積されているという

ふうに私は議員御指摘のとおり判断をしておりま

す。

ただ、今回は市民会館のホールが老朽化をして、

市民会館のホールの年間の市民の皆さんの御利用

を見てみますと、どうしてもあの施設が要ると。

しかし、もう改修、補修等についてはできないと

いう状況でございまして、そのときにあわせて名

寄がずっと夢として持っていた文化センター大ホ

ールとの整合性をどうやって図れるのかと、こう

いうことでの建設位置ということでございますの

で、一定の意図する位置は市民の皆さんも含めて

あとうかと思いますけれども、あわせて市民会館

のホールとの連動性ということで改めて市民の皆

さんあるいは議会とも相談をして場所については、

あるいは規模についても調整をさせていただきた

いと考えております。

それから、北洋の跡地あるいは３・６街につき

ましては、きのうの議員の御質問にもお答えをさ

せていただきましたが、現在駅横の開発につきま

してはまちづくり交付金事業を想定をしておりま

して、どうしてもにぎわい創出、人の流れを生み

出すということが主眼でございますので、この北

洋の跡地あるいは３・６も含めた整備計画につき

ましては、１１月にこのまちづくり交付金事業と

して国のほうに申請を出してまいりますので、そ

れまでに積み上げをして、また議会とも相談をさ

せていただいてしっかりとした計画をつくり上げ

ていきたいと考えおりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

この問題だけ話しし〇１３番（高見 勉議員）

ておられませんから、わかりましたではなくて、

文化センターの敷地は、私はそのために敷地とし
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て交換をしたり、あるいはあの横を取得をしてい

ると思うのです。市民会館のホールの跡って、こ

の後に現実的に建てられる駐車スペースを含めて

あるのかないのかというと、私はそういう現実性

はなかなかないのではないのかと。だとすれば、

決定的なことでなくても行政がどう考えているの

かと、そのことをやっぱり市民の皆さんに問うて、

距離的にもいといとあるかもしらぬ、スペースも

こうだということを言って、そして将来的にここ

へ建てていくのならいく、いや、どうでしょうか

と、そういう議論がなければ、何でもかんでも固

まらなければ物を言えないというのではなくて、

検討をしているのであれば、そのときに私はそう

いう用地をしっかり確保しているとすれば整備を

しておくべきだというふうに思うのでありまして、

あそこにどうしても建てれと言っているのではな

いです。だけれども、そういうファジーなことで

はなくて、私は一定の目標をきちっと示して市民

の皆さんから意見をいただくならいただくという

ような形をしっかりとるべきでないかと、あるい

は北洋銀行の部分についてもＪＲ横の関係を含め

てやるということですから。

私は、ただこれまでの説明の中で、まちづくり

交付金の関係でちょっとインターネット等々で調

べると、従来の補助金と比較して事前評価は簡素

化をする一方、しかし数値目標だとか、そういう

ものをしっかりとらえた事後の実は評価を重視し

た制度だということが言われているわけです。で

すから、例えば西條さんの部分が駅南のほうに先

行的にやっていただいて、その後にどうするこう

するみたいな話があってみたり、いといとしてい

ますけれども、いずれにしても１０月まで一定の

方向を出すということでありますから、ここであ

えて答弁は求めませんけれども、しかしまちづく

り交付金そのものについても私はかなり数値目標

も含めて市民の皆さんに明らかにして、そして事

後評価に耐え得るものにしていかなければならぬ

ということでありますから、ぜひこれは１０月ま

で方向を出すということでありますから、あえて

ここでは申し上げませんけれども、名寄駅宿舎跡

地なり、あるいは北洋銀行跡地についてもしっか

りとした計画を出していただくことを期待を申し

上げたいと思います。

土地開発公社の今後のあり方については、今ま

でも申し上げてきたとおりでありまして、私から

あえて言うまでもなく長期に保有地を有している

デメリットというのはもう明らかなわけでありま

して、簿価への金利の積み増しなり、あるいはバ

ブルが崩壊していけば、含み損のリスクというの

はこれからも拡大をしていくだとうというふうに

私は率直に思います。さらに、先ほど言ったよう

に未利用地の機会を逸したことによって、逆にま

ちの北洋跡地ではないですけれども、あっちの部

分を阻害をしているというような状況等々がある

と。ですから、こういう長期保有に対するデメリ

ットを私は解消していくためにも一定程度今の金

利の部分なり、あるいは含み損の部分を含めてど

うなっていくのかと。こういう保有土地の資産価

格というものを市民の皆さんに明らかにしながら、

そして情報公開をしながら、議会や市民の皆さん

と議論をしていくというふうにしていくべきだと

いうふうに考えますので、これは強く要望をして

おきたいと思います。

それと、具体的なやはり解決方法としては、第

三セクター等の改革方方債、先ほどちょっと話あ

りましたけれども、今国会で成立する、あるいは

したという話も聞いておりますけれども、第三セ

クター等の改革方方債が２００９年から５カ年で

行われるわけでありますから、ですから売れる土

地は土地開発公社でこれは整理をしていって、塩

漬けになって売れない土地についてはこの際整理

をするなら整理をしていくと、これらを利用して

整備をしていくと、そういうやはり決断の時期に

あるのではないかと。そういう面で、私は土地開

発公社を一定整理をする時期にあるのではないの

かというふうにも思いますけれども、時間があり
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ません。このことについては一言だけでも結構で

すから、お答えをいただきたい。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

公社のあり方につきま〇副市長（中尾裕二君）

しては、土地開発公社のみならず、ほかの公社に

つきましても先ほど総務部長が答弁させていただ

いたとおり７月に検討の組織を立ち上げまして総

体的な、具体的な検討を方めてまいりたいと考え

ております。

それから、求められていない答弁をしておしか

りをいただくかもしれませんけれども、先ほどの

ホールの位置につきましては、現在市民の皆さん

からホールあるいは大ホール、市民会館ホール建

設反対の御意見もメールで一定数いただいており

ます。ですから、私の思いとしても今検討をして

いるスタッフの思いとしても位置はもうほぼ固ま

っているだとうという思いもある人間が多いわけ

ですけれども、しかしそうでない市民もいらっし

ゃるということで、ここはやっぱり丁寧に市民参

加の、市民とともにつくるまちづくりであります

から、対応してまいりたいと考えておりますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の部分でわかりま〇１３番（高見 勉議員）

した。私は、もちとんそういう賛否の部分という

のはあると思うのです。ですから、９なくても自

治基本条例ではありませんけれども、情報を明ら

かにしていって市民の意見というものをしっかり

受けとめて事業の優先度というものを整理してい

く、パブリックコメントの部分等々を含めて。そ

ういうことだと思うのです。ですから、市民の意

見が固まってからでなければ意見がもらえないと

いうのではなくて、私は一定の考え方があるとき

に市民の皆さんからの声をいただくなりなんなり

というのをやはり作風というかな。政策をつくり

上げていくときの形としてしっかり考えていくべ

きだというふうに思いますので、これは結構でご

ざいます。

次に移らせていただきます。指定管理者制度の

関係であります。公募、非公募の関係では、もち

とん非公募の部分も専門的に例えば農業施設だと

か医療施設、病院の関係だとか福祉施設等々を含

めて非公募の部分があることは当然だと思います

けれども、総務部長からも話がありました。しか

し、私なんかが見ると、せっかくと申しましょう

か、理想的な形としては民間の活力をまさに活用

するといいながらも、実際名寄の状況を見ると今

までの委託管理の状況と余り変わらない状況に実

はあるのではないのかというふうに思うわけであ

ります。しかし、この指定管理者制度はやっぱり

公の部分で前段言ったように許可権、その他使用

権も持っているわけでありまして、そういう面で

は行政に成りかわってやるわけでありますから、

極めて透明性が必要だというふうに思うのであり

まして、そういう面では私はこれら公募になかな

か応じない民間企業、応じてもらえない部分もあ

るのかもしれませんけれども、名寄の場合は。し

かし、そういう面でも実質的にこの手続条例等で

選定委員会の設置なり選定委員会の組織、選定委

員会は１０人以内の委員をもって組織することに

なっているのですけれども、２年の任期でありま

すけれども、現在選考委員の皆さんは民間人何名

入って全体で何名で選考委員が構成されているか、

この点についてまずお伺いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

副市長を先頭にし〇総務部長（佐々木雅之君）

まして財調部長５人、７人で対応しまして、その

ほかに民間委員さんが１名いらっしゃいます。

（「民間人何人」と呼ぶ者あり）

民間は１名です。〇総務部長（佐々木雅之君）

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、これは総務部〇１３番（高見 勉議員）

長から先ほど答弁ありましたから、あえて強くは

言う必要もないのかもしれませんけれども、この

事業評価なり財務監査の関係では、自治体に対し

て指定管理者制度を導入したことによって公の施
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設をつまり指定管理者に整理するということで、

これに対する自治体の権限というものは強化され

ておられると思うのです。具体的に言うと、そう

いう事業報告の毎年度の提出なり、あるいは調査

報告なり、指示なり、指定の取り消し等々を含め

て行政側がしっかり権限を持っている。さらには、

監査委員による監査か、あるいは外部の監査人に

よる監査のいずれかを実施しなければならぬと、

実施せいと、こう言っているわけでありますから、

そういう面ではやっぱり公平性なり透明性をきち

っと持つと。行政が優越的に権限を持っているわ

けですから、そうではなくて市民の皆さんにオー

プンにして、そしてその評価をしっかりして、今

まであった公共サービスが維持されているのか、

今までより以上発展をされているのかどうなのか、

こういうことをしっかり評価をすべきだというふ

うに私は思うのであります。

そういう面では、まずそこをお伺いする前に、

いわばニュートラルと言うとあれですけれども、

監査委員も私は名寄においては外部監査人が監査

をするというような状況には到底ならないと思っ

ているのでありまして、そういう面では監査委員

さんがおられて監査ができる状況になっているわ

けでありますから、ぜひこの点については、今ま

でも行ってきているのかもしれませんけれども、

私は強い権限というのは直接的にも指定管理者に

対する監査が及ぶという観点に立って、しっかり

とした監査をしていただくことが極めて重要だと

思うのでありますけれども、代監さんに極めてあ

れですけれども、森山さん、代監さんに御指摘で

すから、お答えをいただければと。今後の対応も

含めて考え方があればお聞かせをいただきたいと

思います。

森山監査委員。〇議長（小野寺一知議員）

お答えを申し上げた〇監査委員（森山良悦君）

いと思います。

年々広がりを見せております指定管理者制度の

中で、ますます透明性を高め、さらには市民への

説明責任を果たすと。この観点の中での財務監査

のあり方はどうなのだという御指摘かと思います

けれども、従来監査委員が施設の財務監査を行っ

ていますのは所管課を通して行っております。３

点にわたって行っております。１つは定期監査に

おいて、１つは業務がと定書に基づき適正に履行

されているかと、効果的だと、それから事業費の

算定が適正なのかという、これは定期監査の部分

でございます。２点目に、例月出納検査の部分で

ございますけれども、該当施設の成果が上がって

いるかと。この点は、議員の皆さんにも報告を申

し上げているとことでございますし、３点目には

初めて取り組みを行ったとことでございますけれ

ども、名寄市の名寄振興公社の部分で財政の援助

団体、支援団体という形で監査を行い、その中で

指定管理にかかわる監査もさせていただきました。

以上の３点において、私どもは指定管理制度に

おける監査を実施しておりましたけれども、今後

透明性を高め、さらにはより市民の説明責任を果

たすという中では３点の視点を設けて今後実施し

ていきたいと、このように思っているとことでご

ざいます。１点目には、と定書が定められている

わけでございますけれども、その報告書が本当に

適正に作成されているのかと。その適正性につい

て問いたいと、このように思っておりますし、２

点目にはと定書にいといと改善項目、回答はある

わけでございますけれども、改善、変更項目がそ

のニーズにおいて必要性に応じて変更されている

かと、これが２つ目で、３点目には施設管理にお

ける会計経理、これが適切かと。直接関係諸帳簿

もしくは記載帳簿、証拠書類保存、そういう関係

についても今後適宜監査をしてまいりたいと、よ

り深く踏み込んだ形の中での監査を行っていきた

いと、説明責任を果たしたいと、このように思っ

ておりますので、よとしくお願いいたします。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

森山監査委員から力〇１３番（高見 勉議員）

強い答弁をいただきました。ぜひ私は、そうした
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面でしっかりとお願いを申し上げたいというふう

に思います。監査委員さん、いとんな立場で財務

監査以外、いわば管理業務についても触れること

はできるのかもしれませんけれども、しかし制度

上は管理業務については監査は及ばないわけです

よね。及ばないことになっている。したがって、

私はそういう意味での透明性を含めてやっていく

には、先ほど来から話がありますように１つには

これまで担ってきた公共サービスが本当に維持さ

れているのかと、維持でなくても民間に移ったこ

とによってサービスが向上されているのかどうな

のかというような視点が１つ。

いま一つは、そういう管理業務を担うのは、働

く人の雇用の安定と良好な賃金あるいは労働条件

にあるのかないのか。これは、監査委員さんの部

分も含めて、ぜひそういうことも行政が行うわけ

でありますから、そういう視点を持って事業評価

なり監査を行っていくと。

さらに、３つ目には、市民参加を方めて市民と

と働でサービスのありようについてチェックをす

るなり、公平、公正にあるかないか、そういう指

定管理者制度であるのかどうなのか、そういうと

ことにやっぱりきちっと視点を当てて私は評価し

ていかないとならぬと。

これは、言葉ちょっと悪くて誤解を招くかもし

れませんけれども、選考委員会は行政の方々、部

長さん方、大変御苦労をいただいているのに民間

からは１人入っているだけ。評価の報告を受ける

のは担当部課ですよと。それがどこでどういう形

で相対評価をされているのかどうなのかというと、

ちょっとあいまいなわけであります。したがって、

私は９なくてもそうした部分で単にやり方、あら

を探すというのではなくして民間に、つまりアウ

トソーシングをして民間活力を引き出したことに

よって財源的にも、あるいはサービス的にも向上

をしているという状況、市民的な評価を得るよう

な形をしっかりとっておくことが極めて大事でな

いのかと。２年や３年でそうはいかないけれども、

もう制度を入れて４年目になるわけでありますか

ら、そうした面ではぜひその点についても整理を

いただきたいと思います。

この点については市長なり副市長から、あと二、

三分しかありません、一言決意を含めて。私は、

市民を含めた第三者委員会を立ち上げて、そして

利用者を含めてどうであるかと。余り難しいこと

ではなくても評価を外部でしていくシステムをし

っかり確立すべきだというふうに思うのでありま

すけれども、新年度を問わず今年度からでもやっ

ていただきたいと思う。いかがでありますか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

平成１７年度からこの〇副市長（中尾裕二君）

制度を導入して名寄市で積極的に方めているわけ

ですけれども、受け皿の問題も含めて、なかなか

財政的なメリットが出ていないというのは１つ実

態としてございます。さらには、直営の時代から

指定管理者制度が導入されたことに伴って、本来

はサービスの選択肢が広がって柔軟な運営をして

いただけるということも含めた対応というふうに

認識をしておりますが、なかなか発注側のふなれ

といいますか、ノウハウ不足ということも含めて

ございまして、この辺についてはまたしっかりと

対応していきたいと思っております。また、お願

いをしている事業についてしっかりと展開されて

いるかどうかにつきましても総務部長からも答弁

をさせていただきましたけれども、外部の有識者

の方あるいは施設を利用する方も含めて、第三者

の評価の機関についてしっかりと検討をしてつく

ってまいりたいと考えております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間が大変なくなり〇１３番（高見 勉議員）

まして恐縮でありますけれども、学校支援地域本

部事業について答弁を一言だけでもお願いをした

いと思います。

教育部長の話では、２０年度に本部というか、

実行委員会を名寄市としてつくって、名寄市が中

学校をモデル実施地域として昨年は定めたと。今
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年度は風連あるいは名寄中学校地区を含めて、市

内中学校３地区ともそうした面では事業を取り組

んでいこうということだと思いますので、１つの

評価をいたしますけれども、これは３カ年事業な

のですよね。２０年度から２１年、２２年までし

かないということでありますから、そういう面で

は私はやっぱり具体的な取り組みが早急になけれ

ば、委託事業としての事業費その他を含めて思う

ような形にならないのではないかという心配を１

つしているので、ぜひ具体的にひとつ取り組みを

方めていただきたい。

それと、実行委員会が名寄市では一つしかつく

っていないというお話ですけれども、これでいき

ますと原則としては中学校区単位に本部体制をつ

くってやっていくことがいいのではないかという

か、原則論で言っているから、地域事情にそれは

お任せはしているけれども、事業費の関係や何か

も含めてそこら辺は差異が生じないのかどうなの

か。３つともつくることによって、中学校区にお

ける主体的な役割を果たすことができるのではな

いかというふうにも考えるわけでありますけれど

も、その点について、時間がありませんけれども、

御答弁をいただいて、時間ですから終わらせてい

ただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

平成２０年度におき〇教育部長（山内 豊君）

まして委託事業を受けまして、予算的には６０と

度ほどの予算で取り組んでおります。それで、当

初から３年間の事業というふうになっております

から、名寄市としては今までもそうした安心会議

等の取り組みをやっていて、余りお金のかからな

い方法でやっていくという状況になっておりまし

て、この委託事業を取り組むに当たっては今後の

３年間が過ぎた後の取り組みも含めてどうなのだ

ということがあります。この６０と度の中のうち

消耗品、要するに車両のステッカーだとか、ある

いは街頭での部分での雨具だとか、そういったも

のを主体的に校区に配備しようということで、２

１年度または２２年度でそういったような取り組

みをしていきたいというふうに思っておりまして、

今後は購入した部分での劣化した部分をその都度

更新をしていくという取り組みがこの委託事業以

後に出てくるのかなというふうに思っております。

以上です。

以上で高見勉議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、あす６月１３日より６月１

４日までの２日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、あす６月１３日より６月１４日までの

２日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 竹 中 憲 之
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署名議員 渡 辺 正 尚
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平成２１年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年６月１５日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第６ 意見書案第１号 地方分権改革にあた

り地域経済等に配慮し、地方財政の充

実・強化を求める意見書

意見書案第２号 核兵器の廃絶と恒久

平和を求める意見書

意見書案第３号 ハローワーク機能の

抜本的強化を求める意見書

意見書案第４号 経済危機対策などに

伴う地方負担の軽減を求める意見書

意見書案第５号 国直轄事業負担金に

係る意見書

意見書案第６号 新型インフルエンザ

対策の強化を求める意見書

意見書案第７号 所得税法第５６条の

廃止を求める意見書

意見書案第８号 基地対策予算の増額

等を求める意見書

日程第７ 決議案第１号 北朝鮮の核実験に抗議

する決議

日程第８ 報告第１２号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 請願

日程第10 委員の派遣について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第６ 意見書案第１号 地方分権改革にあた

り地域経済等に配慮し、地方財政の充

実・強化を求める意見書

意見書案第２号 核兵器の廃絶と恒久

平和を求める意見書

意見書案第３号 ハローワーク機能の

抜本的強化を求める意見書

意見書案第４号 経済危機対策などに

伴う地方負担の軽減を求める意見書

意見書案第５号 国直轄事業負担金に

係る意見書

意見書案第６号 新型インフルエンザ

対策の強化を求める意見書

意見書案第７号 所得税法第５６条の

廃止を求める意見書

意見書案第８号 基地対策予算の増額

等を求める意見書

日程第７ 決議案第１号 北朝鮮の核実験に抗議

する決議

日程第８ 報告第１２号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 請願

日程第10 委員の派遣について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

平成２１年６月１５日（月曜日）第２回６月定例会・第４号
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いて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

１２番 木戸口 真 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

建設行政について外３件を、渡辺正尚議員。

おはようございます。〇１４番（渡辺正尚議員）

議長から指名を受けましたので、さきの通告順に

従って質問をいたします。

まず初めに、建設行政について３点伺います。

今年度の建設事業の発注計画と発注時期について

お答えください。建設新聞によると、建設事業費

が名寄市は前年度対がで１５ ３がとなっており

ますが、具体的に何月にどのような工事を発注す

るのかお答えください。

次に、指名業者の基準について伺います。名寄

市内ではＡクラスでも国や道ではＣクラスだった

りしています。企業を育てるというのは、力をつ

けてもらうことではないでしょうか。子育てもそ

うですが、甘やかしたら地元企業は育ちません。

指名業者の基準については、昔は逆三角形だった

ものが産業委員会に在籍しているときに私の提案

で台形型になりました。名寄市も市全体の需要が

いつまで続くかわかりませんので、もっと企業育

成には北北海道の中核都市としての誇りを持って

いかなければならないと思っておりますが、市と

しての考え方について伺います。

次に、市民と協働のまちづくりの考え方につい

て伺います。１番目に、基本的に市民と自治体が

情報の共有化をしなければならないと思うが、現

状はどのような状況だと思っているかお答えくだ

さい。それと、今までに検証したことがあるのか

を伺います。

次に、情報公開条例ができてから今まであった

請求件数は何件か。これは、年度ごとにお知らせ

ください。内容は、情報公開できなければ構いま

せんが。

次に、高齢者福祉について伺います。私は、高

齢者にとって外出しやすい環境が一番だと思いま

すが、私が以前から提唱しているデマンド交通シ

ステムがこの地域には必要不可欠だと感じており

ますが、市ではバスの試験運行を計画されている

が、バスだけでなくタクシー導入も検討すべきと

考えるが、お考えがあればお答えください。

高齢者福祉については、パークゴルフなどの軽

スポーツの推進も考えられるが、町内会連合会な

どと検討した経緯があるのかを伺います。高齢者

の意見も大切だと感じておりますが、お答えくだ

さい。

最後に、産業振興について伺います。第１次産

業の農業は、大切な財産だと感じておりますが、

名寄市にとって農業振興策は具体的にどのような

ものなのかお答えください。

次に、その他の産業振興施策についても大学の

安定経営であったり、中心街活性化だったりしま

すが、これからお考えの施策をお聞きして、私の

この場からの質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござ〇建設水道部長（野間井照之君）

います。ただいま渡辺議員から大きな項目で４点

にわたり御質問をいただきました。１点目は私か

ら、２点目は総務部長、３点目は福祉事務所長、

そして４点目は経済部長からのお答えとなります。

よろしくお願いをいたします。

それでは、建設行政について、最初に今年度の

建設事業の発注時期についてお答えをいたします。

平成２１年度の建設事業は、地域経済や雇用など



－146－

平成２１年６月１５日（月曜日）第２回６月定例会・第４号

緊緊性に配慮し、９７件で２３緊 ０００緊緊を

予算化しております。発注状況は、６月末で保健

センター改修事業や市道防じん補修など３０件、

６月には土木工事として東４条通、豊栄西１０条

仲通の道路改良工事を既に発注しており、今後１

９線道路の加東橋新設工事のうちけたの製作、緑

丘通改良工事、北栄２丁目線の歩道補修工事も発

注を予定しております。建築は、名寄消防庁舎浴

室改修工事を、上下水道は１６線道路老朽管更新、

西１条仲通配水管網整備、個別排水処理施設合併

浄化槽設置工事をそれぞれ予定しております。７

月には１９線道路、加東橋新設工事のうち下部工

を、建築は名寄庁舎設備改修工事を、上下水道は

中央２８線及び東５号線配水管網整備、緑町２７

線及び東３号南線の老朽管更新工事をそれぞれ予

定しております。８月、９月には南１１丁目東通

及び１９線道路改良、東４条通、北１丁目通、豊

栄西１０条仲通、緑丘通の舗装新設工事及び徳田

しらかば１号通道路改良舗装工事を、建築は東小

学校屋内運動場改築工事地質調査を、上下水道は

個別排水処理施設合併浄化槽設置、徳田しらかば

１号線老朽管更新工事をそれぞれ発注し、全体で

９月末の上半期で執行率８０が以上を目標として

いるところであります。

次に、指名業者の基準についてであります。土

木建築部門の格付は、基本的に道が審査する経営

事項審査をベースに名寄市の基準により決定して

おりますが、今年度から北海道の格付を基準に一

定程度準じることとしております。道に準じた新

たな基準として、これまでの技術評定数値に加え、

社会的要素にかかわる付与点を設けたことであり

ます。これを生かした社会貢献などを含めた付与

点が加算された総合数値によりランクが決定され

ます。名寄市での社会貢献が国や北海道の格付評

価数値にも加算されるというふうに聞いておりま

す。したがって、システムの構築について入札等

審議委員会で検討し、上級官庁においても上位に

ランクされるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、今後の対応についてであります。名寄市

の建設業者には、完成度の高い成果を目指し、日

ごろから社員の資質や施工能力の向上に努めてい

ただいているところであります。名寄市としても

国、北海道に対し、地元建設業者の入札参加機会

の拡大について要望行動を行っておりますし、技

術的にも道北の中心都市の業者、特にＡクラスの

業者については他都市から見てもそれほど見劣り

しないと思っておりますが、より努力をしていた

だけるよう指導してまいりたいと考えております

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目の２点目の市民と協働のまちづ

くりの考え方について答弁させていただきます。

市民と協働のまちづくりを推進するためには、

市民参加による各種計画の策定や事業実施段階で

の市民参画を進め、市民と行政がともに協働につ

いての共通認識を持ち、信頼関係を強固なものと

し、互いの役割を適切に分担しながら協働のまち

づくりを進め、さらに透明性の高い公平、公正な

行政運営を図るため行政情報を積極的に提供し、

市民と行政との情報の共有化が必要と考えており

ます。そのためには、広報紙やホームページなど

による広報広聴活動の展開や情報公開、職員一人

一人が行政の窓口としての対応、町内会活動やサ

ークル活動の参加など、市民とのコミュニケーシ

ョンを積極的に行っていると考えておりますが、

今後さらに市民と協働のまちづくりを推進してい

くため、現在見やすくわかりやすいホームページ

の更新作業も進めております。

次に、情報公開条例ですが、市政に関する情報

についての市民の知る権利を保障するとともに、

一層公正で開かれた市政の実現を図り、もって市

政に対する市民の理解と信頼を深め、地方自治の
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本旨に即した市民主体の市政の推進に寄与するこ

とを目的に、旧名寄では平成９年１２月に制定し、

１０年４月から施行、旧風連では１年おくれの平

成１０年１２月に制定し、１１年４月から施行さ

れました。条例制定以降の請求件数ですが、旧風

連では年一、二件程度であり、旧名寄においても

平成１０年度５件、平成１１年度６件、平成１２

年度はありませんでした。平成１３年度１件、平

成１４年度５件、平成１５年度３件、平成１６年

度６件、平成１７年度７件、合併以降の１８年度

では４件、１９年度６件、２０年度８件、２１年

度は５月末現在で１件となっており、年数件の請

求の状況となっております。実施状況の公表につ

きましては、名寄市情報公開条例第９条の規定に

より毎年１回、各実施機関の公文書の公開等の実

施状況を取りまとめ公表することになっておりま

すので、情報公開制度やこれらの請求件数につい

て、毎年６月の市の広報のお知らせ欄に情報開示

請求等や市政に関する情報についての相談や案内

をお知らせしています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

高齢者福祉関連について２点のお尋ねにつきまし

て、最初に外出しやすい環境整備についてからお

答えをいたします。

お年寄りは、ついつい家に引きこもりがちにな

りますが、新しい交通システムの導入により交通

の利便性がよくなることによって高齢者が何らか

の趣味や買い物をする楽しみがふえるのであれば、

高齢者の自立を促し、間接的に生活支援対策にも

当てはまると思います。名寄市は、地域住民の公

共交通確保の観点から地域性や既存バス路線との

整合性、経済性を踏まえて、新たな交通手段につ

いて実証運行試験を行う計画でおります。実証試

験運行をする区域は、路線バス下多寄線区域で、

地元説明会や関係機関との調整を終えた後、１０

月、１１月の２カ月間、路線バスを運休してデマ

ンド交通実証運行試験を予定しています。今のと

ころデマンド方式、つまり利用する人の求めに応

じて自宅付近の公道や市道まで迎えに行く方式を

考えています。したがいまして、大きなバスでは

なくジャンボタクシーや小型タクシーなど、ぐる

ぐる回るのに便利な車両が適当と考えているとこ

ろです。最終的には、利用者によってよりベター

な方式、車両は何なのかということも実証試験中

にアンケートの実施や直接意見をお聞きして次の

実証運行試験につなげていきたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

次に、２点目のパークゴルフ等、軽スポーツの

振興という部分でお尋ねがございました。高齢者

の健康増進、仲間づくりや生きがいづくりにパー

クゴルフやウオーキングなどの軽スポーツは欠か

せないものと認識しております。

町内会連合会との検討の経緯についてもお尋ね

がありました。この分野については、直接的な検

討はしてはおりませんが、町内会連合会とパーク

ゴルフ協会が実施しているパークゴルフ大会は、

既に１０回に手が届こうとするくらいの回数を重

ねておりますし、名寄市社会福祉協議会の中で健

康維持のために自主的に活動しておりますＡＢ友

の会もパークゴルフを行うなど、高齢者の方は気

軽に軽スポーツを楽しんでおります。また、市は

高齢者対策として老人クラブ連合会が実施する健

康増進事業に対して補助をしており、平成２０年

度の事業内容ではグラウンドゴルフ大会に６０名

の参加、ゲートボール交歓競技大会には５７名の

参加、パークゴルフ大会は２回開催されており１

７３名の参加がございました。これらの軽スポー

ツ大会のほかに高齢者料理教室を２回開催し、６

８名の参加があったところでございます。こうし

た軽スポーツの効果として、平成２０年４月にス

タートした後期高齢者医療制度では、これまでの

老人保健制度で負担した医療費が少ないほうの北

海道内１５自治体の中に入り、北海道後期高齢者

広域医療連合の保険料は他市町村の平均の保険料
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から約１５がの低い保険料の適用を受けることに

なりました。まさに高齢者の健康保持に軽スポー

ツの活用が実に有効な結果につながったものと考

えております。今後も高齢者の健康維持対策とし

て、町内会連合会との連携はもとより、老人クラ

ブに対しても意見を伺い、軽スポーツの推進に心

がけてまいりたいと思います。

以上、この壇からの答弁にいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目４点目、産業振興について、初めに農業振興に

ついてお答えをいたします。

農業の重要性につきましては、平成１１年７月

に制定された食料・農業・農村基本法の要点の中

で、食料は人間の生命維持に欠くことのできない

ものであり、食料の供給は良質な食料が安定的に

供給され、農業の生産性の向上を促進しつつ、多

様化する国民の需要に即して供給されなければな

らない、また農業生産活動が行われることで国土

の保全、自然環境の保全、良好な景観の形成等、

農業の多面的機能が将来にわたって十分に発揮さ

れなければならないとあり、国民生活の安定向上

及び国民経済の健全な発展に必要なものとされて

おります。名寄市におきましても地域の恵まれた

自然環境を生かした魅力と持続性のある農業を確

立し、活力と潤いのある農業、農村を実現するた

め、合併後の本市農業、農村の新しい中長期的指

針として名寄市農業・農村振興計画を平成１９年

３月に策定し、その計画を基本に農業振興施策を

実施しているところでございます。

お尋ねの今年度の主な農業振興施策ですが、施

策体系の５本の柱に基づき説明させていただきま

すと、収益性の高い農業の確立では、１つとして

道営の農業生産基盤整備事業が７地区、公社営の

畜産環境総合整備事業が１地区実施しております。

２つ目に、農業振興センターの管理運営事業、３

つ目に水田の生産調整に関する産地確立対策、水

田等有効活用促進交付金事業などの実施、４つ目

には水田・畑作経営所得安定対策の実施、５つ目

には中山間地域等直接支払制度の実施、多様でゆ

とりのある農業経営の促進では、１つ目には農業

振興資金の融資及びＬ資金など農業関係資金利子

補給の実施、２つ目には酪農ヘルパー事業や中国

研修生受け入れ事業の実施、３つ目には家畜飼養

農家の労働負担の軽減と優良育成牛の確保を図る

ため市営牧野管理運営事業の実施、農業担い手の

育成確保では、１つ目に農家子弟が自立した取り

組みに助成する農業青年チャレンジ事業、２つ目

に新規就農者の受け入れを促進する新規就農者等

支援事業の実施、環境と調和した農業の促進では、

１つには農地、農業施設の保全に取り組む活動組

織へ助成する農地・水・環境保全向上対策の実施、

２つ目にクリーン農業の推進、土壌管理システム

の推進でございます。豊かさと活力ある農村の構

築では、１つ目に地産地消や食育の推進及びなよ

ろ産業まつり、地産地消フェアの開催、２つ目に

はグリーン・ツーリズムの推進の取り組み、３つ

目には農畜産物加工施設の運営事業等々、農業、

農村の振興にかかわる各種施策を実施していると

ころでございます。

次に、その他の産業振興施策についてお答えを

いたします。産業振興施策は、議員考えられてお

られるとおり、広くは農商工や産、学、官の連携

などによって大きく産業振興として中小企業の経

営安定に資するものと考えております。事業推進

に当たっては、中小企業の支援制度を活用し、商

工業関係機関、団体と連携して指導助言、情報の

発信を行ってきており、市といたしましても中小

企業振興条例などで対応しているところでありま

す。その内容は、１つ目には異業種交流、組織化

の支援、２つ目には町中にぎわい、物産ＰＲ支援、

３つ目には新製品、新規創業などの支援、４つ目

には雇用、労働環境の向上のための支援、５つ目

には融資制度による支援、６つ目には３年目とな

りましたリフォーム事業、７つ目には観光事業の

推進などで産業振興施策として取り組んできてお
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ります。これらの施策の考え方につきましてもこ

れまでの施策が基本となって商工団体、農業団体

との連携、名寄大学内の道北地域研究所などのノ

ウハウを活用して全体として産業振興を進めてま

いりたいと考えております。さらには、懸案の市

街地整備として中心市街地活性化で議論された事

業について合意形成と熟度を見きわめ、都市再生

整備計画事業に移行できるよう作業を進めており、

ハード事業とソフト事業を組み込んだ計画によっ

て産業振興に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

各部長から丁寧な答〇１４番（渡辺正尚議員）

弁をいただきましたので、再質問をさせていただ

きます。順序が変わることもお許しください。

指名業者の基準なのですけれども、今の部長の

答弁ではわかりにくいと思いますが、具体的にお

答えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変失礼しま〇建設水道部長（野間井照之君）

した。指名業者の基準について、再質問がござい

ましたので、お答えをさせていただきたいという

ふうに思います。

建設業者の格付につきましては、国、道及び各

自治体によって基準が異なっております。一様に

ランクでが較はできませんけれども、ランクを決

定する数値は先ほど申し上げました道が審査する

経営事項審査結果がベースになっているのが現状

であります。この経営事項審査は、年間の完成工

事高や経営状況に工事の種別ごとに総合評定数値

が判定されるもので、自治体を主体に受注が多い

業者では国、道にがべると発注予定価格が低く、

年間の完成工事高が多く見込めず、国、道に登録

されている大手の業者にはランクで差が生じ、総

合評価数値の高得点にはなりません。しかし、市

内のＡクラスの業者については、近年では工事の

品質も確保されており、道の入札にも参加受注の

機会がふえてきているところであります。今年度

の名寄市の格付につきましては、土木部門は昨年

までＡ、Ｂ、Ｃの３区分だったものを本年度はＡ、

Ｂの２区分に改正しました。これによりＡは１０

社、Ｂは１５社となります。建築部門は、昨年度

から２区分に改正していまして、今年度も２区分

でＡは７社、Ｂは１４社となっています。入札方

法につきましては、昨年度から条件つきの一般競

争入札を導入していまして、より一層の競争性を

高めていると考えておりますので、少しでも力を

つけていただければというふうにも考えておりま

す。

以上であります。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

昔は、名寄市は鉄道〇１４番（渡辺正尚議員）

と木材のまちでしたので、市内の仕事だけで十分

にあったと思いますが、それにがべお隣の士別市

は市の仕事がなかったから、国や道に仕事を求め

て営業活動し、国や道などの受注機会を求めた結

果が現在名寄の業者より士別の業者のほうが平均

的にランクが高い状況になっているのではないで

しょうか、お答えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

他都市とのラ〇建設水道部長（野間井照之君）

ンクの違いについてでありますけれども、お答え

をさせていただきたいというふうに思います。

確かに昔は国鉄や林道などの仕事も多く、地元

から出ていかなくても営業ができたと、そういう

時代があったかもしれません。しかし、現在では

特に従業員が多い業者は営業が続かなくなる危険

性も大きくなっております。しかし、今上川北部

では道の河川事業の名寄バイパスあるいはサンル

ダム関連事業などがあり、が較的恵まれていると

お聞きしております。特に農業関連は、上川管内

では１番目の仕事量との情報でもございます。私

どもも４月の建設事業説明会で、営業努力や技術

向上はもとより、共同企業体などでの組織強化を

お願いしているところですし、今後も場合によっ

ては企業再編などの経営形態のあり方なども一つ
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の方法として研究していただくようお願いをして

いきたいというふうに考えております。考えられ

るあらゆることを駆使して業者の方にも努力をし

ていただいて、国や道の公共事業が受注できるよ

う今後も指導させていただきたいというふうに思

っていますので、御理解をいただきたいと思って

います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、タクシー会社〇１４番（渡辺正尚議員）

とも連携してデマンド交通システムの導入検討が

必要であると思うが、協議検討するつもりがある

のかをお伺いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先日、６月９日に〇総務部長（佐々木雅之君）

名寄市地域公共交通活性化協議会を立ち上げまし

て、恐らく多くの市町村が地域間を結ぶバスの関

係につきまして、公共交通の確保ということで努

力したのですが、少子高齢化によってだんだん、

だんだん利用者が少なくなって、ちょっと言葉は

悪いのですけれども、ほとんどお客さんがいない

状態でバスだけ走っているというような部分も多

く見受けられるようになってきましたので、名寄

市につきましては名寄市単独で国の補助事業では

なくて、この交通協議会に諮りまして、今後の高

齢化社会を迎えるに当たって、住民ニーズの高い

公共交通のあり方はどうなのかということの議論

を進めてまいりまして、民間の団体からの提言も

いただきまして、先ほど言いましたように６月９

日、正式に第１回目の協議会の協議を開催させて

いただきました。基本的には、停留所から停留所

までだけではなくて、できるだけ利用する方の自

宅に近いところまでタクシーの相乗り等も含めま

して、今後の少子高齢化をにらんだ同じお金をか

けるのであれば利便性を高めるという形を考えて

います。今のままでいきますと、交通機関の運行

に対する補助金が年々、年々膨らんでいくことは

当然想定されますので、こういう厳しい財政状況

ですので、できるだけ現行予算をこれ以上ふやさ

ない範囲の中で、なおかつ少子高齢化に対応した

利用者の利便性を図る方法はないかということで、

それもコンサルに丸投げする形ではなくて職員が

地域等に入りまして手づくりで協議をことし、来

年と２カ年間行いまして具体的に取り進めていき

たいなと思っています。

以上です。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が以前から言って〇１４番（渡辺正尚議員）

いるように、高齢者の方たちは地元商店街を大切

にします。私の住んでいる旭東北区町内会なども

そうですが、お年寄りの方たちはバス停までが遠

いものですから、なかなか行動に起こしません。

私が以前から提唱しているデマンド交通システム

というのは、タクシーでは高過ぎるので、ドア・

ツー・ドアで予約し、乗り合いタクシーと理解し

てもらってもいいと思いますが、お考えがあれば

お答えください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員には、過去い〇総務部長（佐々木雅之君）

ろいろな形でデマンド交通の関係について御提言

いただきまして、まちの中で開かれるお祭りとか

イベントのときにも臨時的にバスを走らせるとか、

さまざまな工夫はしてきました。今回の協議会立

ち上げによりまして、従前も東西バスの運行路線

を見直したり、さまざまなちょっと検討をしてき

ておりましたので、相乗りタクシーが今回の実証

実験も含めてどの程度有効に利用できるかという

ことも含めまして、実証実験をさせていただく中

で町中における利用の関係についても、予算との

関係もありますので、一遍に拡大するということ

は非常に難しいと思っていますけれども、実証実

験を積み重ねた上で相乗りタクシーの有効性につ

いて検討してまいりたいと思っております。

なお、介護関係につきましては風連地区から相

乗りタクシーを活用して名寄の病院等とか施設等

に通院されている方もいらっしゃるという話も聞

いておりまして、既に部分的にはグループでの利
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用が始まっているというふうに認識しておりまし

て、そちらの状況も確認させてもらいながら取り

進めてまいりたいというふうに考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

これを行うのには市〇１４番（渡辺正尚議員）

からの助成も必要です。例えば予約制ですから、

二、三人が利用したとします。私の住んでいる地

域から出発したとして、７００緊から８００緊程

度かかりますが、市の補助金が１割とすると市の

持ち出しは７０緊から８０緊で済みます。それが

年間に ０００件あったとしても１００緊緊以内

で済むわけですから、検討する価値はあると思い

ますが、検討されるのかを伺います。私は、高齢

者が外出する機会がふえることによって健康増進

にも役立つと思いますが、お考えがあればお答え

ください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

公共交通のあり方〇総務部長（佐々木雅之君）

の民間団体からの提言は、まさしくこれからの高

齢化社会に対応するために足確保をどうするのか

ということが大きなテーマだったというふうに理

解をしています。この関係につきましては、今議

員おっしゃるように利用者の数の把握が相当年々、

年々増加していくのだろうなということは当然の

結果、想定しておりますので、直接的には市内循

環バスのあり方、それから東西バスのあり方、そ

れと相乗りタクシーを活用する段階では、今実証

実験をする下多寄線の関係につきましても地域の

ニーズを満たすような形での実証実験ということ

を考えておりまして、まずはそこの部分を最優先

させていただいて、同時進行でこの協議会の中で

公共交通のあり方についても協議会の中で十分議

論をしてまいりたいというふうに考えています。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１４番（渡辺正尚議員）

す。

次に、産業振興については、お答えのとおり異

業種交流が一番だと感じておりまして、商業者と

農業者の交流も大切だと感じております。私は、

異業種交流事業を今年度行う時期だと感じており

ますが、いかがでしょうか、お答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

異業種交流の関係で〇経済部長（茂木保均君）

ございますけれども、議員がおっしゃられるよう

に産業振興において異業種の交流というのは非常

に重要であるというふうに考えております。当市

も名寄市中小企業振興条例に基づきまして、異業

種交流事業については補助の対象になっていると

いうことでございます。農商工の地域が一体とな

って、食を中心とした地域づくりに取り組むこと

が重要であるというふうに考えております。

これまでアスパラのまちプロジェクトでのアス

パラ切り下部分をパウダーにして活用した市内商

工業者による新商品の開発により、プリンである

とかケーキあるいはめん類などが商品化された取

り組みは異業種交流、農商工連携の取り組みの一

つだというふうに考えております。また、商工会

議所が事業主体となって昨年より取り組んでおり

ます地域資源活用企業化コーディネート活動支援

事業は、地域資源を活用した新たな取り組みの発

掘や価値向上を図るため天塩川流域「なよろブラ

ンド」の形成を目指すものでございまして、農商

工あるいは産、学、官の異業種により委員が構成

されております。こういったことを通じて徐々に

ではありますが、交流や協議の機会はふえている

というふうに考えております。異なる業種、分野

の人々が集い、交流を持つことは新たなビジネス

チャンスの創造、発見のために大変意味のあるこ

とだというふうに考えておりまして、今後もさら

に関係機関と連携を図り、産業振興に努めてまい

りたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

観光事業の推進など〇１４番（渡辺正尚議員）

では広域連携が重要だと感じておりますが、道北

観光連盟などを有効利用して今年度リクルートな

どを利用して本市の皆さんがこの北北海道に対し
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てどのような感覚をお持ちなのか、アンケート調

査をすべきと考えますが、お考えがあればお答え

ください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光事業の推進の広〇経済部長（茂木保均君）

域連携の関係でございますけれども、観光事業推

進のため和寒以北中川までと幌加内を加えた２市

６町１村の９市町村で道北観光連盟を組織し、事

業展開をしております。過去に札幌市の大通公園

に行ってアンケート調査を実施したことがござい

ます。北海道観光の空白地帯と現在この地域は言

われておりますけれども、そのときの調査結果も

同様でございました。それは、本州の皆様を対象

としたアンケート調査を実施してもそのような結

果が出るのではないかなというふうに考えており

ます。今は、北海道観光の空白地帯を払拭すべき

検討協議、そして実行する時期ではないかという

ふうに考えております。

ことしの４月２５、２６日の２日間、初めての

試みでございましたけれども、道北観光連盟によ

る一品ぐるめ市というのが剣淵町の道の駅「絵本

の里けんぶち」において実施されました。非常に

寒い日でございましたけれども、地方や地元から

大勢のお客様にお越しをいただきまして、それぞ

れの市町村が特産品を料理して皆様に食していた

だきました。このように開催場所を道の駅として

広域的にリレーをしてつなぐイベントの継続は大

変重要だというふうに考えております。今後も協

議を重ねながら北北海道の観光推進に努めてまい

りたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

緊に振って大変申し〇１４番（渡辺正尚議員）

わけありませんが、名寄大学との連携も大切だと

思います。それと、先生や学生や転勤族の人脈を

生かしたＰＲも大切ではないでしょうか。これに

ついてもお答えください。例えば学生には授業中

に先生から一言、君たちが卒業してから名寄をＰ

Ｒしてほしいと言ってもらうとかはいかがでしょ

うか、お答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在名寄大学の先生〇経済部長（茂木保均君）

あるいは学生は約７６０名いるというふうに聞い

ておりまして、全国各地から来ていらっしゃると

いうふうに聞いております。議員がおっしゃいま

すように名寄大学の先生や学生方が名寄のよさに

ついての宣伝マン、広報マンになっていただける

ということは非常に有意義で重要なことだという

ふうに考えております。自分の子供たちがこの名

寄の地で、どのようなまちでどんなまちに住んで

いるのかとかということは、親御さんにとっては

非常に興味のあるというふうに考えておりまして、

在学中にふるさとから親御さんや友人たちが訪れ

ていただき、また卒業後に再び名寄を訪れていた

だく、そのことが地域観光には非常に重要なこと

だというふうに考えております。そのためにも広

域的な連携を図り、夏と冬の観光をしていただく

ために名寄大学の白井教授を中心とした学生たち

が観光のモデルコースを考案し、夏と冬の名寄休

暇村プログラムモデルを提案していただきました。

夏には、コンセプトをアウトドアスポーツを満喫、

温泉めぐり、自然との触れ合いとし、冬にはウイ

ンタースポーツと温泉と祭りを楽しむ、あるいは

ウインタースポーツを満喫という４つのモデルコ

ースを提案していただきました。これらをもとに、

先ほどの道北観光連盟等で協議を重ねて北北海道

の観光の推進に努めていきたいと思っております。

何か意見ありますか。〇議長（小野寺一知議員）

三澤大学事務局長。

私のほうか〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

らもお答えをさせていただきますが、先ほど御答

弁ありましたように大学は地域貢献という大きな

使命を持ってございます。そういう中では、先生

が個々持っているノウハウあるいは共同してこの

地域の特性を踏まえた共同研究をしながらひとつ

地域に還元をしていくと、こういうことでこれま

でも道北地研を中心に進め、活動を進めてきてい
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るという部分の中で一定の成果も上がってきてい

るのかなというふうに思っております。

さらに、地域活性化の部分では今お話にござい

ましたようにゼミの提言を踏まえて、やはり学生

だけでなくて学生の保護者の皆さん方にも名寄を

知っていただいてひとつ体験をしていただくと、

このことが広がりを見せるという、そういう提言

もございました。そのためには、今お越しいただ

いている学生が名寄のこの地をやっぱり好きにな

ってもらうといいましょうか、そのための取り組

みが必要なのだろうというふうに思います。そう

いう意味では、いろんな休みを通してこの地を知

ってもらう取り組みをしてございますので、教職

員一同今後そういう取り組みをしていきたいと思

っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１４番（渡辺正尚議員）

す。

質問を変えます。農業振興について伺います。

手間本部長から茂木部長になってから期待してい

ることを申し上げます。数年前に茂木部長が係長

時代に行った市民向けオーナー制度を復活しては

いかがでしょうか。簡単に説明しますと、智恵文

地区の農家のジャガイモ畑を借り上げ、市民に買

っていただき、畑の収穫時期に市民みずからが収

穫に出向き収穫するというものです。親子で収穫

するということは、家族の信頼回復にもつながり

ますし、地産地消にも一役買うと思いますし、市

民理解が得られると思いますが、お考えがあれば

お答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

市民向けのオーナー〇経済部長（茂木保均君）

制度でございますけれども、今名寄の中ではこの

オーナー制度というのを行政の支援あるいは農家

個々の中でも行っている事例はないかなというふ

うに考えておりますが、しかし今行政サイドは別

にしてもこの農業体験という形で農業を理解して

いただくという、そういう立場で取り組んでいる

事例というのはたくさんございます。

代表的なのをちょっと申し上げますと、名寄地

区グリーンアドバイザー協議会というのがござい

ますが、これは名寄市の指導農業者あるいは農業

士で構成されている会なのですが、３年ぐらい前

から「食育オリエンテーリングＩＮなよろ」と称

しまして市内の親子、特に小学生を持つ親子を対

象としてそれぞれの会員のうちの収穫体験をして

いただくと。それもゲーム感覚というような、そ

んなことも取り入れながら実施いたしておりまし

て、非常に好評も得ておりますし、非常にいい取

り組みだというふうに考えております。

また、行政がかかわる部分の中では、先ほども

ちょっとお話ししました中山間事業という事業が

ありまして、この事業を活用して市内のほとんど

の小学校で農業体験事業を取り組んでいただいて

おります。そういう意味では、この種の取り組み

は非常に多くなったなというふうに考えておりま

すし、農家個々の中でもそういった取り組みをや

っている方も数件おられます。

先ほどお話ありましたオーナー制度なのですが、

従来私もちょっと取り組んだ経験がございますけ

れども、作付段階、播種段階あるいは管理作業の

段階、そして収穫する段階と。それぞれの段階で

いわゆるオーナーの方に来ていただいて作物の成

長の過程だとか、そういったものを見ていただき、

あるいは時には草取りもしていただくと、そうい

った取り組みで、非常に意味のある取り組みだっ

たなというふうに考えております。そして、収穫

も当然農業というのは収穫量というのもかなりそ

の年の気象条件によって変わるのですけれども、

それは気象条件によってはとれることもあるし、

とれないこともあるのですよと。そういった理解

のもとに取り組んだ経過がありまして、好評を得

た経験もあります。今後この種の取り組みの部分

につきましては、特に農村の若い人、例えば農協

青年部であったり、農業青年のいろんな会がござ
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いますから、そういったところと協議検討をして

いきたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業振興にはさまざ〇１４番（渡辺正尚議員）

まな手法がありますが、今の答弁にもありました

ように農家子弟が自立した取り組みに助成するで

すとか、新規就農者の受け入れを促進する新規就

農者支援事業が私は大切だと感じておりますが、

お考えがあればお答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業後継者あるいは〇経済部長（茂木保均君）

担い手の育成確保というのは非常に今重要なこと

でございまして、名寄市の農業・農村振興計画の

中でも重要な位置づけということでとらえていま

す。今お話のありました農家子弟が自立した取り

組みということで、前回のというか、農業・農村

振興計画の一つの目玉事業的に「農業青年チャレ

ンジ事業」というのを創設いたしました。平成１

９年からやっておりまして、ことしで３年目を迎

えるのです。農家の方々の応募状況も非常に多い

です。年間に平均すると６件から７件ぐらいあり

ます。新しい新規の作物をつくるというケースあ

るいは加工を新たに取り組むと、そういったケー

スもあります。私どもは、そういったことを含め

て農商工連携の取り組みなんかも期待はしている

わけですが、農家の子弟の新しい取り組みという

部分で非常に意欲がございます。そういったもの

に対して一定の助成をしているということで、年

間３件程度に絞っておりますので、応募していた

だいて優先順位なり、そういったものを決めて採

択をしていると、こういうことでありますが、非

常に有効な施策というふうに考えてございます。

それから、もう一点、いわゆる新規参入といい

ますか、この部分についても従来から名寄市で取

り組んでいる事業でございまして、新規就農者等

に関する条例を制定しておりまして、道内でも非

常に手厚い支援制度というふうに考えております。

今年度から実は４名の方が新規参入をしたいとい

うことで、智恵文地区あるいは風連地区を含めて

４名の方が研修に入っております。何とか最終的

に目標が達成できるように関係機関と連携して支

援していきたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

茂木部長には期待し〇１４番（渡辺正尚議員）

ておりますので、よろしくお願いします。

最後に、市長にお聞きしますが、これまでのや

りとりを聞いていていかがな思いをされていまし

たか。職員の考え方や答弁内容等を素直にお答え

ください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の皆さんの６月、〇市長（島 多慶志君）

９月、１２月の一般質問につきましては、部長が

しっかりと答弁していただくというふうに私ども

内部で打ち合わせをさせていただいております。

渡辺議員の日ごろからの持論でありますデマンド

バス等につきましてもようやく協議会を立ち上げ

ることができました。

私は、昨年中国に参りまして、中国の都市部に

おける交通渋滞というのが非常に深刻であると。

上海と北京と昆明という３カ所を回ってきたので

すが、ちょっと事例を申し上げますと、北京等の

地下鉄の場合は２元ということですから３０緊と

いうことなのです。ところが、市内バスは ４元

ということですから６緊ということでありました。

５倍ぐらいの料金格差があります。それから、上

海では市内バスが１元で１５緊ということであり

ました。このバスに乗車するのに既に完全にＩＰ

化、カードを使って乗りおりをしていただくと。

高齢者の皆さんに足の確保というのが中国の政策

の中でも非常に力を入れてやっているなと。金額

を抑えて、市民の皆さんが買い物を含めた日常の

行動範囲を広げているなという実感を受けとめて

まいりました。

今デマンド交通の関係では、どうしてもこれか

らさらに進むであろう高齢社会の中で、高齢者の

皆さんが７５歳以上になりますと免許の更新時に
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いろんなテストがあるということもありまして、

勢い自家用車の交通というのがままならないと、

こういうことであろうというふうに思っています

から、市内の乗り合いタクシー等、提言がありま

したけれども、道内では伊達市が５００緊の負担

で一定の距離まではオーケーと、こういうような

仕組みをもう既につくって高齢者の皆さんに喜ば

れているということであります。名寄市も市内バ

スの運行経路あるいはタクシー会社との連携で、

渡辺議員が日ごろから主張されているシステム構

築が今回の協議会の中でしっかりできないかとい

うことについて、それぞれの担当の皆さんにも頑

張っていただこうと、こんなふうに思っておりま

す。

また、観光振興、農業振興についても貴重な意

見をいただいているわけですが、私は農業振興も

生産に従事をしてしっかりと生産を上げるという

ことが一番基本なのですが、近年は食の安全、安

心ということが消費者が非常に求めているという

ことでは、その販売の方法、流通ですが、こちら

のほうもしっかりと若い後継者の皆さんには実際

に消費者に触れるチャンスをつくるだとか、ある

いは場合によっては一時加工をすることで付加価

値を高めるということを異業種交流の中から英知

を搾り出していただけないものかなと、こんなふ

うに思っています。

若干行政主導ではありましたけれども、アスパ

ラのパウダーのテストにつきましては、予算も使

わせていただきましたけれども、いろいろと広が

ってきております。こういうきっかけづくりとい

うものを行政がしっかりとやっていく必要がある

と、このように考えておりまして、大学の白井教

授のゼミの中でも学生の名寄に来ている期間に親

御さん、親戚の方も含めて呼び込もうと、こうい

うプラン等もしっかりと観光協会の皆さん方と事

業化に取り組んでいきたいと。職員のいろいろな

アイデアを機会を通じてまたしっかりした政策に

固めていきたいと、こんなふうに思っております。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

公害と環境衛生について外３件を、竹中憲之議

員。

議長より指名を受けま〇３番（竹中憲之議員）

したので、さきの通告に従いまして大項目で４点

について質問を申し上げたいというふうに思いま

す。

１点目は、公害問題と環境衛生についてお聞き

をいたします。過日、２００８年度の公害の現状

と対策についての報告書が出されました。２００

７年度の報告書と大きく変わるものではありませ

んが、公害問題ですから余り大きく変わっても困

るわけですが、何点か気になる点がございました

ので、お聞きをしたいというふうに思います。

１点目は、大気汚染にかかわる報告書の５ペー

ジで二酸化硫黄について報告されておりますが、

発生源と見られる工場等の立入検査はどのように

行われているのかお聞かせを願いたいというふう

に思います。

２点目は、水質についてでありますが、報告書

では主に飲料水にかかわる水源が中心と思われま

すが、その他の河川等の水質検査は行われている

のでしょうか。なぜならば、小さな河川でも最終

的には天塩川へ流れ込むことから下流域に影響を

及ぼすことが大きい、そういう小河川の水質につ

いても水質検査が必要と考えますが、お聞かせを

願いたいというふうに思います。

次に、一般廃棄物最終処分場についてでありま

すが、近年埋め立てごみの搬入量が減少している

現状にあると思いますが、一方で不法投棄が増加

しているのではないかと危惧をしています。私は、

昨年の第４回定例会で一般廃棄物最終処分場の現

状と延命についてお聞きをいたしましたが、合併

にかかわり埋め立てごみの料金統一がなされて２

カ月が経過をいたしました。風連と内淵の一般廃

棄物最終処分場における搬入量及び推移はどのよ

うになっているのかお聞かせください。
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２点目は、名寄振興公社が指定管理を行ってい

るパークゴルフ場の平成２０年度の利用が過去最

高と報道がされました。本年も健康維持という性

質を兼ねた、このパークゴルフ場が既にシーズン

に入っております。昨年特別委員会において利用

料金の値上げについて協議を重ね、結果として一

部修正をし、本年度より利用料金値上げとなりま

した。この中身について苦情が出ていないのかど

うかお聞かせを願いたいというふうに思いますし、

パークゴルフ場利用に影響がないか気になるとこ

ろです。現時点でのシーズン券の発行数はどのよ

うな推移となっているのかお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。

３点目は、名寄における公営住宅の入居率は１

００が入居に近いと思っていますが、公営住宅法

改正に伴い、名寄における公営住宅入居基準も改

正となりましたが、名寄において問題点がないの

かどうかについてお聞かせを願いたいというふう

に思います。

４点目は、日本国憲法についてであります。日

本国憲法は世界に類を見ない平和憲法で、制定を

されて既に６０年が経過をしています。しかし、

ここ数年憲法改正にかかわって憲法調査会あるい

は新憲法制定議員同盟などが結成がされ、憲法改

悪を国会議員中心に進めている現状にあるわけで

すが、行政として憲法をどのように行政施策に生

かしているのかお聞かせを願いたいというふうに

思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま竹中議〇生活福祉部長（吉原保則君）

員から大きく４項目にわたり御質問がございまし

た。１項目めは私から、２項目め、３項目めは建

設水道部長、４項目めは総務部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、公害と環境衛生について、（１）、

大気汚染調査のあり方についてお尋ねがございま

した。御案内のとおり、二酸化硫黄は主として工

場等の固定発生源での石油や石炭等の燃料に含ま

れる硫黄の燃焼によって生成され、刺激臭を有す

る気体で、大量に排出されると環境破壊の一因と

なるところでございます。大気汚染につきまして

は、環境基本法、大気汚染防止法、北海道や名寄

市の公害防止条例など関係法令に基づき基準値を

超える公害の原因となる物質が発生した場合は改

善勧告や改善命令、さらには立入検査などが実施

できるとなっておりますが、名寄市におきまして

は大きな事業所とは公害防止に関する協定あるい

は覚書を交わしておりまして、市民からの通報あ

るいは現場を発見した場合においては状況を調査

し、悪質な場合においては改善勧告や改善命令、

さらには立入検査などが実施できますが、現在ま

で悪質な重大違反等は出ていないため立入検査を

実施したことはございません。しかしながら、事

業主が公害防止条例等に熟知しないでいるという

こともございますので、今後におきましては周知

に努めるとともに指導、監視を強化してまいりた

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。

次に、小項目の２、小河川における水質検査に

ついてお尋ねがございました。さきに市議会へ報

告をいたしました２００８年度公害の現状と対策

では、公害調査研究班の調査報告として天塩川及

び名寄川の水質検査結果を報告しているところで

ございます。こうした調査は、法律的な義務を負

うものではございませんが、天塩川につきまして

は本市の用排水に密接にかかわり、また名寄川は

水道水源になっていることから、これまで継続的

に調査を行っているところでございます。現在名

寄市が所管する基準河川及び普通河川は、名寄地

区で５２本、風連地区では２０本、総数７２本に

及んでいるところでございます。これまでこれら

小河川の水質検査は、排水処理水の流入河川や水

質事故などが発生した場合など、ごく一部の河川

に限られているところでございます。御指摘のと

おり、こうした小河川が天塩川に合流することに
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より、その水質に影響を与えることも考えられま

すが、水質検査に係る体制も限られていることか

ら、今後もその必要度に応じての対応を図ってま

いりたいと考えているところでございます。

次に、一般廃棄物最終処分場の現状についてお

尋ねがございました。不法投棄につきましては、

依然として後を絶たないのが現状でございます。

これまでも市内において洗濯機、冷蔵庫等の投棄

を確認し、回収処理を行った経過がございます。

また、６月５日には「ストップザ不法投棄」をス

ローガンに上川管内全市町村と旭川土木現業所に

よる一斉パトロールを実施したところでございま

す。名寄市におきましては６カ所でタイヤ、靴ケ

ース、冷蔵庫等の投棄が確認されたところでござ

います。これらについては、適正な処理を行った

ところでございますが、今後も引き続き定期的な

パトロールを実施してまいりたいとも考えている

ところでございます。

本年の４月から一般廃棄物最終処分場にかかわ

る処理手数料が統一されました。搬入量の推移で

ございますが、風連最終処分場におきましては昨

年の４月６５トン、本年４月４５トン、また昨年

の５月は５３トン、本年の５月は３９トンとなっ

ておりますし、内淵最終処分場におきましては昨

年の４月が５２２トン、本年の４月が４９１トン、

昨年の５月が５０８トン、本年５月、少しふえま

して５１８トンとなっておりますが、わずかでご

ざいますが、減少傾向にあるところでございます。

これらは、昨年実施されました洞爺湖サミットを

初め、１１月から実施の市内４量販店におけるレ

ジ袋の有料化、さらにはごみの分別に対する市民

の皆さんの意識の高まり等によるものと考えてい

るところでございます。今後分別ガイドブックの

改訂版も発行する予定であり、今後とも市民の皆

さんにごみの減量化に対する協力を呼びかけてま

いりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の２点目、３点目についてお答えをいた

します。

まず、２点目のパークゴルフ場の利用状況につ

いてのうち、小さい項目の１の利用料値上げでの

苦情についてであります。今シーズンのパークゴ

ルフ場オープンは、なよろ健康の森、名寄公園が

５月１日、風連の天塩川さざなみ公園は４月２９

日にそれぞれオープンをさせていただいておりま

す。このところは雨が多いのですけれども、全般

的に天候の状態がよくなっていただいて利用者数

の増加を期待しているところであります。平成２

１年度より利用料金を改定させていただきました

が、現在のところ市のほうに届いている苦情はご

ざいません。整備内容についても苦情等は聞かさ

れておりませんが、それぞれのパークゴルフ場の

良好な環境を維持するために今後とも努力をさせ

ていただきたいというふうに思っています。

次に、シーズン券の発行数についてお答えをい

たします。天塩川さざなみ公園パークゴルフ場は、

４月の初めよりシーズン券、共用券の販売を開始

いたしました。なよろ健康の森、名寄公園パーク

ゴルフ場は５月より販売を開始いたしました。５

月末現在での販売数は、天塩川さざなみ公園パー

クゴルフ場が１４６枚、なよろ健康の森、名寄公

園パークゴルフ場で６４１枚の販売となり、合計

で７８７枚の購入がありました。昨年度とが較し

ますと、天塩川さざなみ公園パークゴルフ場は６

枚の増、なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ

場は６枚ほどの減となっておりますが、６月中に

も購入者が見込まれることから、合わせて８００

枚前後と推定しているところであります。内訳と

しましては、シーズン券はなよろ健康の森９９枚、

名寄公園９９枚、天塩川さざなみ公園１０７枚、

共用券はなよろ健康の森、名寄公園の共用が４０

１枚、なよろ健康の森、天塩川さざなみ公園の共

用が３９枚、名寄公園、天塩川さざなみ公園の共
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用が５枚、３地区共用が３７枚となっております。

なお、シルバー料金の対象となった方は１５３名

となっています。シーズン券あるいは共用券の売

り上げ状況は、料金改定にさほど影響がないとい

うふうに判断しておりますので、今後も市民の健

康増進はもとより交流人口の拡大などに向けて利

用しやすいパークゴルフ場の環境づくりに努めて

まいりたいと考えております。

次に、大きな項目３点目の公営住宅法改正につ

いてお答えをいたします。入居基準改正による問

題点についてであります。入居収入基準について

は、平成８年に見直し以降１０年以上見直されて

いなかったため、世帯所得の変化や高齢者世帯の

増加等により入居希望者が増加し、応募倍率が上

昇することによって住宅に困窮する多数の入居希

望者が入居できない状況となっていました。これ

を踏まえて、公営住宅本来の趣旨である住宅に困

窮する低所得者に対する公平、的確に供給するた

めの必要な見直しを平成１９年１２月に入居収入

基準の引き下げなどを内容とする公営住宅法施行

令の改正が行われ、平成２１年４月１日から施行

されております。改正に伴う問題点としましては、

収入額が同じであっても収入分位が上位に位置づ

けられた場合、家賃が上昇し、収入に対する家賃

負担がふえる場合もあることから、既に入居され

ている方で今回の改定に伴い新家賃が旧家賃を上

回る約１９０世帯については、文書の発送及び大

幅に上回る入居者に対しては個人面談等を行うな

どして御理解をいただいた上で、緊激な負担増を

避けるために５年間かけて新家賃となるよう緩和

措置を講じるなど対応をしているところでありま

す。

以上、お答えとさせていただきました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大き〇総務部長（佐々木雅之君）

な項目４点目の日本国憲法と施策について答弁い

たします。

名寄市の各種行政施策は、基本的には新名寄市

総合計画に基づいて実施しております。その施策

は、名寄市独自のものもありますし、国の制度に

基づくものもあります。憲法が制定されてから６

０年が経過しております。国レベルにおきまして

は、いろいろな意見があることは察知をしており

ます。しかし、地方自治体の行政を預かる者とし

まして地方自治法の２条にうたわれていますよう

に、その事務を処理するに当たっては、住民の福

祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の

効果を上げるようにしなければならないとある精

神にのっとりまして、昨年秋からの金融不況に対

しまして雇用問題やら生活保護の問題が大きな問

題として出てきました。名寄市におきましては、

独自で雇用創出の問題につきましてはなかなか対

応しづらい問題がありますが、市の重要な行政課

題の一つとして各関係機関等と連携して雇用機会

の創出に努めております。生活保護につきまして

は国の制度でありますので、単独の補助制度はな

かなか対応できませんけれども、生活保護の精神

にのっとりまして適切な事務処理に努めていると

ころであります。これらを含めまして、名寄市の

行政施策は先ほどの地方自治法の関係でもありま

したが、憲法の精神にのっとり施策を推進してい

るものと認識をしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいただ〇３番（竹中憲之議員）

きましたから、再質問をさせていただきますが、

再質問は若干前後すると思いますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。

１つは、２点目に質問をさせていただきました

パークゴルフ場の関係であります。今答弁いただ

いた中身でいきますと、昨年とそう利用者は変わ

っていないということでありますが、本当に近年

高齢者がふえて、特にパークゴルフをやる人がと

いうことではないのですが、私より非常に健康で

元気だというふうには思っていますけれども、な

ぜこのようなことを聞いたかというと、名寄振興
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公社あるいは風連の振興公社もそうですが、結果

的には赤字決算を出しているわけです。指定管理

者ということでいきますと、結果としては再度振

興公社との指定管理を行ったときに、いわば市民

の税金がそこへまたつぎ込まれていくというよう

な状況になりはしないのかというのが私は心配を

しているわけでありまして、今回の値上げによっ

てどのぐらいの利用者がいるのかというのがちょ

っと危惧をしたところでありました。そういった

意味では、それぞれ部長の答弁については理解を

いたしますが、中身的にそれだとして、一方でサ

ービスの面でゴルフ場の関係、なよろ健康の森だ

けでなくてほかのパークゴルフ場の管理について

どのようになっているのか。昨年、非常に利用者

がふえたということでありますから、それは人口

がふえただけでなくて管理もよかったのかなとい

うふうには、よく言えばそういうふうになるのか

なというふうに思いますが、その辺でもしその管

理、サービスが落ちるとしたら指導も含めてどの

ように進めていくのか答弁を求めます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今パークゴル〇建設水道部長（野間井照之君）

フ場の管理の問題について御質問をいただきまし

た。

今竹中議員も御指摘のとおり、管理そのものは

上川管内でも私どものパークゴルフ場３つありま

す。有料の部分が３つありますけれども、かなり

の部分ではそれほど見劣りをしないと、ほぼ合格

のパークゴルフ場だというふうに考えています。

それぞれ公社のほうも管理する方々がもうベテラ

ンになってきていますし、名寄公園のパークゴル

フ場などは、当初は非常にまだらが目立ったので

すけれども、今はそういうこともない状況で非常

にすぐれたパークゴルフ場だというふうに思って

いますし、天塩川のさざなみ公園のほうも今はま

だ指定管理者には、来年からなる予定なのですけ

れども、今は直営で新しいコースも、少しことし

は雨が多い状況で去年と違って整備しづらくて、

やわい状態が続いていまして、クローバーも非常

に出てきているのですけれども、何とか７月４日

のオープンに向けて今職員と臨時の職員が一生懸

命頑張っているところでありますので、今利用者

も昨年と同等か、あるいはふえてほしいというふ

うに思っていますけれども、管理のほうもそれに

負けないぐらい頑張っていきたいというふうに考

えていますので、御理解をいただきたいと思って

います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

パークゴルフ場につい〇３番（竹中憲之議員）

ては、パークゴルフ場だけではなくて、指定管理

のところは行政として目をかなり配って悪いとこ

ろを含めて指導をしていくということが重要だと

思いますので、そのようなことできちっと進めて

いただきたいというふうに思います。

次に、公営住宅法改正に伴う扱いでありまして、

先ほどの答弁でありますと収入額にかかわって１

９０世帯ほど旧家賃よりも上がったという状況で、

それは５年間の措置で進めるということで入居者

との話し合いは終わっているということでありま

したが、中身的にはこの１９０世帯が５年間で扱

うとしたら、旧の家賃と新家賃の最高額の差額と

いうのはどのぐらいになるのか。これは、それぞ

れの収入額にかかわりますけれども、平均なとこ

ろであれば、今資料があればお聞かせを願いたい

と思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

詳細な資料は〇建設水道部長（野間井照之君）

ございませんけれども、正確には１９６世帯なの

です。このうち ０００緊以上の方が１３世帯、

残りは ０００緊以下というふうになっています。

総体でその増額の世帯は２ ５が程度になってい

る状況であります。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと１３世帯ぐら〇３番（竹中憲之議員）

いですから、そんなに数は大きくはないと。 ０

００緊以上ということですね。２ ５がというの
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は、これはちょっと大きいなというふうに思いま

すが、それは入居者との中身でありますから、法

改正の中でせざるを得ないということですから、

理解はしませんが、現状の中では仕方がないのか

なというふうに思いますが、ただちょっと違うこ

とでお聞きをしたいのですが、名寄の公営住宅の

数が名寄地区と風連地区、人口に対する割合がど

うも違うのかなというふうに実は思っているので

す。過日、若干聞いてみますと、入居率は両方と

も１００がに近いという状況だというふうに聞い

ていますけれども、それぞれの地区の人口に対す

る公営住宅の戸数というのは、名寄の場合と風連

の場合、民間住宅がないということもあって公営

住宅が多いのかもしれませんが、その辺の率がど

のぐらいの率になっているのか。率がわからぬと

したら、戸数がわかれば逆算すれば率出ますから、

そんなところで人口に対する公営住宅の戸数の率

をお示し願いたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

率は、ちょっ〇建設水道部長（野間井照之君）

と今計算機がないので、あれなのですけれども、

入居者数、政策空き家というのがございますから、

空き家は別にしまして入居数で８６９入居してい

まして、名寄のほうでは５６３、風連のほうでは

３０６というような戸数になっていまして、これ

は例えば風連地区、名寄地区関係なく、同じ名寄

なので、どこに入っていても入れるということな

ので、余り関係ないというふうに私どもは考えて

います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長の話だと、どこ〇３番（竹中憲之議員）

へ入っても関係ないというふうな言われ方しまし

たが、職場の関係でわざわざ風連まで行って通勤

する必要もないでしょうから、近間でということ

だと思いますが、ただ公営住宅の扱いで前回私は

１回質問をして、それは厳しいという話があった

のですが、他市町村から転入者の入居の扱い、ど

うしても抽せんでないと入れないということです

から、来たくても来れない、あるいは一時民間の

ところへ入るとかという方法しかないのかなとい

うふうに思いますが、中身的に名寄に居住をして

いて公営住宅に入りたいという方もかなり多くて、

昨年も何人かの方に聞いたのですが、私は５回も

応募しているけれども、一回も当たっておらぬと、

落ちると。片や私は１回で入りましたという方も、

これは抽せんですから、仕方がないといえば仕方

がないのですが、そういう状況もありまして、あ

るいは子供のことでどうしても名寄に居住せざる

を得ないということで、私のところへ来た方もい

ましたが、昔だと議員がちょっとどうにかしてや

ってくれやということで入れたのかもしれません

が、今は絶対そういうことはありませんから、ど

ういうふうに相談されてもこれは厳しい状況だっ

たのですが、そういう転入者の少し扱いについて

今後の考え方があればお聞かせ願いたいと思いま

す。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今竹中議員が〇建設水道部長（野間井照之君）

言われたように、公営住宅の整備から管理まで公

営住宅法に沿った形で市でも条例を制定しており

ます。その中に転入者に対する特例的な措置等に

ついては特に設けていません。竹中議員が言われ

るように、他都市から移動してきても名寄市内に

在住していてもう何年間も応募していて当たらな

いという方がございますから、今後も在住市民の

ことを考えても転入者に限定した特例措置を設け

ることは公平も欠くというふうに考えていますの

で、こういう特例措置は設けないというふうに考

えています。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

設けないということで〇３番（竹中憲之議員）

すから、それ以上突っ込んでもらち明かぬなとい

うふうに思いますが、今後転入者がふえるという

ことも予想はされるのかなというふうに思います

ので、今後の扱いとしてもう少し議論をしていた

だければというふうに思います。
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それで次に、公害問題の扱いで若干お聞きをし

たいのでありますが、先ほどの部長の報告ですと

昨年の４月期、５月期とことしの４月期、５月期、

大きくは変わっていないというふうになる。ただ、

風連の扱いでいきますと１４トンほどですかね。

落ち込んでおりますけれども、４月はこれで２０

ぐらい落ち込んでいるのですかね。そういう状況、

風連の扱い高でいくとトン数でパーセンテージ、

かなり大きくなるのだろうと思いますけれども、

なぜ一般廃棄物最終処分場の問題を言うかという

と何回か環境衛生のかかわりで分別ごみの扱い、

私も質問をさせていただきましたけれども、内淵

の一般廃棄物最終処分場がいまだに分別の悪さが

あるというふうに、行った方はわかると思います

が、風連へ行くとカラスも何もいません。悪臭も

しないのです。名寄は、過日も私ちょっと行きま

したが、悪臭はするわ、カラスは飛んでいるわ、

カラスが飛ぶということは生ごみが多いというこ

とです。そういうものからすると事業系のごみの、

企業ごみの分別が悪いのかなと。家庭のごみは、

ある程度分別も浸透してきているように私は思っ

ていますけれども、事業系のごみの扱い、さきの

私の質問ではことしから新たに新しいもの、パン

フをつくって事業主等々を含めて、その中身につ

いてきちっと伝えたいということがありましたけ

れども、現状２カ月たって新年度の中で事業系企

業に対する扱い、どのようにされたのかお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

事業系ごみに関〇生活福祉部長（吉原保則君）

する指導等についてお尋ねがございました。

それで、昨年の４定のときも議員からお尋ねい

ただいた中で、特に大型店を中心に協力を求めて

いくというお話をしたところでございますけれど

も、なかなか年度内にできない部分がございまし

て、今回まだ未定稿というか、できておりません

けれども、事業系のごみの分別排出マニュアルと

いうのを作成いたしまして、特に大型店が中心で

ございますけれども、その中でも炭化ごみについ

ても水切りが不十分な場合が多々見受けられると

いうことでございまして、このことは炭化センタ

ーの処理する機械や設備に過剰な負担を強いると

いうこともございますので、このこととあわせま

して炭化センターと共同で６月２０日土曜日にな

りますけれども、ここの日から大型店に対する協

力要請なり、お願いをしてまいりたいと考えてい

ますし、事業者から運搬を請け負う業者に対しま

しても適正処理の向上に向けた指導なり、お願い

をしてまいりたいと考えているところでございま

す。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今それぞれの事業主あ〇３番（竹中憲之議員）

るいは業者への啓蒙啓発ということでありますの

で、それはしっかりやっていただきたいというふ

うに思います。

次に、公害の扱い、大気汚染の扱いを含めてち

ょっとお聞きをしたいのでありますが、直接市民

に影響がある箇所の対象となっていることだとい

うふうに思いますが、私は昨年と一昨年２カ所の

大気汚染の問題、いわば個人で焼却をした箇所に

ついて通報をして、それぞれ措置をしていただけ

るものだと思ってこの間きたのですが、１カ所は

それなりの中身になっていますが、もう一カ所は

線の皮膚というか、ビニールを燃やしているとい

うか、そういうのが昨年も一昨年もありまして、

これが担当に言わせますと現場を押さえないと厳

しいというような言い方も実はされましたが、私

はそれがいつ燃やしたかは別にしても焼却灰をと

って検査をすれば、何を燃やしたかというのはわ

かるのです、金はかかりますけれども。そういう

こともしながらやっていかないと、この大気汚染

問題あるいは電線を燃やすことによってのあのビ

ニールはかなりばい煙も出ますし、においがきつ

いということもありますから、そういった意味で

はきちっとした早緊な対応というのは、即動ける
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ような体制というのはできないのかどうか、考え

方があればお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年度におきま〇生活福祉部長（吉原保則君）

しては、議員の御指摘も含めまして、敷地内で物

を燃やしているというような通報等が民間の住宅

で２件、事業所では１件あったというふうに聞い

ているところでございますけれども、いずれも直

ちに現場に緊行する中で、事情を聞く中で厳重注

意なりを行ってきたところでございますけれども、

違反の認識が余りないような部分があったという

ことで、罰則などの説明なども行ってきたという

ことでございますし、特に事業を営んでいる方に

つきましては強く指導をしてきたということでご

ざいますので、今後におきましても監視なりを強

化していきたいと考えていますし、また先ほども

ちょっとお話をしましたが、今度は別にごみの分

別ガイドブックの関係も今編集作業が最後のほう

に来ているのですけれども、その中でも先ほどの

不法投棄とあわせて野焼きの禁止なんかも含めて

５年以下の５役だとか ０００緊緊の罰金が５せ

られるという旨なんかも周知してまいりたいと思

いますし、先ほどの焼却灰にかかわる検査等につ

きましてもそのケース、ケースになるかと思いま

すけれども、そういった対応についても一定程度

部内で協議を進めてまいりたいと思いますので、

ぜひ御理解を賜りたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

こういう問題は、積極〇３番（竹中憲之議員）

的に行政がかかわってそれぞれその発生源を少な

くすると、抑えるということが重要でありますか

ら、今後精いっぱい努力をお願いを申し上げたい

というふうに……中身的には次に水質の問題です

けれども、それぞれ報告書を見ますと水質検査の

場所も天塩川はそれぞれやってきていますから、

小さな河川をしなくてもいいのかなというふうに

言えることもあるのでありますが、中身的にちょ

っと聞きますと、耳にしましたところ昨年の５月

ごろ、豊栄川で大量の魚が死んだという事例があ

ったというふうに聞いていまして、担当に聞きま

すと公害審にも報告はしましたということであり

ましたが、この中身について若干報告をお願いを

申し上げたいというふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま昨年の〇生活福祉部長（吉原保則君）

５月の段階で豊栄川であった事案についてのお尋

ねがございました。これにつきましては、２０年

５月１２日の朝、製紙工場のボイラーの冷却水に

薬液が混入して、沈殿池を経由して豊栄川に流出

していることが認められたということでございま

して、これにつきましては、薬液につきましては

炭化ナトリウムと硫化ナトリウムの６対４の混合

物でありまして、約３８０キログラムが流出され

たことが確認されまして、薬液についてはいずれ

も毒劇物ではないけれども、薬液混入の停止措置

と同時に流出した豊栄川にも監視と中和剤の投与

を行ったということで、薬液の流出によりまして

豊栄川での川魚が若干浮く等の状況があったとい

うことで、午後１時ごろにはほぼ正常の状態に回

復したというような、そういったような案件でご

ざいますけれども、このことにつきましては単発

的な事案ということでございまして、長期的、継

続的に直接人的に被害を与えたようなケースでは

ないので、今回は公開の案件としてではなくて、

その他の報告という形で本年５月１５日開催の公

害審議会では口頭で説明をさせていただいたとこ

ろでございます。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜこんなことを聞く〇３番（竹中憲之議員）

かというと、昨年ＪＲの油漏れもありました。実

は、東は地下水を使っている方が結構多くて非常

に心配をしましたけれども、結果としては当初の

見た量よりも少なかったということと地下水にそ

んなにも影響はなかったということがありました
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から、そういった意味では企業側のきちっとした

管理も足りないというふうに私は思っていまして、

過日の智恵文の排水機場の油漏れも原因はどこに

あるかちょっと承知をしていませんが、油漏れを

したと。早期に対応をしたということであります

けれども、そういうことが最近すごく多くなって

いるのかなと。

王子板紙の場合は、企業内検査でやっていると

いうふうに私は思いますが、それをうのみにする

ことがどうなのかというのも、あるいはＪＲの昨

年の油漏れの扱いもどうなのかと。そこに立ち入

りで入っていくということが行政できるかどうか

というのは承知をしませんが、そういうことが非

常に今後心配になっているわけです。特にガソリ

ンスタンドあたりは、きちっとした検査が法で義

務づけられている。ＪＲもそうでありますけれど

も、何年かに１遍タンクを見る、あるいは何年か

たったらタンクは取りかえるという扱いにも実は

そういう法令でなっているわけですが、そんなと

ころで行政としてのそういう企業に対する直接入

っての検査というか、そんなことができないのか

どうか。あるいは、もしできないとしたら、消防

法のかかわりでいくと油の問題なんかについては

消防のかかわりできちっとできるはずですから、

そんなところの取り扱いは行政としてきちっとや

るべきだというふうに思いますが、その点につい

てお聞かせを願いたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話あ〇生活福祉部長（吉原保則君）

りました関係でございますけれども、今ありまし

たＪＲの関係の油漏れ事故につきましてもあわせ

て同じような考えの中で、審議会の中では口頭で

報告をさせていただいたということであります。

それから、こういった事業所等に対する行政と

しての立入検査という部分でございますけれども、

先ほどの１回目の答弁の中でもお答えさせていた

だきましたけれども、何カ所かの事業所とはそれ

ぞれ大気なり水質、ばい煙、悪臭、騒音等の覚書

なり協定を締結している部分ございますし、そう

いった中で議員御指摘のように事業所そのものを

信頼していいのかという部分もございますけれど

も、そういった例えば案件等の個別の事例に応じ

た中で、北海道内の関係機関とも協議する中で検

査等の対応を図ってまいりたいと考えていますの

で、御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

非常に難しい問題なの〇３番（竹中憲之議員）

かもしれません。王子板紙の場合は、有害物質で

ないということもあったのでしょうが、報告書に

は一切載っていないと。これ報告書に載せる載せ

ないの扱いは行政として考えるのでしょうけれど

も、この定義というか、有害物質でないからとい

うことだったのかもしれませんが、その辺の定義

というのはどういうところにあるのか、あるとし

たら若干定義についてお聞かせを願えればという

ふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

公害の定義とい〇生活福祉部長（吉原保則君）

いましても先ほど若干触れましたけれども、継続

的、長期的に人的被害を与えるというのが１つの

大前提でないかと思っておりまして、その中で私

どもの例えば毎年発行しています「公害の現状と

対策」ですか、こういった中に載せるかどうかと

いう部分もございます。それで、議員御心配の面

もございますし、私もこれずっと読んでみますと

前年とが較してほとんど数字以外は全く変わって

いないというか、変わることもないのでしょうけ

れども、調査項目は。ただ、そういった案件も含

めて皆さん御心配している部分もあろうかと思い

ますので、次年度に向けたそういったことも考慮

してこの白書といいますか、現状対策の作成に当

たってまいりたいと考えていますので、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

この公害の扱いについ〇３番（竹中憲之議員）

ては、所管の委員会にも余り報告をされていない
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ようでありますから、今後は大小かかわらずきち

っと報告をすることで求めておきたいというふう

に思います。

次に、憲法問題でありますが、一昨年からのア

メリカから及んだ金融破綻にかかわって世界恐慌

が出て、結果的に日本においても昨年の夏ぐらい

から社員切りというか、派遣切りあるいは正規雇

用労働者も解雇されるというか、そこまで触手が

伸びているという現状に実はありました。そうい

った意味でいくと、生活弱者に大きな影響を実は

及ぼしたわけでありまして、中身的に憲法２５条、

私が言うまでもなく、すべての国民は健康で文化

的で最低限の生活を営むことの権利を有するとい

うのですかね。そんなところがきちっとあるわけ

でありますが、現状も生活保護基準の家庭以下の

収入で生活をせざるを得ないという、そういうと

ころに追い込まれたという、名寄にいるかどうか

は別にして全国でそういう方がかなりおりまして、

これもそういったところから自殺を図るという、

そういう方もおられます。名寄において、こうい

う方がいるとしたら、行政としてどのような手だ

てをするのか、対処をしていくのかについてお聞

かせを願いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年の秋からの世〇総務部長（佐々木雅之君）

界金融不況の関係につきましては、輸出産業のと

ころを中心に相当大きな派遣切り等がございまし

て、その当時調べた内容によりますと名寄は主の

産業が農業でありまして、そのほか公務員、教員

の多い地域特性もありまして、その時点では派遣

切りによる影響は名寄まで返ってこないで札幌ど

まり、旭川どまりということの情報もありました。

最近の調査では、数人の方々が派遣切りに遭って

影響を受けたという情報も経済部のほうから聞い

ております。

それで、生活保護、最終的に雇用確保の関係に

つきましては、名寄市独自としまして緊緊避難的

な市で臨時職員として雇用するとかということま

では、その当時の判断としては該当者がいなかっ

たということも含めて取り組んだことはございま

せん。ただ、今後の問題につきましては景気回復

が長引くようであると、今は国の補正予算絡みで

さまざまな臨時交付金等の事業をやっておりまし

て、経済部のほうでは雇用関係に対する補正予算

の関係もありますので、これらも考慮しながら対

応してまいりたいなと思っています。

なお、最後の手段としての生活保護制度がある

のですが、これにつきましては昨年から生活保護

も含めた総合福祉相談的な要素を持つ、一応これ

は生活保護の相談員という国の助成制度も含めま

して相談員を１名配置をしまして、一応窓口とい

うか、気安く相談できる体制は、直接のケースワ

ーカーでは難しい部分につきましてもそのような

仕組みの中で相談窓口については柔軟に対応させ

て、幅広く対応させていただくということでの組

織は整えさせていただきました。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

若干所管が違うのかも〇３番（竹中憲之議員）

しれません。今回の国の補正の中で特別交付金と

して、実は地域雇用推進費あるいは地域雇用対策

関連費が落ちてくることになるわけですけれども、

この活用、今のところ何か考え方があれば、１年

ではないと思いますが、考え方があればちょっと

お聞かせを願いたいというふうに思いますが。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年来の経済不況に〇経済部長（茂木保均君）

よりまして、非常に雇用も縮小されているという

ところで、先ほど総務部長から説明がありました

ように特に製造業といいますか、輸出産業の部分

は非常に大きな派遣切り等が行われているという

ことで、当市のほうの部分の中ではそう大きな状

況はないというふうに認識しておりますが、しか

しながらホテルメープルさんが営業を停止をする

という、そんな状況もありました。

それで、いわゆる国の対策の中で補正予算でも

お認めをいただいた部分の中では、緊緊雇用創出
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推進事業というのが２件ほど応募させていただい

て採択を受けている件があります。それと、ふる

さと雇用再生特別対策事業、これは農業者の関係

で稲わらの堆肥をつくるというところで雇用を創

出をしたいというようなことで、３件について一

応採択を受けて一定の失業者の皆さんに雇用をし

ていただくような、そんな対策を講じているとこ

ろでございます。ふるさと雇用再生特別対策事業

につきましては、道のほうで３年間ぐらい基金を

積んで事業をすると、こういうことになっており

ますから、今までの部分の継続もあるというふう

にも思っておりますけれども、新たな募集という

部分も考えられるのかなというふうに考えており

まして、そういった状況を踏まえながら今後適当

な事業というものがあれば検討していきたいと思

っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜこんなことを聞い〇３番（竹中憲之議員）

たかというと、実はひとり親家庭の中で生活保護

を受けている方で就労をしたいということでも月

トータル２５日なら２５日就労できないというこ

とでは、アルバイト的に就労をすることによって

その分が翌月カットをされると思います。そうい

う状況が私はあるというふうに思いますが、そう

いうところの就労にかかわる雇用対策というか、

そういうことも含めて私はやれないのかなという

ふうに思っています。ただ、一時期パソコンだと

かということ、名寄ではちょっとあれですけれど

も、パソコンをやったり、いろんなことを習得さ

せて、それで就職をさせるということですけれど

も、中身的に名寄はそう大きく就労する場所がな

いものですから、結果としてはパートに走らざる

を得ないというか、そういう状況にあるものです

から、そういうふうにお聞きをしましたので、そ

ういう方々の対策として別途に行政として何か考

え方があるのかどうかについてお聞かせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

雇用対策につきまし〇経済部長（茂木保均君）

ては、本当に市のほうでも重要な行政課題という

ふうに考えております。しかしながら、多くは職

安、ハローワーク、ここを通じていろんな対応を

しているということでありますから、私どもも行

政としての部分と、あるいは会議所を含めて関係

機関連携の上でそういった部分についても御相談

をしていきたいと思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に健康で文化的な〇３番（竹中憲之議員）

最低限の生活が実は今できていないのです。名寄

の平均収入といったら、２５０から３００ぐらい

なのですかね。そんな状況ですから非常に厳しい

状況にあって、今言いましたようにひとり親家庭

の生活保護費の扱い以下で生活をしている人もか

なりいるわけです。それは国民年金です。これは、

行政に言っても仕方ないといえば仕方がないのか

もしれませんが、非常に少ない年金で生活をせよ

と。だけれども、一方で憲法の中では最低限の保

障をしているのにもかかわらず、そういう状況に

実はなっているということです。私の母親もそう

でありますけれども、６緊緊少々で１カ月暮らせ

と。１人なら食えないと。夫婦だと、どうにかこ

うにか食べれるのかもしれませんが、結果として

片方だけになると子供の世話になったりするわけ

です。特に最近は子供が少ないと。少子化で少な

いということで行くところもなくなると。では、

どこかの施設に入るかといってもその金もないと

いう状況に実は私はなっているのではないのかと

いうふうに思うものですから、この扱いもここで

議論をしても結論が出ないかもしれませんが、こ

の辺のふぐあいについて行政としてどのように思

われているのかお聞かせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

非常に厳しい状況に〇経済部長（茂木保均君）

なっておりまして、生活する上で雇用という部分

が当然なければ生活につながってこないわけでご

ざいますから、先ほど申し上げましたように関係

機関連携の上で雇用の確保をできるだけ図ると。
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その上で何とかきちっと竹中議員の言われるよう

な、いわゆる最低限度の生活ができるようにとい

うような考え方に基づいて対応をしていきたいと

思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間もありませんから、〇３番（竹中憲之議員）

最後に実は総務省からことしの３月か４月かわか

りませんが、「憲法改正国民投票法」と題したパ

ンフというか、チラシというのが来ているのでは

ないかと思いますが、その扱いについてどのよう

にされたのか。まだ扱っていないとしたら、今後

どのように扱うのかについてお聞きを願って、私

の質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員から今御指摘〇総務部長（佐々木雅之君）

があったパンフレットにつきましては、総務省の

ほうから市のほうに届いておりまして、ちょっと

部数の関係が全戸配布するほどの数に至っており

ませんので、まだ配布しておりませんので、一般

的に情報公開コーナー等で閲覧というか、見るこ

とができるような形で近々配布したいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

子育て支援について外１件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきます。

国は、０８年度第２次補正に続いて０９年度追

加経済政策を明らかにしました。地球温暖化、少

子高齢化社会の対応、安全、安心の実現、地域実

情に応じた細かな事業に交付するという地域活性

化・経済危機対策臨時交付金が盛り込まれていま

す。先日の先輩議員の質問で明らかになりました

が、ほとんどがハード事業に向けられるようです

が、生活支援のソフト事業に、特に子育て支援、

高齢者福祉に積極的に活用されることを強く願う

ものです。

まず最初に、子育て支援についてお伺いをいた

します。不況による失業や収入減など、親の経済

的な影響によって子供の貧困が深刻になっていま

す。子育て世帯への支援は待ったなしの状況です。

そこで、子育て応援特別手当についてお伺いを

いたします。多子世帯の幼児教育期に限定した子

育て支援を目的としている子育て応援特別手当で

すが、行政報告の中で対象児童数が４２８人とあ

りました。３歳から５歳の第２子以降の児童とい

うことですが、３歳から５歳の間に第２子以降の

子供がいない場合、３人育てていても４人育てて

いてもこの手当が受け取れません。すべての子供

を対象とすべきであって、現在の児童手当を充実

させるなど一貫した子育て支援手当を確立するこ

とこそ必要ではないかと考えますが、特別手当の

内容とこの手当に対する考えをお聞かせいただき

たいと思います。

２つ目に、就学援助についてお伺いします。全

国的には、経済状況の悪化によって受給者がふえ

ていると言われています。名寄市の受給状況は、

どのようになっているでしょうか。また、周知状

況はどのようになっているのかお知らせいただき

たいと思います。３月１１日の文部５学省の通知

では、年度途中でも認定をとなっています。申し

込み時期、期間についてもお知らせください。

３つ目に、今年度から全廃された生活保護の母

子加算についてお伺いします。廃止世帯数は何戸

でしょうか。予算委員会でもお聞きいたしました

が、東川町が４月から福祉給付金として生活保護

のひとり親世帯などへの支給を開始しています。

社会的な障害のある世帯への地方自治体の給付は

０００緊まで収入認定されないとの通達がある

ことを理由に実施に踏み込んでいます。当市の対



－167－

平成２１年６月１５日（月曜日）第２回６月定例会・第４号

応についてお知らせをいただきたいと思います。

４つ目に、学童保育についてお伺いいたします。

子供たちの放課後の安心、安全な生活の保障が強

く求められています。行政報告でも児童センター

の放課後利用が増加傾向にあること、南児童クラ

ブでは利用登録が増加傾向にあると言われました

が、入所を待っている児童がいると聞いています。

そして、希望者が多いことから定員以上を受け入

れているといいます。狭い施設の中での生活は危

険なことも起きます。市民の中には、東小学校の

空き教室の活用はできないか、中央保育所の跡利

用はなど学童保育所増設を希望する声が多く聞か

れています。安心こども基金なども使った学童保

育の充実を望むところです。今後の学童保育の考

え方についてお知らせをいただきたいと思います。

また、障害児の受け入れも積極的に行われてい

ますが、指導員不足が大きな課題と言われていま

す。指導員の保障が十分でないことが要因です。

指導員への保障についてのお考えを伺いたいと思

います。

次に、高齢者福祉についてお伺いをします。１

つ目に、介護保険サービスの充実についてお伺い

をいたします。ことし１０年目を迎える介護保険

は、４月から介護報酬、介護保険料、事業計画な

どの見直しが行われました。この中で明らかにな

ったのは、要介護認定の仕組みが変えられ、調査

項目や調査の判断基準が実態のものと大きくかけ

離れ、本当に介護を必要としている人から介護を

奪ってしまうものではないかという声が介護を受

けている人や介護を担っている人々から出され、

大きな批判となっています。こうした世論に従前

の要介護度を認める経過措置がとられていますが、

この要介護認定をつくった人からももうなくした

らと言っているように、現場の専門家の判断で適

正な介護を提供する仕組みにしていくことが望ま

れます。

そこで、名寄市の介護サービスの利用状況につ

いてお知らせをいただきたいと思います。せんだ

っての質問の中で、特養ホームの待機者が清峰園

で１００名、しらかばハイツで７０名とお聞きし

ました。入所がかなわない方々は、地方の施設、

また有料の施設に入るか自宅での介護となるわけ

ですが、在宅介護の大変さ、負担の重さは言うに

は及びません。札幌市では、家庭内での高齢者虐

待が緊増して昨年の ７倍になっているとの報道

がありました。身体的虐待や経済的虐待がふえて

いるといいます。家族に重くのしかかった介護の

負担がこうした事態を生んでいる大きな要因であ

ることは否めません。このように在宅で介護され

ている方々への家族介護支援事業の充実も重要と

なってきます。お考えをお聞かせいただきたいと

思います。

さらに、利用料や保険料を負担するのが大変な

低所得者への対策についてお聞きをいたします。

経済的理由で介護が必要と認定を受けてもサービ

スを利用できない、また利用限度額を制限してい

る人もいます。保険料の減免、軽減措置などのお

考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、介護を必要としている高齢者の生活支援、

相談活動に対する法的責任として設置されている

地域包括支援センターについて、名寄市介護計画

の中では地域住民により身近なセンターとして事

業を実施していくとされていますが、訪問看護セ

ンターとあわせて余り市民に知られていないよう

に思います。積極的な周知をお願いしたいと思い

ますが、お考えをお聞かせください。

２つ目に、介護労働者の現況についてお伺いを

いたします。介護労働者の置かれている厳しさは

周知のとおりです。心身ともに負担が厳しい上に

保障は低い、若い労働者の中からこれでは結婚も

できないとの声が出るのも当然です。そこで、介

護労働者皆さんの現況についてお伺いをしたいと

思います。正規雇用、臨時、パート採用の割合、

また年齢構成、夜勤の状況、離職状況、勤続年数

や、できれば年齢も含めてお知らせください。

また、介護現場で働く皆さんの健康状況、ほと
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んどの皆さんが腰痛で苦しんでいると聞いていま

すが、身体的、またメンタル部分での健康状況も

お知らせください。

さらに、国も介護労働者への支援を世論に押さ

れるようにして始めています。影響についてお知

らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員から子〇福祉事務所長（小山龍彦君）

育て支援外１件の御質問がございました。大項目

１点目の子育て支援の（１）、（３）及び大項目

の２点目については私のほうから、大項目の１点

目の（２）、（４）については教育部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

それでは最初に、子育て支援について、（１）

の子育て応援特別手当についてお答えいたします。

子育て応援特別手当は、多子世帯の幼児教育期の

子育ての負担に配慮する観点から、平成１２年４

月２日以降に生まれた小学就学前の３歳から５歳

の子供で第２子以降の子供を対象とし、１人３緊

０００緊を支給する単年度限りの措置です。国

は、この制度で第２子以降の子を対象とした理由

として、一般に保育所や幼稚園に子供が通う年齢

が小学校就学前３年間であること、２歳までの子

供には別途児童手当制度において乳幼児加算が行

われているなどを総合的に考慮したものとなって

おります。

御質問のあったすべての子供を含めて支給とい

うことにつきましては、確かに世界的な不況で経

済環境も厳しく、景気後退感から個人の所得の伸

びが当面見込まれない中にあるなど、子育てに係

る費用も個々で違い、保護者として不公平を感ず

ることは理解できますが、この臨時交付金を財源

に独自政策としての支給は市の財政状況が厳しい

中で困難と考えております。国が行う追加の経済

対策の中で第１子まで拡大されるという動きも見

られることから、今後の動向を見きわめていきた

いと考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。

次に、小項目（３）、生活保護の母子加算につ

いてお答えいたします。御質問にあります東川町

では、生活保護の母子加算の廃止に伴い、今年度

から独自に ０００緊の加算金を設け支給し、こ

の支給額は保護基準で判定する際の収入としては

認定しないと聞いております。本市の生活保護世

帯の中で母子加算の対象世帯につきましては、平

成２１年３月末で８世帯２０人となっております。

この廃止となりました旧母子加算では、児童１人

につき月額 ６７０緊で、児童が２人目の場合は

５４０緊を加算、３人目以上１人増すごとに２７

０緊ずつが加算され、年間では児童１人で８緊４

０緊、２人で８緊 ５２０緊、３人以上で１０緊

２００緊となり、今年度の３月末の実２から計

算いたしますと月額平均で４緊 ６１０緊、年額

にして５３緊 ３２０緊が母子加算金という計算

がされます。

国では、母子家庭が１年間に受給できる生活保

護費の総額が生活保護を受けておられない母子家

庭の平均を上回っていることから、平成１９年度

から１５歳以下の支給を段階的に減額し、ことし

４月から完全に廃止することとし、その代替措置

としてひとり親世帯の就労を促進するための手当

てとして、就労収入月額３緊緊以上の世帯に１緊

緊を支給するなど自立を助長する必要な措置を行

っております。行政といたしましても現在も世界

的な状況により経済環境が厳しく、就労の場を確

保することが困難な状況にあるということは理解

しておりますが、あくまでも生活保護の制度の中

で趣旨であります生活の自立には就労が重要であ

り、就労促進関係の支給金を受けての自立をと考

えるところでございます。したがいまして、東川

町のような独自支給につきましては財政状況が厳

しいことから困難と考えておりますので、御理解

をいただきますようお願い申し上げます。

次に、大項目め２番の高齢者福祉、（１）、介
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護保険サービスの充実についてお答えいたします。

高齢者福祉の１点目の介護保険サービスの充実は、

特別養護老人ホームの入所待機者についてのお答

えでございましたが、清峰園には１００名ほど、

しらかばハイツには７０名ほどの待機者がおり、

その半数の方はほかの施設や医療機関に入院され

ております。さらに、残りの方はほぼ全員が何ら

かの介護サービスを受けている状態にあります。

この在宅介護にある世帯の方で、介護保険制度の

サービスを受けながら介護をする方も高齢者で認

知症であるという場合があります。いわゆる形と

しては老老介護というケースになりますが、この

ような場合にはまれに不適切な介護状況から放置

すると虐待につながるようなことが考えられると

ころでございます。このようなケースについては、

地域包括センターあるいは担当居宅介護支援事業

所のケアマネージャーが連携して対応を行ってま

いります。

次に、質問とは若干前後しますけれども、保険

料、利用料の減免、市の独自部分の減免の関係に

ついてお尋ねがございました。これにつきまして

は、保険料の設定におきましては厚生労働省の見

解があり、当市もこれに準じております。介護保

険制度においては、他の保険制度と同様に被保険

者の所得に応じて保険料を段階設定しており、こ

こで所得の低い方への特別な配慮を行っておりま

す。こうした収入に応じて格差をつける以外でさ

らに一定の収入以下の方について、収入のみに着

目して一律に減免措置を講じることは、個々の状

況に応じた負担能力を具体的に判断しないまま減

免を行うことになり、不公平を生ずることにつな

がってまいります。また、介護保険制度が特別会

計を用いて一般会計と明確に分離した経理を行う

こととされ、かつ一般会計より繰り入れを行って

おり、さらに一般財源による保険税減免分の補て

んを行うことは介護被保険者でない一般の市民も

市民税でこれを負担することとなり、本来の特別

会計としての必要な額での適正な保険料賦課を実

施していないことと考えられます。市民税は、市

の一般財源であり、住民のための貴重な財源であ

るから、将来の介護費用が増加しないよう健康づ

くり等に充てることが重要であると考えておりま

す。

続きまして、地域包括センターの役割について

御指摘がございました。平成１８年度の介護保険

法の改正により、１年おくれまして地域包括支援

センターにつきましては、その役割と利活用の部

分などを市民周知をしながら開設後約３年を経過

するところとなりました。この市民周知につきま

しては、昨年第４回定例会で議員から御質問をい

ただき、第４期介護保険事業計画策定のために利

用者に配付したアンケート結果から利用者におけ

る認知度は少し低いと回答いたしましたが、昨年

の後半ごろから現在までに名寄庁舎及び風連庁舎

に設置した地域包括支援センターの窓口に市民か

らの相談件数がふえており、その当時から見れば

市民への周知も進んでいると考えております。こ

としは、さらに地域包括支援センターの役割につ

いて広報や関係団体、そして民生児童委員等にさ

らに強く周知を進め、市民が気軽に相談や利用が

できる場として、また各町内会や老人クラブにお

いて介護教室の開催を予定しているところでござ

います。今後とも介護に至る前に生活習慣の改善

や体力のアップなど、予防の重要性について理解

を深めていきたいと思っております。

次に、同じく地域ケアプラン相談センター、名

寄地域訪問看護ステーションの利用が少ないこと、

市民周知が不十分でないのかという御意見、御指

摘がございました。名寄地域訪問看護ステーショ

ンは、看護職員の人材確保に苦慮しているのが現

状であり、在宅看護を必要とするところに行けな

い場合もありますが、利用の希望者にはその都度

相談の上、利用につなげている状況にございます。

訪問看護ステーションを利用することで医療依存

度や介護度が高い場合でも在宅療養ができ、介護

認定を早期に利用することで介護負担の軽減につ
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ながるなどメリットがあり、ケアマネージャーや

関係機関等に働きかけて訪問看護ステーションが

在宅ケアを支える有効な手段として市民周知を図

ってまいります。

それから、２の介護労働者の現況についてとい

うことで、夜間勤務、正規職員、臨時職員、パー

ト、年齢構成等についての御質問がございました。

最初に、正職員等の分類について申し上げます。

清峰園では、正職員が４２名、臨時職員が４５名、

パート職員１２名、嘱託が２名の合計１０１名と

なっております。それから、しらかばハイツにつ

きましては、正職員が２４名、臨時職員も２４名、

パート９人、嘱託５人の６２名となっております。

それから、非正規職員、いわゆる臨時、パート、

嘱託を年代別に申し上げますと、名寄清峰園の場

合は１０代が１人、２０代に１１人、３０代に１

０人、４０代に１３人、５０代に２０人、６０代

に４人の計５９人となっております。しらかばハ

イツのほうでは１０代はいませんで、２０代に９

人、３０代に１０人、４０代に７人、５０代に８

人、６０代に３人の３７人となっております。そ

れから、腰椎検査の部分で申し上げますと、腰椎

検査を受けて指導になっている部分が清峰園では

４人、しらかばハイツでは１６人でございます。

それから、夜間業務は、清峰園では１人当たり月

４回程度、しらかばハイツにつきましては月４回

から５回ということになっております。

それから、離職状況についてのお尋ねがござい

ました。最初に、雇用されている職員は先ほど申

し上げましたが、臨時職員、パート職員における

就職及び離職の状況については、清峰園では年間

２０人ほど、しらかばハイツでは年間五、六人ほ

どが入れかわると聞いております。離職者の傾向

では、就職難にもかかわらず、資格のみで応募さ

れる方はやめるのが早く、かつ勤務の状況で夜間

勤務体制が組み込まれる時期になる前にやめるな

どの特徴がございます。正職員の離職の原因につ

きましては特定できませんが、単純に待遇のよい

職場の選択もあれば、介護業務そのものの高度化

も原因になるかと思われます。例えば介護の状況

を日誌等により引き渡し、そういう業務の引き渡

しにつきまして１０年未満の介護職員の介護技術

と、それからベテラン職員の介護の技術など、年

齢構成等やジェネレーションギャップなどで、そ

ういうことで正職員が離職につながっているのか

なということがちょっと想定されるところでござ

います。

続きまして、介護報酬改正の関係で若干御質問

がございまして、介護報酬改定はヘルパーや介護

職の待遇改善に今回３がの改定ということがござ

いましたけれども、この部分につきましては既に

ことしの３月の定例会でも御報告申し上げていま

すとおり、特別養護老人ホーム等では規模が大き

いということでメリットがある、あるいは人数、

内容によって差がつくということでございまして、

清峰園では約 ４が、しらかばハイツでは約 ５ 

がというぐらいの介護収入が増額になるというふ

うに報告しておりますけれども、この内容につき

ましてはまだ特別推計をしておりませんのでわか

りませんけれども、給料表ベースでやっておりま

すので、何がしかの報酬アップにはつながってい

るかと思いますけれども、この３がアップが具体

的な数字にはちょっとカウントできないのかなと

いうふうに思っております。

以上でこの場からの答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、子育て支〇教育部長（山内 豊君）

援の（２）と（４）についてお答えをいたします。

初めに、就学援助制度について御質問がござい

ましたので、お答えをいたします。長引く不況の

中、景気回復への決め手がなかなか見つからない

状況にあることから、本市においても就学援助を

希望する保護者がふえてくることが想定されると

ころであります。これに呼応して国では、今回創

設された地域活性化・経済危機対策臨時交付金に

ついて、子育て支援の観点から就学援助制度に充
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当することが可能という方針が出されていますが、

当市においてはこの交付金の有無にかかわらず、

従前と同様に生活保護基準額の ３倍以下という

枠組みを堅持しつつ、要望に対応できる予算額を

確保していきたいと考えているところでございま

す。保護者への周知方法としましては、利便性な

ども考慮して従来同様、年度当初に申請などの手

続を含め、各小中学校を通じ行うこととしており

ますが、その際プライバシーの保護には十分留意

して取り扱うよう各学校には指示をしているとこ

ろであります。また、年度途中において就学援助

制度の対象となった児童生徒についてもその都度

対応をしているところでございます。今後におい

ても各学校を通じて保護者へ周知していきたいと

考えております。

次に、学童保育についてお答えをいたします。

社会情勢、経済状況の変化に伴い、共働きの家庭

がふえてきていることから、学童保育所の利用者

が増加傾向にあります。特に名寄東小学校、名寄

小学校区域の学童保育所コロポックルの利用がふ

えていることから、４月に東小学校、名寄小学校

に出向き、学童保育ができる余裕教室の有無を確

認しましたが、いずれも現在余裕教室がありませ

んでした。今後も学童保育利用者の推移を見なが

ら、運営委員会や関係機関と連携を図りながら検

討してまいります。

障害児の部分につきまして質問がございました。

障害児対応を行う指導員は、専門的な知識等を有

することが必要であり、地域において開催される

障害児保育に関する研修会に出席するなど指導員

の資質の向上が必要であります。そのため、私ど

もも研修会に参加をさせているところでございま

す。障害児の受け入れ数により指導員の数が必要

と基本的に考えておりますが、指導員の配置経費、

環境整備の問題、学童の部屋のことなど指導員の

増員だけでは解決できないこともございます。運

営委員会等で十分な検討が必要と考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（川村幸栄議員）

だきました。再質問をさせていただきたいと思い

ます。

子育て支援についてですが、子育て応援特別手

当、国の施策ですので、難しい部分はあるかと思

うのですが、やはり最初にお話ししましたように

今回のこの経済危機対策臨時交付金、これをぜひ

子育て支援のために使っていただきたいというふ

うに思うわけです。そこで、就学援助を含めてい

ろいろお伺いをしたところですが、就学援助の受

給状況、もしわかればお知らせをいただきたいと

いうふうに思うのです。

それとあと、周知状況では年度当初ということ

の今のお話でしたが、国のほうも通年というふう

にもお話が出ていますので、各学期ごとに案内、

また申請書を子供たちに渡す、そして父母にもお

知らせする、こういったことが必要ではないかな

というふうに思っています。お聞きしましたら、

緊緊の方には対応をしているというふうなお話も

伺っていますけれども、緊緊ではなくても要する

に自分がこの認定基準に該当するのかどうか、そ

のラインのところで該当するのかどうか迷ってい

る方々にも年度１回だけではなくて学期ごとにお

知らせする、また広報などでもお知らせする、こ

んなことが必要かなというふうに思うのです。あ

と、学校を通して申請するだけでなくて、プライ

バシーのお話しされていましたけれども、学校を

通してだけでなく教育委員会にも直接来て相談を

したり申請もする、そういったことができるので

はないかというふうに思うのですが、この点につ

いてお答えいただければと思いますが。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

就学援助の該当の人〇教育部長（山内 豊君）

数ということで、平成１９年度の部分でいきます

と小学校で要保護、準要保護を含めて２８８名、

それから中学校で１３１名の合計４１９名と。そ

れから、平成２０年度決算見込みということで小
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学校２９２名、それから中学校１４７名、合計４

３９名ということであります。

年度途中の申請についてということで、以前に

もそうした質問、御提案がございましたけれども、

今のところ年度当初で申請を行っていただくとい

うことで、これは学校を通して教育委員会という

ことであります。これは、学校のやっぱり先生た

ちがそういった把握をしてもらうということが必

要だということでやっていただいております。ま

た、学期ごとはどうなのかということであります

けれども、先ほども答弁させていただきましたけ

れども、年度途中でも申請を受け付けているとい

うことで、多分先生方も子供たちの家庭状況等も

把握をしているということだというふうに思って

おりますので、年度途中でもそういった状況があ

れば申請していただくということで対応させてい

ただければというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

学校で大きく変化した〇４番（川村幸栄議員）

子供たちの家庭の状況なども把握できればいいの

ですが、やっぱり我慢しているというか、なかな

か表に出さない、そういった方々もいるのではな

いかなというふうに思うのです。ですから、そう

いった方々はさっきも言ったように認定基準のと

ころで判断を迷っていらっしゃる、そういった方

もいるというふうに私は思います。やっぱり経済

状況を適切に把握していくことはもちろんのこと、

しかしすべて学校任せにしていくということはど

うかなというふうに思うわけです。保護者の方の

申請の有無だけで認定するのではなくて、やっぱ

り相談窓口、さっきも言ったように教育委員会に

来ていただいて、なかなか学校というと子供がい

るものですから相談に行きづらいという部分もあ

るかと思うのです。市役所であれば、そんなに気

も使わないで来れるかなという部分も含めて教育

委員会に相談に来て、私はここに該当するのかど

うか、そんなことも相談できるような方法もとっ

ていただけたらというふうに思うのですが、もう

一度お答えいただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

年度当初には、もう〇教育部長（山内 豊君）

ほとんどのそういった該当になるようなといいま

すか、そうした方の申請があって、先ほど言った

ように生活保護の基準額の ３倍以下ということ

で判定をしておりまして、先ほど申し上げた認定

外の方もやはりいるということであります。今御

提案がございましたけれども、学校で十分把握で

きないのではないかといったことがあろうかと思

います、絶対ではありませんから。そういった中

では、教育委員会に来ていただいてもそれはよろ

しいのですけれども、教育委員会と学校とのやっ

ぱり連携といったことが必要になってきますので、

その辺についても学校と今後どういうふうなこと

が一番ベターなのか、その辺も検討させていただ

ければなというふうに思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ検討をしていただ〇４番（川村幸栄議員）

きたいというふうに思うのです。本当にこの貧困

というか、不況の嵐が押し迫ってきている中で、

やっぱり思い悩んでいる方もたくさんいるかと思

います。特に子育て世帯の若い皆さん方の収入と

いうのは、一般的に言えば低いわけですから、そ

ういった方たちへの支援というのが強く求められ

るかなというふうに思います。

あわせて、質問をちょっと変えますけれども、

先ほどの母子世帯の生活保護の母子加算の廃止の

件なのですが、ここでも先ほどお話がありました。

今まで母子加算をされている方たちよりも、この

生活保護の母子加算を受けている、その方たちよ

りも低い生活をされている皆さんがいるから不公

平ではないかというのは逆の不公平かなと私は思

っています。ですから、そこの低いところにどん

どん、どんどん合わせていくのではなくて、やっ

ぱり上に上げていってあげる、そのことが私たち

は求められているのではないかというふうに思い

ますし、こういう不況の中で一番大きな被害をと
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いうか、影響を受けるのはやっぱり子供たちだと

いうふうに思うのです。ですから、こうした子供

たちにやっぱり手を差し伸べるということが行政

としても強く求められているかと思います。

先ほど母子加算の廃止世帯が８世帯で２０名と

いうふうな金額もお示しいただきました。例えば

この８世帯に月々 ０００緊、先ほど私が言った

東川町のように ０００緊をすると６緊 ０００ 

緊が出て、当初よりかは若干上にはなるのですけ

れども、やっぱりこれをしていくことで、地方の

自治体が頑張ってそういう世帯にも支援していく

ことで国も見直しをしていくのではないかという

ふうに思うのです。これを認めてしまうと、国は

どんどん、どんどん削っていくのではないかと私

は危惧をしています。そういう意味でもぜひ就学

援助の問題も含めて、この母子加算もあわせて子

育て世帯への支援を強く求めるところですけれど

も、この点についてお答えいただければと思いま

す。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま母子世〇福祉事務所長（小山龍彦君）

帯加算につきまして再質問がございましたけれど

も、国がいわゆる母子家庭が１年間に受給できる

生活保護費の総額と受けていない世帯の総額とい

う部分をが較した中で、つい昨今もテレビ等でそ

の話題が載っておりましたけれども、地方の行政

といたしましては国が生活保護費制度をやってい

る中での運用ということでございまして、これに

かわる部分でございますけれども、例えばひとり

親世帯就労促進費ということで、就労の収入が月

額３緊緊以上の場合は月額１緊緊をそれまでの生

活保護費の総額より収入をふやすですとか、月額

が２緊緊の場合は ０００緊をふやすですとかと

いうようなことで、あくまでも就労をして自立し

ていただくということを前提に制度として考えて

おりまして、先ほども申しましたとおり８世帯が

あるのですけれども、その対象になっている方で

一番若い方は３３歳ということで、これから先の

人生が相当ある中で、今この時点でありますけれ

ども、やはり手に仕事をつけていただいて自立を

して、最終的には生活保護から脱却ということで、

そういう考え方が最後は自立した生活につながっ

ていくというような考え方で国が定めております

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

就労支援というふうに〇４番（川村幸栄議員）

おっしゃっていました。当然その生活保護を受給

されている方々も元気で働けることが何より望ん

でいるというふうには思います。ただ、今情勢か

ら見ても雇用状況は本当に悪い中で、特に女性の

働く場は少ないです。中には２つ、３つとかけ持

ちをして、それで体を壊してしまったと、そうい

う方もいるわけです。ちょっと話を聞いたら、育

ち盛りの子供を育てている中で、子供たちには食

べさせなければならないので、自分は食事を減ら

して食べないで我慢しているという、こういった

方たちもいるわけです。やっぱり今は国の基準で

ということでした。例えば今回定額給付金出され

て、その事務費が名寄でいえば約 ４００緊緊も

使っているわけです。これでは、もう本当に理不

尽というしか言いようがないなというふうに思っ

ています、私としては。今私の前に竹中議員が質

問されていました。憲法に保障されている２５条

が守られていないのではないかと。ここにやっぱ

り立脚した形で、ぜひ子供たちを守っていってい

ただきたいというふうに思っています。

それで、次に学童保育のところに移らせていた

だきたいと思います。今学童保育の状況は、空き

教室がなかなかないというお話も出されていまし

たけれども、こういったところも含めて積極的に

運営委員会等で審議をしていただいて、どう子供

たちの放課後を守るのかといったところら辺で知

恵を出していただきたいなというふうに思います。

例えば先ほど出させていただいた安心こども基金

なのですけれども、 ０００緊緊のうち大体５０

緊緊ぐらいが学童保育のほうに使えるのではない
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かというような内容になっているようですが、こ

ういうのも使って施設の整備というのにも使える

というふうに聞いていました。ですから、これ等

も使いながら施設の整備を広くしていただけたら

いいなというふうに思っています。ただ、その場

合に父母の方やら、また指導員の皆さんからの声

は負担がふえたら困るということです。負担はふ

えないで何とか環境整備してもらいたいと。これ

は、皆さん同じ思いだと思うのですけれども、そ

ういうような中でこういういろんな国の補助金な

どを使っての整備、ぜひお願いしたいなというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今安心こども基金の〇教育部長（山内 豊君）

関係で、施設の改修等をできないかということで

あります。この安心基金につきましては、５月２

０日に通知が参りまして、２２日まで予定の調書

を出せといったようなことで、非常に最近はそう

いったようなたぐいの文書が多いということであ

りまして、中身もちょっと見ましたけれども、事

業的には今おっしゃったとおりに施設の改修等に

使えるということなのですけれども、事業の対象

としないという部分もございまして、これについ

ては既に実施している事業について、単に当該市

町村等の負担を軽減するための事業、これは該当

しない。それから、認可外保育施設の運営に係る

経費の一部を負担し、または補助している事業と。

これは、学童保育というふうに書いておりません

けれども、そういったことも対象にしないという

ことであります。ですから、この基金のちょっと

概要を見ますと、地域子育て支援活動の立ち上げ

を支援するということなのですけれども、具体的

には新たなそういった学童保育を立ち上げるとき

に、空き店舗等を利用したときに改修等の施設整

備費を補助するといったことだというふうに思い

ます。そういった意味では、現状で先ほど言った

ように学校も対象になるとは思うのですけれども、

学校の余裕教室がないだとか、あるいはある学童

保育は施設が老朽化をしているという、そういっ

たことも耳にしておりますけれども、どこに移転

するとかなんとかという具体的なものはありませ

ん。そうしたことが現実的に出てくれば、この基

金が有効に使えるのかなというふうに思いますの

で、今後この基金事業が継続されてくるというこ

とになれば、そういったことも検討していかなけ

ればならないのかなというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

そこの今の安心こども〇４番（川村幸栄議員）

基金の部分でいえば、新しい家を借りたり、空き

家を借りたりということになっているかというふ

うには思うのですが、その部分も含めて運営委員

会等、また父母の皆さんの御意見等を聞きながら

積極的に取り組んでいただきたいなというふうに

思っています。

あと、指導員の人件費の問題なのですけれども、

先ほど障害者も受け入れながら研修も進めている

というふうな御答弁をいただきましたけれども、

現在学童保育所の予算の中では、管理運営委託料

のところは指導員の先生の人件費というふうに聞

いているのですけれども、やっぱりこれをちょっ

とふやしていただくということは、さらにここに

上積みをしていただくということができないのか

どうか、そこら辺をお答えいただければと思いま

す。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現状直営の部分では〇教育部長（山内 豊君）

南児童クラブということと、あと委託の部分では

コロポックルとどろんこはうすということであり

ます。それぞれ形態が違っております。コロポッ

クルについては学童保育一本、それからどろんこ

はうすについては保育と学童保育ということにな

っておりまして、委託料についてもちょっと違っ

ております。そういった意味で、一方の学童保育

料も違っております。市の直営の部分が ０００

緊ということで一番安いわけですけれども、そう

いったことを含めて、ただ人件費だけにそうやっ
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て投入したことで解決すべてできるのかというこ

とになりますと、先ほど言ったようにいろんな面

で解決できない部分があるということであります

から、この辺については十分検討しなければ、一

概に障害児についても何人というふうに、毎年入

ってくるというふうに決まっているわけではあり

ませんし、それらの対応も含めて人の採用につい

ても十分考えていかなければならないということ

でありますから、今後もそういった状況を見なが

ら考えていければなというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

指導員の先生たちも子〇４番（川村幸栄議員）

供たちは午後から帰ってくるのですけれども、朝

１０時から出勤されて施設の整備だとか、帰って

きてからのいろんな準備を本当に心を込めて準備

をして子供たちを待っています。帰りもお迎えが

遅い親のためにも時間を延長しながら見ていると

いうことで、本当に一生懸命やっていただいてい

るこういった指導員の先生方への保障もぜひ考え

ていただきたい。そのことをお願いして、次に移

らせていただきたいと思います。

介護保険サービスの問題ですけれども、認定の

ことについては３月議会の中でもお話をさせてい

ただきました。先ほどちょっと言わせていただい

たのは、家族介護支援のところでいえば、これは

介護制度で名寄市独自でも進めていかれる内容か

なというふうに思っています。それで、ある８０

歳の女性の方がこんなふうにおっしゃっていたの

ですが、孤独死のニュースを見るたびに自分はど

んなふうに死ぬのかなというふうに思ってすごく

不安になるというふうにおっしゃっています。だ

からといって、子供たちのところに行けば迷惑も

かかる。だけれども、施設に入ろうと思えば施設

もいっぱいで入れない、お金もかかる。こんなよ

うな本当につらくなるお話なのです。ですから、

こういった方々が本当に地元で一人で最後まで元

気に暮らせるように支援していくことが本当に望

まれるなというふうに思っているわけです。

そこで、施設にいれば２４時間介護というか、

一応見守りということでサービスを受けられると

いうふうに思うのですが、そういったことを訪問

する中でできないものかどうか。また、あと配食

サービスなのですけれども、名寄市では基本的に

現状維持のままで、この事業計画の中でありまし

た。基本的には、現状維持のまま実施していくと

いうふうに書かれています。ただ、これは第３期

の実２を計画としていて、大体５０がの実２なの

ですが、半分にしているのです。ですから、この

配食サービスなんかも安否確認、本当に健康的な

食事を提供するというのとあわせて安否の確認も

課題というふうにこの計画の中で出されて、その

とおりだと思うのです。これが本当に重要かなと

いうふうに思っていますので、積極的な活用が必

要だというふうに思うのですが、この部分につい

てどのようにお考えになっているのかお聞かせを

いただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高齢者が独居に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

なったときの安否確認も踏まえて、家族介護の支

援の状況についての御質問かということでお答え

をさせていただきます。

高齢者を名寄市では地域の見守りや支えという

ことで独自サービスをやっている部分がございま

す。これにつきましては、例えば名寄といたしま

しては夜間援助、外出支援、訪問、声かけ、独居

向けのネットワーク等ということでございまして、

事業としては社会福祉協議会に委託をして町内会

行政区ネットワーク事業という形で行っているも

のでございまして、そういう中ではおおむね相当

の高齢者の見守りですとか簡易な支援の必要な独

居高齢者、老夫婦世帯障害者などを見守りながら

食事会や茶話会や趣味の活動等をやっていくもの、

それから昼食会、茶話会をやっていくようなもの

ということで、昨年の事業実施状況では、先ほど

のはふれあい・いきいきサロンというのですけれ

ども、食事会、茶話会で２６町内会がやっており
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ます。この部分につきましては６緊緊以下という

ことで、月１回はさらにこれの半分になるのです

けれども、年間の部分でこういうような形で考え

ておりますし、昼食、茶話会と少しレベルが低く

なりますと、これにつきましては助成額が２緊緊

ということで、食事と昼食の宅配ということでこ

れは２５の町内会がやっているところでございま

す。それ以外の部分では、少しハードというのか、

ソフトというのか、除雪のボランティアですとか、

あるいは高齢者の健康づくり、介護活動というこ

とで介護教室や健康教室、料理教室などもこの社

会福祉協議会の委託している事業の中でやってい

るところでございます。

この中で、配食サービスも先ほど御質問があっ

たかと思うのですけれども、定期的な宅配という

ことで、これは助成額は利用分の３分の１という

ことで３町内会で御活用いただいているかと思っ

ております。そういったもろもろも踏まえまして、

さすがに行政がすべての町内会をカバーできるか

という部分が、なかなか難しい部分も踏まえまし

て一種のワークシェアリングと申しますか、社会

福祉協議会のほうとの連携の中でできる部分につ

いては活用しながら高齢者の福祉を推進してまい

っておりますので、御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの町内会の皆〇４番（川村幸栄議員）

さん方に担っていただいているというようなこと

かなというふうに受けとめました。確かに今は町

内会の方たちも本当に高齢になってきて大変な状

況、町内会を運営するのも大変になってきている

という中で、見回り、配食、高齢者の皆さん方の

集い、そういった部分で本当にいろいろ知恵を絞

ってやっていただいている、そこに支援をしてい

くということなのですけれども、やっぱり市とし

てもっとリーダーシップをとってやっていっても

らいたいなというふうに思うのです。

例えば安否の確認なのですが、日中はそんなに

不安もなく、隣近所、何か最近見ないわというこ

とはわかるかもしれないのですが、夜がやっぱり

不安だと思うのです。お一人で高齢になってくる

と。そういったところの、先ほど夜間の支援もと

いうふうなことがお話しされていましたけれども、

ここを積極的にぜひ取り組んでいただきたいなと

いうふうに思います。

それで、先ほど利用限度額に対する平均利用割

合、これをちょっとお聞きしようと思ったのです

が、時間がありませんので、ちょっと利用限度額

に対してどれだけ介護認定を受けている方が利用

されているかなという、やっぱりこの間お聞きし

ましたら大体半分ぐらいというふうに資料も見せ

ていただきました。すべてが経済的な理由だとい

うふうには思わないのですけれども、やっぱり経

済的な理由というのも大きいのではないかという

ふうに思います。そして、先ほど減免、軽減措置

に対するお答えをいただいたのですが、なかなか

一回では頭に入らないような御説明だったのです

が、実はこの名寄市の保険料は今６段階になって

います。やっぱり８段階、１０段階に細かく分け

ることによって軽減する部分も出てくるのではな

いかなと。札幌市なんかも９段階に分けているの

ですけれども、そういったお考えは名寄市として

はないのかどうかお聞かせいただきたいと思いま

す。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

保険料の部分に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

つきましては、前回といいますか、第３期につき

ましてはいわゆる地方税法の改正等がありまして、

激変緩和を避けるために通常の段階からさらに細

かい区分けをしておりまして、それがそのまま果

たして第４期の計画に適用するか否かという部分

も議論になりまして、現実には第４期４緊 ４０

０緊ですか。中間層の部分、一般的なところなの

ですけれども……ちょっと時間がありませんので、

その部分は省略いたしますけれども、そういった

中で細かい分けた部分を６段階に分けて、通常の

一番メーンになる方につきまして、いわゆる市民
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税均等割の方のみがたしかさらに減じるような形

で構成をしているかと思っております。そういっ

たことで、所得がかなりの高水準にある方はそれ

なりの御負担をいただいておりますけれども、通

常の年金、いわゆる国民年金レベルにつきまして

は負担がそれほどな部分というふうには考えてお

りませんので、御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

保険料のことについて〇４番（川村幸栄議員）

は、また別な機会に議論をさせていただきたいな

というふうに思います。

あと、介護労働者の皆さんへの支援なのですが、

国の支援策ではさほど影響はないというようなお

話でした。それで、介護福祉の人材確保も先ほど

退職理由の中にもありましたようにやっぱり大変

さも含まれて、夜勤勤務をする前にやめられたと

いう話もありましたように、やはり仕事の重さが

やめなければならないというところにもつながっ

ているのかなというふうに思います。それで、介

護福祉の人材を確保するためにも介護労働者のス

キルアップのための講習会などもしていく、そう

いう支援も必要かなというふうに思っています。

また、ケアマネージャーが主任ケアマネになるた

めの研修、またソーシャルワーカーになるための

研修、そういった資格を取得する支援、そういう

事業も考えていっていただければなというふうに

思いますが、この部分についてはいかがでしょう

か。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

議員が御質問の〇福祉事務所長（小山龍彦君）

部分について、全部が明快なお答えになるかどう

かはわからないのですけれども、いわゆるしらか

ばハイツあるいは清峰園につきましては名寄市社

会福祉事業団ということで事業を進めている中で、

通常の介護報酬の中ではなかなか事業の部分が果

たして報酬に反映されているかという部分はある

かと思うのですけれども、今までもこの２事業団

につきましては一般会計から約１緊緊の繰り入れ

をやる中で運営しておりまして、その部分につき

ましてはそういう研修等にも当然回っていって、

スキルアップもその中で事業団として進めていく

ように思っておりますけれども、そういったこと

で御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ積極的に取り組ん〇４番（川村幸栄議員）

でいただきたいというふうに思います。

最後になりますが、島市長にぜひお答えをいた

だければというふうに思います。今回の地域活性

化・経済危機対策臨時交付金、これがハード事業

を中心に追加補正計画、６月１７日までに上川支

庁に提出ということで、せんだって御答弁もあり

ました。実は道によると、国は最終提出期限を秋

ごろにするという連絡も入っているということで

せんだっての道議会で日本共産党の真下紀子議員

の質問に答えています。磯田地域づくり支援局長

は、期限設定についても国に改めて要請するとい

うふうに答えているのですが、緊緊対策といって

本来まちづくりに使われる予算、本当に将来に向

けて責任を持って慎重に行われるべきかなという

ふうに思うのですが、さきの答弁ではいろんな事

業に拡大できないかということを検討していると

いうふうにおっしゃっていました。子育て支援、

高齢者福祉に積極的に活用を願うところです。こ

れについてのお考えをいただければと思いますが、

よろしくお願いします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

時間が制約されており〇市長（島 多慶志君）

ますので、簡単に申し上げますが、平成２０年度

の補正予算あるいは２１年度の本予算、補正予算

ということで、国がねらいとしておりますのは世

界不況の中で日本がこの３年間の間に回復できる

かどうかと、こういうことでの各分野における手

当てをしているというふうに認識をしております。

地方自治体におきましても最大のねらいはやはり

雇用の創出確保ということでありまして、私ども

も予算の使い方の中ではこの地域の中で雇用の創



－178－

平成２１年６月１５日（月曜日）第２回６月定例会・第４号

出に向けた事業を当然配慮しておりますし、また

今まで子育て等で悩んでいる事業等については一

定の政策、制度設計というものが伴わなければ、

この１年の臨時交付金だけで対応していくという

ことについてはかなり無理があるのではないかと、

こういうふうに思っております。私ども北海道市

長会、全国市長会の中で議員が指摘されましたよ

うな事項等については、国の全体的な政策要求と

いうことを取り組んでやっておりますので、御理

解をいただければと思います。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

日程第３ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

７号 工事請負契約の締結についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 工事請〇市長（島 多慶志君）

負契約の締結について、提案の理由を申し上げま

す。

名寄下水終末処理場受変電設備更新工事につい

ては、本年５月２７日に５社による指名競争入札

を執行した結果、三菱電機株式会社北海道支店が

１緊 ３００緊緊で落札いたしました。本件は、

これに消費税及び地方消費税８６５緊緊を加え、

１緊 １６５緊緊で契約を締結しようとするもの

であり、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部上下水道室長より

説明をさせますので、よろしく御審議くださいま

すようお願い申し上げます。

補足説明を扇谷建設〇議長（小野寺一知議員）

水道部上下水道室長。

ただいまの名寄〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

下水終末処理場における受変電設備更新工事請負

契約の締結につきまして、提案理由の追加説明を

申し上げます。

名寄下水終末処理場は、昭和５５年３月の供用

開始以来、浸水対策、公共用水域の水質保全及び

快適な生活環境を図るための重要なライフライン

として日々の稼働に努めております。この受変電

設備は、受電開始から３２年を経過して経年劣化

が著しく、また修繕部品の製造中止などに伴い、

新たな修繕が困難となっておりました。国土交通

省では、電気設備の標準耐用年数を２０年と定め

ておりますが、これまで適正な維持管理及び修繕

を行って延命を図り、安全な稼働に努めてまいり

ました。しかし、この維持管理も限界に近くなり、

施設の安全で安定的な運用を図る必要から今回更

新工事を行うものであります。

本日、議決をお願いいたします工事の概要につ

いて申し上げます。この工事は、北海道電力から

の受電と高圧、低圧に変電する設備及び各設備を

結ぶ主幹ケーブル等を更新するとともに、既存監

視制御装置の機能増設を図るものでございます。

続いて、入札の経過と結果について申し上げま

す。入札は指名競争入札で行いました。北海道に

支社、支店のある重電機メーカー５社を対象に５

月７日に指名通知を行い、縦覧期間を５月８日か

ら５月２６日までとし、５月２７日に入札を執行

いたしました。入札の結果は、第１回の入札で三

菱電機株式会社北海道支社が税込み１緊 １６５

緊緊で落札いたしました。落札率は８ ５９がと

なっております。なお、指名通知後４社の入札辞

退がありましたので、結果として１社による入札

となりました。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

１ページをお開きください。工事の場所を示して

おりますが、処理場正面玄関から入って東側にあ

る電気室内で赤で示しておりますのが今回対象の

受変電設備であります。

２ページをお開きください。更新対象となる受
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変電設備の写真となります。①から③までが更新

対象設備で、④は既に更新を終えている設備とな

ります。

３ページをお開きください。主単線結線図であ

りまして、北海道電力からの引き込み後、各設備

への流れをあらわした図であり、赤で囲んだとこ

ろが対象の施工箇所となっております。

４ページから６ページにつきましては、過去に

おける維持管理及び修繕の一部を写真で掲載をし

ております。

なお、この更新工事につきましては現施設が２

４時間連続運転を行っておりますことから、長期

間停止することができませんので、流入水量の少

ない夜間において数時間の停電を繰り返しながら

行うこととなります。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

１点だけお尋ねをい〇１３番（高見 勉議員）

たします。

ただいまの追加説明の中で、指名競争入札で５

社を指名をしたというお話がありまして、最終的

には１社だけであったと。落札率は８ 数が、９

０がを切るというようなことでありますから、そ

れなりのと申しましょうか、努力があったという

ことについては私なりにも理解をするわけであり

ますけれども、ただ指名競争入札で５社を指名し

て４社が辞退をするというのは、間々あることな

のかどうなのかわかりませんけれども、指名をし

た側としてはどういう理解をされているのか、こ

の際御説明をいただきたいというふうに思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

お答えをしたい〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

と思います。

今回の入札につきましては、全国、全道で同様

施設の製作もしくは納入実２を持って高い技術力

が確保されていると考えられる重電機メーカーを

指名してきましたが、残念ながら４社の指名辞退

ということになっております。今回の指名辞退の

理由につきましてでありますが、１つは他社の設

備の機能増設が含まれて対応が困難と、これが１

社でありました。そしてまた、工事に係る専任技

術者の確保が困難と、この理由をもってしている

のが３社ございました。辞退理由として多いいわ

ゆる専任技術者の確保が困難であるという理由に

つきましては、公共事業の受注に当たりましては

入札、それから契約手続の透明性及び現場の適正

化を図るということで、多くの事業者が受注工事

ごとに日本建設情報センターへの登録を行ってお

ります。これは、通称コリンズ登録と申し上げて

おりますが、この登録では１つの受注工事が終了

するまで、いわゆる完了するまで専任の技術者を

配置することが求められておりまして、技術者の

いわゆる工事のかけ持ちができないという状況に

なっております。このコリンズ登録は、事業者の

公共事業の受注実２を明らかにすることで今後の

工事の受注を有利に進める、こういうことにもつ

ながりますので、多くの事業者が行っております。

したがいまして、他の受注工事が重なりますと専

任技術者の配置が困難ということで辞退をされた

というふうに理解をしております。

ただ、今御指摘ありましたとおり指名競争入札

で１社のみの入札ということになりますと、いわ

ゆる入札の公平性、こういったものにも当然疑義

が生じるということも考えられます。したがいま

して、このような事態が間々あるとは思いません

が、やはり一般競争入札も１つは視野に入れなが

ら今後の入札制度を少し考えていく必要があると

いうふうに考えております。指名後の入札辞退に

対しまして、現在のところ具体的なペナルティー

というものはありませんけれども、これまで２回

続けての入札辞退事業者につきましては、次回の

入札には指名しないという措置をとっております。

幸い今回結果として９０がを切るというような入
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札になりました。ややもしますと、１社のみの入

札ではどうしても入札率が高どまりになるという

懸念もありますので、私ども今は実施をしており

ませんが、例えば電子入札もしくは郵便での入札、

こういったものを活用しますと、いわゆる実際に

現場に来て１社しかいないということもある意味

明らかにならないで入札をしていただけるという

ことにもつながりますので、入札等審議委員会の

ほうでまた改めて今後とも検討を進めて、よりよ

い入札制度にしてまいりたいというふうに考えて

おります。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

適切な御説明をいた〇１３番（高見 勉議員）

だきましたので、基本的には理解をいたしました。

ただ、お話にもありましたように指名競争入札

をして、特殊なものであるということでもあるの

でありましょうけれども、４社がこぞって辞退を

するというような形で、結果としてですけれども、

あることについては、いささかいかがなものかと

いうことにもなるわけでありまして、額の問題等

々もあると思いますけれども、いろんな意味で一

般競争入札等々を含めて、今後のそうした特殊な

ものについてとりわけ検討をしっかりと行ってい

ただくことを要望申し上げて終わりたいと思いま

す。

熊谷吉正議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの関連であ〇１９番（熊谷吉正議員）

りますけれども、確認の意味で５月７日に指名通

知を５社にされて４社の辞退というのは、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ社でいいですけれども、それぞれ日にち別

に指名の辞退日をお知らせをいただきたいわけで

ありますが、当然残った受注をされた会社につい

ては、この辺の情報について理解をした上で札を

入れているのかどうか確認をさせていただきたい

と思います。

もう一点は、市民サービスの関係で、受変電設

備の取りかえなわけでありますから、当然停電を

伴って夜間の数時間を何回か繰り返しをして切り

かえていくと、更新をするということなのですが、

下水道機能の影響というのはどの程度あるのかお

知らせいただきたいと思います。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時１６分

再開 午後 ２時１８分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木総務部長。

当日、５社のうち〇総務部長（佐々木雅之君）

４社が辞退をしまして、来たのは１社ですので、

札入れするときに入れた１社については４社が欠

席していることはわかって札入れをしました。辞

退しました４社の関係については、ちょっと今手

元の資料では事前に連絡があったのか、当日欠席

するという連絡があったのか判明しませんので、

これについては後から説明させていただきます。

お願いします。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

下水終末処理場〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

は２４時間連続稼働をしているということで、ど

うしても機能を停止するということにはなりませ

ん。ただ、受変電の設備はまさにかなめの設備で

ありまして、ここのところを一時的にでもやはり

とめないと更新ができないという、ある意味難し

い工事の形態にならざるを得ません。この辺につ

きましては、十分機能を維持しながら、なおかつ

適切に停電もしくは更新工事を実施するというこ

とで、私どもを含めて業者と十二分に練りながら

対応してまいりたいと思いますので、機能は全く

維持できるというふうに考えております。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今ちょっと資料で〇総務部長（佐々木雅之君）

確認できましたので、追加して説明させていただ

きます。１社については５月２２日、いずれも文

書回答です。５月１９日、５月１４日、５月１１

日ということで事前に入札執行前に連絡が入って

います。この４つの辞退した業者が当日辞退する
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ということは、札入れをした業者については当然

わかっておりませんので、当日入札執行するとき

には１社しかいなかったということがわかりまし

たので、それで１社については入札をいたしまし

た。文書で入札辞退届については４社とも今言っ

た日付で事前に出ておりました。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

高見議員とのやりと〇１９番（熊谷吉正議員）

りもありましたけれども、やっぱりこの種のケー

スについて１回立ちどまって、改めて再入札をす

るということの検討は必要であったような気がい

たします。電子入札等の関係でいくと、それは民

間同士のやりとりのところまでの推測はできませ

んけれども、少なからず疑義が持たれるケースで

はないのかなと。単なる落札率の問題だけではな

いと思いますので、十分内部で検討を少ししっか

りしていただいて、透明性、説明のつくような形

の検討を改めて求めておきたいというふうに考え

ております。

下水終末処理場の関係では、受変電設備の切り

かえというのは大変どんな設備でも難しいことが

多いのですけれども、ある程度私どもに、市民に

わかる範囲の中で結構ですけれども、どの程度そ

の終末処理場の機能がこの切りかえによって、一

日で一回でできないわけですから、恐らく相当数

回重ねて完全な更新をさせていくということなの

でしょうけれども、例えば１回数時間やって、そ

れによってどのぐらいの機能が落ちていくのかと

いうところがもしわかればぜひ、特に事故がある

と大変なわけでありまして、そういう安全面の面

だとか市民サービスへの影響、深夜で皆さん寝て

おられる時間だから、直接受け入れ側のオーバー

フローでもない限りは河川に流れる水との関係も、

要するに浄化機能にかかわるわけでしょうから、

その辺については説明がつくとすればお願いをし

たいと思いますし、またお調べが後に必要であれ

ばその時点でも結構だと思いますけれども、改め

て求めて終わりたいと思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

処理場の機能に〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

ついて若干説明をさせていただきますが、夜間特

に水量が激減する時間帯がございます。特に夜中

２時から例えば５時ぐらいまでの時間ですとか、

もしくは日によっては１２時過ぎてから極端に水

量が減っていくという時期がございます。処理場

自体１００がの能力で運転をしているということ

では実はございませんで、池の数も４池ございま

して、それぞれある程度ストックの能力を持って

おります。ただ、いずれにしましても入ってくる

水を１度汚水という池にためまして、それから処

理系統に持っていくということで、それぞれ何段

階かに分けてストックできるような池を持ってお

りますので、あくまでもその池が有効に活用でき

るということを前提に工事は進めるということに

はなっておりますので、仮に大雨とか、やはり汚

水が異常に入ってくるとか、そういった状況があ

りましたら、これは工事をやらないということに

なります。

そしてまた緊緊時、これはちょっとまた私ども

のほうで検討しなければいけないのですが、発電

機を持っておりますので、電気のやりとりの当然

仮設は必要になってくると思いますが、非常時は

直接北電からの電気が入らなくてもいわゆる発電

機を活用しながら一時的に運転をするということ

が当然可能になってまいります。ただ、いずれに

しましても発電機のほうも受変電のいわゆる制御

のほうをどうしても通ってくるということになり

ますので、これは仮設の段階でまた十分検討しな

がら、全く処理に問題がないような形で十分検討

を進めていきたいというふうに思っております。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

８号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 財産の〇市長（島 多慶志君）

取得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、風連地区で進めております本町地区第

１種市街地再開発事業において建設されている保

留床について、平成２０年９月５日付で北海道知

事認可を受けた土地、建物の権利を明らかにする

権利変換計画に基づき、（仮称）地域交流センタ

ーを６緊 ２５０緊緊で取得しようとするもので

あり、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により

議会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を山内教育〇議長（小野寺一知議員）

部長。

市長提案の追加説明〇教育部長（山内 豊君）

を申し上げます。

本件につきましては、平成１９年１２月２７日

付で北海道知事から風連本町地区第１種市街地再

開発事業の施工認可を受け、事業参加者の施設整

備計画の詳細設計に着手し、平成２０年９月５日

で詳細設計に基づく事業の収支計画を策定した風

連本町地区第１種市街地再開発事業権利変換計画

が北海道知事に認可され、平成２０年度１０月か

ら個人の住宅、店舗を含む施設設備に着手されて

おります。

（仮称）地域交流センターは、その権利変換計

画に基づき、平成２１年度の事業で建設される保

留床を購入、取得するものであります。取得の相

手につきましては、名寄市風連町仲町７２番地、

風連本町地区第１種市街地再開発事業、個人施工

社、株式会社ふうれん代表取締役、富永紀治とな

ります。取得施設の規模につきましては、構造が

鉄筋コンクリートづくり４階建てで、延べ床面積

５３ ０６平５となっています。１階部は９１ 

９３平５で、主にロビー、エントランスホール、

エレベーターで構成されております。２階部は８

９ １５平５で、大ホール、９室、会議室、研修

室で構成されています。次に、３階部になります

が、４０ ９４平５で、会議室２室、調理実習室

となってございます。４階部は３１ ０４平５と

なっており、和室、ＩＴ教室が配置されてござい

ます。詳細は、後ほど資料をもとに説明させてい

ただきます。取得価格は、消費税込みで６緊 ２

５０緊緊となっております。財源につきましては、

昨年度の国の２次補正により敷地については先行

取得していることから、総事業費は７緊 ２３０

緊緊で、そのうち国庫補助金で３緊 ０５０緊緊、

合併特例合で３緊 ２２０緊緊、合併補助金で 

９５０緊緊、残りは一般財源と予定しているとこ

ろであります。また、施設の引き渡し時期は平成

２２年３月１０日を予定しております。

次に、施設の概要になりますが、（仮称）地域

交流センター外観につきましては、この地区にれ

んが倉庫があったことから、れんがタイルと特産

品のもちをイメージした色彩としています。内部

につきましては、ユニバーサルデザインを採用し、

あらゆる利用者に優しい構造となるよう配慮して
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います。各ロビー部分には、旧風連町の開庁１０

０年記念事業で本年度まで取り組んでおります小

学１年生の手形を配置します。大ホールは、多目

的な使用を考慮し、床はビニールシート張り、腰

壁は間伐材を利用した羽目板とビニールクロスの

併用仕上げ、天井部は吸音効果の高い特殊石こう

ボードを採用しています。

次に、暖房を含む電気設備に関しては、夜間蓄

熱電力を利用した床蓄熱方式のメーン暖房を採用

し、補助暖房装置についても融雪用電力を利用し

たパネル暖房機を設置し、電気料金の節減を図り

ます。電話や校内ＬＡＮについても配備し、本庁

舎と通信回線で接続可能になるよう設計を行って

います。大ホールには専用音響スピーカーを設置、

備品で購入するアンプと接続し、従来施設と同様

の音響環境が整備されます。また、舞台照明の調

光装置を設けて給電できるよう配慮されています。

防犯対策としては、各ホール、ロビーに防犯カメ

ラを設置し、１階管理事務室にモニター、録画装

置を設置しています。また、非常用発電機を設置

し、災害時の避難の拠点として対応できるよう設

備を整えています。機械設備については、安全性

と利便性から電気温水器を必要箇所ごとに設置す

る個別給湯を採用するとともに、各室に熱回収型

の換気扇を設置し、個別の換気を行います。とり

わけ２階大ホールの換気には、廃熱回収型の換気

設備を配置し、夏季には適温の冷風、冬季におい

ては適温の温風を供給するとともに、室内空気の

正常化と熱エネルギーの省力化を図っています。

次に、お手元の説明資料について御説明申し上

げます。まず、１ページ目につきましては立面図

でございます。それぞれの方角からの図面となり

ます。右上の北側立面図部分につきましては６ペ

ージ、全体配置図と同じ方向からの投影図になり

ますので、御参照願いたいと思います。

次に、戻りまして２ページ目以降から各階の説

明になります。まず、１階の部分につきましては

９１ ９３平５で、ロビー、エントランスホール、

管理事務室、エレベーターホール、駐車場となっ

ています。階段室につきましては、一定規模以上

のホールを建築する場合、２方向以上の階段を設

置しなければならない義務があり、階段室を２カ

所配置しております。また、駐車場が不足してい

ることの議論もありまして、身体に障害のある方

のための駐車場は２台分を含め１０台分の駐車場

を配置しています。このほかに１４台分の駐車場

を確保しています。あわせてＪＡ道北なよろ農業

協同組合の敷地内に５台分が配置されることから、

全体で２９台分の駐車場を整備します。

次に、３ページ目は２階部分になります。面積

は８９ １５平５で、大ホール、９室、会議室、

研修室の配置となっています。大ホールにつきま

しては、机といすを配置しますと１８０名分の席

を用意することができます。風連福祉センターで

の緊卓利用の状況がありましたので、従来と同様

の利用が可能となっております。また、ステージ

部分につきましては風連福祉センターとがべ奥行

きを１メートル広く確保しております。また、ど

んちょうはステージにかからない設計となってい

るので、ステージ面積は従来より広くなっており

ます。

次に、４ページ目は３階部分になります。面積

は４０ ９４平５で、会議室２室と調理実習室を

配置しています。

５ページ目、４階部分になりますが、面積は３

１ ０４平５で、和室、ＩＴ教室を配置し、全体

を構成してございます。

６ページでは、再開発事業全体のイメージとな

っておりますが、図面中央部に本施設の完成イメ

ージを掲載しております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようよろしくお願いいたし

ます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 推薦第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市農業委員会委員の推薦についてを議題

といたします。

お諮りいたします。本年７月１９日をもって任

期満了となります農業委員について、農業委員会

等に関する法律第１２条第２項の規定により議会

推薦の農業委員は４名とし、上口里美氏、住田美

紀氏、植松正一氏、黒井徹氏を推薦したいと思い

ます。御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、名寄市農業委員会委員に上口里美氏、

住田美紀氏、植松正一氏、黒井徹氏、４名を推薦

することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時３５分

再開 午後 ２時３６分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第６ 意見書案第１号 地方分権改革にあ

たり地域経済等に配慮し、地方財政の充実・強化

を求める意見書、意見書案第２号 核兵器の廃絶

と恒久平和を求める意見書、意見書案第３号 ハ

ローワーク機能の抜本的強化を求める意見書、意

見書案第４号 経済危機対策などに伴う地方負担

の軽減を求める意見書、意見書案第５号 国直轄

事業負担金に係る意見書、意見書案第６号 新型

インフルエンザ対策の強化を求める意見書、意見

書案第７号 所得税法第５６条の廃止を求める意

見書、意見書案第８号 基地対策予算の増額等を

求める意見書、以上８件を一括議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 決議案第〇議長（小野寺一知議員）

１号 北朝鮮の核実験に抗議する決議を議題とい

たします。

提案者の説明を求めます。

熊谷吉正議員。

議長より御指名があ〇１９番（熊谷吉正議員）

りましたので、これより北朝鮮の核実験に抗議す

る決議案の提案を行いたいと思いますけれども、

私たち名寄市民は世界で唯一の被爆国、日本の国

民として、すべての国の核兵器廃絶、軍縮を求め

る立場から非核平和都市宣言を行っております。

よって、先般北朝鮮が強行した核実験に強く抗議

をするとともに、名寄市議会の立場を明らかにし

たいというふうに考えております。以下、読み上

げて御提案を申し上げますので、議員各位の御賛

同を切にお願いをするものであります。
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北朝鮮の核実験に抗議する決議案。

核兵器の廃絶は、最初の被爆国である日本をは

じめ、いまや全世界の人類共通の願いとなってい

る。

しかしながら、北朝鮮政府は、５月２５日に２

度目の核実験を強行した。これは、北朝鮮に対し

て「さらなる核実験またはミサイルの発射をおこ

なわないよう」求めた国連安全保障理事会決議１

７１８に違反し、決して許されるものではない。

今日、世界の中で核兵器廃絶に向かう新たな機

運が生まれつつあるときに行われた今回の核実験

は、こうした動きに逆行し、北東アジアの平和と

安全を脅かすものである。

よって、非核平和都市宣言を行っている名寄市

において、本市議会は、北朝鮮政府に対し、核実

験の強行に強く抗議するとともに、今後いかなる

核実験も行わないこと、核兵器及び核兵器開発計

画を放棄することを強く求めるものである。

以上、決議する。

平成２１年６月１５日、名寄市議会。

各議員の皆さんの切なる御賛同を求めて終わり

たいと思います。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省略し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第８ 報告第１〇議長（小野寺一知議員）

２号 例月現金出納検査報告を議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第９ 請願を議〇議長（小野寺一知議員）

題といたします。

今期定例会において本日までに受理した請願は、

お手元に配付の請願文書表のとおり所管の常任委

員会に付託いたしましたので、御報告を申し上げ

ます。

日程第１０ 委員の〇議長（小野寺一知議員）

派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

日程第１１ 閉会中〇議長（小野寺一知議員）

継続審査及び調査の申し出についてを議題といた

します。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２１年第２回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時４２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ
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とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 大 石 健 二

署名議員 木戸口 真
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２１年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐 藤 勝 １．ふうれん望湖台自然公園と、望湖台センターハウスの将来的な位置

（Ｐ ３０） 付けについて

(1) ふうれん望湖台自然公園の評価と将来展望

(2) 望湖台センターハウスの評価

(3) 望湖台センターハウスが担う役割

(4) 望湖台センターハウスの中・長期的な位置付け

(5) 人件費等の考え方

２．地域交流センター（仮称）建設に関して

(1) 地域交流センター運営市民委員会（仮称）の設置を

(2) 地域交流センター駐車場の確保を

(3) 地域交流センター内に「休憩コーナー」の設置を

(4) 名称の公募を

３．農地法改正案について

(1) 農地法改正案に対する市の見解

(2) 改正案の要点

(3) 農地法改正後の名寄市農業の向うべき道

２ 岩 木 正 文 １．インフルエンザ対策について

（Ｐ ４１） (1) 新型インフルエンザへの対応

(2) 市民の安全を守る周知

２．ＡＥＤの周知について

(1) 設置場所の周知

(2) スポーツ大会での活用状況

３．新学習指導要領について

(1) 先行実施の現状

(2) 授業時数確保の対応

(3) 中１ギャップの現状と対策

４．児童虐待について

(1) 子どもを守る対策

平 成 ２ １ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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(2) ハートダイヤルの子どもへの対応

３ 髙 橋 伸 典 １．スクール・ニューディール政策について

（Ｐ ５２） (1) 本市小中学校数と小中生徒数の現状

(2) 各学校の教育用ＰＣの数と現状

(3) 耐震化への考えとこれからの施策は

(4) エコ対策の考え方は

(5) 校庭の芝生化の考えは

(6) スクール・ニューディール政策の取組を

２．高齢者福祉対策について

(1) 外出支援サービス事業、自立支援デイサービス事業の現状

(2) 養護老人ホーム及び軽費老人ホーム（ケアハウス）の入所希望者

の状況について

(3) 小規模多機能型居宅介護（短期入所者）の現状について

(4) 今後の高齢者自立支援事業に係るケアハウス・シルバーハウジン

グの建設等の考えは

３．行財政改革に係る公共施設のあり方について

(1) 生きがいホビーセンターの今後について

(2) 当初の目的達成の考え方について

(3) 今後のホビーセンターの考え方について

４ 大 石 健 二 １．名寄市の行財政運営から

（Ｐ ６３） (1) 都市基盤整備について

ア 市街地の整備推進等の手法と今後の課題

(2) 名寄市の行財政改革について

ア その手法と今後の課題

(3) 中心市街地活性化基本計画について

ア 現状分析等と今後の課題

(4) 行政報告について

ア 市政推進と今後の課題

５ 東 千 春 １．老朽住宅の解体助成について

（Ｐ ７３） (1) まちなかの美化について

(2) 空き住宅の防犯について

(3) 雇用と経済効果について

(4) 住宅リフォームの評価と今後について

平 成 ２ １ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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２．名寄市立大学について

(1) 教員確保の現状と進捗状況について

(2) 就職対策の進捗状況について

(3) 行政及び市民からの大学支援について

(4) 新卒業生とのかかわりについて

３ 将来の歩道のあり方について

(1) 車道側に傾斜する歩道について

(2) 縁石等で仕切るフラット形の歩道について

６ 佐々木 寿 １．自衛隊関係について

（Ｐ ８８） (1) 国の防衛計画大綱見直し、次期中期防衛力整備計画策定の動きに

対する名寄市の取組について

２．道の権限移譲について

(1) 名寄市への権限移譲の現状と課題、今後の取組について

３．教育関係について

(1) 理科授業の現状について

(2) 教員相互の授業参観施策について

(3) 学校給食法改正後の取組について

４．社会福祉事業について

(1) 名寄市の高齢者事業の推進について

７ 黒 井 徹 １．地域活性化・経済危機対策臨時交付金の取組について

（Ｐ ９８） (1) 交付金の概要と申請スケジュールについて

(2) 予定される額と事業について

(3) 公共投資臨時交付金による影響額について

２．国の２１年度予算にかかわる農業政策について

(1) 担い手への経営支援対策の概要とその取組について

(2) 水田フル活用としての自給率向上対策について

(3) 集落営農法人化の取組について

３．名寄農業高校の今後の方向性について

(1) 担い手等の研修施設としての活用の可能性について

(2) 新たな活用の推進方法について

８ 田 中 好 望 １．施設の統廃合について

（Ｐ１０９） (1) 望湖台センターハウスについて

(2) 歴史民俗資料館について
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２．風連中央小学校の老朽化に、今後どう対処するのか

９ 日根野 正 敏 １．農業推計と農地法改正について

（Ｐ１１８） (1) １０年前、現在、１０年後の平均耕作面積と戸数推計と課題につ

いて

(2) 農地法改正の見解と対応について

２．特例区バス事業と団体活動推進補助事業について

(1) 特例区大型バス事業の近年の利用状況と、団体活動推進補助事業

の利用状況

(2) 両事業の利用区分について

３．公共施設の宿泊利用について

(1) 市内団体等の宿泊利用の見解について

４．名寄地区・風連地区の旧焼却場の今後について

(1) 解体費用の概算について

(2) 補助事業の見通しについて

(3) 残留ダイオキシン調査の推移と構築物の安全性について

１０ 高 見 勉 １．先行取得した公有用地の利活用について

（Ｐ１２８） (1) 旧営林署跡地他大規模用地の利用計画について

(2) 土地開発公社の今後のあり方について

２．指定管理者制度について

(1) 公募等の実態と課題について

(2) 事業評価及び財務監査について

３．学校支援地域本部事業について

(1) 名寄市における取組の現状について

(2) 今後の具体的な取組について

１１ 渡 辺 正 尚 １．建設行政について

（Ｐ１４５） (1) 今年度の建設事業の発注時期は

(2) 指名業者の基準について

(3) 今後の対応について

２．市民と協働のまちづくりの考え方について

(1) 基本的に両者が情報の共有化を図らなければならないと思うが、

現状はどのような状況か

(2) 情報公開条例が出来てから、今までにあった請求件数は何件か

３．高齢者福祉について
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(1) 外出しやすい環境整備が必要だと思うが、お考えについて

(2) パークゴルフ等の軽スポーツの推進などが考えられるが

４．産業振興について

(1) 農業振興について

(2) その他の産業振興施策について

１２ 竹 中 憲 之 １．公害と環境衛生について

（Ｐ１５５） (1) 大気汚染調査のあり方について

(2) 小河川における水質検査について

(3) 最終処分場の現状について

２．パークゴルフ場の利用状況について

(1) 利用料値上げでの苦情は

(2) シーズン券の発行数は

３．公営住宅法改正について

(1) 入居基準改正による問題点は

４．日本国憲法と施策

(1) 憲法が施策に生かされているか

１３ 川 村 幸 栄 １．子育て支援について

（Ｐ１６６） (1) 子育て応援特別手当について

(2) 就学援助について

(3) 生活保護の母子加算について

(4) 学童保育について

２．高齢者福祉について

(1) 介護保険サービスの充実について

(2) 介護労働者の現況について
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第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成２１年６月１日～平成２１年６月１５日 １５日間

本会議時間数 １５時間２６分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

議 案 第 １ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について 21. 6. 1 原 案 可 決

議 案 第 ２ 号 名寄市地域包括支援センター条例の一部改正 〃 〃

について

議 案 第 ３ 号 名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部 〃 〃

改正について

議 案 第 ４ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 〃 承 認

て

議 案 第 ５ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 〃 〃

て

議 案 第 ６ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 〃 〃

て

議 案 第 ７ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 〃 〃

て

議 案 第 ８ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 〃 〃

て

議 案 第 ９ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 〃 〃

て

議 案 第 １ ０ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 〃 〃

て
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議 案 第 １ １ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 21. 6. 1 承 認

て

議 案 第 １ ２ 号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 〃 原 案 可 決

議 案 第 １ ３ 号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ４ 号 平成２１年度名寄市老人保健事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ５ 号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 １ ６ 号 平成２１年度名寄市水道事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 １ ７ 号 工事請負契約の締結について 21. 6.15 〃

議 案 第 １ ８ 号 財産の取得について 〃 〃

諮 問 第 １ 号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め 21. 6. 1 適任と認める

ることについて

推 薦 第 １ 号 名寄市農業委員会委員の推薦について 21. 6.15 推 薦 決 定

意見書案第１号 地方分権改革にあたり地域経済等に配慮し、 〃 原 案 可 決

地方財政の充実・強化を求める意見書

意見書案第２号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書 〃 〃

意見書案第３号 ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見 〃 〃

書

意見書案第４号 経済危機対策などに伴う地方負担の軽減を求 〃 〃

める意見書
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意見書案第５号 国直轄事業負担金に係る意見書 21. 6.15 原 案 可 決

意見書案第６号 新型インフルエンザ対策の強化を求める意見 〃 〃

書

意見書案第７号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書 〃 〃

意見書案第８号 基地対策予算の増額等を求める意見書 〃 〃

決 議 案 第 １ 号 北朝鮮の核実験に抗議する決議 〃 〃

報 告 第 １ 号 平成２０年度名寄市一般会計予算繰越明許費 21. 6. 1 報 告 済

の繰越の報告について

報 告 第 ２ 号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計予算繰 〃 〃

越明許費の繰越の報告について

報 告 第 ３ 号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計予算 〃 〃

繰越明許費の繰越の報告について

報 告 第 ４ 号 平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会計予 〃 〃

算繰越明許費の繰越の報告について

報 告 第 ５ 号 平成２０年度名寄市食肉センター事業特別会 〃 〃

計予算繰越明許費の繰越の報告について

報 告 第 ６ 号 公害の現況に関する報告について 〃 〃

報 告 第 ７ 号 名寄市土地開発公社の経営状況について 〃 〃

報 告 第 ８ 号 株式会社名寄振興公社の経営状況について 〃 〃

報 告 第 ９ 号 株式会社ふうれん望湖台振興公社の経営状況 〃 〃

について

報 告 第 １ ０ 号 株式会社ふうれんの経営状況について 〃 〃



－195－

平 成 ２ １ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会

報 告 第 １ １ 号 名寄市社会福祉事業団の経営状況について 21. 6. 1 報 告 済

報 告 第 １ ２ 号 例月現金出納検査報告について 21. 6.15 〃

請 願 第 １ 号 名寄市が建設（新築及び改築）する公共施設 〃 建設常任委員会付託

に石油燃料設備の採択についての請願

委員の派遣について 〃 派 遣 決 定

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定
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